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第一部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの形態

　世界株式インカム・ポートフォリオ（以下「ポートフォリオ」または「ＧＥＩＰ」という。）

は、アンブレラ・ファンドであるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以

下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである。ファンドは、2019年５月末日現在、ポート

フォリオを含む５本のサブ・ファンドにより構成されている。管理会社は、随時、他のサブ・ファ

ンドを追加設定することができる。

　ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づき、ファンド受益者（以下「受益者」という。）のた

め、管理会社および保管受託銀行との間の契約（以下「約款」という。）によって設定されるオー

プン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年12月17日の譲渡性のある証券を

投資対象とする投資信託に関する法律（以下「ルクセンブルグ投信法」または「2010年法」とい

う。）のパートⅡの下で設定されている。オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年６月

８日付欧州議会および理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）ならびにルクセ

ンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日法（以下「2013年法」とい

う。）に従い、ファンドは、オルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）としての資

格を有している。

　ポートフォリオは、クラスＡ受益証券（米ドル建て）およびクラスＦ受益証券（米ドル建て）の

２種類の受益証券を発行する。

　第三者の管理会社に宛てたファンドに対する請求は、当該クラス受益証券またはポートフォリオ

の勘定に計上される。

　異なるカテゴリーおよび受益証券クラスによって表章されるファンドのポートフォリオは、その

発行および買戻しの基礎として各々の１口当たり純資産価格を決定するため、資産、負債、収益お

よび費用に関して個別のものとみなされる。

　管理会社、保管受託銀行、オルタナティブ投資ファンド運用会社および受益者の権利および義務

の詳細は約款に規定される。オルタナティブ投資ファンド運用会社および管理会社は、すべての受

益者が約款に基づく権利および義務について情報を得られるように、各受益者により約款が参照可

能であることを確保する。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、約款の条項および適用法令を遵守することにより、す

べての受益者に対する公正な取扱いを確保することを目指す。

　さらに、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、（契約上の拘束力を持たず、投資家により執

行可能ではないものの）ブラックロック・グループ全体に適用されるポリシーである、顧客（必要

に応じてファンドおよびその投資者を含む。）を公正に取り扱う原則に従い運営される。顧客を公

正に取り扱う原則には、とりわけ以下が含まれる。

(ⅰ）責任を持って商品の開発およびマーケティングを行い、取扱商品を常に見直し、また市場お

よび規制の変化に対応する。

(ⅱ）すべてのマーケティング上のコミュニケーションが明確、公平で、誤導的でなく、また意図

された対象者に合わせて慎重に調整されたものであることを確保する。

(ⅲ）従業員が、適切な専門的基準に基づき職務を遂行するために、適切に訓練を受け監督されて

いることを確保する。

(ⅳ）依頼者への公平な成果を確保するために、重大な利益相反は特定され、可能な場合には回避

され、管理され、また開示されることを確保する。

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

  2/277



　上記の顧客を公正に取り扱う原則は、主にリスク分析、技術およびビジネス・プロセス・エンジ

ニアリングに重点を置き、オルタナティブ投資ファンド運用会社の戦略および商業的な目的を設定

する際に考慮される。

　信託金の限度額については特に定めがなく、随時受益証券を発行することができる。

②　ファンドの目的及び基本的性格

　ポートフォリオは、世界各国の株式に分散投資することにより継続的な利回りを維持することを

追求する。ポートフォリオは、配当利回りに関して、ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩを上回る運用成果の獲得

を追求する。

 

（２）【ファンドの沿革】

1990年６月15日　　約款締結

1990年８月24日　　約款変更

1991年７月３日　　約款変更

1996年３月29日　　約款変更

1997年10月29日　　ファンド再編成のためのファンド約款締結

1998年２月24日　　約款変更

1998年５月15日　　約款変更

1998年12月９日　　約款変更

1999年２月23日　　約款変更

1999年８月31日　　約款変更

2000年２月21日　　約款変更

2000年10月31日　　約款変更

2001年４月10日　　約款変更

2002年７月31日　　約款変更

2004年２月13日　　約款変更

2004年３月15日　　約款変更

2004年４月１日　　約款変更

2004年７月１日　　約款変更

2005年７月８日　　約款変更

2005年８月26日　　約款変更

2005年９月29日　　約款変更

2005年９月29日　　ポートフォリオの運用開始

2006年２月21日　　約款変更

2006年10月１日　　約款変更

2007年８月１日　　約款変更（メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズからブラッ

クロック・グローバル・インベストメント・シリーズへの名称変更を含む。）

2009年５月29日　　約款変更

2009年８月１日　　約款変更

2011年７月29日　　約款変更

2012年８月１日　　約款変更

2014年７月22日　　約款変更

2015年８月１日　　約款変更

2019年１月17日　　約款変更

2019年７月１日　　約款変更
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（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

 

 

（注１）後記「第二部　特別情報　第２　その他の関係法人の概況」を参照すること。

（注２）2019年１月17日付で、ファンドの投資運用会社であったブラックロック・アセット・マネジメント・シュワイ

ツ・アー・ゲーが退任し、これに代わり、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミ

テッドがファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」ということがある。）に就任し
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た。これは、ルクセンブルグにおける法規制の変更により、ＡＩＦＭＤおよび2013年法の定める意味における

認可されたオルタティブ投資ファンド運用者を、ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社とする必要

が生じたことに基づくものである。
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

ブラックロック・ファンド・

マネジメント・カンパニー・

エス・エー

（BlackRock Fund Management

Company S.A.）

管理会社 2019年６月20日付で保管受託銀行との

間で改訂約款を締結（2019年７月１日

に効力発生）。ファンドの管理および

運用、ならびに受益証券の発行および

買戻業務を行う。

ブラックロック・アセット・

マネジメント・アイルランド・

リミテッド

（BlackRock Asset Management

Ireland Limited）

オルタナティブ投資

ファンド運用会社

2019年１月17日付で管理会社との間で

オルタナティブ投資運用契約（注１）を

締結。組入証券およびリスクの管理に

ついて、オルタナティブ投資ファンド

運用会社としての業務を規定してい

る。2019年１月17日付で投資顧問会社

との間で投資顧問契約（注２）を締結。

ブラックロック・

インベストメント・マネジメント

（ＵＫ）リミテッド

（BlackRock Investment

Management (UK) Limited）

投資顧問会社 2019年１月17日付でオルタナティブ投

資ファンド運用会社との間で投資顧問

契約（注２）を締結。ポートフォリオの

資産に関する投資運用業務、ならびに

ポートフォリオの組入証券の選択およ

び運用等について規定している。

ステート・ストリート・バンク・

ルクセンブルグ・

エス・シー・エー

（State Street Bank Luxembourg

S.C.A.）

保管受託銀行および

管理事務代行会社

2019年１月17日付で管理会社およびオ

ルタナティブ投資ファンド運用会社と

の間で保管契約（注３）を締結。ファン

ド資産の保管受託業務について規定し

ている。

1996年４月10日付で管理会社との間で

管理事務代行契約（注４）を締結（1997

年10月13日改訂。随時改正済）。管理

事務代行会社としての業務について規

定している。

Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・

ルクセンブルグ・エス・エー

（J.P.Morgan Bank Luxembourg

S.A.）

登録・名義書換事務代

行会社および支払事務

代行会社

2002年３月29日付で管理会社との間で

名義書換事務代行契約（注５）を締結。

ファンドの登録・名義書換事務および

支払事務代行会社として受益証券の発

行、買戻しおよび乗換えについて規定

している。支払事務代行会社として支

払事務代行業務等を行う。

ブラックロック・オペレーションズ

（ルクセンブルグ）

エス・エー・アール・エル

（BlackRock Operations

(Luxembourg) S.à r.l.）

管理業務会社 1998年５月15日付で管理会社との間で

業務契約（注６）を締結。ファンドに提

供する会社関係業務および管理調整業

務について規定している。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

ブラックロック・

インベストメント・マネジメント

（ＵＫ）リミテッド

（BlackRock Investment

Management (UK) Limited）

総販売会社 2016年１月18日効力発生で管理会社と

の間で販売契約（注７）を締結。受益証

券の販売業務、販売促進業務および

マーケティング業務の提供ならびに販

売会社の選任について規定している。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

ＰＢ証券株式会社

代行協会員 2011年７月12日付で管理会社との間で

代行協会員契約（2015年９月15日付代

行協会員契約の変更契約により変更

済）（注８）を締結。日本における代行

協会員業務について規定している。

（注１）オルタナティブ投資運用契約とは、管理会社によって任命されたオルタナティブ投資ファンド運用会社が、組

入証券およびリスクの管理を行うことを約する契約である。本契約に基づき、その業務を行うために代理人を

用いることができる。

（注２）投資顧問契約とは、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって任命された投資顧問会社が、投資方針およ

び投資制限に従ってポートフォリオの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。

（注３）保管契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀

行が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約である。

（注４）管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務に関する業務を行うこと

を約する契約である。

（注５）名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、名義書換業務を行うこと

を約する契約である。

（注６）業務契約とは、管理会社によって任命された管理業務会社が、ファンドに提供する業務の調整を行うことを約

する契約である。

（注７）販売契約とは、管理会社によって任命された総販売会社が、受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケ

ティング業務を提供すること、ならびに販売会社を選任することを約する契約である。

（注８）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ポートフォリオに関し、受益

証券１口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における

販売会社に対する送付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。

 

③　管理会社の概況

（イ）設立準拠法

　ルクセンブルグ1915年商事会社法（改正済）に基づき、ルクセンブルグにおいて1990年６月８

日に設立された。1991年７月４日、1993年１月12日、1994年10月28日、1995年７月21日、1997年

10月28日、1998年３月18日、同年５月15日、2003年４月11日、2005年４月８日、2006年８月17

日、2009年１月30日および2015年３月23日に定款を改正した。

　1915年商事会社法（改正済）は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規

定している。ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。

（ロ）事業の目的

　管理会社の目的は、ルクセンブルグ籍投資信託の設定、管理および運用を行うことである。

　管理会社は、ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、ＡＩＦＭＤの意味する

範囲において組入証券およびリスクの管理機能を遂行するためにブラックロック・アセット・マ

ネジメント・アイルランド・リミテッド（以下「オルタナティブ投資ファンド運用会社」とい

う。）を任命した。ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドは、

アイルランド中央銀行によって認可されている。

（ハ）資本金の額

　資本金は、50万米ドル（約5,468万円）で、2019年５月末日現在全額払込済である。なお、１株

12.5米ドル（約1,367円）で記名株式40,000株を発行済である。
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（ニ）会社の沿革

　1990年６月８日　設立

　2006年10月１日　メリルリンチ・ファンド・マネジメント・カンパニーより、ブラックロッ

ク・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーに名称変更

（ホ）大株主の状況

 （2019年５月末日現在）

名称 住所
保有株式数
（株）

比率（％）

ブラックロック・グループ・

リミテッド　ルクセンブルグ支店

（BlackRock Group Limited -

Luxembourg Branch）

ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ

Ｌ－1855、Ｊ．Ｆ．ケネディ通り　35Ａ番

（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg）

40,000 100.00

 

（４）【ファンドに係る法制度の概要】

①　準拠法の名称

　ファンドは、ルクセンブルグ投信法、勅令、規則、金融監督委員会（Commission de

Surveillance du Secteur Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の通達等の規制に従ってい

る。

 

②　準拠法の内容

（イ）民法

　ファンドは法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資

によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立

されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に

基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第1134条、1710条、

1779条、1787条および1984条）およびルクセンブルグ投信法に従っている。

（ロ）ルクセンブルグ投信法

　2002年12月20日の投資信託に関する法律（以下「2002年法」という。）により、ルクセンブル

グは、ＵＣＩＴＳ指令85／611／ＣＥＥを改正する2001／107／ＣＥおよび2001／108／ＣＥを実施

した。この法律は、2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年１月１日から施行された。

2010年法により、ルクセンブルグは、ＵＣＩＴＳ指令85／611／ＣＥＥを改正する2009／65／ＥＣ

を実施した。2010年法は、2011年１月１日に施行される条項と2011年７月１日に施行される条項

がある。2002年法は、2012年７月１日に廃止されている。

　ルクセンブルグ投信法は、５つのパートから構成されている。

パートⅠ－ＵＣＩＴＳ

パートⅡ－その他の投資信託

パートⅢ－外国の投資信託

パートⅣ－管理会社

パートⅤ－ＵＣＩＴＳおよびその他の投資信託に適用される一般規定

　ルクセンブルグ投信法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信

託」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。

　2013年法は、2013年７月15日に公布された。同法は、ルクセンブルグ法にＡＩＦＭＤを導入

し、同時に、特に2010年法および2007年２月13日法を改正するものである。

　2013年法は13章から構成される。

第１章：　　総則

第２章：　　ＡＩＦＭの認可

第３章：　　ＡＩＦＭの運営条件

第４章：　　透明性要件
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第５章：　　特定タイプのＡＩＦを運用するＡＩＦＭ

第６章：　　ＥＵにおけるＥＵＡＩＦＭの販売権限およびＥＵＡＩＦの運用権限

第７章：　　第三国に関する具体的規則

第８章：　　個人投資家に対する販売

第９章：　　監督組織

第10章：　　暫定規定

第11章：　　刑罰規定

第12章：　　改正および各種規定

第13章：　　廃止および最終規定

 

（５）【開示制度の概要】

①　ルクセンブルグにおける開示

（イ）ＣＳＳＦに対する開示

　ルクセンブルグ内においてもしくはルクセンブルグから受益証券の公募を居住者もしくは非居

住者に対して行う場合は、ＣＳＳＦへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合も、英

文目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書をＣＳＳＦに提出しなければならな

い。ただし、2005年４月６日以降、公衆に配布される予定の広告類（ファンドによる受益者に送

付される英文目論見書および通知を除く。）については、承認を得るためＣＳＳＦに提出する必

要がなくなっている。更に、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、ＣＳＳＦにより承

認された独立監査人により監査されなければならない。ファンドの独立監査人は、デロイト・

オーディット・エス・エイ・アール・エル（Deloitte Audit S.à r.l.）が任命されている。更

に、ファンドは、金融庁（現ＣＳＳＦ）が発令した1997年６月13日付通達97／136（ＣＳＳＦ通達

08／348により改正済。随時改正または置き換えられることがある。）に基づき、ＣＳＳＦに対し

て、月次報告書を提出することを要求されている。

（ロ）受益者に対する開示

　ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および無監査半期報告書は、

管理会社および保管受託銀行のルクセンブルグの事務所において、受益者はこれを要求して入手

することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手すること

ができる。また、ルクセンブルグの商業および会社登録機関において、約款（その変更を含

む。）を閲覧することができ、その写しを入手することができる。

　受益者に対するすべての通知は、要求があれば、管理会社の決定により、受益証券が販売され

た国の新聞に公告される。

　ファンドの監査済財務諸表を含む年次報告書は、管理会社の登記上の事務所において、１月31

日に終了した前会計年度に関して、年度末から４か月以内に、受益者が入手可能となる。

　未監査の半期報告書は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において、７月31日に終

了した期間に関して、同日から２か月以内に、受益者が入手可能となる。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ＡＩＦＭＤに基づき、ファンドに関連する特定の情

報を受益者に対して定期的に開示しなければならない。これには、各ポートフォリオのリスク特

性についての開示（すなわち、ＡＩＦＭＤレベル２に規定されるとおり、(ⅰ）ポートフォリオが

さらされている、またはさらされる可能性がある最も関連性の高いリスクに対するポートフォリ

オの感応性の評価に用いられた手段、ならびに(ⅱ）オルタナティブ投資ファンド運用会社により

設定されたリスク制限を上回った、または上回る可能性が高い場合には、これらのリスク制限を

上回ったときの状況およびとられる改善措置の説明を概説するもの）が含まれる。オルタナティ

ブ投資ファンド運用会社は、以下の方法によって定期開示義務を遵守する方針である。

　以下の情報は、各ポートフォリオの定期報告の過程の一環として受益者に対して公表される。

(ⅰ）流動性が低いという性質に起因する特別な取決めの影響を受ける各ポートフォリオの資産

の割合

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

  9/277



(ⅱ）各ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するためにオルタナ

ティブ投資ファンド運用会社が採用するリスク管理システム

(ⅲ）各ポートフォリオが用いるレバレッジの総計

　上記の情報は、中間報告書または年次報告書のいずれかに記載される（ファンドの定期報告の

サイクルにおいて次にいずれの報告書を作成予定であるかによる。）。

　受益者は、(ⅰ）ポートフォリオ、またはファンドのためにオルタナティブ投資ファンド運用会

社が利用することのできるレバレッジの最大水準、(ⅱ）ファンドのレバレッジに係る取決めに基

づく担保を再利用する権利、または(ⅲ）ファンドのレバレッジに係る取決めに基づく保証が変更

される場合、当該変更について通知を受ける。

　かかる情報は、英文目論見書を更新することにより、変更の発生後不当な遅延なく、受益者に

対し公表される。必要な場合には、かかる変更は事前に受益者に対する通知がなされる。

　ファンドがゲートもしくは同様の取決めを有効化する場合、または管理会社が買戻しの延期を

決定する場合、直ちに受益者に通知を行うことが予定されている。ポートフォリオに関して採用

された流動性管理システムおよび手続についてオルタナティブ投資ファンド運用会社が重大な変

更を行う場合にも、受益者に対する通知がなされる。

 

②　日本における開示

（イ）監督官庁に対する開示

(a）金融商品取引法上の開示

　管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東

財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法（昭

和23年法律第25号。その後の改正を含む。）（以下「金融商品取引法」という。）に基づく有

価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）等において、これを閲

覧することができる。

　受益証券の販売会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同

時に交付しなければならない目論見書をいう。）を投資者に交付する。また、投資者から請求

があった場合は、請求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に

交付しなければならない目論見書をいう。）を交付する。

　管理会社は、財務状況等を開示するために、ポートフォリオの各事業年度終了後６か月以内

に有価証券報告書を、またポートフォリオの各半期終了後３か月以内に半期報告書を、更に、

ポートフォリオに関する一定の重要事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書

を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書

類をＥＤＩＮＥＴ等において閲覧することができる。

(b）投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等

　管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。）（以下「投信法」という。）に従

い、ポートフォリオにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理

会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容およ

び理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ポートフォリオの資産

について、ポートフォリオの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につい

て記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）に記載すべき事項のうち重要な

ものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

（ロ）日本の受益者に対する開示

　管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等におい

ては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通

知しなければならない。

　管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を

通じて日本の受益者に通知される。
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　前記のポートフォリオの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ポート

フォリオの運用報告書（全体版）は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交

付請求があった場合には、交付される。

（ハ）日本における投資者は、請求次第、日本における代行協会員から他のポートフォリオの英文目

論見書および情報としてファンドのアンブレラ用目論見書（英語版）を入手することができる。

　日本における販売会社は、日本の法令上認可され、かかる認可がファンドまたは投資顧問会社

により文書により明白に規定されている場合でない限り、英文目論見書、ファンドの年次財務報

告書もしくは半期財務報告書、またはファンドの委任状もしくは通知を除いて、いずれかのポー

トフォリオ、投資顧問会社、総販売会社および各社のあらゆる関連会社または代行会社に関して

のいかなる文書または情報も顧客に渡すことを認められていない。

 

（６）【監督官庁の概要】

　管理会社およびファンドは、ＣＳＳＦの監督に服している。監督の主な内容は、次のとおりであ

る。

①　登録の届出の受理

（イ）ルクセンブルグに所在するすべての投資信託（即ち、契約型投資信託の管理会社または会社

型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、ＣＳＳＦの監督に服し、

ＣＳＳＦに登録しなければならない。

（ロ）2011年７月１日以降、ＵＣＩＴＳで、ＥＵ加盟国で設立され、かつ2009年７月13日付欧州理

事会および欧州議会による欧州共同体指令2009／65／ＥＣの要件に適合していることを設立国

の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるＵＣＩ

ＴＳは、ＵＣＩＴＳの所在国であるＥＵ加盟国の監督機関によりＣＳＳＦに事前通知し、かつ

所定の書類を提出し、また所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命する場合、

ルクセンブルグ国内において販売することができる。

　ファンドは、ルクセンブルグ投信法のパートⅡとして登録されている。

（ハ）外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブ

ルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するため

には、ＣＳＳＦへの事前登録を要する。

　当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により

設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。

②　登録の拒絶または取消

　ＣＳＳＦが保有する投資信託のリストへの掲載および維持は、投資信託の設定および運営、な

らびに受益証券の販売、募集または売出しに関する法律、規則および契約の遵守に服する。特

に、ＣＳＳＦは、ファンドの独立監査人がルクセンブルグ投信法により課される義務を履行しな

い場合には当該リストへの登録を拒絶することができる。

　また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がＣＳＳＦにより要求される

専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。更

に、投資信託の仕組または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登

録は拒絶されうる。

　登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定によ

り解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、ルクセンブルグにお

ける登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。

③　英文目論見書に対する査証の交付

　受益証券の販売に際し使用される英文目論見書または説明書等は、その使用前に、ＣＳＳＦに

提出されなければならない。ただし、2005年４月６日以降、公衆に配布される予定の広告類

（ファンドによる受益者に送付される英文目論見書および通知を除く。）については、承認を得

るためＣＳＳＦに提出する必要がなくなっている。ＣＳＳＦは書類が適用ある法律、勅令、規則

および通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、英文目論見

書に査証を付してそれを証明する。
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④　財務状況、その他の情報に関する監督

　投資信託の財務状況ならびに投資者およびＣＳＳＦに提出されたその他の情報の正確性を確保

するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他

に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨をＣＳＳＦに直ちに報

告する義務を負う。また監査人は、ＣＳＳＦが要求するすべての情報（投資信託の帳簿その他の

記録を含む。）をＣＳＳＦに提出しなければならない。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

　ポートフォリオは、世界各国の株式に分散投資することにより継続的な利回りを維持することを追

求する。ポートフォリオは、配当利回りに関して、ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩを上回る運用成果を獲得する

ことを追求する。

　ポートフォリオは、ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ（日本を含む。）（以下「対象指数」という。）に含まれ

る国々を所在地とするかまたはかかる国々においてその経済活動の主たる部分を遂行している企業の

株式に投資を行う。通常、ポートフォリオは、50銘柄以上に分散投資を行う。

　ポートフォリオは、

－　その純資産価額の20％を上限として、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに含

まれる国々を所在地とするかまたはかかる国々においてその経済活動の主たる部分を遂行してい

る企業の株式に投資することができる。

－　（各投資時の）市場価格でのその純資産価額の５％を上限として、ＯＥＣＤ政府証券を除くい

ずれか一つの発行体の有価証券またはいずれか一つの発行体のコーポレート・ローンに投資する

ことができる。ただし、本制限は、吸収合併、合併、買収または組織変更に関連して取得された

有価証券には適用されない。

－　その純資産価額の５％を上限として、ＵＣＩＴＳおよび／または指令2009／65／ＥＣ（随時改

正済）第１条2.項(a)および(b)に規定されているその他のＵＣＩの受益証券に、ＵＣＩＴＳおよ

びその他のＵＣＩがＥＵ加盟国に所在するか否かにかかわらず、投資することができる。ただ

し、以下を条件とする。

・かかるその他のＵＣＩが、ＥＣ法に規定されるものと同等であるとＣＳＳＦが判断する監督に

服する旨および監督当局間の協力が十分に確保される旨を定める法律に基づき認可されている

こと。

・他のＵＣＩの受益者に対する保護水準が、ＵＣＩＴＳの受益者に提供されるものと同等であ

り、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付ならびに譲渡性のある有価証券および短期金融商品

の無担保での売却に関する規則が、指令2009／65／ＥＣ（随時改正済）の要件と同等であるこ

と。

・他のＵＣＩの業務が、報告対象期間における資産および負債、収益ならびに運営についての評

価を行うことができるよう、半期報告書および年次報告書において報告されていること。

・取得が予定されているＵＣＩＴＳまたは他のＵＣＩについて、その設立文書に従い、合計して

その資産（またはそのサブ・ファンドの資産（ただし、第三者に関して異なるコンパートメン

トの負債の分離原則が確保されることを条件とする。））の10％を超えて、その他のＵＣＩＴ

Ｓまたはその他のＵＣＩの受益証券に投資してはならないこと。

　為替リスク（エクスポージャー）は、通常、ヘッジされない。ただし、投資顧問会社は、ポート

フォリオの市場リスクをヘッジするため、またはそのリターンの向上を追求するために様々な投資戦

略を用いることができる。これらの戦略には、差額決済契約およびスワップ契約を含む単一の証券取

引所で取引されているコール／プット・オプションおよびＯＴＣデリバティブ等のデリバティブの利

用が含まれる。

　ポートフォリオの目的は、配当収益を生み出すことであるため、ポートフォリオは、投資元本の成

長に関し、対象指数を上回る運用成果を追求するものではない。したがって、ポートフォリオにおけ

る投資元本の成長の機会は、主として投資元本の成長を追求する通常のグローバル・エクイティ商品

に比して少なくなる。

　ポートフォリオは、以下の種類の有価証券、短期金融商品、投資対象および投資手法に投資または

これらを利用することができる。

・新興市場

・新規募集株式および新規発行債

・デリバティブ（金利リスクを調整するためのスワップ契約を含む。）

・クレジット・デフォルト・スワップ
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　ポートフォリオの基準通貨は、米ドルである。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、その規制上の義務に従い、以下のとおり既定の２つのレ

バレッジ測定方法を用いて、ポートフォリオのレバレッジの上限となる水準を示すことが義務づけら

れている。ポートフォリオは、原則として１：１（グロス計算法を用いた場合）および１：１（コ

ミットメント計算法を用いた場合）の比率でレバレッジがかけられることが見込まれる（純資産価額

に対するポートフォリオのエクスポージャーとして表示されている。）。ポートフォリオは、変則的

または不安定な市況等においては、より高水準のレバレッジを有することができるが、その場合で

あっても、レバレッジは２：１（グロス計算法を用いた場合）および２：１（コミットメント計算法

を用いた場合）の比率を超えないものとする。本書の目的において、レバレッジとは、現金もしくは

証券の借入れ、もしくはデリバティブ・ポジションに組み込まれたレバレッジを通してまたはその他

の手段によるかを問わず、ポートフォリオのエクスポージャーを増加させるあらゆる方法をいう。

 

一般的な投資方針および投資制限

　投資顧問会社は、原則として、投資を評価する上で、各ポートフォリオの投資につき、関連する

ポートフォリオの受益証券の表示通貨に基づくトータル・リターンの最大化を追求する。管理会社の

取締役会および総販売会社が、追加のポートフォリオにおいて受益証券を募集するのに十分な利益が

あると判断した場合、ファンドは、英文目論見書の変更によって、追加のポートフォリオの受益証券

を募集する権限を与えられる。ポートフォリオのそれぞれの投資目的が達成される保証はない。

　各ポートフォリオの投資目的および方針は、かかるポートフォリオの設立時に管理会社によって定

められる。投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、変更が実行される前に買戻し手数料を支

払うことなく受益者が受益証券の買戻しを行うことを可能にするための合理的な通知が行われた後に

のみ行われる。

　ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流

動資産に付随的に投資することができる。

　市況または金融情勢により正当化される場合、ポートフォリオは、一時的な防衛法として、ＯＥＣ

Ｄ加盟国または一もしくは複数のＥＵ加盟国が加盟している公的国際機関が発行または保証する譲渡

性のある債券に、ポートフォリオの資産の100％までを投資することができる。

　本書に記載のその他の投資制限にかかわらず、ポートフォリオが日本で募集される場合、

(i)　一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよびデリバティブ・エク

スポージャー（各々、以下に定義される。）のそれぞれの合計金額は、原則として、ポートフォ

リオの純資産総額の10％を超えてはならない。

(ii) 一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよび／またはデリバティ

ブ・エクスポージャーを組み合わせた合計金額は、原則として、ポートフォリオの純資産総額の

20％を超えてはならない。

ただし、ポートフォリオがファンド・オブ・ファンズであり、その投資先のファンドに対し上記と同

様の信用リスクに係る投資制限が課される場合を除く。また、ポートフォリオのエクスポージャーが

上記(i)および(ii)に記載の制限を超える場合、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、１か月以内

に、または、それが不可能もしくは実務上不可能な場合には、その後可能な限り速やかに、エクス

ポージャーを上記の関連する制限以下に減少させるために必要な調整を行う。

　上記の段落の目的上、「株式エクスポージャー」とは、会社の株式または投資信託の受益証券等、

ある発行体の持分証券（疑義を避けるため付言するならば、持分証券に係るデリバティブ契約を除

く。）の評価額への直接的なエクスポージャーをいい、「債券エクスポージャー」とは、ある発行体

の債務証券（株式エクスポージャーまたは債務証券に係るデリバティブ契約を除く。）、金銭債権

（デリバティブ商品を除く。）および匿名組合出資持分の評価額（日本の商法に定められる。）から

担保評価額および反対債務の金額を控除したものへの直接的なエクスポージャーをいい、また、「デ

リバティブ・エクスポージャー」とは、(i)有価証券の発行者に関する、または(ii)相手方とのデリバ
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ティブ取引から、またはこれに関連して生じる債権の評価額から、担保評価額および反対債務の金額

を控除したものをいう。

　管理会社またはオルタナティブ投資ファンド運用会社は、自己または第三者の利益を図る目的で行

う取引等、受益者の保護に欠け、またはポートフォリオもしくはファンドの資産の運用の適正を害す

る取引を行うことができない。

　ポートフォリオはまた、プレミアム収入の獲得により、組入証券のみを保有している場合に得たで

あろう収益より多額の平均総収益の達成を目的として組入証券および株価指数の現物の裏付けのある

コール・オプションを発行することができる。ポートフォリオは、以下を除き、金融先物取引、なら

びに関連するオプション取引および先物為替予約をヘッジの目的のためのみに遂行できるものとす

る。

 

組入証券についてのオプション

　ポートフォリオは、組入証券につき現物の裏付けのあるコール・オプションを売り付ける（発行す

る）ことができる。現物の裏付けのあるコール・オプションとは、プレミアムを得て、一定期間、特

定の価格でポートフォリオが保有する特定の組入証券を買い付ける権利を第三者に与えるオプション

である。ポートフォリオは、オプションの発行による実現プレミアム収益を得るかわりに、オプショ

ンの行使期間中、オプションの権利行使価格を上回るオプションの対象証券の価格上昇による利益を

得る機会を放棄する。更に、ポートフォリオのオプションの対象証券の売付けを行う権利は、オプ

ションが終結または失効するまで制限される。

　ポートフォリオは、組入証券につきプット・オプションの買付けを行うことができる。プレミアム

の支払と引換えに、プット・オプションを買い付けた所持人（即ち、ポートフォリオ）は、プット・

オプションが終結、失効または行使されるまで指定された価格で相手方にオプションの対象証券を売

却する権利を付与される。ポートフォリオは、ポートフォリオが保有する対象証券の価格下落のリス

クを減少させる目的でプット・オプションを買い付ける。証券の総収益は、オプションにつき支払わ

れたプレミアムの額だけ減少することがある。

 

株価指数のオプション

　ポートフォリオは、株式市場または特定の産業部門において予測される全般的な株価の下落の影響

に対して、組入証券をヘッジするために、株価指数のコール・オプションを売り付け（発行し）、ま

た、プット・オプションを購入することができる。株価指数のオプションは、証券のオプションと類

似している。ただし、行使または譲渡に際しては、契約当事者は、株価指数の終値とオプションの行

使価格の差額を一定の倍数で乗じた金額に相当する現金を支払うかまたは受領する。ヘッジされる株

価指数のオプションの効果は、主に、オプションの裏付けとなっている指数の価格変動とヘッジされ

る組入証券の数量変動の相関関係に依存している。他の要素として、転換証券に関する相関関係は、

他の要因もあるが、主として、組入証券の市場価格の転換価格への寄与の程度により影響を受ける。

 

株価指数先物取引

　ポートフォリオは、その組入証券を全般的な市場リスクに対しヘッジするために、株価指数先物取

引の購入および売却を行うことができ、また、当該先物取引のプット・オプションおよびコール・オ

プションの購入ならびにコール・オプションの売却を行うことができる。ポートフォリオは、市場の

下落が予想される場合または下落した場合、ポートフォリオの組入証券の市場価格の下落と相殺する

ために、株価指数先物を売却することができる。ポートフォリオが市場に十分な投資を行っていない

場合および重大な市場の展開が予測される場合、ポートフォリオは、購入予定の証券のコスト増加の

一部または全額を相殺しうる市場価格の急騰による利益獲得のために、株価指数先物を購入すること

ができる。株価指数先物取引は双務契約であり、ポートフォリオは、かかる契約に従い、清算時にお

いて、一定のドル建ての金額に契約期間の最終取引日の株価指数の終値と先物取引の契約締結時の価

格との差額を乗じた金額を現金で受領し、または交付することに合意する。ポートフォリオは、広域

な市場における株価指数または一部の産業分野もしくは市場における株価指数に基づく先物取引を行
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うことができる。株価指数オプションについてと同様、ポートフォリオのヘッジ戦略の効果は、主に

ヘッジされている証券の価格変動と先物契約の裏付けとなっている株価指数の変動の相関関係に依存

している。転換証券に関しては、主として、ヘッジされている証券の市場価格の転換価格への寄与の

程度に依拠する。

 

金融先物取引

　ポートフォリオは、不利益な金利変動のヘッジとして金融先物契約の売買を行うことができる。金

融先物契約は、将来の特定の日に、あらかじめ合意した価格で固定利付証券を売買するという二当事

者間の契約である。

　ポートフォリオは、一般的金利水準の上昇が予想される場合、金融先物契約を売却することができ

る。一般的に金利が上昇する場合、ポートフォリオが保有する債務証券の市場価格は下落し、それに

伴いポートフォリオの純資産価格は減少することになる。ただし、金利が上昇した場合、ポートフォ

リオの金融先物契約のポジションの価値は同様に上昇傾向を示し、したがって、ポートフォリオの

ヘッジの対象である組入証券の市場価格の低下の全部または一部を相殺することになる。先物ポジ

ションの売却および手仕舞いには手数料が発生するが、金利の上昇による影響を低減させるためポー

トフォリオが組入証券を売却する取引費用に比べ通常低廉である。ポートフォリオは、金利の低下が

予想される場合、ポートフォリオが証券市場に十分な投資をしていない場合および重大な市場の展開

が予測される場合には、金融先物契約を購入する。これらの取引のほとんどの場合、ポートフォリオ

は、金融先物契約の終結時に証券を買い付ける。当該ヘッジ技法活用の効果は、主に、ヘッジされて

いる証券の価格変動と金融先物契約の価格変動の相関関係に依拠している。また、転換証券に関して

は、ヘッジされている証券の市場価格のその投資額への寄与の程度に依拠する。

 

金融先物契約のオプション

　ポートフォリオは、金融先物契約のコール・オプションの買付けおよび発行ならびにプット・オプ

ションの買付けを行うことができる。一般的に、これらの戦略は、ポートフォリオが先物契約を締結

するのと同様の市況において行われる。ポートフォリオは、株式市場の下落もしくは通貨の価値の下

落または金利の上昇が予測される場合、裏付けとなる金融先物契約を売却することなく、金融先物契

約のプット・オプションの買付けまたはコール・オプションの発行を行うことができる。同様に、

ポートフォリオは、株式の値上がりもしくはポートフォリオが購入を予定している証券の表示通貨の

値上がりにより生じるコストの増加をヘッジするため、または金利の低下によりポートフォリオが投

資を予定している証券の値上がりをヘッジするため、金融先物契約を買い付けるかわりに当該先物契

約のコール・オプションを買い付けることができる。

　ポートフォリオが金融先物契約またはそのコール・オプションを購入する際、現金または政府機関

が発行もしくは保証する流動性のある証券は、ポートフォリオの保管受託銀行の分離勘定に預託さ

れ、この分離された金額にブローカーの勘定に保有されている当初および変動マージンを加えたもの

が金融先物契約の市場価格に等しくなるようにし、それによって当該先物の利用がレバレッジとなら

ないことを確保する。

 

為替リスクのヘッジ

　ポートフォリオは、異なる国々の為替レートに関して潜在的に存在する不利な変動に対するヘッジ

として、投資を行う各国の通貨間の先物為替予約を行うことができる。同取引は、一般的に特定の将

来の日（１年以内）に、契約時の価格で特定の通貨を売買する契約を通して行われる。ポートフォリ

オの先物為替予約は、特定の取引または組入証券のポジションに関するヘッジに限定される。ヘッジ

取引として、組入証券の売買、ポートフォリオの受益証券の売却および買戻し、またはポートフォリ

オによる配当金および分配金の支払に関して発生したポートフォリオの特定の受取金または支払金に

ついて先物為替の売買を行う。ポジションは、当該通貨建てのまたは当該通貨で相場の立つ組入証券

のポジションについて先物為替を売却することによりヘッジされる。ポートフォリオは、投機的に先

物為替予約を行わない。通貨価値の低下に対するヘッジは、組入証券の価格の変動を除去するもので

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 16/277



はなく、当該証券の価格が下落する場合に損失を回避するものでもない。当該取引はまた、ヘッジさ

れた通貨価格が上昇すべき場合には、利益獲得の機会を妨げる。更に、ポートフォリオは、予想され

る通貨切下げのレベル以上の価格で通貨を売却する契約を締結することができなくなるような事態に

対してヘッジを行うことはできない。

　ポートフォリオは、また、外国為替レートの潜在的変動に対応する短期または長期のヘッジとして

通貨プット・オプションを購入しまたは通貨コール・オプションを売却し、ならびに通貨先物の売買

を行うことができる。当該取引は、ポートフォリオにより保有され、ポートフォリオにより売却され

たがまだ引渡しのなされていない、またはポートフォリオにより購入されることが約束されもしくは

予想される米ドル建て以外の証券のヘッジについて効果的である。ポートフォリオは、また、当該通

貨プット・オプションの取得価格の全部または一部と相殺するため通貨のコール・オプションを発行

することができる。ポートフォリオは、投機的に通貨オプションまたは通貨先物を行わない。した

がって、ポートフォリオは、所有しもしくは購入を意図している当該通貨建ての証券の市場価格を実

質的に超える、またはポートフォリオが売却したがまだ引渡しを行っていない証券の場合には表示通

貨による手取金を実質的に超える通貨のヘッジを行うことはない。更に、ポートフォリオが組入証券

をヘッジする場合、ポートフォリオは、ヘッジされた証券の市場価格の実質的な下落を表章している

現市場価格を有する政府機関の証券を保管受託銀行において分離保管する。

　ポートフォリオは、当該ポートフォリオにとってコストがより有利である場合、クロス取引（同一

取引相手を通して実施される。）を通じて関係通貨を購入したり、または為替スワップを行うことも

ある。契約または通貨は証券取引所で相場付けされるか、規制市場で取引されるものでなければなら

ないが、ポートフォリオがこの種の取引を専門とする高格付の金融機関との間で為替予約またはス

ワップ取決めを締結する場合にはこの限りではない。

 

スワップ

　ポートフォリオは、スワップ取引を行うことができる。スワップは、各当事者がインデックスもし

くは資産の利回りに基づく期限付支払または異なるインデックスもしくは資産に基づく他方当事者か

らの期限付支払を行う旨を合意する私的契約である。スワップには、信用リスク、レバレッジ・リス

ク、流動性リスク、および為替リスクが伴う。ポートフォリオは、ポートフォリオが当事者であるス

ワップ取引の名目上の元金総額が、取引直後にポートフォリオの純資産総額の５％を超えない場合に

のみ、スワップ取引を行うことができる。

 

レバレッジ

　ポートフォリオは、空売り、証券貸付、レポおよびリバース・レポ取引の利用を含む様々な手段な

らびに先物、先渡契約、オプションおよびその他のデリバティブ商品を通じてレバレッジを用いるこ

とがある。

　加えて、ポートフォリオは、(ⅰ）さらなる買付申込みの受領を見込んだ取得のための資金調達、

(ⅱ）買戻請求への対応、(ⅲ）投資者による買付申込みの決済の不履行に起因する不足分の資金調

達、及び(ⅳ）組入証券の強制的な予期せぬ売却を回避するための費用の支払を目的とする借入れを含

め、現金運用および投資の目的で借入れを行うことができる。かかる借入れには、ファンドに対する

業務提供者または第三者たる金融機関との信用供与契約が締結されることが含まれうる。ファンド

は、かかる借入れに関して担保を提供する権限を有する。

　ポートフォリオが利用するレバレッジの最高水準は、前記のとおりである。

 

（２）【投資対象】

　前記「（１）投資方針」を参照すること。
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（３）【運用体制】

　管理会社はオルタナティブ投資ファンド運用会社ではなく、ＡＩＦＭＤの目的の範囲内でファンド

に係る組入証券およびリスクの管理機能を果たすため、オルタナティブ投資ファンド運用会社を任命

している。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、アイルランド中央銀行により認可されている。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの組入証券の管理およびリスク管理を行い、以

下に記載されるとおり、その機能を委任している。

　ポートフォリオは、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの株式

運用部門のグローバル株式チーム（約10名程度）によって運用されている。
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グローバル株式チームの概要

　グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、世界中に点在するブラッ

クロック・グループの調査・運用拠点のメンバーと情報を共有しながら、運用を行っている。

 

 

運用プロセス

　成長性が高いと考えられる銘柄の中から、配当利回りの高い銘柄を厳選するプロセス。

●成長性、市場での優位性、資本コストを上回る収益力のある企業に注目

●これら企業の株式が本質的価値を下回る水準で取引されている場合に投資

●魅力的かつ安定的な利回りを持つ銘柄に着目

 

 

＜運用に関する内部規制＞

　法令に基づき、投資顧問会社として遵守すべき事項についてコンプライアンス・マニュアルをは

じめとした内部規則を定めており、売買注文の管理、関係会社との取引の制限、議決権行使、情報

管理、最良執行など、運用に関する各種事項について規定している。

 

＜管理体制＞

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、投資顧問契約に基づいてその運用業務を投資顧問会社

に委託している。
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（４）【分配方針】

　受益証券の分配金は、現金で支払われるが、支払日から５年間、請求されなかった場合、無効とな

り、ポートフォリオの財産に帰属する。

　分配金は関連するクラス受益証券の表示通貨で支払われる。

　ポートフォリオの純利益は、(ｉ）経過利息、取得割引（当初発行時割引および市場割引を含む。）

またはその他の取得収益から(ⅱ）ポートフォリオの見積費用（管理報酬等を含む。）を差し引いた額

とする。各分配金の宣言に関して、管理会社の取締役会は、未分配の純投資収益、実現・未実現売買

益（場合により売買の純額相当分により増減する。）（下記の平準化の説明を参照すること。）から

支払われるかかる分配金を決定する。

　別段の規定がない限り、投資者は、通常、支払が要求される国において適用ある外国為替規則に基

づき、関連する支払日から５営業日以内に小切手または銀行送金により分配金の支払を受ける。

　受益証券については、買付注文が有効となった日から買戻請求が有効となる日までに宣言される範

囲において、分配金が発生する。

　ポートフォリオの受益証券の純利益の全部または一部が、分配金が宣言される評価日における純資

産価格の決定の直前の登録受益者に対し、以下のように毎月分配金として宣言される。

　ポートフォリオのクラスＦ受益証券（米ドル建て）の保有者について、純利益の全部または一部

は、宣言日における日々の純資産価格の決定の直前に、分配金として宣言される。分配金は、毎宣言

日の前日において受益者名簿に登録されているクラスＦ受益証券（米ドル建て）の受益者全員に対し

て、毎月20日、または同日が評価日ではない場合にはかかる日の翌評価日に宣言される。ポートフォ

リオのクラスＡ受益証券（米ドル建て）の保有者について、分配金は、宣言日の前日において受益者

名簿に登録されているクラスＡ受益証券（米ドル建て）の受益者全員に対して、毎月20日、または同

日が評価日ではない場合にはかかる日の翌評価日に宣言される。クラスＡ受益証券（米ドル建て）の

分配金は、報酬および費用込みの総収益、純実現キャピタル・ゲインおよび純未実現キャピタル・ゲ

インの全部または一部について宣言することができる。後記「３　投資リスク　（１）リスク要因―

資本からの分配金支払」を参照すること。

　ポートフォリオは、受益証券１口当たりの未分配収益が受益証券の売買を理由としてのみ変動する

ことを禁ずるため、平準化会計手法を採用することができる。かかる手法は、ポートフォリオにとっ

て平準化された会計処理を維持することを内容とする。かかる平準勘定は、当該受益証券の１口当た

りの純未分配収益が表章する購入受益証券代金を貸方に記入し、買い戻された受益証券の１口当たり

の純未分配収益が表章する買戻代金を借方に記入する。ポートフォリオにより宣言される分配金に

は、事前に平準勘定の貸方に記入されるものがある。投資者に報告される利回りは、平準勘定から支

払われる金額と同様、純利益から支払われる金額に含まれる。

　日本における販売会社は、分配金支払を確認できまた必要な支払処理の完了次第、顧客に対して分

配金を支払う予定である。日本における販売会社は、分配金が宣言される評価日における純資産価格

の決定の直前の投資者に対し、原則として、毎月20日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）

から日本における５営業日目以降より分配金の支払を開始する。分配金支払日は、日本における販売

会社によって異なる。具体的な分配金支払日については、日本における販売会社に照会すること。

　前記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。

　また、分配金に関する留意事項については、以下を参照すること。
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（５）【投資制限】

　ポートフォリオは、その資産の投資および運用行為に関する以下の制限および方針に従う。本制限

は、当該受益者に１か月前に通知することを条件として、管理会社が変更することができる。

　ポートフォリオの投資は以下のように制限される。

　ポートフォリオは、

①　他の発行体の証券の引受を行うことができない。ただし、本制限上、ポートフォリオは、単に組

入証券を売却することによってまたはコーポレート・ローンに投資することによっては証券の引受

人とはみなされない。

②　証券を信用で購入することができない（ただし、組入証券の売買の清算のため必要な短期与信を

受けることができる。）。また、証券の空売りを行うことができず、またはショート・ポジション

を維持することができない。

③　ポートフォリオの純資産価額の10％（時価基準による。）を超えて借入れを行うことができな

い。ただし、合併または併合の場合には、かかる10％の制限を一時的に超えて借入れを行うことが

できる。ポートフォリオによる借入れは、一時的かつ緊急の目的のためにのみまたは買戻しに対応

するために行われる。

　ポートフォリオは、リバース・レポ取引の契約締結時点において、少なくとも買戻価格（経過利

息を含む。）に相当する価額を有する現金、現金等価物または流動性の高い高格付の債券を保持す

る分離口座を、保管受託銀行に開設および維持することができる。ポートフォリオがかかる分離口

座を開設および維持する場合、リバース・レポ取引は、ポートフォリオによる借入れとはみなされ

ない。ただし、ポートフォリオがかかる分離口座を開設および維持しない状況においては、そのよ

うなリバース・レポ取引またはその他のレバレッジ手段は、ポートフォリオの借入れの制限の目的

上、借入れとみなされる。

④　一発行会社の発行済証券（ＯＥＣＤ政府証券および銀行金融証書を除く。）の10％を超えて購入

することができない。商業銀行の債務証書は、アメリカ合衆国銀行、アメリカ合衆国外の銀行およ

びアメリカ合衆国銀行のアメリカ合衆国外支店もしくは国外子会社、またはアメリカ合衆国外の銀

行のアメリカ合衆国内支店もしくは国内子会社により発行される。管理会社によりいくつかの投資

信託またはポートフォリオが運用されている場合、管理会社は、かかる投資信託またはポートフォ

リオのため全体で一発行会社の議決権総数の15％を超えて保有しないものとする。

⑤　ポートフォリオの純資産価額の10％を超えて、流動性に欠ける、私募株式、抵当証券もしくは非

上場株式またはその他の資産に投資を行うことができない。

⑥　ポートフォリオが所有もしくは保有する証券に、譲渡担保、質権もしくは抵当権を設定し、また

いかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡することができない。ただし、前記③に規定

されるとおり、かかる譲渡担保、抵当権もしくは質権が設定され、または譲渡された証券の時価総

額が、ポートフォリオの純資産価額について、当該借入れを確保するために必要な割合を超えない

ものである場合を除く。また後記⑦に従った証券の貸付は、本項に基づく担保を構成するものとは

みなされない。ただし、当該制限は、管理会社に、ポートフォリオがデリバティブ取引または先渡

取引を投資目的に従って活用する場合、証拠金要求のため、ポートフォリオが保有または所有する

証券を預託し、抵当権を設定しまたは担保に供することを禁ずる。

⑦　ポートフォリオの純資産価額の33 1/3％を超えてポートフォリオの組入証券の貸付を行うことが

できない。ただし、当該貸付が本投資制限の規定に従い行われる場合にはこの限りではない。組入

証券の借主は、ポートフォリオに対し、現金もしくはアメリカ合衆国政府証券もしくはアメリカ合

衆国政府機関証券または現金および（もしくは）かかる証券の組合せによって担保を設定しなけれ

ばならず、またその公正な時価が常に借入証券の価額の100％以上となるよう当該担保を維持するこ

とに同意しなければならない。当該貸付は、いつでも終了可能である場合を除いてその期間は30日

を超えてはならず、かつクリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアまたはその他公認

の証券決済機関もしくは（アメリカ合衆国連邦準備資金電信為替システムを含む）電信為替システ

ムを通じて、ブローカー、ディーラーおよび金融機関に対して行われることが必要である。

⑧　支配または経営を行う目的で投資を行うことができない。
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⑨　不動産の売買を行うことができない。ただし、ポートフォリオは、不動産もしくは不動産上の権

利により担保されている証券または不動産もしくは不動産上の権利に投資している会社が発行する

証券には投資することができる。

⑩　商品または商品契約の売買を行うことができない。

⑪　(ⅰ)ポートフォリオが、投資目的、投資方針および投資制限に従い、共同貸主その他としてコー

ポレート・ローンおよびその他の公社債を購入することにより貸付を行っているとみなされること

がある場合、ならびに(ⅱ)前記⑦の場合を除き、第三者に金銭の貸付を行うことができない。ただ

し、本制限において、アメリカ合衆国政府証券、アメリカ合衆国政府機関証券、銀行金融証書およ

び短期債務証書の取得、レポ取引およびリバース・レポ取引の取得は貸付とはみなされない。

⑫　ポートフォリオは更に、受益証券が募集および販売のために日本で登録され、かつ日本の規制基

準に基づく要件がある限り、ポートフォリオの純資産価額の50％を超えて、米国政府証券および米

国機関証券、譲渡性預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、社債およびその他の債務

ならびに金融機関の公社債を含む金融商品取引法上の「有価証券」の定義に該当する投資証券に投

資する。

　上記に記載された投資方針または資産の投資もしくは利用についての制限比率が、取引の実行時点

で遵守される場合、投資顧問会社が管理できない事由や、または価額の変動もしくは受益証券の買戻

しもしくは償還によって生じた投資比率のその後の変更は、制限違反とはみなされない。

　ポートフォリオは、独自にＯＴＣデリバティブ商品の価値を正確に評価するプロセスを採用しなけ

ればならない。ポートフォリオは、市場リスクおよび通貨リスクをヘッジするため、効率的な組入証

券の運用を目的として高いリターンを追求するため、またはより複雑な効率的な組入証券の運用技術

を利用することを目的として、以下の制限に従ってデリバティブを利用することができる。

－上記取引によってポートフォリオの投資方針および投資制限から逸脱してはならない。

－ポートフォリオは、原資産のグローバル・エクスポージャーがポートフォリオの純資産総額を超

えないことを確保する。指数を基礎とする派生商品の原資産は上記の投資制限には織り込まれな

い。

　譲渡性のある証券または短期金融証書に派生商品が組み込まれている場合、上記の制限を遵守する

際にはかかる派生商品を考慮に入れなければならない。エクスポージャーは、原資産の現在価値、取

引相手方のリスク、将来の相場の動向およびポジションを解消するための時間を考慮した上で計算さ

れる。
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３【投資リスク】

（１）リスク要因

　投資者は、ポートフォリオに投資する前にこれらのリスク要因を読んでおかなければならない。

　ポートフォリオの投資目的が達成される保証はない。また、過去の運用実績は将来の運用実績を示

唆するものではない。

　ポートフォリオが投資する市場および投資商品の価格は変動し易い可能性がある。ポートフォリオ

に対する投資は、ポートフォリオの受益証券の純資産価格の変動、信用リスク、レバレッジ・リス

ク、金利リスク、為替リスク、かかるポートフォリオの組入対象およびポートフォリオの受益証券の

流動性リスク、ならびにその他のリスクを含む、重大なリスクを伴う。ポートフォリオに対する投資

を、完全な投資プログラムとみなすべきではない。

課税に関連するリスク

　後記「４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」の項に記載された課税関係情報は、管理会

社の知りうる限り、本書の日付現在の税法および税務上の慣行に基づくものである。税法、管理会社

およびポートフォリオの税務上の地位、受益者の課税および免税、ならびに当該税務上の地位および

免税の効果は、随時変更することがある。ポートフォリオが登録され、販売され、または投資対象と

なっている法域における税法の改正により、ポートフォリオの税制上の状況に影響を及ぼし、影響を

受けた法域における関連するポートフォリオの投資対象の価額に影響を及ぼし、当該関連するポート

フォリオがその投資目的を達成する能力に影響を及ぼし、かつ／または、受益者に対する税引後のリ

ターンが変わるおそれがある。ポートフォリオがデリバティブに投資する場合、前文の記載は、デリ

バティブ契約および／もしくはデリバティブの取引相手方の準拠法の法域、ならびに／またはデリバ

ティブの原エクスポージャーを構成している市場にも及ぶことがある。

　受益者に利用可能な免税の利用可能性および価額は、各受益者個人の状況に依拠する。後記「４　

手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」の項に記載された情報は、包括的なものではなく、法律

上または税務上の助言を構成するものではない。投資予定者は、自己の特定の税務上の立場および

ファンドへの投資による税効果に関して自己の税務顧問に相談することを勧められる。

　ポートフォリオが、中近東の法域等の税金制度が完全に発達していないかまたは十分に確立してい

ない法域に投資する場合、ポートフォリオ、ファンド、管理会社、投資顧問会社および総販売会社

は、いずれの受益者に対しても、ポートフォリオが当該ポートフォリオの公租公課として財政当局に

対して誠実に行いまたは負担した支払について、当該支払を行うかまたは負担する必要がないこと、

または行うべきでなくもしくは負担すべきでなかったことが後で判明したとしても、説明責任を負わ

ない。反対に、納税義務、後に異議が申し立てられた（確立された最善の慣行がない中での）最善の

または共通の市場慣行の遵守または実際的で適時の納税メカニズムの発達の欠如に関するファンダメ

ンタルの不確定性を通じて、ポートフォリオまたはファンドが過年度について納税する場合には、あ

らゆる関連する利息または申告遅延の罰金が同様にファンドに課せられる。かかる納税遅延は、通

常、ファンドの勘定において負担する旨が決定された時点において、ファンドの債務として計上され

る。

　受益者は、一部のクラス受益証券が報酬および費用込みで分配金を支払う場合があることに留意す

るべきである。これにより受益者は他の場合に受領したであろうよりも高い分配金を受領することが

あり、したがって受益者は結果としてより高い所得税納税義務を負うことがある。更に、場合によ

り、報酬および費用込みで分配金を支払うことは、ファンドが収益財産からではなく投資元本財産か

ら分配金を支払うことを意味することがある。かかる分配金は、現地で施行されている税法によって

は、受益者の手元に残存する収益分配とみなされることがあり、それにより投資者は、自己の限界所

得税率により分配金に税金が課せられることがある。受益者は、この点について自己の専門家の税務

アドバイスを受けるべきである。

受益証券の価格

　受益証券の価格および受益証券からの収益は、上昇することも下落することもある。投資者は、自

身にとっての基準通貨以外の通貨で投資する場合、かかる基準通貨に対して上昇することも下落する

こともある為替変動の影響を受けるということを認識するべきである。
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ポートフォリオの取引通貨以外の通貨建てで発行された証券への投資に伴う為替リスク

　ポートフォリオの純資産価格は特定の通貨、即ち米ドル建てである。ポートフォリオは、原則とし

て、為替ヘッジのない米ドル建ての資産に投資する。したがって、例えば基準通貨建てでないクラス

に当初投資する投資者の場合、ポートフォリオの受益証券の価格は、当該当初投資通貨への換算の際

に、為替市場における対米ドルの為替相場の変動による影響を受けることがある。

大規模な資金フロー

　受益証券の大量買戻しが生じた場合、ポートフォリオは、かかる買戻しに対応するためにポート

フォリオが保有する証券の主要部分を適宜換金しなければならない。かかる場合、ポートフォリオ

は、市況や流動性次第で、実勢市場価格を下回る価格で一部保有分の売却を強いられることがあり、

それにより受益証券の純資産価格の大幅な変動をもたらすことがある。他方、受益証券の大量買付が

あった場合、ポートフォリオは、原則として可能な限り速やかに全額投資するよう努めるものの、市

場の流動性によっては買付代金の投資にかなりの期間を要することがある。

買戻しの能力

　受益証券は、買い戻すことができるが、純資産価格の決定が停止された場合、および／またはポー

トフォリオが純資産価格の決定を延期した場合、ポートフォリオへの投資は換金困難となることがあ

り、また受益証券の価格または受益証券に伴うリスクの範囲について信頼しうる情報を得ることが困

難となることがある旨、投資者は留意するべきである。

取引相手方リスク

　ポートフォリオは取引当事者の信用リスクにさらされ、また、決済不履行のリスクを負うことがあ

る。信用リスクとは、金融商品の取引相手方がポートフォリオと締結している債務またはコミットメ

ントを履行できなくなることである。これには、あらゆるデリバティブ、レポ取引、リバース・レポ

取引または証券貸付契約を締結する相手方を含む。担保によって保証されないデリバティブ取引は、

取引相手方との直接的なエクスポージャーを発生させる。少なくとも各々の取引相手方へのエクス

ポージャーと等価値で担保を受けることによって、ファンドはデリバティブの取引相手方に対してそ

の信用リスクの大部分を削減するものの、いかなるデリバティブも完全には担保によって保証されな

い範囲において、取引相手方によるデフォルトはファンドの価値の縮小に終わることがある。新しい

取引相手方の正式な精査は完了し、すべての承認された取引相手方は、継続的に監視され、精査され

る。ポートフォリオは、取引相手方へのエクスポージャーおよび担保管理プロセスについての積極的

な監視を維持する。

国際投資

　国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他

の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴う。各国の証券価格は、その異

なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受ける。ポートフォリオは、様々な通貨建ての

証券に投資するため、為替相場の変動は、ポートフォリオの組入証券の価値に影響を及ぼす。更に、

ポートフォリオの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがある。

世界的金融市場危機および政府介入

　2007年以降、世界的金融市場は、広範囲にわたるファンダメンタルの混乱および政府介入をもたら

す相当の不安定な局面下にある。一部の法域の規制機関は、多くの緊急規制措置を実行または提案し

ている。政府および規制機関の介入は、範囲および適用が不透明な場合があり、金融市場の効率的な

機能を損なう混乱および不確実性をもたらした。どのような追加の暫定的または恒久的な政府規制が

市場に課されるかおよび／または当該規制が投資顧問会社がポートフォリオの投資目的を実行する能

力にどのような影響を及ぼすかを予測することは不可能である。

　様々な法域の統治組織による現在の取組みまたは将来の取組みが金融市場を安定させる手助けにな

るか否かは不明である。投資顧問会社は、金融市場がこれらの事象の影響を受け続ける期間、また、

これらまたは将来の同様の事象がポートフォリオ、ヨーロッパまたは世界経済および世界の証券市場

に及ぼす影響を確実に予測することができない。

投資顧問会社への依存：受益者はファンドの管理に関与しない
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　投資顧問会社は、ファンドの投資プログラムの日々の管理を行う。ファンドの成功は、投資顧問会

社がファンドの投資プログラムを開発し、成功裏に実施することができるかにかかっている。投資顧

問会社がそのように成功するとの保証はない。さらに、投資顧問会社の機能はオルタナティブ投資

ファンド運用会社による全体的な監督を受けるものの、投資顧問会社による日々の判断によって、

ファンドが損失を被るまたは利益を得る可能性のあった収益機会を逃すことがある。受益者は、日々

の運用もしくはファンドの業務のコントロール、またはファンドが行った特定の投資もしくはかかる

投資の条件を評価する機会へ関与する権利または権限を有しない。

新興市場

　以下の勘案事項は、すべての国際投資に一定の範囲において適用されるが、特定の小規模市場およ

び新興市場において特に重要である。株式に投資するポートフォリオは、特定の小規模市場および新

興市場（それらは、典型的には、経済および／または資本市場の発達水準が低く、かつ、株価および

通貨変動性が高い開発途上の国々の市場である。）の投資対象を含むことがある。かかる市場の一部

については、相当程度の経済成長が見込まれ、成長が達成されることにより、株式リターンが、成熟

した市場を超える可能性を有している。ただし、株価および通貨のボラティリティは、一般に、新興

市場の方が高い。

　新興市場は、投資リスクを増大させる可能性があり、かつ、一般に成熟市場では稀な、以下の要因

が見られることがある。

・民間部門における著しい政府介入

・政治的かつ社会的な不安定性（収用政策、没収課税、国有化、証券市場および貿易決済への介

入、ならびに外国投資規制の実施および為替管理を含む。）

・過負荷のインフラ

・極端な輸出偏向

・旧式な金融制度

・環境問題

・一次産品への依存

・課税上の偏り（外国人投資家に対して異なるキャピタル・ゲイン税を課すこと。）

・異なる会計、監査および金融報告慣行

・インサイダー取引につながる可能性がある投資家活動に関する規制、規制の施行および監視の水

準が低いこと

・確立されていない証券市場（取引量が少ない、流動性が乏しい、価格の変動が大きい、集中的な

時価総額（小規模の産業への参加者が少ないのに対して投資家および金融仲介会社の集中度が高

い。）のために証券の投資タイミングおよび価格算定に影響が及ぶことがある。）

・未発達の決済／仲介サービス（資本市場が十分発達しておらず、資産の保管／登録の信頼度が低

い。）

・政府による登録機関の監督の少なさ、および発行体からの非独立性（株式保有の喪失につながる

詐欺、過失、不当な圧力、所有権の拒絶の可能性）

　上記の要因は、個々の小規模市場および新興市場に関して一般的に高レベルのリスクを招くことが

あるが、かかる市場における活動間の相関関係が低い場合および／またはポートフォリオ内における

投資対象の分散によって軽減することができる。

　ロシアにおける投資は、現在、証券の所有および保管に関して特定の高リスクにさらされている。

ロシアにおいて、このことは、企業またはその登録機関（代理人ではなく、保管受託銀行に対し責任

を負うこともない。）の帳簿への記入によって証明されている。ロシア企業の所有権を表章する券面

は、保管受託銀行もしくは取引代行機関において、または効果的な中央預託制度によって保有される

ことはない。かかる制度ならびに政府による不十分な規制および強制力の結果、ポートフォリオは、

詐欺、過失または単なる誤りによって、2013年法に基づく保管受託銀行の責任および義務に影響を与

えることなく、自らのロシアの有価証券の登録および所有権を喪失する可能性がある。
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　ポートフォリオがロシアの現地株式に直接投資する場合、ポートフォリオは、ポートフォリオの純

資産価額の10％以下にまでエクスポージャーを制限するが、規制ある市場として認められているロシ

ア取引システムまたはモスクワ銀行間通貨取引所のいずれかの上場証券に投資する場合を除く。

外国投資に対する制限

　国によっては、ポートフォリオなどの外国事業体による投資に対し禁止したり、または相当の制限

を課したりする。実際に、一定の国々は外国人による投資に先立って政府の承認を要求したり、外国

人による特定の会社に対する投資額を制限したり、外国人による会社への投資を自国民が購入できる

会社の証券よりも不利な条件の特定クラスの証券のみに制限している。一定の国々は、投資機会を、

自国の利益にとって重要とみなされる発行体または産業に制限することができる。外国の投資家が一

定の国々の会社に投資できる方法およびかかる投資に対する制限がポートフォリオの運営に不利な影

響を及ぼすことがある。例えば、ポートフォリオは、このような国々においては、まず現地ブロー

カーまたはその他の事業体を通じて投資を行うよう求められ、その後に株式の購入をポートフォリオ

の名義で再登録させられることがある。再登録は、場合によっては、適時に行うことができず、遅滞

期間が発生する場合があり、かかる遅滞期間中、ポートフォリオが自らの投資家としての権利（配当

に関する権利または一定の会社行為について知識を得る権利を含む。）の一部を付与されないことが

ある。また、ポートフォリオが購入注文を行ったものの、その後、再登録の時点で、外国人投資家に

認められた投資枠が埋まってしまった旨を通知され、ポートフォリオが当該時点で希望する投資を行

う能力が奪われてしまう場合がある。国によっては、ポートフォリオが投資収益、投資元本または外

国人投資家による証券の売却代金を本国に送る能力に関する相当の制限が存在することがある。ポー

トフォリオは、投資元本を本国に送付するために必要な政府による承認が遅滞しまたはその付与が拒

否された場合、およびポートフォリオに対する投資制限が適用された場合に悪影響を受ける可能性が

ある。いくつかの国々では、自らの資本市場における間接的外国投資を促進するためにクローズドエ

ンド型投資信託会社を設立する権限を認めている。特定のクローズドエンド型投資信託会社の株式

は、その純資産価額に対するプレミアムを表章する市場価格のみで取得できることがある。ポート

フォリオがクローズドエンド型投資信託会社の株式を取得した場合、受益者は、ポートフォリオに係

る費用（運用報酬を含む。）および間接的に当該クローズドエンド型投資信託会社の費用を自らの保

有株式に按分して負担することとなる。

新規募集株式および新規発行債

　ポートフォリオは、新規募集株式または新規発行債に投資することがある。新規募集株式または新

規発行債に含まれる証券の価格は、しばしば、より確立された既存の証券に比して大きなまたは予想

外の価格変動を伴うことがある。

デリバティブ

　ポートフォリオは、市場リスクおよび為替リスクをヘッジし、および効率的なポートフォリオ運用

の目的のためデリバティブを活用することができる。

　デリバティブの活用により、ファンドはより高い割合でリスクにさらされることがある。特に、デ

リバティブ契約は価格変動幅が大きく、一般的に、契約金額に比べ当初証拠金が少額で、取引にレバ

レッジ効果がかかる。比較的小さな市場変動により、デリバティブは、標準の債券または株式に比し

て大きく影響を受ける可能性がある。

　デリバティブは、変動しやすく、また以下の重大なリスクを伴う。

・信用リスク：デリバティブ取引の取引相手方（取引の相手方となる当事者）が、ポートフォリオ

に対するその金銭債務を履行することができないというリスク。

・為替リスク：通貨間における為替相場の変動が、投資対象の（米ドル建ての）価値に悪影響を及

ぼすというリスク。

・レバレッジ・リスク：特定の種類の投資対象または取引戦略に関連するもので、比較的小さな市

場変動により、投資対象の価値が大きく変動するというリスク。レバレッジを伴う特定の投資対

象または取引戦略は、当初投資された金額を大きく超過する損失を生む可能性がある。
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・流動性リスク：特定の証券について、売り手が希望する時期においてまたは売り手により当該証

券が現在有するとみなされる価格により、売却することが難しいかまたは売却不可能である場合

があるというリスク。

マージン・ローン

　一部の地域では、投資者は、受益証券の購入のために、マージン・ローンを組むことができる。市

況その他の変動により、ポートフォリオは、かかる借入金の返済を希望する投資者から買戻注文を受

領することができる。買戻注文が相当量である限りにおいて、当該売却がポートフォリオにとって不

利な時期の場合、ファンドは、組入証券の処分を要求されることがある。

資本からの分配金支払

　ポートフォリオについての分配金は、資本ならびに純インカム収益、実現および未実現純キャピタ

ル・ゲインに基づき宣言することができる。実現および未実現純キャピタル・ゲインからの分配金支

払は、定期的またはさらなる分配を可能にすることがあるが、ポートフォリオの資本金額を減少する

ことだけでなくキャピタル・ロスを増加することにより長期的な元本成長の可能性を削減することに

なる場合もある。

　これは、例えば、以下の場合に発生することがある。

・ポートフォリオが投資する証券市場が、ポートフォリオが純キャピタル・ロスを被る程度に下落し

ていた場合。

・分配金が手数料および費用を含んだ総額である場合、手数料および費用は、実現および未実現純

キャピタル・ゲインまたは当初募集資本から支払われることを意味する。その結果、これに基づく

分配金の支払は、ポートフォリオおよび／または関連するクラス受益証券の元本成長または資本を

削減することがある。

・分配金にクラス受益証券の為替ヘッジから生じる利率格差が含まれる場合、分配金が多くなること

があるものの、関連するクラス受益証券の資本は利率格差による恩恵を受けないことを意味する。

クラス受益証券の為替ヘッジの純収益が分配金の金利差部分を全額補えない場合、当該不足は資本

の減少をもたらす。

　受益者は、資本から支払われる配当が、税務目的上、一部の法域では所得の受領として扱われる場

合があることに留意すべきである。受益者は、この点に関して、自己の専門家に税務上の助言を求め

るべきである。

英国のＥＵ離脱が与えうる影響

　2016年６月23日に行われた国民投票において、英国の有権者は、欧州連合を離脱することを票決し

た。その結果、政治・経済が不安定となり、また、英国さらには欧州のより広い範囲の金融市場の変

動性（ボラティリティ）が高まった。英国がＥＵ離脱の条件をまとめるにつれ、かかる市場に対する

消費者、企業および金融の信頼も弱まることとなりうる。影響の程度は、英国のＥＵ離脱に関する最

終的な合意後に、英国とＥＵとの間で結ばれる取決めの性質および英国がＥＵの法令に基づく法律の

適用をどの程度継続するかにも左右される。英国とＥＵの間で合意される政治的、経済的および法的

な枠組みを導入するプロセスが長引くほど、英国および欧州のより広い範囲の市場において、不確実

性が続き、変動性（ボラティリティ）の悪化がもたらされる恐れがある。英国のＥＵ離脱、離脱の先

行きまたは離脱の条件は、英国（および場合によっては世界）の金融市場に著しく不確実な状態をも

たらす可能性もあり、これにより、ファンドの運用成績、純資産価格、ファンドの収益および受益者

に対するリターンに重大な悪影響が及ぶ恐れがある。欧州連合内で資本を調達することが一層困難に

なる可能性、および／または規制遵守の負担が増す可能性もあり、これによりファンドの将来の活動

が制限され、その結果、リターンにもマイナスの影響が及ぶ恐れがある。

　かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ファンドおよび組入証券のリターンが、市場

動向、スターリング・ポンドおよび／またはユーロの下落の可能性ならびに英国ソブリン債の信用格

付の引下げによる悪影響を受けることがある。これにより、ファンドが慎重な為替ヘッジ方針を実行

することがさらに困難になる、またはその費用がより高額となる恐れがある。

ユーロおよびユーロ圏のリスク
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　一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を

悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、

アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が

依然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体

的な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー

ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし

くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全

に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の

認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を

予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影

響を慎重に考慮するべきである。

その他のリスク

　ポートフォリオはその管轄地外のリスク－例えば、不明瞭かつ変動する法制度を有する投資対象国

または法的賠償の規定もしくは有効な手段に欠ける投資対象国からの法的リスク、経済および外交制

裁の実施または一部の州への行使ならびに軍事行動の開始されるリスク－にさらされる。当該事象の

影響は不明瞭ではあるが、一般的な経済状況および市場の流動性に重大な影響を及ぼすことがある。

　規制機関および自主規制機関ならびに取引所は、市場の緊急事態の場合には臨時の措置をとる権限

が付与されている。いずれの今後のファンドへの規制措置の影響は重大であり不利益であることがあ

る。

 

（２）リスクに対する管理体制

　投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のポートフォリオ・マネジャーおよびリ

スク管理部門は、リスクを管理し、ファンドが保有する証券に対する市場動向の影響具合をモニター

している。運用チームは、発行体の全体的な状況をモニターしている。これらの要因の継続的なモニ

ターに基づき、ポートフォリオ・マネジャーは、特定の投資対象のリスク要因がファンドにとって適

切であるか否かを積極的に決定する。リスクの水準が容認し難いほどまで上昇していると決定される

場合、より適切と考えられる程度までリスク水準を低下させるため、ポートフォリオの再構築を行

う。

　ポートフォリオは、ヘッジ目的およびヘッジ目的以外でデリバティブ取引等を行っている。投資顧

問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社は、ＵＣＩＴＳに係るＥＵ指令に準拠してデリバ

ティブ取引等の管理を行っている。

（注）上記の記載は、2019年５月末日現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ａ．海外における申込手数料

　以下の当初申込手数料が徴収される（「ＣＤＳＣ」とは、偶発後払販売手数料をいう。）。

クラス受益証券 当初申込手数料 ＣＤＳＣ

クラスＡ受益証券
（米ドル建て）

投資額の上限3.00％ なし

クラスＦ受益証券
（米ドル建て）

なし なし

 

ｂ．日本における申込手数料

　クラスＡ受益証券（米ドル建て）について申込金額の3.24％（注）（税抜3.00％）を上限として、

日本における販売会社が定める。具体的な申込手数料の金額または料率については、日本における

販売会社に照会すること。

（注）手数料率は、手数料率（税抜）に係る消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）に相当する料率（８％）を加

算した料率を表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10％になった

場合には、3.30％となる。

　日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー

ホームページ内：http://www.pb.mufg.jp/

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

　日本における申込手数料は、購入時の商品説明および販売に関する事務手続等の対価として、日

本における販売会社に支払われる。

 

（２）【買戻し手数料】

ａ．海外における買戻し手数料

　買戻し手数料は徴収されない。

ｂ．日本における買戻し手数料

　買戻し手数料は徴収されない。
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（３）【管理報酬等】

クラス受益証券 年間管理報酬 年間販売報酬 年間代行協会員報酬 その他の報酬

クラスＡ受益証券

（米ドル建て）

0.60％

クラスＡ受益証券

（米ドル建て）に

帰属するＧＥＩＰ

の純資産価額から

毎日生じる。

0.55％

クラスＡ受益証券

（米ドル建て）に

帰属するＧＥＩＰ

の純資産価額から

毎日生じる。

0.05％

クラスＡ受益証券

（米ドル建て）に帰

属するＧＥＩＰの純

資産価額から毎日生

じる。

なし

クラスＦ受益証券

（米ドル建て）

ファンドから報酬

は徴収されない。

（代わりに別に定

める契約の下で管

理会社またはその

関連会社に報酬が

支払われる。）

なし なし 受益者との別に

定める契約の下

で支払われる管

理会社報酬

 

　管理会社は、ファンドから、前記の表に記載の年率の管理報酬を毎月受領する権利を有する。管

理報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。管理会社

は、オルタナティブ投資運用契約に基づき提供された業務の対価として毎月の管理報酬の一部また

は全部をオルタナティブ投資ファンド運用会社に支払うようファンドに指示することができる。管

理会社は、投資顧問契約に基づき提供された業務の対価として、ファンドから受領する報酬の中か

ら投資顧問報酬を支払う。

　管理会社は、クラスＦ受益証券（米ドル建て）について、クラスＦ受益証券（米ドル建て）の投

資者との別に定める契約に基づき報酬を受領する。

　ファンドは、選任された販売会社に対し、前記の表に記載の年率の販売報酬を支払う。販売報酬

は、ポートフォリオの当該クラスに帰属する平均純資産価額に基づき、毎日発生する。販売報酬

は、関連する販売会社との契約に基づき、四半期毎に支払われる。支払われた金額は、当該販売会

社を通じて販売された発行済受益証券の日々の価格の平均に基づき、販売会社間で分配される。特

定のクラス受益証券につき販売報酬が支払われない場合、総販売会社は、自らの管理会社から受領

した報酬から販売会社に対して報酬を支払うことができる。販売会社は、自らに支払われた報酬の

一部または全部を副販売会社またはディーラーに再分配することができる。販売報酬は、投資者か

らの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われる。

　代行協会員報酬は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）について、受益証券１口当たり純資産価格

の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対す

る送付等の業務の対価として、四半期毎に代行協会員に支払われる。

　ポートフォリオは、ブラックロックにより販売され運用されているＵＣＩへのいかなる投資に関

しても、購入または買い戻された受益証券について販売報酬も買戻し手数料も支払わない。管理報

酬（実績報酬がある場合には、同報酬を含む。）またはポートフォリオによる他のＵＣＩへの投資

に関連するその他の報酬を、ポートフォリオに払い戻すことは意図されていない。

ａ．管理報酬

　2019年１月31日に終了した会計年度中に支払われた管理報酬は、263,483米ドルであった。

ｂ．販売報酬

　2019年１月31日に終了した会計年度中に支払われた販売報酬は、241,526米ドルであった。

ｃ．代行協会員報酬

　2019年１月31日に終了した会計年度中に支払われた代行協会員報酬は、21,957米ドルであった。
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（４）【その他の手数料等】

　管理報酬に加えて、ファンドの運営に関するすべての費用はファンドにより支払われる。これらの

費用は、とりわけ、適用ある場合（前記の表に記載される。）には年率での販売報酬、税金、法務お

よび監査費用（弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査

に係る報酬等）、委任状印刷費用、受益者報告書、英文目論見書その他の販促費用、保管受託銀行お

よびその取引代行機関、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および支払代理人の報酬および費

用、管理業務会社の手数料、上場費用、受益証券買戻しにかかる費用、様々な法域での登録費用、管

理会社の関係を有していない取締役の報酬および費用、管理会社の取締役会およびファンドの受益者

集会への出席に関する管理会社の取締役および役員の費用、会計および価格決定費用（毎日の純資産

価格の計算を含む。）、保険、金利、ブローカー費用、管理会社が承認したマーケティングおよび広

告費用、訴訟およびその他の臨時のまたは一時的な費用、およびファンドにより適当に支払われるべ

きその他のすべての費用を含む。販売報酬がファンドによって支払われない場合（前記の表を参照す

ること。）、管理会社は、選任された販売会社に対してその管理報酬の中から販売報酬を支払う。特

定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されるが、通常、

比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分される。

　ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオ

の全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分される。

　ポートフォリオは、以下の費用を負担する。

ａ．当該四半期末にポートフォリオの純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる、適用あるルク

センブルグの年次税の支払を含むが、これに限定されることなく、ポートフォリオの資産および

収益について課せられるすべての税金（すべての収益税および営業免許税を含むが、これらに限

定されない。）

ｂ．ポートフォリオが所有する有価証券またはその他の資産に関する取引について発生する通常の

銀行報酬、仲介手数料およびポートフォリオの資産の保管を委託されたその他の銀行または金融

機関もしくは決済機関の取引関連手数料

ｃ．各評価日に計算されるファンドの毎日の資産の平均額に基づき、当該時の英文目論見書中の記

載のとおり、毎月支払われる前記「（３）管理報酬等」に開示されている料率の管理会社の報酬

ｄ．１口当たり純資産価格の決定のため提供される会計業務およびその他主要管理事務ならびに名

義書換のそれぞれの業務に対する報酬を含む、書面により随時合意される慣行に基づく管理事務

代行会社および名義書換事務代行会社の報酬

ｅ．管理会社およびその他の業務提供者の合理的範囲内の一切の立替費用およびファンドの取締役

会および受益者集会（もしあれば）出席のための管理会社の取締役および法律顧問の合理的費用

および旅費

ｆ．ファンドの資産価額に対する年率によって表わされ、取引代行機関と決済機関の実費と報酬に

関する取引とは別個の保管受託銀行の慣例の割合に基づく報酬および実費

ｇ．前記「（３）管理報酬等」に開示されている受益証券販売会社の報酬

ｈ．管理会社、保管受託銀行、取引代行機関、管理事務代行会社およびその他の業務提供者が、受

益者の利益のために業務執行中に負担する法的費用（法律顧問の報酬および立替金ならびにその

他の訴訟費用を含むが、それらに限定されない。）

ｉ．受益者集会の招集および開催費用（もしあれば）

ｊ．法律違反または約款その他に基づく各々の義務の不履行に関する管理会社、保管受託銀行、取

引代行機関、投資顧問会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および／または管理業務

会社の責務、またはこれらに対して提起される損害賠償またはその他の救済措置によって発生す

る、またはポートフォリオに関する費用、経費または損失を保証する責任保険または身許保証金

の費用

ｋ．ファンドの受益証券が公募および販売のために登録される管轄地域のすべての適用法令によっ

て容認される場合その範囲内で管理会社が適切とみなす合理的販売促進費用および広告費用
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ｌ．約款ならびに届出書、英文目論見書および説明書ならびにこれらの変更を含むが、それらに限

定されないポートフォリオに関するその他一切の書類を受益証券の募集または販売に鑑み、適切

な言語で作成し、および／またはこれらを受益証券が募集または販売される国の関係当局（各地

の証券業協会を含むが、これに限定されない。）に届出、公告する費用

ｍ．券面印刷費用ならびに受益証券の実質的保有者を含むが、これらに限定されない受益者の利益

のために要求され、また必要な言語で、約款に基づきまたは上記の関係当局の適用ある法令に基

づき要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を作成し、配布する費

用

ｎ．管理業務会社の報酬

ｏ．受益者に対する通知の作成、配布および公表費用ならびに受益証券の価格の公表費用

ｐ．上記に関する独立監査役の報酬、および印紙税または適用ある場合の各国における券面にかか

る手数料を含むが、これらに限定されない類似の一切の管理運営手数料または税金

ｑ．ポートフォリオの当該時の現行英文目論見書に開示されたその他すべての報酬、経費および費

用

　費用は、管理会社により承認された評価規定または指示に定められている客観的基準に基づ

き、費用が発生した当該ポートフォリオ、クラスまたはカテゴリーの受益証券に按分により配分

される。販売報酬または特定のポートフォリオもしくはカテゴリーの受益証券について執行され

たヘッジ手法に関連する費用等特定の報酬は、当該ポートフォリオまたはカテゴリーが負担す

る。

　すべての経常費用は、まず収益から、次に、キャピタル・ゲイン（もしあれば）、および資産

から支払われる。ポートフォリオの設立費用およびその他の類似する費用は、ルクセンブルグの

法律によって認められるところにより、また国際的な会計原則に従って、５年を超えない期間に

わたり償却される。

　2019年１月31日に終了した会計年度中に支払われた保管報酬は、118,983米ドルであった。

　また、2019年１月31日に終了した会計年度中に支払われたその他の費用は、224,358米ドルで

あった。

　保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料について

は、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表

示することができない。また、その他の費用については、運用状況等により変動するものであ

り、事前に料率、上限額等を示すことができない。

　手数料および費用等の合計額についても、ポートフォリオの保有期間等に応じて異なるため表

示することができない。

設立費用

　ファンドの設立費用は、ルクセンブルグ法が認めるとおり、また、一般に認められた会計原則

に基づき、ポートフォリオに相応する純資産価額に基づきポートフォリオの資産に計上され、定

額法で５年間にわたり償却される。同様に、ファンドの設立後に設定されたポートフォリオの組

成費用は、ポートフォリオの資産に計上され、５年間にわたり償却される。

　ポートフォリオの償還または他のポートフォリオとの合併の場合、ファンドの設立に関して当

該ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、通常、残るすべてのポートフォリオに相応す

る純資産に基づき各残存ポートフォリオに配分される。あるポートフォリオの設定に関して当該

ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、合併または償還前に当該ポートフォリオの資産

から支払われる。当該費用が管理会社の取締役会により重要とみなされる場合、取締役会は、す

べての状況に鑑み受益者に対して公正かつ妥当とみなされる方法で当該費用を配分することがで

きる。

　ポートフォリオの設立費用の残額は、償却済である。

 

（５）【課税上の取扱い】

　以下の要約は、現行の法律および慣行に基づくものであり、変更されることがある。
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　投資者は、市民権、居住地または住所地に関する自国の法律に基づく株式の申込み、購入、保有、

償還、転換または売却による税効果の可能性について自ら情報収集すべきであり、自己の専門アドバ

イザーに適宜相談するべきである。投資者は、税制のレベルおよび課税標準および税金の免除につい

て変更されることがある点に留意すべきである。

①　日本

2019年７月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　ポートフォリオが税法上公募外国公社債投資信託である場合

(イ）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ

る。

(ロ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国内

公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるポー

トフォリオの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％。2038年１月１日以後

は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源泉徴収が日本国内で行われ

る。

　日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる

が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること

もできる。

　確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等（租税特別措置法（昭和32年法律第26号。

その後の改正を含む。）（以下「租税特別措置法」という。）に定める上場株式等をいう。以下

同じ。）の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。

(ニ）日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本

相当額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、

所得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等または金融機

関等を除く。）、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の

税率となる。）。なお、益金不算入の適用は認められない。

(ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転

換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益（譲

渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に対して、特定口座

内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、

住民税５％。2038年１月１日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となる。）の税率に

よる源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は

源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関

係は終了する。

　譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益

通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能であ

る。

(ヘ）日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、

(ホ)と同様の取扱いとなる。

(ト）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場

合、支払調書が税務署長に提出される。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も

しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること

は一切ない。

Ⅱ　ポートフォリオが税法上公募外国株式投資信託である場合

(イ）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ

る。
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(ロ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国内

株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるポー

トフォリオの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％。2038年１月１日以後

は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源泉徴収が行われる。

　日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること

もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ

せることもできる。

　申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通

算が可能である。

(ニ）日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本

相当額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、

所得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等を除く。）、

一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の税率となる。）。

なお、益金不算入の適用は認められない。

(ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転

換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対

して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315％（所

得税15.315％、住民税５％。2038年１月１日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率とな

る。）の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税

率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課

税関係は終了する。

　譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益

通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能であ

る。

(ヘ）日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、

(ホ)と同様の取扱いとなる。

(ト）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場

合、支払調書が税務署長に提出される。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も

しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること

は一切ない。

Ⅲ　ポートフォリオは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における

税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。

Ⅳ　税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取

扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。

 

＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」を利用する場合＞

　少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」を利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購

入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となる。利用できるの

は、満20歳以上の者で、日本における販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する者

である。また、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」を利用する場

合、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じ

る配当所得および譲渡所得が５年間非課税となる。なお、ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡでの取扱

商品は日本における販売会社によって異なる。詳細は日本における販売会社に照会すること。

 

②　ルクセンブルグ
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　ファンドは、ルクセンブルグ現行法および現行の慣行に基づき、ルクセンブルグの通常の所得税

またはキャピタル・ゲイン税を支払う義務を負っておらず、またファンドが支払った分配金にルク

センブルグ源泉徴収税が課されることもない。ただし、ファンドは、ルクセンブルグ投信法に従

い、年率0.05％の登録税を各暦四半期末日にファンドの純資産価額に課されるが、スーパー・マ

ネー・マーケット・ファンドおよび機関投資家のためのポートフォリオまたは受益証券クラスに関

しては、年率0.01％の軽減税が課される。

　他のルクセンブルグの投資信託において保有されている受益証券により表章される資産価額は、

かかる受益証券に対して既に2010年法第174条に定める登録税が課されている場合、登録税が免除さ

れる。

欧州連合貯蓄課税指令

　2005年７月１日発効の欧州連合貯蓄課税指令（以下「ＥＵＳＤ」という。）の規定に従い、ＥＵ

諸国は、特定の利払いに関して、情報交換または源泉徴収税のどちらか一方をＥＵ居住者である個

人または属領もしくは連合地域の居住者に適用することを要求されている。ＥＵ居住者である受益

者が免税証明書を提出することを認める追加のオプションも利用可能である。2014年11月25日法に

従い、ルクセンブルグは、2015年１月１日以降、源泉徴収制度から離脱し、ＥＵＳＤに基づく自動

的な情報交換を支持することを選んだ。自動的に交換される情報は、実質所有者の身元および居住

地、支払代理人の氏名または名称および住所、実質所有者の口座番号または（その代わりに）利息

を生み出している債務の識別情報、および生み出された利息の総額または吸収された収益の総額に

関連するものである。ＥＵＳＤは、一般に、ＥＵ籍のＵＣＩＴＳ投資信託およびその他のＥＵ加盟

国の属領または連合地域の特定の投資信託に適用されるが、ＵＣＩＴＳではないＥＵ籍投資信託

は、ＥＵＳＤのみを目的として、ＵＣＩＴＳ投資信託として取り扱われることを選択することがで

きる。ＥＵＳＤを実施するルクセンブルグ法に基づき、すべてのＵＣＩＴＳ以外の契約型投資信託

は、ＥＵＳＤのみを目的としてＵＣＩＴＳ投資信託として取り扱われることを選択したものとみな

される。概して、影響を受ける投資信託は債務に投資する投資信託である。欧州連合は、2016年１

月１日（オーストリアの場合は、2017年１月１日）以降、欧州連合貯蓄課税指令を廃止する指令を

採択した（各場合において、移行時の取決めに従う。）。

 

③　米国

ファンドに対する課税

　管理会社は、米国の取引または事業に関わらないよう、また米国連邦所得税の確定申告書の提出

を要求されないようファンドを運営する予定である。ファンドが米国の取引または事業に関わった

ことが最終的に判明した場合、ファンドは、組入証券の販売からの利息および利益を含む所得に対

して米国連邦所得税を課される。更に、ファンドは、有効に関連する利益および収益が米国に再投

資されていない限りにおいて、米国の支店利益税が課される。ポートフォリオは、随時、米国にお

ける納税報告が必要となるような投資対象を取得または受領することがある。投資顧問会社は、通

常、かかる状況を可能な限り制限することを目指す。

　当初発行日から183日以内に満期となる「ポートフォリオ債務証券」または割引債務証券である投

資対象に対してファンドが得た米国源泉の利息は、米国源泉徴収税を課されない。これらのカテゴ

リーに該当しない債務証券に対する米国源泉の利払いは30％の源泉徴収税が課される。また、米国

法人により発行される株式に対してファンドが受け取る配当には一般に30％の米国源泉徴収税が課

される。ファンドにその他の米国源泉の固定的、確定的、年間または期間毎の収益がある場合、か

かる収益には30％の米国源泉徴収税が課される。ファンドによる組入投資対象の販売からの利益

は、かかる投資対象が米国不動産および米国不動産に投資する特定の会社が発行する証券の両方を

含む米国不動産持分を構成しない限り、米国の税金を課されない。ファンドは米国不動産持分への

投資を行う予定はない。

受益者に対する課税

　ファンドおよび投資者のいずれも米国の取引または事業に従事しておらず、かつ別途純利益ベー

スでの米国連邦所得税を課されないことを前提とすると、ポートフォリオの受益証券の配当および

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 37/277



米国人でない投資者による受益証券の処分に対する利益または損失のいずれも通常は米国の課税ま

たは源泉徴収の対象とはならない。

　ファンドの受益証券は、米国連邦所得税の目的における消極外国投資会社（以下「ＰＦＩＣ」と

いう。）の持分を構成する。したがって、米国人により直接的または間接的に支配される投資予定

者は税務顧問に相談すべきである。

 

④　ＦＡＴＣＡおよびその他の国際的な報告体制

　国際的な税務コンプライアンスの向上およびＦＡＴＣＡ実施のための米国およびルクセンブルグ

の間の協定（以下「米国－ルクセンブルグＩＧＡ」という。）が、米国の追加雇用対策法の外国口

座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」という。）の規定のルクセンブルグによる実施を

可能にすることを目的として締結された。ＦＡＴＣＡは、報告の枠組みおよび米国源泉の（もしく

はこれに帰属する）または米国資産に関する、特定のカテゴリーに属する受領者（ＦＡＴＣＡの条

項を遵守せずその他の方法によっても免除されない米国以外の金融機関（以下「外国金融機関」ま

たは「ＦＦＩ」という。）を含む。）に対する特定の支払につき潜在的な30％の源泉徴収税を課

す。一部の金融機関（以下「報告金融機関」という。）は、米国－ルクセンブルグＩＧＡに従い、

その米国の口座保有者に関する特定の情報を直接税庁（以下「ＡＣＤ」という。）に提供すること

を義務付けられている（当該情報は、その後米国税務当局に提供される。）。ファンドは、かかる

目的のために、報告金融機関を構成することが見込まれる。したがって、ファンドは、その直接

の、および特定の状況においては間接の米国の受益者に関する特定の情報をＡＣＤに提供しなけれ

ばならず（当該情報はその後、米国税務当局に提供される。）、また、米国内国歳入庁への登録も

要求される。ファンドおよび管理会社は、ファンドが、米国－ルクセンブルグＩＧＡにより予定さ

れている報告体制の条項を遵守することにより、ＦＡＴＣＡの条項を遵守しているものとして扱わ

れるよう整える意向である。但し、ファンドがＦＡＴＣＡを遵守できるとの保証はなく、ファンド

がＦＡＴＣＡを遵守できない場合には、米国源泉の（もしくはこれに帰属する）または米国資産に

関して受領した支払に、30％の源泉徴収税が課されることがあり、これにより受益者に支払を行う

ために利用できる金額が減ることがある。

　多数の法域が、経済共同開発機構（ＯＥＣＤ）が公表した金融口座情報の自動交換のための共通

報告基準を模範とした多国間協定を締結した。ファンドは、当該協定の当事者である法域の直接

の、および特定の状況においては間接の受益者に関する特定の情報もＡＣＤに提供することを要求

される（当該情報は、その後関連税務当局に提供される。）。

　上記に照らして、ファンドの受益者は、報告体制の条件を遵守するために、特定の情報をファン

ドに提供することを要求される。

 

⑤　その他の法域における課税

　組入証券に関してファンドが受け取る配当およびキャピタル・ゲインにつき、源泉国の還付不能

の源泉徴収税を課されることがあり、また、組入証券に対して受け取る利息についてもかかる源泉

徴収税を課されることがある。ファンドは、可能な限りにおいて、ファンドが投資する国に居住す

る会社に課される税金に対する責任を回避するように運営を管理する意向である。更に、受益者が

市民権、居住地または住所を有する法域は、一般にファンドの受益証券の取得、所有または処分に

対して税金（米国連邦所得税に基づきＰＦＩＣの受益証券の保有者に課されるものに類似する税金

を含むことがある。）が課される。投資予定者はかかる税金に関して自らの税務顧問に相談すべき

である。
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５【運用状況】

（１）【投資状況】

　資産別および地域別の投資状況

  （2019年５月末日現在）

資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

株式 アメリカ合衆国 43,776,476 42.40

 英国 16,956,324 16.42

 スイス 6,994,811 6.78

 カナダ 6,758,370 6.55

 オーストラリア 6,010,937 5.82

 オランダ 3,153,090 3.05

 シンガポール 2,937,313 2.85

 フランス 2,905,902 2.81

 ドイツ 2,803,211 2.72

 アイルランド 2,298,353 2.23

 台湾 1,795,350 1.74

 デンマーク 1,716,939 1.66

 フィンランド 1,610,190 1.56

 スウェーデン 1,556,499 1.51

 インド 968,519 0.94

 中国 752,811 0.73

 小計 102,995,095 99.76

集団投資スキーム アイルランド 278,654 0.27

投資資産合計 103,273,749 100.03

現金およびその他の資産（負債控除後） －30,335 －0.03

合計（純資産総額）
103,243,414

(11,291百万円)
100.00

（注）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同様とする。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

       （2019年５月末日現在）

 銘柄 国・地域名 業種 株数

米ドル

投資比率
（％）

取得金額 時価

単価 金額 単価 金額

１ TELUS CORP カナダ 通信 93,468.00 33.20 3,102,751.87 36.85 3,444,430.51 3.34

２
ROGERS COMMUNICATIONS
INC 'B'

カナダ 通信 62,983.00 44.32 2,791,144.21 52.62 3,313,939.22 3.21

３ JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
合衆国

医薬品 24,684.00 108.33 2,674,035.70 131.17 3,237,800.28 3.14

４ GENUINE PARTS CO
アメリカ
合衆国

卸売 32,452.00 86.71 2,813,833.36 98.17 3,185,812.84 3.09

５
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL INC

アメリカ
合衆国

タバコ 39,128.00 85.96 3,363,291.09 78.31 3,064,113.68 2.97

６ CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
合衆国

通信 57,949.00 29.72 1,722,400.33 52.32 3,031,891.68 2.94

７ AMCOR LTD/AUSTRALIA
オーストラ
リア

包装・容器 262,826.00 11.70 3,076,054.57 11.41 2,998,176.39 2.90

８ IMPERIAL BRANDS PLC 英国 タバコ 118,047.00 36.34 4,290,025.45 24.14 2,849,514.38 2.76

９ GLAXOSMITHKLINE PLC 英国 医薬品 148,050.00 21.50 3,182,353.56 19.23 2,846,624.31 2.76

10 INTERNATIONAL PAPER CO
アメリカ
合衆国

林産品および
紙

68,927.00 44.90 3,094,561.90 41.17 2,837,724.59 2.75

11 DEUTSCHE POST AG ドイツ 運輸 95,520.00 32.79 3,131,872.80 29.35 2,803,210.97 2.72

12 COCA-COLA CO/THE
アメリカ
合衆国

飲料 57,254.00 41.39 2,369,939.33 48.90 2,799,720.60 2.71

13 PFIZER INC
アメリカ
合衆国

医薬品 67,041.00 34.72 2,327,588.79 41.71 2,796,280.11 2.71

14 PEPSICO INC
アメリカ
合衆国

飲料 20,525.00 95.33 1,956,559.14 127.32 2,613,243.00 2.53

15
BRITISH AMERICAN
TOBACCO PLC

英国 タバコ 73,438.00 48.43 3,556,688.91 34.75 2,552,315.86 2.47

16 NESTLE SA スイス 食品 25,582.00 71.69 1,833,933.53 99.20 2,537,838.24 2.46

17 NOVARTIS AG スイス 医薬品 29,031.00 67.95 1,972,572.72 85.57 2,484,286.45 2.41

18 ALTRIA GROUP INC
アメリカ
合衆国

タバコ 49,055.00 52.34 2,567,575.48 49.67 2,436,561.85 2.36

19 MEDTRONIC PLC
アイルラン
ド

ヘルスケア
製品

24,909.00 83.34 2,076,026.41 92.27 2,298,353.43 2.23

20 UNILEVER PLC 英国 食品 37,518.00 46.93 1,760,737.92 60.85 2,282,875.88 2.21

21 BAE SYSTEMS PLC 英国
航空宇宙
および防衛

375,340.00 6.55 2,459,259.87 5.66 2,125,544.13 2.06

22
UNITED TECHNOLOGIES
CORP

アメリカ
合衆国

航空宇宙
および防衛

16,061.00 105.80 1,699,308.73 126.45 2,030,913.45 1.97

23 SONIC HEALTHCARE LTD
オーストラ
リア

ヘルスケア
サービス

105,022.00 14.57 1,530,258.47 18.10 1,901,006.60 1.84

24 SCHNEIDER ELECTRIC SE フランス
電気部品
および機器

23,853.00 81.97 1,955,318.91 78.33 1,868,468.76 1.81

25 PROCTER & GAMBLE CO/THE
アメリカ
合衆国

医薬品 17,459.00 88.63 1,547,400.27 104.05 1,816,608.95 1.76

26 KONINKLIJKE PHILIPS NV オランダ
ヘルスケア
製品

45,812.00 41.25 1,889,660.44 39.52 1,810,390.32 1.75

27 ABBVIE INC
アメリカ
合衆国

医薬品 23,576.00 77.56 1,828,459.01 76.65 1,807,100.40 1.75

28
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO LTD

台湾 半導体 241,000.00 5.49 1,323,851.53 7.45 1,795,349.94 1.74

29 DIAGEO PLC 英国 飲料 42,424.00 28.71 1,217,978.66 41.73 1,770,335.03 1.71

30 NOVO NORDISK A/S 'B' デンマーク 医薬品 36,514.00 45.83 1,673,433.00 47.02 1,716,938.72 1.66
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②【投資不動産物件】

　該当事項なし（2019年５月末日現在）。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　該当事項なし（2019年５月末日現在）。
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（３）【運用実績】

　以下は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）に関する運用実績である。クラスＡ受益証券（米ドル建

て）は、2011年８月26日から運用を開始した。

　以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する

ものではない。

①【純資産の推移】

　下記の各会計年度末および2019年５月末日前１年間の各月末における純資産の推移は、以下のと

おりである。

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

 純資産総額 １口当たり純資産価格

 米ドル 千円 米ドル 円

第７会計年度末
（2012年１月末日）

8,380,341 916,474 10.53 1,152

第８会計年度末
（2013年１月末日）

22,124,855 2,419,574 11.73 1,283

第９会計年度末
（2014年１月末日）

102,369,242 11,195,100 12.25 1,340

第10会計年度末
（2015年１月末日）

109,709,927 11,997,878 12.79 1,399

第11会計年度末
（2016年１月末日）

74,759,563 8,175,706 12.16 1,330

第12会計年度末
（2017年１月末日）

56,100,279 6,135,127 13.00 1,422

第13会計年度末
（2018年１月末日）

51,781,761 5,662,853 15.43 1,687

第14会計年度末
（2019年１月末日）

38,005,128 4,156,241 13.27 1,451

2018年６月末日 43,576,098 4,765,482 13.64 1,492

７月末日 44,418,275 4,857,583 14.25 1,558

８月末日 44,434,555 4,859,363 14.19 1,552

９月末日 44,185,108 4,832,083 14.12 1,544

10月末日 41,813,793 4,572,756 13.49 1,475

11月末日 41,984,131 4,591,385 13.69 1,497

12月末日 38,025,413 4,158,459 12.78 1,398

2019年１月末日 38,005,128 4,156,241 13.27 1,451

２月末日 39,328,867 4,301,005 13.84 1,514

３月末日 40,179,645 4,394,046 14.12 1,544

４月末日 39,810,621 4,353,690 14.18 1,551

５月末日 38,236,661 4,181,561 13.62 1,489

（注）ポートフォリオは、日本国内ではクラスＡ受益証券（米ドル建て）のみを募集する。
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＜参考情報＞

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

 

※2011年８月末から2019年５月末まで月末ベース

※分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額（実際の１口当たり純資産

価格と異なることがある。）について、2011年８月末日の１口当たり純資産価格を起点として指数化している。

 

②【分配の推移】

　下記の各会計年度および2019年５月末日前１年間における受益証券１口当たりの分配金（税引

前）は、以下のとおりである。

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

会計年度／日付
１口当たり分配金（税引前）

米ドル 円

第７会計年度 0.035000 3.83

第８会計年度 0.360000 39.37

第９会計年度 0.360000 39.37

第10会計年度 0.360000 39.37

第11会計年度 0.360000 39.37

第12会計年度 0.360000 39.37

第13会計年度 0.360000 39.37

第14会計年度 0.360000 39.37

2018年６月20日 0.030000 3.28

７月20日 0.030000 3.28

８月20日 0.030000 3.28

９月20日 0.030000 3.28

10月22日 0.030000 3.28

11月20日 0.030000 3.28

12月20日 0.030000 3.28

2019年１月22日 0.030000 3.28

２月20日 0.030000 3.28

３月20日 0.030000 3.28

４月23日 0.030000 3.28

５月20日 0.030000 3.28

（注）直近１年間（2018年６月１日から2019年５月末日まで）の１口当たり分配金の累計は0.360米ドル、設定来（2011年８月

26日から2019年５月末日まで）の１口当たり分配金の累計は2.675米ドルである。
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＜参考情報＞

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

 

（注１）上記は、受益証券１口当たりの、税引前の数値である。

（注２）「直近１年間の累計」は、2018年６月１日から2019年５月末日までの、「設定来の累計」は、2011年８月26日から

2019年５月末日までの期間における分配金の累計額である。

 

③【収益率の推移】

　下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

会計年度 収益率（％）（注）

第７会計年度 5.65

第８会計年度 14.81

第９会計年度 7.50

第10会計年度 7.35

第11会計年度 －2.11

第12会計年度 9.87

第13会計年度 21.46

第14会計年度 －11.67

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）。ただし、クラスＡ受益証券（米

ドル建て）の第７会計年度については、当初募集価格（10.00米ドル）とする。
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＜参考情報＞

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

 

（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝上記暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）

ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）（ただし、2011年については、当初募

集価格（10.00米ドル）

（注２）2011年については８月26日から年末までの収益率を記載しており、また2019年については年初から５月末日までの収

益率を記載している。

※ポートフォリオにはベンチマークはない。

 

（４）【販売及び買戻しの実績】

　下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のと

おりである。

 

クラスＡ受益証券（米ドル建て）

 販売口数

 

買戻口数

 

発行済口数

 

本邦内におけ
る販売口数

本邦内におけ
る買戻口数

本邦内におけ
る発行済口数

第７会計年度 1,181,099 1,181,099 385,401 385,401 795,698 795,698

第８会計年度 2,030,637 2,030,637 939,809 939,809 1,886,526 1,886,526

第９会計年度 9,345,340 9,345,340 2,873,020 2,873,020 8,358,846 8,358,846

第10会計年度 4,507,746 4,497,942 4,290,140 4,290,140 8,576,452 8,566,648

第11会計年度 1,631,128 1,631,128 4,058,498 4,058,498 6,149,082 6,139,278

第12会計年度 795,955 795,955 2,630,108 2,630,108 4,314,929 4,305,125

第13会計年度 5,045,339 184,036 6,004,810 4,489,161 3,355,458 0

第14会計年度 476,623 0 968,734 0 2,863,347 0

（注１）クラスＡ受益証券（米ドル建て）の第７会計年度の販売口数は、当初申込期間内に販売された販売口数を含む。

（注２）第13会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し

た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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第２【管理及び運営】
 

１【申込（販売）手続等】

①　海外における申込（販売）手続等

クラス受益証券 クラスＡ受益証券（米ドル建て） クラスＦ受益証券（米ドル建て）

表示通貨 米ドル 米ドル

投資者適格 日本の目論見書に従って日本で募

集することがある。

ファンド・オブ・ファンズのみ。

日本では公衆に募集されない。

当初購入最低単位 100米ドルまたは管理会社により

決定されるその他の最低単位

100口もしくは100米ドルまたは管

理会社により決定されるその他の

最低単位

追加購入最低単位 0.01米ドルまたは管理会社により

決定されるその他の最低単位

１口もしくは100米ドルまたは管

理会社により決定されるその他の

最低単位

１口当たり当初募集

価格

10米ドル 10米ドル

取引締切時点 ルクセンブルグ時間午前12時（正午）

評価時点 ルクセンブルグ時間午後４時

評価日 各営業日

受益証券発行決済日 申込注文を受諾した評価日の後３営業日以内

受益証券買戻決済日 買戻注文が有効になった評価日の後３営業日以内

 

　ポートフォリオの受益証券は、適用ある評価日に販売される。受益証券は、以下に記載される手数

料をもって販売される。

クラス受益証券 クラスＡ受益証券（米ドル建て） クラスＦ受益証券（米ドル建て）

当初申込手数料 投資額の上限3.00％ なし

ＣＤＳＣ なし なし

 

　受益証券の各クラスの募集価格は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において閲覧可能

である。募集価格は、申込注文が有効となる評価日に後記「４　資産管理等の概要　（１）資産の評

価　①　純資産価格の計算」に従って決定された受益証券１口当たり純資産価格である。

オルタナティブ投資ファンド運用会社は、請求に応じて、また投資が行われる前に、最新の受益証券

１口当たり純資産価格、オルタナティブ投資ファンド運用会社が通常の業務の過程において作成する

過去の実績に関するデータおよびファンドの最新の年次報告書を投資者が入手できるようにする。当

該情報は、投資者に直接送付されるか、またはオルタナティブ投資ファンド運用会社が投資者に対し

投資に先立ち通知を行うウェブサイト、またはその他の公表物もしくは設備において入手可能としな

ければならない。

　投資者は、ポートフォリオの受益証券の申込注文書および／または購入者が米国人でないことを示

す総販売会社または管理会社が満足するその他の書類に記入することを要求される。後記「所有に関

する制限」を参照すること。受益証券についての注文は、投資者からの適式に記入された申込書が名

義書換事務代行会社またはインベスター・サービス・センターに、ポートフォリオの評価日の取引締

切時点以前に受領される場合に、有効となる。適式に記入された申込書が取引締切時点以前に名義書

換事務代行会社に受領されなかった場合、翌評価日に有効となる。注文が扱われるオフィスによって

随時設定された締切以前に販売会社に受領された場合、当該注文は、一般に、販売会社から名義書換

事務代行会社に、受領した日に取り次がれる。管理会社がポートフォリオにつき純資産価格の決定を
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停止または延期した場合、申込みは、ポートフォリオについての注文の受領後最初の評価日に決定さ

れた純資産価格に基づく。

　資金は、受益証券が発行されるべき日の決済日の取引締切時点までに、前記の表に記載される通貨

で、管理会社または管理会社の代わりに保管受託銀行により受領されなければならない。複数の販売

会社は、総販売会社および管理会社によって承認された追加的手続を設定することもできる。ファン

ドへの支払日（また、ファンドによる買戻金の支払日）は、法令または慣習により支払日が設定され

ている法域の投資者について、当該法域で使用される募集書類において関連する販売会社から当該投

資者に通知され、管理会社により変更されることがある。

　管理会社は、その裁量により、ファンドの既存の投資者の利益を保護するため必要とみなす場合、

追加申込みを拒絶することができる。いずれの注文も総販売会社またはポートフォリオにより拒絶さ

れることがある。ファンドは、証券市場その他の状況により公衆へのポートフォリオの受益証券の販

売を中止する権利を有する。

　受益証券確認書は、受益証券の発行後５評価日以内（ＧＥＩＰについては実務上翌評価日）に登録

受益者へ送付される。ファンドが受益証券の券面の発行を決定した場合には、かかる券面には購入者

の名前が登録され、購入者の注文に対して、名義書換事務代行会社（もしくはその指示のとおり）ま

たは受益者（もしくはその指示のとおり）に対する購入者の要求およびその費用負担により、ファン

ドのかかる要求の適法な受領後１か月以内に引き渡される。

　ファンドが、ポートフォリオについて前記の表に記載されている申込注文の決済日までに、投資予

定者またはその代理人の何らかの作為、不作為および／または過失により、有効な資金を受領できな

かった場合、投資者は、それに対して適用ある申込注文を信頼したファンドまたはその代理人により

なされる行為から生じまたは関連するファンドによるいかなる利息、手数料、損失または負債に対し

ても単独でファンドに対して責任を負う。

　評価日の申込みに従って配分された受益証券は、前記の表に記載される決済日から（同日を含

む。）分配を受領することができる。

　販売会社は、価格変動による利益を得るため注文を留保することができない。販売会社は、投資者

から受領した資金を、管理会社または管理会社に代わる保管受託銀行に、総販売会社および管理会社

によって承認された手続に従って、送金することを授権されている。

　管理会社は、将来いかなるサブ・ファンドのクラス受益証券にも投資できるように、投資者のクラ

スを変更する権利を有する。管理会社は、特定の法域の投資者による購入が現地の法律、慣習または

ビジネス・プラクティスを遵守するよう、一ポートフォリオの一クラス受益証券のみを販売する権利

を有している。更に、管理会社または総販売会社は、投資者のクラスまたは一ポートフォリオの特定

のクラス受益証券の購入を許可しもしくは要求する取引に適用ある基準を採用することがある。

　投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン

サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ　L－2633、トレヴェス通り６

Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ

ス・エーまたは現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ

る。

　ポートフォリオにつき、各種クラス証券が販売される。以下は、発行可能なポートフォリオのクラ

ス証券である。

　クラスＡ受益証券（米ドル建て）は、ＧＥＩＰについて販売される。当初販売手数料は、受益証券

が販売される国における法律と慣習により認められる最高額の当初販売手数料に服する。管理会社

は、特定の販売会社に、ポートフォリオの受益証券を、当該クラスの純資産価格の8.5％を超えない額

で、当該金額が現地の法律および慣習の下で受諾される場合、より高額の当初手数料で販売すること

を授権する権利を有する。販売報酬は、毎日発生し、年率0.55％で選任された販売会社に四半期毎に

支払われる。販売会社は、販売報酬の全部または一部を、その他の副販売会社またはディーラーに再

分配することができる。管理会社は、その管理報酬の中から、販売会社に対して追加の販売報酬を支

払うことができる。販売会社は、契約関係にある副販売会社またはディーラーに割引価格により販売

させることができ、割引後の残額を取得することができる。更に、クラスＡ受益証券（米ドル建て）
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は、メリルリンチ・アンド・カンパニーおよび（メリルリンチ・アンド・カンパニーが直接または間

接に完全所有し管理する）その子会社ならびにそのパートナー、取締役および従業員、ならびにブ

ラックロックが投資顧問をつとめるミューチュアル・ファンドの取締役会の特定の役員に対しては、

純資産価格で販売される。

　クラスＦ受益証券（米ドル建て）は、ＧＥＩＰについて販売される。クラスＦ受益証券（米ドル建

て）は、管理会社の裁量により機関投資家に対してのみ発行され、日本では公衆に募集されない。

 

過当取引に関する方針

　ポートフォリオは、すべての受益者の利益に悪影響を及ぼす可能性がある過当取引慣行に関連した

投資を意図的に認めることはない。過当取引とは、個人投資者または個人投資者のグループが、短期

売買を繰り返していると思われる証券取引、または、過度に頻繁な取引もしくは大口取引のことであ

る。

　ポートフォリオが、アセット・アロケーションを目的とした特定の投資者により、または、ストラ

クチャード・プロダクト・プロバイダーにより利用される可能性があることを、投資者は認識してお

くべきである。（受益証券の）買付けおよび解約により、ポートフォリオ資産の定期的な配分調整

（リバランス）が必要となることがあるためである。かかる調整は、管理会社が過当取引または短期

売買の疑いがあると判断した場合を除いて、通常、過当取引とはみなされない。

　管理会社がその裁量で買付けを拒否することができる一般的な権限に加え、解約の停止および延期

を含んだ過当取引に対する受益者の利益の保護を確保するため、本書の他の項にも管理会社の権限が

存在する。

　なお、管理会社は、過当取引が疑われた場合、以下の対応策を講じることができる。

●　個人投資者または個人投資者のグループが、過当取引に関わったとみなすことができるかどう

かを確認する目的で、共同所有または管理下にある受益証券を統合する。したがって、管理会

社は、過当取引を行ったものと判断した投資者に対し、受益証券買付けの一切の申込みを拒否

する権利を留保する。

●　評価時点におけるポートフォリオの組入証券の公正な価格をより正確に反映するため、受益証

券１口当たり純資産価格を調整する。かかる調整は、組入証券の市場価格の変動が、公正価格

の評価により、全受益者の利益に適うものと管理会社が判断した場合に限って行われる。

●　管理会社が、その公正な判断で、過当取引を行った疑いがあるとみなした受益者に対しては、

買戻金額の２％に相当する手数料を徴収する。当該手数料は、ポートフォリオの利益のために

徴収されるものであり、手数料が徴収される可能性がある場合には、当該影響が及ぶ受益者に

対して、事前通知が行われる。
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所有に関する制限

　管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に

よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。約款において、「米

国人」とは、米国居住者または1933年米国証券法（随時改正済）に基づくレギュレーションＳに明記

されるその他の者と定義され、約款において随時追加補足されることがある。ファンドの受益証券が

単独もしくは他者と共同で米国人により実質的に所有されていることがいずれかの時点で管理会社の

知るところとなった場合、または現在米国の居住者ではない受益者が米国の居住者となった場合（お

よびその結果として米国人の定義に該当する場合）、管理会社は、当該受益証券をその純資産価格で

強制的に買い戻す。管理会社がかかる強制的買戻しを通知した場合、当該受益者は当該受益証券の所

有者ではなくなる。

　また、管理会社は、その裁量により、いつでも、以下の者（本段落の目的上、個別のパートナー

シップ、法人、信託または組合を含む。）に対する受益証券の発行を一時的に中止する、完全に停止

する、または制限することができる。

(ⅰ）特定の国および地域において居住しもしくは設立された者ならびに／または

(ⅱ）ＥＵおよび／もしくは米国の制裁リストに掲載されている者、もしくはＥＵおよび／もしくは

米国の制裁リストに掲載されている国もしくは地域において居住しもしくは設立された者

　ファンドおよび受益者全体の保護に必要な場合、管理会社は、特定の者による受益証券の取得を禁

止することができる。

　上記に関して、管理会社は、以下を行うことができる。

(a）その裁量による受益証券の申込みの拒絶

(b）その時点を問わず、受益証券の購入または保有が禁止されている受益者が保有している受益証

券、および特にルクセンブルグの居住者である、またはその居住者となる個人投資家が保有す

る受益証券の買戻し

　ノミニーとして行為する販売会社以外の者が（法律的にまたは実質的に）発行済受益証券の10％超

を所有していることが管理会社の知るところとなった場合、管理会社は、10日以上前に書面による通

知を行うことにより、かかる者の保有する10％を超える受益証券の一部または全部を当該通知の効力

発生日に有効な買戻価格で強制的に買い戻すことができる。

　クラスＦ受益証券は、2010年法第174条に規定された機関投資家に対してのみ発行される。英文目論

見書の日付現在、機関投資家には以下のものが含まれる。

(a）自らのために申込みを行う銀行およびその他の金融セクターの専門家、保険会社および再保険会

社、社会保障機構および年金基金、産業振興機構、慈善団体、商業および金融グループ企業なら

びにかかる投資家が自身の資産の運用のために設置する組織。

(b）ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、自らの名前で機関投資家（上記に定義さ

れる。）のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。

(c）ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、一任運用の指図に基づき自らの名前でそ

の顧客のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。

(d）ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立された集団投資スキーム。

(e）持株会社または同様の事業体（ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。）で、その株

主／実質所有者が富裕な個人であって洗練された投資家として合理的にみなし得る者であり、か

かる持株会社が個人または家族のために財務上の利益／投資を保有することを目的とするもの。

(f）持株会社または同様の事業体（ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。）で、その構

造、活動および実体から、機関投資家を構成するもの。

(g）持株会社または同様の事業体（ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。）で、その株

主が前各号に定める機関投資家であるもの。

(h）国および地方公共団体、中央銀行、国際機関または超国家的機関およびその他同様の組織。
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　マネー・ロンダリング防止規則のため、受益証券の申込みには追加の書類が必要となることがあ

る。追加書類の提出が必要となる状況および正確な要件については、申込書の注記に記載されてい

る。かかる情報は、投資者の身元または場合によってはフィナンシャル・アドバイザーの状況を確認

するために用いられる。この情報は、これらの要件を遵守するためのみに用いられる。名義書換事務

代行会社または現地のインベスター・サービス・チームが、あらゆる場合において、さらなる追加書

類または情報を要求する権利を留保する点に留意されたい。書類を提出しない場合、買戻代金から天

引きされることとなる場合がある。必要となる身元に関する書類に関する質問がある場合には、現地

のインベスター・サービス・チームまたは名義書換事務代行会社に照会すること。

 

　投資顧問会社は、ブラックロック・グループが運用する投資信託全体に多額の出資を行っている顧

客とクライアント契約を締結しており、かつこれを継続する。かかるクライアント契約は、適用法に

従い、かつ、他の受益者に通知を行うことなく締結されるが、受益者に課される手数料を放棄、変更

もしくは修正し、または異なる手数料、運用成績に基づく分配もしくは対価を受益者に課す（リベー

トによるものを含む。）という効力を有する。その結果、ある受益者によるファンドへの投資に係る

条件がその他の受益者に係る条件と異なることがある。

　受益者は、公正な取扱いが、必ずしも同等または同一の取扱いを意味するものではないこと、ま

た、ある受益者によるファンドへの投資に係る条件が他の受益者に係る条件と異なる場合があること

に留意すべきである。

 

②　日本における申込（販売）手続等

　日本においてはクラスＡ受益証券（米ドル建て）の募集が日本における販売会社を通じて行われ

る。日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款（以下「口座約款」とい

う。）を投資者に交付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の

提出を受ける。日本における販売会社が定める申込締切時間までに受領されたものを当日の申込みと

する。詳細は日本における販売会社に照会すること。申込単位は、100米ドル以上0.01米ドル単位、ま

たは管理会社が決定するその他の申込単位である。申込単位は、日本における販売会社によって異な

る。具体的な申込単位については、日本における販売会社に照会すること。

　適用ある申込価格は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）について、当該注文が有効となる評価日

（申込日）の純資産価格に基づくものとする。

　申込手数料は、クラスＡ受益証券（米ドル建て）について申込金額の3.24％（注）（税抜3.00％）を

上限として、日本における販売会社が定める。詳細は、日本における販売会社に照会すること。

（注）手数料率は、手数料率（税抜）に係る消費税に相当する料率（８％）を加算した料率を表記している。手数料率

は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10％になった場合には、3.30％となる。

　日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号　大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー

ホームページ内：http://www.pb.mufg.jp/

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」を参照すること。

　日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日（通常発注日の日本

における翌営業日）であり、日本における約定日から起算して日本における４営業日目までに受渡し

を行うものとする。ただし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合がある。詳

細は日本における販売会社に照会すること。

　日本における販売会社は、口座約款を差入れた投資者に対し、買付代金の受領と引換えに取引報告

書を交付する。申込金額は、口座約款に従い米ドル貨またはその円貨相当額で支払うものとし、円貨

との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決

定するレートによるものとする。
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　なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産総額が１億円未

満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基

準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。

　管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に

よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。

 

２【買戻し手続等】

①　海外における買戻し手続等

　受益者は、適用ある純資産価格で評価日において名義書換事務代行会社に対して申込書により、受

益証券の買戻請求を行う権利を有する。ただし、関連する受益証券の買付が決済されるまで、買戻し

を請求することができない。買戻請求は、書面で登記上の事務所をルクセンブルグ、セニンガーバー

グ　Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番に置く名義書換事務代行会社に対して行うことを要し、後記の

買戻しの停止期間を除いて取消不能である。販売会社は、投資者に代わって、買戻請求を名義書換事

務代行会社に送ることができる。受益証券の買戻しは0.01口、または管理会社が決定するその他の買

戻単位とする。

　買戻し時の受益証券の価格は、当該時にポートフォリオが保有する証券の時価により、受益者のコ

ストを上回る場合も下回る場合もある。

　支払は、通常、受益証券の表示通貨で行われるが、販売会社を通して買戻しを行った受益者は、同

社との間で、他の通貨による支払の換算を手配できる。ただし、為替換算手数料は、受益者への支払

金額より控除される。販売会社はまた、彼らを通じて買い戻された米ドル建て受益証券の買戻金の支

払を、米ドルに制限することができる。

　為替管理または保管受託銀行の支配が及ばないその他の状況により法的規定が支払を禁止しない場

合にのみ、支払が行われる。

　適式に記入された注文書が、投資者または販売会社からファンドの名義書換事務代行会社により、

前記「１　申込（販売）手続等」に記載される関連する取引締切時点以前に受領された場合、買戻注

文はある特定の評価日に有効となる。

　適式に記入された買戻注文書が、関連する時間までに名義書換事務代行会社により受領されなかっ

た場合、翌評価日に有効となる。

　管理会社は、いずれか１評価日または連続する７評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該

期間の開始日時点で発行済みの受益証券口数の10％を超えて買い戻す義務を負わないものとする。買

戻しは、買戻請求の受領日後７評価日を超えない期間にわたり延期することができる。買戻しの延期

の場合、当該受益証券は、買戻しが有効となった日の適用ある受益証券１口当たり純資産価格（適用

される手数料（もしあれば）控除後）で買い戻される。

　受益証券の適用ある買戻価格は、買戻注文が有効となる評価日における評価時点に決定される受益

証券１口当たり純資産価格とする。純資産価格の決定停止期間中買戻しが行われた受益証券は、管理

会社が純資産価格の決定を再開次第、再開後最初の評価日に適用ある受益証券１口当たり純資産価格

により買い戻される。

　買戻価格は、米国外においては、名義書換事務代行会社または総販売会社の登記上の事務所におい

て請求次第入手可能である。

　受益証券の買戻しについての管理会社の義務は、後記「４　資産管理等の概要　（１）資産の評

価　②　受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載される停止に

服する。

　上記のとおり管理会社により買戻しが停止されている場合、販売会社による買戻注文の受諾もまた

停止される。

　ポートフォリオの買い戻された受益証券についての支払は、通常、前記の表に記載される受益証券

買戻決済日までに小切手または銀行振込によって投資者が受領するよう行われる。
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　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの流動性リスクを監視するため、流動性の管理

に関する方針を維持する。かかる方針には、測定に関するその他の手法および手段に加え、通常およ

び例外的な流動性の状況下双方におけるストレス・テストの利用が含まれる。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、自らが用いる流動性管理のシステムおよび手続により、

買戻請求に適切に対応するために必要な多様な手法および取決めを適用することができる。通常の状

況下では、買戻請求は、上記のとおり処理される。

　買戻請求に応じて、その他の取決め（適用された場合、通常は投資者に利益をもたらす買戻しの権

利を制限することとなる、ゲートまたは（本書に記載される）類似の取決めの使用が含まれる。）が

用いられることがある。また、管理会社は、「４　資産管理等の概要　（１）資産の評価　②　受益

証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載の特定の状況下において、

買戻しを一時的に停止することができる。

 

②　日本における買戻し手続等

　投資者は、各評価日に買戻し（換金）を請求することができる。受益証券の買戻しは0.01口、また

は管理会社が決定するその他の買戻単位とする。買戻単位は、日本における販売会社によって異な

る。具体的な買戻単位については、日本における販売会社に照会すること。買戻しは、手数料なし

で、各評価日に日本における販売会社を通じて名義書換事務代行会社に対して請求することができ

る。日本における販売会社の定める買戻請求締切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。

詳細は日本における販売会社に照会すること。

　受益証券１口当たりの買戻価格は、原則として、買戻注文が有効となる評価日に計算される受益証

券の１口当たり純資産価格とし、ファンドは、米ドル貨でのみ買戻代金を支払う。かかる買戻代金

は、日本における販売会社の顧客に対して、口座約款の定めるところに従って、日本において買戻請

求の成立を確認した日（通常発注日の日本における翌営業日）から起算して原則として４営業日目以

降に、日本における販売会社を通じて支払われるものとする。ただし、日本における販売会社が投資

者との間で別途取り決める場合がある。詳細は日本における販売会社に照会すること。

　管理会社は、いずれか１評価日または連続する７評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該

期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10％を超えて買い戻す義務を負わな

いものとする。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後７評価日を超えない期間にわたり延期す

ることができる（ただし、常に上記上限に服する。）。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻

しが有効となった日の１口当たり純資産価格で買い戻される。

 

３【乗換え手続等】

　受益証券は、買戻しおよび買戻代金の他の受益証券への再投資の場合を除いて、別のクラスまたは別

のポートフォリオの受益証券に乗り換えることができない。

 

４【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　純資産価格の計算

　ポートフォリオの各種クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、分配方針、関連受益証券につ

いての販売報酬およびクラス特有のヘッジ方法などにより異なることがある。ポートフォリオが保

有する債務証券についての金利は毎日発生し、受取配当金は配当が宣言された日に発生する。

　評価業務は、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって、ＡＩＦＭＤレベル２により施行さ

れ、ＡＩＦＭＤ規則により置換されたＡＩＦＭＤに従い行われる。オルタナティブ投資ファンド運

用会社は、評価額決定委員会を用いて、評価業務が、機能的にも組織的にもオルタナティブ投資

ファンド運用会社の組入証券運用業務から独立していることを確保する。

　受益証券１口当たり純資産価格は、受益証券のクラスに割り当てられるポートフォリオの純資産

価額の該当額（後記の方法に従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社が決定につき責任を負
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う。）について、当該クラス証券に割り当てられる負債控除後の額を、関連する評価日の当該クラ

ス証券の発行済み総口数で除して決定される。

　ポートフォリオの負債は、ポートフォリオ・ベースで分離され、第三者である債権者はポート

フォリオの資産についてのみ償還請求権を有する。

　各クラス受益証券の純資産価格は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役、授権された

役員または代表者により認証され、一切のかかる認証は、明白な間違いのある場合を除き、最終的

なものとする。オルタナティブ投資ファンド運用会社の一般管理費用は、各クラス受益証券のファ

ンド全体に対する価額に按分して、各クラス受益証券に配分される。

　ポートフォリオの各クラス受益証券の純資産価格ならびに販売価格および買戻価格は、ファンド

および総販売会社の主たる事務所において入手することができ、管理会社は、ヨーロッパにおいて

発行されている主要な金融関連新聞および／または取締役会が随時決定するその他の新聞に、ポー

トフォリオの純資産価格の定期的な発表の手配を行う。

　下記のオルタナティブ投資ファンド運用会社による決定は、オルタナティブ投資ファンド運用会

社が随時採用する、役員またはオルタナティブ投資ファンド運用会社の指定する他の者による公正

価値の暫定的な計算に係る一般的な指針を記載した方針に従って行われる。

　コーポレート・ローンは、一般に証券取引所に上場されていない。純資産価額決定の際、ファン

ドは、オルタナティブ投資ファンド運用会社により承認された価格決定機関が提供するコーポレー

ト・ローンの評価額を利用する。価格決定機関は、通常、相場価格が容易に入手可能な場合、買い

呼び値でコーポレート・ローンを評価する。コーポレート・ローンの相場価格が容易に入手可能で

はない場合、コーポレート・ローンは、価格決定のための価格決定マトリックスを利用して価格決

定機関により決定される一貫性のある公正な市場価額によって評価される。価格決定手続およびそ

の評価は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の総括的監督の下で投資顧問会社により精査され

る。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、価格決定機関の利用がコーポレート・ローンの評価

額決定の公正な方法である旨誠実に決定した。

　株式、債券およびその他の公社債（短期債務を除くが、上場証券を含む。）から成る組入証券

は、当該証券の通常の、機関投資家による取引の規模の単位について、市場情報、匹敵する証券の

取引および機関トレーダーにより一般に認識されている証券間のさまざまな関係を用いてその価格

を決定する一または複数の価格決定機関により提供される価格に基づき評価される。

　評価時点にかかわらず、証券取引所に上場されているかまたは他の規制ある市場で取引されてい

る組入証券は、評価日の直前の営業日の営業終了時において当該証券取引所または市場において直

近の終値により評価される。なお、ＧＥＩＰについては、組入証券は、評価日における午後４時

（ルクセンブルグ時間）現在の入手可能な終値により評価される。それぞれの時間を「関連時刻」

という。

　特定の有価証券の売却がない場合、当該有価証券の価格は、直近の入手可能な関連時刻現在の買

い呼び値とし、一定の状況において、当該有価証券は、当該有価証券の流通市場である取引所の最

終の売値、またはＮＡＳＤＡＱ等の当該有価証券の流通市場であるＯＴＣ市場における最終の買い

呼び値とする。

　規制ある市場において取引されていない固定利付証券は、一もしくは複数のディーラーまたは価

格決定機関から入手した利用可能な直近の買い呼び値またはそれと同等の利回りによって評価され

る。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な最終の買い呼び値で評価される。有価証

券が複数の取引所で取引されている場合、有価証券は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の指

示に基づき流通市場として指定されている取引所で評価される。ＯＴＣ市場および証券取引所の両

方において取引されている組入証券は、最も広範で最も代表的な市場に従って評価される。

　ポートフォリオがオプションを発行する場合、受領するプレミアムの金額が資産およびそれと同

額の負債としてポートフォリオの会計帳簿に記帳される。負債の価格は、取引所で取引されている

オプションについては最終の売値、またはＯＴＣ市場において取引されているオプションについて

は最終の売り呼び値に基づき、発行済オプションの現在の市場価格を反映して爾後評価される。

ポートフォリオにより購入されるオプションは、取引所で取引されているオプションについては最
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終の売値、またはＯＴＣ市場において取引されているオプションについては最終の買い呼び値で評

価される。

　オープン・エンド型ＵＣＩへの投資は、その直近の入手可能な純資産価格で評価される。

　金利スワップ、キャップおよびフロアの価額は、公式に従って決定され、その後、定期的に銀行

の相場を入手することにより確認される。

　先物契約および関連するオプションを含むその他の投資証券は、市場価格で決定される。

　満期までの残存期間が60日未満の債券については、償還費用で評価される。ただし、かかる方法

が公正な評価を提供できない場合でないものとする。

　レポ取引は、原価と経過利息により評価される。

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、市場相場が容易に入手できない場合、または独立した

市場相場が公正な市場価格を反映していないと自ら判断する場合、適用法に従い、当該資産または

負債の公正な市場価格を決定する。当該資産または負債の価格の決定時、オルタナティブ投資ファ

ンド運用会社は、（その資産の種類等を含む要因によって）１つまたは複数の種類の評価方法を使

用することができる。例えば、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、かかる投資の取得原価に

基づき当該資産の価格を決定する、または独自もしくは第三者のモデル（ポートフォリオ管理の直

接の価格決定要因に依拠し、かつ、資産または負債の評価時にオルタナティブ投資ファンド運用会

社が考慮する多様な要因に起因する重要性および特定の前提を反映するモデルを含む。）を使用す

ることができる。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、当該資産または負債（または関連する

もしくは同等な資産または負債）に関する実際の、執行された、過去の取引価格を評価の基礎とし

て使用し、また適切な場合には、類似する資産または負債の評価における第三者の鑑定額を使用す

ることもできる。

　資産または負債の公正な市場価格の決定に使用される評価方法（上記の方法を含むが、これらに

限られない。）は、個別の資産および／または負債の事情および状況に基づき、適用法に従い行為

するオルタナティブ投資ファンド運用会社の単独の裁量により選択される。

　ポートフォリオの基準通貨以外の通貨によって表示される資産または負債は、基準通貨に換算さ

れる。

　一般に、組入証券の取引は、関連時刻以前に概ね完了する。ポートフォリオの受益証券の純資産

価格の計算に使用される証券の価格は、かかる時間に決定される。時折り証券の価格に影響を与え

る事態が、決定時と評価時点との間に発生するが、それらはポートフォリオの純資産価格の計算に

反映される。

 

②　受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止

　約款の下で、管理会社は、以下の期間中、受益証券１口当たり純資産価格の決定および受益証券

の発行を停止することができ、かつポートフォリオの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利を

停止することができる。

ⅰ．ポートフォリオの組入証券の相当部分が当該時取引されている主たる市場または証券取引所

が、通常の休日以外に閉鎖されている期間、または取引が実質的に制限もしくは停止されている

期間。

ⅱ．緊急事態の存在によってポートフォリオにより組入証券の売却ができない期間。

ⅲ．ポートフォリオの組入証券の価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するため

通常使用されている通信手段が故障している期間。

ⅳ．ポートフォリオの組入証券の売却または支払に関する送金ができない期間。

ⅴ．管理会社の取締役会が、純資産価格の決定が実行不可能、または、その他ポートフォリオの受

益者の最善の利益に反するとみなす期間。

ⅵ．ポートフォリオの組入証券の重要な部分を形成するＵＣＩの受益証券または投資証券の価格を

決定することが不可能な場合（特に、当該ＵＣＩの純資産価格の決定が停止される場合）。

ⅶ．ファンドまたはポートフォリオの解散決定の場合、当該解散決定について受益者への最初の通

知が公告された日以後の期間。
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　管理会社は、ポートフォリオまたはファンドを解散せしめる事由の発生またはルクセンブルグ監

督官庁の命令があった場合には、直ちにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止するものと

する。

　受益証券の買戻請求をした受益者は、請求後７日以内に当該停止の書面による通知を受け、か

つ、当該停止終了後には、直ちに通知を受けることになる。

 

（２）【保管】

　受益証券が販売される海外市場においては、確認書または券面（発行されている場合）は受益者の

責任において受益者により保管される。

　日本の投資者に販売される受益証券の券面（発行されている場合）またはその確認書は、日本にお

ける販売会社の名義で保管されかつ名義書換事務代行会社により取り扱われる。

　日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引報告書が交付される。

 

（３）【信託期間】

　ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されている。

 

（４）【計算期間】

　ファンドの会計年度は、毎年２月１日に開始し翌年１月31日に終了する。

 

（５）【その他】

(a）解散および合併

　ファンドは存続期間を限定せず、そのポートフォリオの資産も限定せずに設立された。管理会社

はいつでもファンドを終了することができる。管理会社は、(i）ポートフォリオの純資産総額が連

続して30暦日以上の期間減少し、3,000万米ドルを下回った場合、もしくは管理会社の取締役会が各

受益者に対して30日前に通知を行って決定するそれを上回るもしくは下回る金額を下回った場合、

または（ii）ポートフォリオに影響を及ぼす経済的もしくは政治的状況の変化を理由として管理会

社の取締役会が適切であるとみなす場合、ポートフォリオの資産を換金し、また影響あるクラスの

受益証券を払い戻す場合には当該受益証券のすべての保有者に対して、30日の事前通知を発送する

ことにより、ポートフォリオを償還することができる。

　管理会社の取締役会は、上記と同様の理由から、関連する評価日における受益証券１口当たりの

それぞれの純資産価格で、ポートフォリオまたはクラス受益証券を、ファンドの別のポートフォリ

オもしくはクラスとまたはルクセンブルグの他のＵＣＩと合併することを決定することができる。

　強制的買戻しまたは合併による終了の場合、当該ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価

格は、終了または合併の１か月前の通知が郵送および公表された日から、終了されるポートフォリ

オの資産の名目上の実現原価を反映するものとする。強制的に買い戻された受益証券に関する資金

で、当該受益者から請求されなかった資金は、保管受託銀行により、これが関係するルクセンブル

グの供託機関に預託され、30年間請求されなかった場合には当該資金は没収されるものとする。

　管理会社、または解散の場合、清算人は、ファンドの資産を換金し、純清算手取金は、清算報酬

と費用を控除した後、ファンドの各受益証券保有者の間にその保有する受益証券の割合に応じて分

配される。清算終了時において未請求で保管受託銀行の口座に残存する金額は、ユーロに転換さ

れ、ルクセンブルグの預託機関に保管受託銀行により預託される。ルクセンブルグ投信法第146条に

基づき、それらは30年後に請求されなければ没収されることになる。

　管理会社は、合併手続その他を通じて、受益証券の発行を対価とする、関連するポートフォリオ

への出資により、他のＵＣＩの資産の出資を受けることを決定できる。ただし、投資制限にかかる

出資を理由として違反できず、出資は出資される資産の純資産総額に基づき行われ、ルクセンブル

グの「reviseur d'entreprises」の特別監査報告書によって確認される。

　管理会社は、関連する監督機関から事前の許可を受けて、ＥＵの他のＵＣＩとの間で、ポート

フォリオまたはファンドの合併を決定することもできる。
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(b）約款

　約款は、ファンドの登記上の事務所において営業時間中閲覧が可能である。

　管理会社は、保管受託銀行との合意により、いつでも約款の全部または一部を修正することがで

きる。

　修正は、保管受託銀行および管理会社による署名、または合意において記載されるそれ以降の他

の日に効力を生じる。修正約款は、ルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録されるものとす

る。修正約款がルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録された旨の記載は、ルクイ・エレク

トロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン（以下「ＲＥＳＡ」という。）において公表され

る。

 

(c）ワラント、新受益証券引受権およびオプションの発行

　ワラント、新受益証券引受権またはオプションに基づいて受益証券を買付ける権利は付与されな

い。

(d）関係法人との契約の更改等に関する手続

ⅰ．オルタナティブ投資運用契約

　オルタナティブ投資ファンド運用会社は、管理会社に180日前までに書面で通知することによ

り、本契約を終了することができる。

　本契約に基づく権利または義務は、他方当事者の事前の承認があり、かつアイルランド中央銀

行の要求事項および他の関連する規制当局の要求事項に従った場合を除き、いずれの当事者に

よっても譲渡することができない。

　本契約は、アイルランドの法律に準拠し、これに従い解釈される。

ⅱ．投資顧問契約

　投資顧問契約は、オルタナティブ投資ファンド運用会社が投資顧問会社に対して書面で指示す

ることによりいつでも終了することができ、また、投資顧問会社がオルタナティブ投資ファンド

運用会社に対して３か月前に書面で通知することにより終了することができる。

　本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。

　本契約は、英国の法律に準拠し、これに従い解釈されおよび執行されるものとする。

ⅲ．保管契約

　保管契約は、当事者の一方が他方に90日以上前に書面で通知をすることによりいつでも終了す

る。

　本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。

　本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈および実施されるものとし、同に

基づき発生するいかなる紛争も、ルクセンブルグの地方裁判所に提起されるものとする。

ⅳ．管理事務代行契約

　管理事務代行契約は、本契約のいずれの当事者も90日前までに相手方当事者に対して書面によ

る通知を交付することにより、いつでもこれを終了させることができる。

　本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠するものとし、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁

判所に提起されるものとする。

ⅴ．名義書換事務代行契約

　名義書換事務代行契約は、当事者の一方が他方に180日以上前に書面で通知することによりいつ

でも終了することができる。

　本契約は、本契約当事者の署名した書面による場合を除き、変更することができない。いずれ

の当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約または本契約で創設される

権利を譲渡しまたは変更することができない。かかる譲渡または変更と称する行為は、書面で裁

可されない限り無効である。

　本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。本契約の当事者は、ル

クセンブルグの裁判所の非専属的管轄権に服する。

ⅵ．業務契約
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　業務契約は、本契約のいずれの当事者も３か月前までに相手方当事者に対して書面による通知

を交付することにより、これを終了させることができる。

　本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁判所に提起

されるものとする。

ⅶ．販売契約

　販売契約は、本契約のいずれの当事者も３か月前までに相手方当事者に対して書面による通知

を交付することにより、これを終了させることができる。

　本契約は、ジャージーの法律に準拠し、紛争事項は、ジャージーの王立裁判所に提起されるも

のとする。

ⅷ．代行協会員契約

　代行協会員契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通知

することにより終了する。

　本契約は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。

ⅸ．受益証券販売・買戻契約

　受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し、指定の住所宛に書面

により通知をなすことにより解約できる。

　本契約は、日本国の法律に準拠し、これにより解釈される。

 

５【受益者の権利等】

（１）【受益者の権利等】

　受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券名義人として、ファンドに登録

されているかまたは受益証券を保有していなければならない。したがって、日本における販売会社に

受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に

対し直接権利を行使することはできない。これらの受益者は日本における販売会社との間の外国証券

取引口座約款に基づき日本における販売会社をして権利を自己のために行使させることができる。受

益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、自らの責任において権利行使を

行う。受益者の有する主な権利は、以下のとおりである。

(a）収益分配請求権

　各受益者は、配当という形で管理会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有す

る。

(b）買戻請求権

　受益者は、ファンドに対し、前記の制限に従って受益証券の買戻しを請求することができる。

(c）残余財産分配請求権

　ファンドが償還された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求

する権利を有する。

(d）損害賠償請求権

　受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠

償を請求する権利を有する。

 

（２）【為替管理上の取扱い】

　日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外

国為替管理上の制限はない。

 

（３）【本邦における代理人】

　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所

　上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。
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(a）ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の

問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限

(b）日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一

切の裁判上、裁判外の行為を行う権限

　なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁

長官に対する代理人は、以下のとおりである。

　　弁護士　中野　春芽

　　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　　アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

（４）【裁判管轄等】

　日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有すること

を管理会社は承認している。

　　東京地方裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号

　　東京簡易裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番２号

　確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第３【ファンドの経理状況】
 

ａ．本書記載のファンドの邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、ルクセンブルグにお

ける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類

（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財

務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第131条第５項ただし書の規定が適用されてい

る。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要な

ものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年５月31日の株式会社三菱ＵＦＪ

銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である、１米ドル＝109.36円の為替レートが使用されている。

　円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記ｂの監査証明に相当すると認められる証明の

対象になっていない。

 

ｂ．原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定されている外国監査法人等をいう。）であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ

ビリテ・リミテ（ファンドの本国における独立登録会計事務所）から、「金融商品取引法」（昭和23年

法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けて

いる。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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１【財務諸表】

（１）【2019年１月31日に終了した計算期間の財務諸表】

①【貸借対照表】

世界株式インカム・ポートフォリオ

純資産計算書

2019年１月31日現在

 

 注記  米ドル  千円

資産      

有価証券ポートフォリオ－原価   99,177,480  10,846,049

未実現利益   4,856,634  531,121

有価証券ポートフォリオ－時価 2(a)  104,034,114  11,377,171

銀行預金 2(a)  1,211,496  132,489

未収利息及び未収配当金 2(a)  146,364  16,006

投資売却未収入金 2(a)  512,534  56,051

その他の資産   853  93

資産合計   105,905,361  11,581,810

負債     　

投資購入未払金 2(a)  1,312,835  143,572

ファンド受益証券買戻未払金 2(a)  348,673  38,131

未払費用及びその他の負債 4,5,6,7,8  277,584  30,357

負債合計   1,939,092  212,059

純資産合計   103,966,269  11,369,751

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ

３年間の純資産価額の要約

2019年１月31日現在

 

  2019年１月31日現在  2018年１月31日現在  2017年１月31日現在

  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)

　純資産合計  103,966,269  11,369,751  131,523,009  14,383,356  141,473,570  15,471,550

             

　１口当たり純資産額：             

　  (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円)

　　クラスＡ分配型受益証券  13.27  1,451  15.43  1,687  13.00  1,422

　　クラスＦ分配型受益証券  15.18  1,660  17.45  1,908  14.58  1,594

 

　　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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②【損益計算書】

世界株式インカム・ポートフォリオ

損益計算書及び純資産変動計算書

2019年１月31日に終了した年度

 

 注記  米ドル  千円

期首純資産   131,523,009  14,383,356

     　

収益     　

受取配当金（源泉税控除後） 2(c)  3,528,469  385,873

収益合計   3,528,469  385,873

     　

費用     　

銀行支払利息 2(c)  103  11

管理報酬 ４  263,483  28,815

販売報酬 ４  263,483  28,815

事務管理報酬 ６  68,085  7,446

監査報酬 ７  14,485  1,584

弁護士報酬 　  11,256  1,231

印刷費及びその他の報告費用   59,221  6,476

年次税 10  27,248  2,980

管理調整報酬 ５  10,978  1,201

保管報酬 ８  118,983  13,012

名義書換事務代行報酬 　  21,321  2,332

その他の報酬   11,661  1,275

費用合計   870,307  95,177

投資純利益   2,658,162  290,697

     　

投資実現利得 2(a),2(b) 7,511,117  821,416

投資実現損失 2(a),2(b) (2,172,762)  (237,613)

実現純損失：     　

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e) (1,248,587)  (136,545)

当期実現純利得   4,089,768  447,257

 

（続く）
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 注記  米ドル  千円

投資未実現利益の変動   (16,533,910) (1,808,148)

投資未実現損失の変動   (4,379,877) (478,983)

未実現損失の純変動：     　

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e) (3,100) (339)

当期の未実現損失の純変動   (20,916,887) (2,287,471)

営業活動による純資産の減少   (14,168,957) (1,549,517)

     　

受益証券の増減     　

受益証券の発行による正味受取額 2(h)  24,516,797  2,681,157

受益証券の買戻による正味支払額 2(h)  (34,819,359)  (3,807,845)

受益証券の増減による純資産の減少   (10,302,562)  (1,126,688)

     　

分配金宣言額 11  (3,085,221)  (337,400)

     　

期末純資産   103,966,269  11,369,751

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ

発行済受益証券変動計算書

2019年１月31日現在

 

 期首発行済

受益証券口数

発行受益証券

口数

買戻受益証券

口数

期末発行済

受益証券口数

クラスＡ分配型受益証券 3,355,458 476,623 968,734 2,863,347

クラスＦ分配型受益証券 4,570,524 1,106,964 1,330,863 4,346,625

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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③【投資有価証券明細表等】

世界株式インカム・ポートフォリオ

投資明細表

2019年１月31日現在

 

公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

保有高  銘柄
時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

普通株式     
  オーストラリア   

296,598  Amcor Ltd/Australia 2,945,937　 2.84
63,659  Ansell Ltd 1,084,849　 1.04

105,022  Sonic Healthcare Ltd 1,759,171　 1.69

   5,789,957　 5.57

     
  カナダ   

57,794  Rogers Communications Inc 3,086,008　 2.97

   3,086,008　 2.97

     
  ケイマン諸島   

252,000  ANTA Sports Products Ltd 1,302,330　 1.25

   1,302,330　 1.25

     
  デンマーク   

25,185  Novo Nordisk A/S ‘B’ 1,178,384　 1.13

   1,178,384　 1.13

     
  フィンランド   

60,871  Kone OYJ ‘B’ 2,950,073　 2.84

   2,950,073　 2.84

     
  フランス   
18,608  Sanofi 1,607,349　 1.55
26,702  Schneider Electric SE 1,891,794　 1.82

   3,499,143　 3.37

     
  ドイツ   

94,064  Deutsche Post AG 2,769,586　 2.66

   2,769,586　 2.66

 

（続く）
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公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

保有高  銘柄
時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

  インド   

25,252  Hero MotoCorp Ltd 931,682　 0.90

   931,682　 0.90

     
  アイルランド   

15,604  Medtronic Plc 1,377,365　 1.32

   1,377,365　 1.32

     
  日本   

44,000  Japan Tobacco Inc 1,113,514　 1.07

   1,113,514　 1.07

     
  オランダ   
14,475  Heineken NV 1,296,701　 1.25
32,703  Koninklijke Philips NV 1,266,968　 1.22

   2,563,669　 2.47

     
  シンガポール   
89,100  DBS Group Holdings Ltd 1,583,882　 1.52
80,200  United Overseas Bank Ltd 1,501,366　 1.45

   3,085,248　 2.97

     
  スウェーデン   

140,891  Svenska Handelsbanken AB ‘A’ 1,519,802　 1.46

   1,519,802　 1.46

     
  スイス   
29,689  Nestle SA 2,580,718　 2.48
27,538  Novartis AG 2,384,882　 2.29

433  SGS SA Reg 1,044,790　 1.01

   6,010,390　 5.78

     
  台湾   

260,000  
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Ltd

1,870,351 1.80

   1,870,351　 1.80

 

（続く）
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公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

保有高  銘柄
時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

  英国   
20,297  AstraZeneca Plc 1,466,973　 1.41
307,927  BAE Systems Plc 2,070,133　 1.99
87,446  British American Tobacco Plc 3,056,919　 2.94
49,590  Diageo Plc 1,877,885　 1.81
122,224  GlaxoSmithKline Plc 2,353,540　 2.26
84,758  Imperial Brands Plc 2,783,497　 2.68
44,899  RELX Plc 988,529　 0.95
42,124  Unilever Plc 2,198,765　 2.12

   16,796,241 16.16

     
  米国   
9,585  3M Co 1,898,405　 1.83
20,838  AbbVie Inc 1,644,535　 1.58
71,540  Altria Group Inc 3,498,306　 3.36
68,384  Cisco Systems Inc 3,202,423　 3.08
22,376  Citizens Financial Group Inc 762,350　 0.73
57,515  Coca-Cola Co/The 2,740,015　 2.64
28,589  Genuine Parts Co 2,833,170　 2.73
53,559  International Paper Co 2,549,408　 2.45
23,305  Johnson & Johnson 3,062,277　 2.95
9,637  M&T Bank Corp 1,584,612　 1.52
9,596  Microsoft Corp 998,848　 0.96
21,993  Paychex Inc 1,547,647　 1.49
22,888  PepsiCo Inc 2,530,497　 2.43
52,773  Pfizer Inc 2,225,174　 2.14
29,485  Philip Morris International Inc 2,217,567　 2.13
18,904  Procter & Gamble Co/The 1,785,483　 1.72
10,638  Texas Instruments Inc 1,077,629　 1.04
7,230  United Parcel Service Inc 773,249　 0.74
17,496  United Technologies Corp 2,067,327　 1.99
30,397  US Bancorp 1,538,696　 1.48
29,898  Wells Fargo & Co 1,467,095　 1.41

 42,004,713 40.40

普通株式合計 97,848,456 94.12
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡

可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
97,848,456 94.12

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品

保有高  銘柄
時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

普通株式     
  カナダ   

97,856  TELUS Corp 3,423,937　 3.29

 3,423,937　 3.29

普通株式合計 3,423,937　 3.29

その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計 3,423,937　 3.29

集団投資スキーム

保有高  銘柄
時価

（米ドル）

純資産比率

（％）

  アイルランド   

2,761,721　  
Institutional Cash Series Plc - Institutional
US Dollar Liquidity Fund Agency Dis

2,761,721　 2.66

 2,761,721　 2.66

集団投資スキーム合計 2,761,721　 2.66

有価証券ポートフォリオ－時価 104,034,114　 100.07
その他の純負債 (67,845)　 (0.07)
純資産合計（米ドル） 103,966,269 100.00

 

セクター別内訳

2019年１月31日現在

  純資産比率(％)

非耐久消費財  48.13
工業  17.75
金融  9.57
通信  9.34
技術  5.29
耐久消費財  4.88
集団投資スキーム  2.66
素材  2.45
有価証券ポートフォリオ－時価  100.07
その他の純資産  (0.07)

  100.00
 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

 

　　次へ
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ

財務諸表に対する注記

2019年１月31日現在

 

１　組織

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当ファンド」という。）は、ルク

センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託（fonds commun de

placement）である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律（改正後）（以下「2010

年法」という。）のパートⅡに基づいて設定された。当ファンドは、2011年６月８日付の欧州議会及び理

事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号（以下「ＡＩＦＭＤ」とい

う。）、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日付のルクセンブルグの法律

（改正後）（以下「2013年法」という。）に準拠して、オルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」と

いう。）としての資格を有している。

管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。2018年２月１日から2019年１月16日

までの期間においては、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対してポートフォリオ及びリスク管理

機能を実行するため、ブラックロック・アセット・マネジメント・シュワイツ・アー・ゲー（以下「投資

運用会社」という。）が任命されていた。管理会社は、マネー・マーケット・ファンド規制の要求に準拠

すべく、2019年１月17日にブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド（以下

「ＡＩＦＭ」という。）をオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。ＡＩＦＭは、当ファンドに

対して投資運用サービス（ポートフォリオ及びリスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行う。ＡＩＦ

Ｍは、ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を

有している。

　2019年１月31日現在、当ファンドは、５つのポートフォリオの受益証券を販売していた。これらは、グ

ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ

ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ

リオ（以下各々を「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。）であった。各ポート

フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。

　各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され

る。独立した受益証券は、45ページ（訳者注：原文のページ）に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ

れている。

　各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ

れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述されている。

 

当年度中の重要な事象

・　2019年１月17日、管理会社は、マネー・マーケット・ファンド規制に従い、ＡＩＦＭを当ファンドのオ

ルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。

・　新たな目論見書を2019年１月17日付で発行した。

 

２　重要な会計方針の要約

財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会

社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求

に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。

 

(a）投資及びその他の資産の評価

当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。

マネー・マーケット以外のポートフォリオ
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・　ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）の決

定において、当ファンドは、管理会社の取締役会が承認した価格決定機関より提供されるターム・

ローンの評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値で

ターム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関

が評価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評

価している。価格決定機関の手続及び評価方法は、管理会社の取締役会の全般的な監督のもと、関

連するポートフォリオの投資顧問会社（以下「投資顧問会社」という。）のレビューを受ける。管

理会社の取締役会は、価格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠

実に判断している。

・　組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品（短期債務を除くが、上場証券を含む。）で構

成されている。これらの有価証券は、１つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取

引、機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の

取引規模を単位として決定した価格に基づき評価される。

・　証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ

ム・ポートフォリオ（評価日現在のルクセンブルグ時間午後４時（以下「関連時刻」という。）時

点で入手可能な最終の価格で評価される。）を除き、評価日の直前営業日の営業終了時点で入手可

能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。ある特定の有価証券について取引がなかった

場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な直近の買呼値とするか、一定の場合には、

当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価格、又はＮＡＳＤＡＱ等の店頭（以下「Ｏ

ＴＣ」という。）市場が主要な市場である有価証券については直近の買呼値で評価される。

・　オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近

の入手可能な純資産価額で評価される。

・　証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、１つ又

は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ

り評価される。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。

複数の取引所で取引されている有価証券は、管理会社の取締役会により又はその指示により主要な

市場に指定された取引所に基づいて評価される。ＯＴＣ市場及び証券取引所の両方で取引されてい

る組入証券は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。

・　市場の相場が容易に入手できない有価証券及び資産は、管理会社の取締役会により又はその指示に

より誠実に算定された公正価値により評価される。

 

2019年１月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券及び／又はデリバティブの公正価値は、下

表に開示の通りである。

 

ポートフォリオ  通貨
 

公正価値  
純資産比率
（％）

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル
 

9,315,099  2.75

 

当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。

 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド

・　管理会社は、販売及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証

券１口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、１米ドルに安定させる手続を確立している。

・　このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい

て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場

価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法

は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
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パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ

ることがある。

・　所有ポートフォリオは、市場価値を使用して計算したＮＡＶと償却原価に基づいて計算したＮＡＶ

との間に差異が存在するかどうかを判断するために、管理会社の取締役会により又はその指示によ

り定期的に見直される。重要な希薄化、又はその他の投資家若しくは現在の受益者にとって不公正

な結果となりうる差異が存在すると判断された場合、管理会社は、取締役会により又はその指示に

より、必要かつ適切と考えられる調整措置を講じる。その措置には、キャピタル・ゲイン又はロス

を実現させたりポートフォリオの平均満期を短縮するため、ポートフォリオ商品を満期日前で売却

すること、分配金を保留すること、又は入手可能な市場価値を使用して受益証券１口当たりＮＡＶ

を設定することが含まれる。

 

全ポートフォリオ

・　現金は額面金額で評価される。

・　マネー・マーケット商品等の流動性資産は償却原価に基づいて評価される。

・　特に未収利息、未収配当金、投資売却未収入金及びファンド受益証券販売未収入金を含む資産は額

面価額で評価される。

・　特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金及び未払分配金を含む負債は額面価額で評価さ

れる。

 

(b）投資実現利得及び損失

　投資売却に係る実現純利得及び損失は、平均原価法に基づき決定されている。

 

(c）投資からの収益／費用

　当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上する。

・　受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウントの

増価が含まれる。

・　銀行受取利息は発生主義に基づき認識される。

・　受取配当金は権利落日に計上され源泉税控除後で表示される。

・　金利差異（以下「ＩＲＤ」という。）は、通貨ヘッジの過程から生じる、２つの類似する利付有価

証券間の金利の差異である。例えば、米ドル１ヶ月物金利が0.25％で、豪ドル１ヶ月物金利が１％

である場合、インプライドＩＲＤは0.75％である。外国為替市場の取引業者は、先物外国為替レー

トの値付けの際にＩＲＤを利用している。ＩＲＤはプラス、ゼロ又はマイナスになる可能性があ

る。一部の管轄区域では、ＩＲＤを分配金に含めることは元本からの支払に相当する場合がある。

ＩＲＤは、損益計算書及び純資産変動計算書上のその他の報酬として計上される。

 

(d）金融デリバティブ商品

　　当年度において、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の先物契約は決算日

に契約を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約から生じる評

価益／評価損は未実現純利益／（損失）に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は負債のいずれ

かに計上されている。未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済又は反対売買に

よる実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。

当年度中に、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを交換

するスワップ契約を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「ＣＤＳ」とい

う。）を売建て又は買建てることができる。当ファンドがＣＤＳを売建て及び／又は買建てる場合、信

用事象（契約において事前に定められる。）発生時の偶発的支払いと引き換えに、一連のプレミアムが

当ファンドに対して又は当ファンドから支払われる。このプレミアムはＣＤＳのコストに含まれてい

る。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価格に基づき時価評価さ

れ、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手できない場合、スワップはマー
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ケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの場合も、相場の変動は、損益計

算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動として計上される。スワップの満期又

は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得した利息は、損益計算書及び純資産変動計

算書に表示されている。

各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通常の

価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プット・オプ

ションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、指数の終値

とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する点を除き、有価

証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主にオプションの原指

数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右される。とりわけ、転換証券

に関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に影響を受ける。未実現利益又

は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資

産変動計算書に表示されている。

 

(e）外貨換算

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為替

レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及びその他

の資産の市場価値は、2019年１月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価時刻現在の

実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリオの名称となっ

ている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利得又は損失は、損益

計算書及び純資産変動計算書に表示されている。

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢為替

レートで換算されている。

為替レートが異なっているのは、ＢＧＩＳのポートフォリオ間で価格決定マトリックス及び評価時点

が異なるためである。下表には、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・

ポートフォリオ、及びワールド・インカム・ポートフォリオに関しては前日の為替レートの終値を、イ

ンカム・ストラテジー・ポートフォリオ及びスーパー・マネー・マーケット・ファンドに関しては同日

中央ヨーロッパ時間午後４時時点の為替レートを表示している。以下の為替レートは、2019年１月31日

現在、全ポートフォリオに関して、各ポートフォリオの基準通貨以外の通貨建ての投資、その他の資産

及びその他の負債の換算に使用されている。

 

 

 

通貨

 

グローバル・アロケーショ
ン・ポートフォリオ、世界
株式インカム・ポートフォ
リオ及びワールド・インカ

ム・ポートフォリオ
米ドル

 

インカム・ストラテジー・
ポートフォリオ及びスー
パー・マネー・マーケッ

ト・ファンド
米ドル

 豪ドル  0.727650  0.719100

 カナダ・ドル  0.760312  0.757518

 スイス・フラン  1.005379  1.001753

 デンマーク・クローネ  0.153760  0.153056

 ユーロ  1.147900  1.142550

 英ポンド  1.310999  1.307000

 香港ドル  0.127447  0.127484

 イスラエル・新シェケル  0.274774  0.272978

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 72/277



 インド・ルピー  0.014061  0.014054

 日本円  0.009203  0.009125

 韓国ウォン  0.000899  0.000896

 メキシコ・ペソ  0.052500  0.052252

 スウェーデン・クローナ  0.110887  0.110095

 シンガポール・ドル  0.743163  0.739864

 新台湾ドル  0.032550  0.032522

 南アフリカ・ランド  0.075283  0.073648
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(f）合算財務諸表

　当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を含ん

でいる（訳者注：原文10ページ及び13ページの「BlackRock Global Investment Series Combined」の列

を示している。）。

 

(g）繰延創立費

　繰延創立費は資産化され、定額法により５年間にわたって償却される。

　2019年１月31日現在、全ポートフォリオは繰延創立費を償却済みである。

 

(h）収益の平準化

各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券１口当たり未分配投資純

利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連するポート

フォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のうち受益証券

１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻された受益証券の支

払額のうち受益証券１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に借方計上される。ポー

トフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上された金額で構成される

場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額だけでなく平準化勘定から支

払われた金額が含まれる場合がある。

収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。

 

(i）未履行ローンは、借主に対する当ファンドの残存債務である。

2019年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン198,628米ドルを有し

ており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。

 

３　管理会社及び投資顧問会社

(a）管理会社

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社であ

る。管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用することに

合意している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント（日本国内外の当ファンド

の受益証券の販売会社を含む。）を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任している。

　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グループ内

の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）

（以下「ＣＳＳＦ」という。）により規制されている。

 

(b）ＡＩＦＭ

管理会社は、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対して投資運用サービス（ポートフォリオ及び

リスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行うため、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイ

ルランド・リミテッドをＡＩＦＭに任命した。ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機

能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。

ＡＩＦＭは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、アイルランド中央銀行の認可を受

けている。

ＡＩＦＭは、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中から支払いを受ける。

 

(c）投資顧問会社

ＡＩＦＭが全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧問

サービスを受けている。
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ポートフォリオ  投資顧問会社

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ  ブラックロック・ジャパン株式会社

世界株式インカム・ポートフォリオ  
ブラックロック・インベストメント・マネジメ

ント（ＵＫ）リミテッド

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ

ント・インク

スーパー・マネー・マーケット・ファンド  
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ

ント・インク

ワールド・インカム・ポートフォリオ  ブラックロック・ジャパン株式会社

 

投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。

投資顧問会社は、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支払い

を受ける。

 

４　管理報酬及び販売報酬

(a）管理報酬

当年度中に、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。

　管理報酬の水準はＮＡＶの年率0.45％から0.75％の範囲である。ただし、クラスＦ受益証券については

例外であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬を支払

う。管理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当

該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。当ファンドのＡ

ＩＦＭ及び投資顧問会社に対する報酬は、管理会社が負担しており、管理報酬から支払われる。

 

(b）販売報酬

管理会社はまた、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「総販

売会社」という。）との間で販売契約を締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の販売につい

ては、日本の販売会社（３ページから４ページ（訳者注：原文のページ）に開示）等の一定の販売会社と

契約上の取決めを締結する場合がある。

販売報酬の水準はＮＡＶの年率0.25％から1.00％の範囲である。ただし、クラスＡＤ受益証券、クラス

Ｄ受益証券、クラスＦ受益証券及びインスティテューショナルＩ受益証券については販売報酬を支払って

いない。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異な

る。当該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、四半期ごとに支払われる。

各ポートフォリオの受益証券クラス１口当たりの管理報酬及び販売報酬は、当ファンドの目論見書に詳

細が開示されている。

スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、及びインスティ

テューショナルＩ受益証券に関して、管理報酬、販売報酬の放棄が行われた。

 

５　管理調整報酬

　管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（以下

「ＢＲＯＬ」という。）との間で契約を締結しており、これに従ってＢＲＯＬは、管理会社の取締役会の

指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。

　管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均ＮＡＶの年率0.025％である（クラスＦ受益証券を除

く）。

　スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券、及びインスティ

テューショナルＩ受益証券に関して、管理調整報酬の放棄が行われた。
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６　事務管理報酬

　管理契約に従った全般的な事務管理業務（これらのサービスには通常の報酬が課される。）によりルク

センブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・

エフ・ケネディ通り　49番（49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg）に所在するステート・ストリー

ト・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーを、ルクセンブルグにおける事務管理代行会社に任命し

た。

 

７　監査報酬

下表は、デロイト・オーディット・エス・エイ・アール・エルに支払った2019年１月31日終了年度の報

酬の内訳である。

 

    
2019年１月31日

ユーロ

監査業務及び監査関連業務（ＶＡＴを除く）    61,000

非監査業務    -

 

８　保管報酬

　管理会社は、保管会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーと保

管契約を締結している。当該契約は、ＡＩＦＭの任命に伴い2019年１月17日付で修正されている。

保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する現金

（他の銀行において保持される場合がある。）を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金を、保管

会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物コール勘定又

は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定している。保管会社

は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回収、並びにこれに関

する支払及び収入の回収に責任を負う。ＡＩＦＭ及び当ファンドによるＡＩＦＭＤへの準拠と同様に、Ａ

ＩＦＭＤに基づく保管会社の役割には、受益証券保有者保護の充実のほか、当ファンド資産の分別管理と

当ファンドのすべての金融商品、現金、及びその他の資産の保管責任（以下「分別保管機能」という。）

が含まれることになった。

保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに関す

る報酬を当ファンドに請求する。保管会社は１社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社が米国に

おける取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。また分別保管機能

の一環として、保管会社は、保管する金融商品の紛失について当ファンドに対して責任を負う。この保管

会社の役割の拡大により、当ファンドが支払う保管報酬は、最大0.0062％増加する。
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９　関連当事者との取引

　管理会社、総販売会社、ＡＩＦＭ、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラ

ウェア州で設立された会社のブラックロック・インクである。ＰＮＣファイナンシャル・サービシーズ・

グループ・インクは、ブラックロック・インクの大株主である。当ファンドのために有価証券の取引を手

配する際、ＰＮＣグループの会社が、有価証券仲介サービス、外国為替サービス、銀行サービス及びその

他のサービスを提供し、又は通常の条件により本人として行動し、これにより利益を得た可能性がある。

ブローカー及びエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブローカー

又はエージェントが提供する大口取引その他による手数料の割引又は現金による手数料の割戻しの利益は

当ファンドに還元されている。ＰＮＣグループの会社のサービスは、手数料及びその他の取引条件が関係

する市場の系列外のブローカー及びエージェントのものとおおむね同様であり、かつ、最良の最終損益を

得るための上記の方針に一致していることを条件に、適切であると判断された場合に、投資顧問会社によ

り利用される可能性がある。

　当年度中、通常の業務範囲外又は通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。

 

10　税金

　現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得税又

はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源泉税の対

象とならない。ただし、当ファンドは、2010年法に従い年次税（taxe d'abonnement）の対象になってお

り、暦年の各四半期末現在のファンドのＮＡＶに対して年率0.05％が課される（スーパー・マネー・マー

ケット・ファンド及び2010年法第174条の意義の範囲の機関投資家向けポートフォリオ又は受益証券クラス

については、年率0.01％の軽減税率が課される。）。2019年１月31日終了年度では、グローバル・アロ

ケーション・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポートフォリオはルクセンブルグの税金を支払っ

ていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象となっている他の集団投資に当ファンドが保有す

る資産について年次税の支払を行っていないためである。

　諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉税が課される

場合がある。

 

11　分配金

スーパー・マネー・マーケット・ファンド－純収益（未払費用控除後の発生利息収益）が各評価日の分

配金となり、１口当たりＮＡＶの日次の算定直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現

在発行済みの全受益証券に関して宣言される。これは、常に、ルクセンブルグ時間の昼12時より前に決済

された受益証券の申し込みについて、この日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び償還され

た受益証券は当該償還の決済日に宣言された日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている

関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引（当初発行時及び市場でのディス

カウント時の両方を含む。）又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用（管理報酬

を含む。）を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取締役会は、その

分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから支払うか、またどれ

くらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額するかどうかを、決定する

ことができる

 

12　信用枠

　2019年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バンク・

アンド・トラスト・カンパニーの信用枠65,000,000米ドルを使用する権利を有していた。2019年１月31日

現在の借入引出額はなかった（2018年度：26,000,000米ドル）。ローン・コミットメント費用は、当該信

用枠に関連して日次で費用計上し、損益計算書及び純資産変動計算書に含めている。ローン・コミットメ

ント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対しては0.15％、使用部分に対してはFED又はLIBORレー

ト（いずれか高い方）にマージン・スプレッド0.90％を上乗せした利率が課される。
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13　担保差入れ又は担保として提供されている有価証券

　2019年１月31日現在、担保として提供されている又は受け取った有価証券はなかった。

 

14　金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法

　各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポート

フォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。

デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバティブ

契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通常は契約規

模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影響をデリバティ

ブに及ぼす可能性がある。

詳細は特定のファンドの投資明細表を参照。

 

15　取引コスト

　投資目的を達成するために、ポートフォリオは、投資ポートフォリオに係るトレーディング活動に関す

る取引コストを負担する。下表に開示されているのは、2019年１月31日終了年度における各ポートフォリ

オについて個別に識別可能な取引コストである。これらには委託費用、決済手数料、ブローカー手数料及

び保管報酬が含まれている。

 

ポートフォリオ  通貨  取引コスト

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ  米ドル  －

世界株式インカム・ポートフォリオ  米ドル  80,117

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル  3,219

スーパー・マネー・マーケット・ファンド  米ドル  －

ワールド・インカム・ポートフォリオ  米ドル  －

 

16　ブローカーに対する債権／債務

全ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約及びスワップ契約の相

手先は投資明細表に表示されている。

　相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカ

バーするため、スワップに係る現金担保を支払又は受領している。純資産計算書のブローカーに対する債

権／債務は、当ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に対して支払った／相手先から受領した現金

担保及び証拠金で構成されている。

 

17　後発事象

　2019年２月28日、管理会社の取締役会長にグラハム・バンピングが選任された。

 

18　訴訟

　2015年５月、モーターズ・リクイデーション・カンパニー・アボイダンス・アクション・トラストは、

ゼネラル・モーターズの破産財産の信託管理人及び管財人として、米国ニューヨーク州南部地区破産裁判

所において、ゼネラル・モーターズの一定の債券（以下「当債券」という。）の過去の保有者に対する訴

状の送達を開始した。当訴訟の被告である当債券の過去の保有者には、ブラックロック・グローバル・イ

ンベストメント・シリーズ－インカム・ストラテジー・ポートフォリオ（以下「ＩＳＰ」という。）が含

まれている。ＩＳＰに加えて、当訴訟では、多数のブラックロックのファンドを含む500超の他の機関投資

家が被告とされている。被告は、支払にあたり全額保証されるという条件で当債券につき全額の支払いを

受けている。原告は、ＩＳＰとその他の被告は2009年の支払い時点で保証された債権者ではなく、全額の
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支払いを受ける権利はなかったと主張している。原告は、ＩＳＰとその他の被告に対する、当債券の元本

及び利息として2009年に受け取った全額の返還命令を求めている。ＩＳＰは訴訟の結果又はＩＳＰの純資

産価額への影響（存在する場合）を予測することができないため、本件に関連する訴訟に関する負債は財

務諸表に反映されていない。

 

 

　　次へ
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受益証券クラス（無監査）

発行済受益証券クラス

　2019年１月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。

 

 クラスＡ

 豪ドル建クラスＡ分配型受益証券

 ユーロ建クラスＡ分配型受益証券

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券

 シンガポール・ドル建クラスＡ分配型受益証券（ヘッジ有）

 豪ドル建クラスＡ無分配型受益証券

 日本円建クラスＡ無分配型受益証券

 米ドル建クラスＡ無分配型受益証券

 クラスＡＤ

 米ドル建クラスＡＤ分配型受益証券

 クラスＢ

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券

 クラスＣ

 米ドル建クラスＣ分配型受益証券

 クラスＡ受益証券

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券

 クラスＢ受益証券

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券

 クラスＦ1

 米ドル建クラスＦ分配型受益証券

 インスティテューショナルＩ受益証券1

 米ドル建インスティテューショナルＩ分配型受益証券

 クラスＪ

 米ドル建クラスＪ分配型受益証券

1 機関投資家が利用可能

販売開始した受益証券クラス

当年度に販売開始した受益証券クラスはなかった。

 

販売終了した受益証券クラス

当年度に販売終了した受益証券クラスはなかった。

　　次へ
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（２）【2018年１月31日に終了した計算期間の財務諸表】

①【貸借対照表】

世界株式インカム・ポートフォリオ

純資産計算書

2018年１月31日現在

 

 注記  米ドル  千円

資産      

有価証券ポートフォリオ－原価   103,395,987  11,307,385

未実現利益   25,770,421 　 2,818,253

有価証券ポートフォリオ－時価 2(a)  129,166,408  14,125,638

銀行預金 2(a)  2,185,533  239,010

未収利息及び未収配当金 2(a)  136,388  14,915

投資売却未収入金 2(a)  270,194  29,548

ファンド受益証券販売未収入金 2(a)  9,686  1,059

その他の資産   629  69

資産合計   131,768,838 　 14,410,240

負債     　

投資購入未払金 2(a)  36,402  3,981

未払費用及びその他の負債 4,5,6,7,8  209,427 　 22,903

負債合計   245,829 　 26,884

純資産合計   131,523,009 　 14,383,356

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ

３年間の純資産価額の要約

2018年１月31日現在

 

  2018年１月31日現在  2017年１月31日現在  2016年１月31日現在

  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)  (米ドル)  (千円)

　純資産合計  131,523,009  14,383,356  141,473,570  15,471,550  168,256,156  18,400,493

             

　１口当たり純資産額：             

　  (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円)  (米ドル)  (円)

　　クラスＡ分配型受益証券  15.43  1,687  13.00  1,422  12.16  1,330

　　クラスＦ分配型受益証券  17.45  1,908  14.58  1,594  13.42  1,468

 

　　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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②【損益計算書】

世界株式インカム・ポートフォリオ

損益計算書及び純資産変動計算書

2018年１月31日に終了した年度

 

 注記  米ドル  千円

期首純資産   141,473,570  15,471,550

     　

収益     　

銀行受取利息 2(c)  1,356  148

受取配当金（源泉税控除後） 2(c)  4,179,947  457,119

収益合計   4,181,303  457,267

     　

費用     　

管理報酬 ４  294,084  32,161

販売報酬 ４  294,084  32,161

事務管理報酬 ６  35,335  3,864

監査報酬 ７  764  84

弁護士報酬 　  3,438  376

年次税 10  32,897  3,598

管理調整報酬 ５  12,254  1,340

保管報酬 ８  47,177  5,159

名義書換事務代行報酬 　  573  63

その他の報酬   299  33

費用合計   720,905  78,838

投資純利益   3,460,398  378,429

     　

投資実現利得 2(a),2(b) 14,907,746  1,630,311

投資実現損失 2(a),2(b) (1,631,013)  (178,368)

実現純損失：     　

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e) (1,866,415)  (204,111)

当期実現純利得   11,410,318  1,247,832

 

（続く）
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 注記  米ドル  千円

投資未実現利益の変動   8,703,761  951,843

投資未実現損失の変動   3,986,431  435,956

未実現利益の純変動：     　

外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e) 4,342  475

当期の未実現利益の純変動   12,694,534  1,388,274

営業活動による純資産の増加   27,565,250  3,014,536

     　

受益証券の増減     　

受益証券の発行による正味受取額   42,249,893  4,620,448

受益証券の買戻による正味支払額   (75,930,861)  (8,303,799)

受益証券の増減による純資産の減少   (33,680,968)  (3,683,351)

     　

分配金宣言額 11  (3,834,843)  (419,378)

     　

期末純資産   131,523,009  14,383,356

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ

発行済受益証券変動計算書

2018年１月31日現在

 

 期首発行済

受益証券口数

発行受益証券

口数

買戻受益証券

口数

期末発行済

受益証券口数

クラスＡ分配型受益証券 4,314,929 1,004,102 1,963,573 3,355,458

クラスＦ分配型受益証券 5,856,000 1,776,145 3,061,621 4,570,524

 

　37ページから42ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ

財務諸表に対する注記

2018年１月31日現在

 

１　組織

　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当ファンド」という。）は、ルク

センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託（fonds commun de

placement）である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律（改正後）（以下「2010

年法」という。）のパートⅡに基づいて設定された。当ファンドは、2011年６月８日付の欧州議会及び理

事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号（以下「ＡＩＦＭＤ」とい

う。）、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日付のルクセンブルグの法律

（改正後）（以下「2013年法」という。）に準拠して、オルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」と

いう。）としての資格を有している。

管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」という。）ではな

い。そして、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対してポートフォリオ及びリスク管理機能を実行

するために、ブラックロック・アセット・マネジメント・シュワイツ・アー・ゲー（以下「投資運用会

社」という。）を選任している。現在、投資運用会社は認可されたＡＩＦＭではない。

　2018年１月31日現在、当ファンドは、５つのポートフォリオの受益証券を販売していた。これらは、グ

ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ

ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ

リオ（以下各々を「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。）であった。各ポート

フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の譲渡可能有価証券又は市場商品に投資する。

　各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され

る。独立した受益証券は、受益証券クラスに細分化されている（付録Ⅰに詳述）。

　各受益証券クラスは当ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ

れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述されている。

 

当年度中の重要な事象

新たな目論見書を2017年12月８日付で発行した。

 

２　重要な会計方針の要約

　財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会

社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求

に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。

 

(a）投資及びその他の資産の評価

当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。

マネー・マーケット以外のポートフォリオ

・　ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）の決

定において、当ファンドは、管理会社の取締役会が承認した価格決定機関より提供されるターム・

ローンの評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値で

ターム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関

が評価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評

価している。価格決定機関の手続及び評価方法は、管理会社の取締役会の全般的な監督のもと、関

連するポートフォリオの投資顧問会社（以下「投資顧問会社」という。）のレビューを受ける。管

理会社の取締役会は、価格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠

実に判断している。
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・　組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品（短期債務を除くが、上場証券を含む。）で構

成されている。これらの有価証券は、１つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取

引、機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の

取引規模を単位として決定した価格に基づき評価される。

・　証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ

ム・ポートフォリオ（評価日現在のルクセンブルグ時間午後４時（以下「関連時刻」という。）時

点で入手可能な最終の価格で評価される。）を除き、評価日の直前営業日の営業終了時点で入手可

能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。ある特定の有価証券について取引がなかった

場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な直近の買呼値とするか、一定の場合には、

当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価格、又はＮＡＳＤＡＱ等の店頭（以下「Ｏ

ＴＣ」という。）市場が主要な市場である有価証券については直近の買呼値で評価される。

・　オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近

の入手可能な純資産価額で評価される。

・　証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、１つ又

は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ

り評価される。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。

複数の取引所で取引されている有価証券は、管理会社の取締役会により又はその指示により主要な

市場に指定された取引所に基づいて評価される。ＯＴＣ市場及び証券取引所の両方で取引されてい

る組入証券は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。

・　市場の相場が容易に入手できない有価証券及び資産は、管理会社の取締役会により又はその指示に

より誠実に算定された公正価値により評価される。

2018年１月31日現在、当該公正価値調整を適用した有価証券は、下表のとおりである。

 

ファンド  通貨
 公正価値で評価した

有価証券の市場価値
 

純資産に
対する割合

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル
 

14,831,039  3.85％

 

スーパー・マネー・マーケット・ファンド

・　管理会社は、販売及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証

券１口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、１米ドルに安定させる手続を確立している。

・　このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい

て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場

価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法

は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー

パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ

ることがある。

・　所有ポートフォリオは、市場価値を使用して計算したＮＡＶと償却原価に基づいて計算したＮＡＶ

との間に差異が存在するかどうかを判断するために、管理会社の取締役会により又はその指示によ

り定期的に見直される。重要な希薄化あるいはその他の投資家又は現在の受益者にとって不公正な

結果となりうる差異が存在すると判断された場合、管理会社は、取締役会により又はその指示によ

り、必要かつ適切と考えられる調整措置を講じる。その措置には、キャピタル・ゲイン又はロスを

実現させたりポートフォリオの平均満期を短縮するため、ポートフォリオ商品を満期日前で売却す

ること、分配金を保留すること、又は入手可能な市場価値を使用して受益証券１口当たりＮＡＶを

設定することが含まれる。

 

全ポートフォリオ

・　現金は額面金額で評価される。

・　マネー・マーケット商品等の流動性資産は償却原価に基づいて評価される。
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・　特に未収利息、未収配当金、投資売却未収入金及びファンド受益証券販売未収入金を含む資産は額

面価額で評価される。

・　特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金及び未払分配金を含む負債は額面価額で評価さ

れる。

 

(b）投資売却に係る実現利得及び損失

　投資売却に係る実現利得及び損失は、平均原価法に基づき決定されている。

 

(c）投資からの収益／費用

　当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上する。

・　受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウントの

増価が含まれる。

・　銀行預金利息は発生主義に基づき認識される。

・　受取配当金は権利落日に計上され源泉徴収税控除後で表示される。

・　金利差異(以下「ＩＲＤ」という。)は、通貨ヘッジの過程から生じる、２つの類似する利付有価証

券間の金利の差異である。例えば、米ドル１ヶ月物金利が0.25％で、豪ドル１ヶ月物金利が１％で

ある場合、インプライドＩＲＤは0.75％である。外国為替市場の取引業者は、先物外国為替レート

の値付けの際にＩＲＤを利用している。ＩＲＤはプラス、ゼロ又はマイナスになる可能性がある。

一部の管轄区域では、ＩＲＤを分配金に含めることは元本からの支払に相当する場合がある。ＩＲ

Ｄは、損益計算書及び純資産変動計算書上の収益／費用として計上される。

 

(d）金融デリバティブ商品

　当年度において、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の為替予約及び先物

契約は決算日に契約を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約

から生じる評価益／評価損は未実現純利益／（損失）に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は

負債のいずれかに計上されている。

未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済又は反対売買による実現純利得又は

損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。

当年度中に、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを交換

するスワップ契約を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「ＣＤＳ」とい

う。）を売建て又は買建てることができる。当ファンドがＣＤＳを売建て及び／又は買建てる場合、信

用事象（契約において事前に定められる。）発生時の偶発的支払いと引き換えに、一連のプレミアムが

当ファンドから支払われる又は当ファンドが受領する。このプレミアムはＣＤＳのコストに含まれてい

る。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価格に基づき時価評価さ

れ、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手できない場合、スワップはマー

ケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの場合も、相場の変動は、損益計

算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動として計上される。スワップの満期又

は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得した利息は、損益計算書及び純資産変動計

算書に表示されている。

各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通常の

価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プット・オプ

ションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、指数の終値

とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する点を除き、有価

証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主にオプションの原指

数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右される。とりわけ、転換証券

に関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に影響を受ける。未実現利益又

は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資

産変動計算書に表示されている。
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(e）外貨換算

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為替

レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及びその他

の資産の市場価値は、2018年１月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価時刻現在の

実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリオの名称となっ

ている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利得又は損失は、損益

計算書及び純資産変動計算書に表示されている。

各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢為替

レートで換算されている。

以下の為替レートは、2018年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオ及びスー

パー・マネー・マーケット・ファンドに関して、各ポートフォリオの基準通貨以外の通貨建ての投資、

その他の資産及びその他の負債の換算に使用された。

 

 通貨    米ドル

 カナダ・ドル    0.811260

 ユーロ    1.241151

 英ポンド    1.411700

 シンガポール・ドル    0.762835
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以下の為替レートは、2018年１月31日現在、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株

式インカム・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポートフォリオに関して、各ポートフォリオの

基準通貨以外の通貨建ての投資、その他の資産及びその他の負債の換算に使用された。

 

 通貨    米ドル

 豪ドル    0.810300

 カナダ・ドル    0.814133

 スイス・フラン    1.073710

 デンマーク・クローネ    0.167431

 ユーロ    1.246050

 英ポンド    1.417599

 香港ドル    0.127871

 イスラエル・新シェケル    0.293470

 インド・ルピー    0.015722

 日本円    0.009184

 韓国ウォン    0.000936

 メキシコ・ペソ    0.053701

 スウェーデン・クローナ    0.127532

 シンガポール・ドル    0.764497

 新台湾ドル    0.034311

 南アフリカ・ランド    0.084361

 

(f）合算財務諸表

　当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を含ん

でいる（訳者注：原文10ページ及び13ページの「BlackRock Global Investment Series Combined」の列

を示している。）。

 

(g）繰延創立費

　繰延創立費は資産化され、定額法により５年間にわたって償却される。

　2018年１月31日現在、すべてのポートフォリオは繰延創立費を償却済みである。

 

(h）収益の平準化

各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券１口当たり未分配投資純

利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連するポート

フォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のうち受益証券

１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻された受益証券の支

払額のうち受益証券１口当たり未分配投資純収益に相当する部分が平準化勘定に借方計上される。ポー

トフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上された金額で構成される

場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額だけでなく平準化勘定から支

払われた金額が含まれる場合がある。
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収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。

 

(i）未履行ローンは、借主に対する当ファンドの残存債務である。

2018年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン98,742米ドルを有し

ており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。

 

(j）取引コスト

取引コストとは、有価証券の取得、発行又は処分に直接起因する増分コストである。増分コストと

は、企業が当該有価証券を取得、発行又は処分していなければ発生しなかったコストである。有価証券

は、当初認識時に市場価値で測定し、その取得又は発行に直接起因する取引コストを加算する。

有価証券の売買に係る取引コスト（保管会社の取扱手数料を除く。）は、各ファンドの損益計算書及

び純資産変動計算書の実現純利得／（損失）又は未実現利益／（損失）の純変動に計上している。保管

会社の取扱手数料は、当ファンドの損益計算書及び純資産変動計算書の保管報酬に計上している。詳細

は注記８を参照。

 

３　管理会社

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社である。

管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用することに合意

している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント(日本国内外の当ファンドの受益

証券の販売会社を含む。)を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任している。

　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グループ内

の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）

（以下「ＣＳＳＦ」という。）により規制されている。

 

４　管理報酬及び販売報酬

　当年度中に、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。

　管理報酬の水準はＮＡＶの0.45％から0.75％の範囲である。ただし、クラスＦ受益証券については例外

であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬を支払う。管

理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当該報酬

は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。管理会社は、投資顧問

報酬を含む一定の費用及び報酬を管理報酬から支払っている。

管理会社はまた、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「総販

売会社」という。）との間で販売契約を締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の販売につい

ては、日本の販売会社（３ページから４ページ（訳者注：原文のページ）に開示）等の一定の販売会社と

契約上の取決めを締結する場合がある。

販売報酬の水準はＮＡＶの0.25％から1.00％の範囲である。ただし、クラスＡＤ受益証券、クラスＤ受

益証券、クラスＦ受益証券及びインスティテューショナルＩ受益証券については販売報酬を支払っていな

い。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当

該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。

各ポートフォリオの受益証券クラス１口当たりの管理報酬、販売報酬は、当ファンドの目論見書に詳細

が開示されている。

スーパー・マネー・マーケット・ファンドのクラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びインスティ

テューショナルＩ受益証券に関して、管理報酬、販売報酬及び管理調整報酬の放棄が行われた。

 

５　管理調整報酬

　管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（以下

「ＢＲＯＬ」という。）との間で契約を締結しており、これに従ってＢＲＯＬは、管理会社の取締役会の

指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。
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　管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均ＮＡＶの年率0.025％である（クラスＦ受益証券を除

く）。

 

６　事務管理報酬

　管理契約に従った全般的な事務管理業務（これらのサービスには通常の報酬が課される。）によりルク

センブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・

エフ・ケネディ通り　49番（49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg）に所在するステート・ストリー

ト・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーを、ルクセンブルグにおける事務管理代行会社に任命し

た。

 

７　監査報酬

下表は、デロイト・オーディット・エス・エイ・アール・エルに支払った2018年１月31日終了年度の報

酬の内訳である。

 

    
2018年１月31日

ユーロ

監査業務及び監査関連業務（ＶＡＴを除く）    63,500

非監査業務    -

 

８　保管報酬

　管理会社は、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーと保管契約を締結し

ている。

保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する現金

（他の銀行において保持される場合がある。）を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金を、保管

会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物コール勘定又

は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定している。保管会社

は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回収、並びにこれに関

する支払及び収入の回収に責任を負う。

保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに関す

る報酬を当ファンドに請求する。保管会社は１社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社が米国に

おける取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。
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９　関連当事者との取引

　管理会社、総販売会社、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設

立された会社のブラックロック・インクである。ＰＮＣファイナンシャル・サービシーズ・グループ・イ

ンクは、ブラックロック・インクの大株主である。当ファンドのために有価証券の取引を手配する際、Ｐ

ＮＣグループの会社が、有価証券仲介サービス、外国為替サービス、銀行サービス及びその他のサービス

を提供し、又は通常の条件により本人として行動し、これにより利益を得た可能性がある。ブローカー及

びエージェントに対する手数料は関連する市場の慣例に従って支払われており、ブローカー又はエージェ

ントが提供する大口取引その他による手数料の割引又は現金による手数料の割戻しの利益は当ファンドに

還元されている。ＰＮＣグループの会社のサービスは、手数料その他の取引条件が関係する市場の系列外

のブローカー及びエージェントのものとおおむね同様であり、かつ、最良の最終損益を得るための上記の

方針に一致していることを条件に、適切であると判断された場合に、投資顧問会社により利用される可能

性がある。

　当年度中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。

 

10　税金

　現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得税又

はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源泉徴収税

の対象とならない。ただし、当ファンドは、2010年法（改正後）に従い年次税（taxe d'abonnement）の対

象になっており、暦年の各四半期末現在のファンドのＮＡＶに対して年率0.05％が課される（スーパー・

マネー・マーケット・ファンド及び2010年法（改正後）第174条の意義の範囲の機関投資家向けポートフォ

リオ又は受益証券クラスについては、年率0.01％の軽減税率が課される。）。2018年１月31日終了年度で

は、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ及びワールド・インカム・ポートフォリオはルクセン

ブルグの税金を支払っていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象となっている他の集団投資

に当ファンドが保有する資産について年次税の支払を行っていないためである。

　諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉所得税が課さ

れる場合がある。

 

11　分配金

スーパー・マネー・マーケット・ファンド－純収益（未払費用控除後の発生利息収益）が各評価日の分

配金となり、１口当たりＮＡＶの日次の算定直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現

在発行済みの全受益証券に関して宣言される。これは、常に、ルクセンブルグ時間の昼12時より前に決済

された受益証券の申し込みについて、この日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び償還され

た受益証券は当該償還の決済日に宣言された日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている

関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引（当初発行時及び市場でのディス

カウント時の両方を含む。）又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用（管理報酬

を含む。）を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取締役会は、その

分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから支払うか、またどれ

くらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額するかどうかを、決定する

ことができる

 

12　信用枠

　2018年１月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バンク・

アンド・トラスト・カンパニーの信用枠65,000,000米ドル（2018年３月28日に終了）を使用する権利を有

していた。2018年１月31日現在の借入引出額は、26,000,000米ドル（2017年度：25,000,000米ドル）で

あった。ローン・コミットメント費用は、当該信用枠に関連して日次で費用計上し、損益計算書及び純資

産変動計算書に含めている。ローン・コミットメント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対して

は0.15％、使用部分に対してはFED又はLIBORレート（いずれか高い方）にマージン・スプレッド0.90％を

上乗せした利率が課される。
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13　担保差入れ又は担保として提供されている有価証券

　2018年１月31日現在、担保として提供されている又は受け取った有価証券はなかった。

 

14　投資顧問会社

　投資運用会社が全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧

問サービスを受けている。投資顧問会社は、目論見書に記載の通り、ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント(ＵＫ)リミテッド（以下「ＢＩＭ ＵＫ」という。）、ブラックロック・ジャパン株式会

社（以下「ＢＬＫＪＰＮ」という。）及びブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

（以下「ＢＦＭインク」という。）である。

投資顧問会社は、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支払い

を受ける。

投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。

 

ポートフォリオ    投資顧問会社

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ    ＢＬＫＪＰＮ

世界株式インカム・ポートフォリオ    ＢＩＭ　ＵＫ

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ    ＢＦＭインク

スーパー・マネー・マーケット・ファンド    ＢＦＭインク

ワールド・インカム・ポートフォリオ    ＢＬＫＪＰＮ

 

15　金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法

　各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポート

フォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。

デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバティブ

契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通常は契約規

模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影響をデリバティ

ブに及ぼす可能性がある。

詳細は特定のファンドの投資明細表を参照。

 

16　現金担保

当ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約の相手先は投資明細表

に示されている。

　相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカ

バーするため、スワップに係る現金担保が支払われる又は受け取られる。純資産計算書のブローカーに対

する債務／債権は、ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に対して支払われる／相手先から受け

取った現金担保で構成されている。2018年１月31日現在、ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に

対して支払われた／相手先から受け取った現金担保及び証拠金はなかった。

 

17　取引コスト

　投資目的を達成するために、ポートフォリオは、投資ポートフォリオに係るトレーディング活動に関す

る取引コストを負担する。下表に開示されているのは、2018年１月31日終了年度における各ポートフォリ

オについて個別に識別可能な取引コストである。これらには委託費用、決済手数料、ブローカー手数料及

び保管会社手数料が含まれている。
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ポートフォリオ  通貨  取引コスト

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ  米ドル  －

世界株式インカム・ポートフォリオ  米ドル  86,406

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ  米ドル  831

スーパー・マネー・マーケット・ファンド  米ドル  －

ワールド・インカム・ポートフォリオ  米ドル  －

 

すべての取引コストが個別に識別可能とは限らない。債券投資、為替予約取引及びその他のデリバティ

ブ契約に関しては、取引コストは投資の取得価格及び売却価格に含まれている。これらの取引コストは個

別に識別可能ではないが、各ポートフォリオのパフォーマンスに取り込まれている。

 

18　後発事象

　年度末後に発生した重要な後発事象はなかった。

 

19　訴訟

　2015年５月、モーターズ・リクイデーション・カンパニー・アボイダンス・アクション・トラストは、

ゼネラル・モーターズの破産財産の信託管理人及び管財人として、米国ニューヨーク州南部地区破産裁判

所において、ゼネラル・モーターズの一定の債券（以下「当債券」という。）の過去の保有者に対する訴

状の送達を開始した。当訴訟の被告である当債券の過去の保有者には、ブラックロック・グローバル・イ

ンベストメント・シリーズ－インカム・ストラテジー・ポートフォリオ（以下「ＩＳＰ」という。）が含

まれている。ＩＳＰに加えて、当訴訟では、多数のブラックロックのファンドを含む500超の他の機関投資

家が被告とされている。被告は、支払にあたり全額保証されるという条件で当債券につき全額の支払いを

受けている。原告は、ＩＳＰとその他の被告は2009年の支払い時点で保証された債権者ではなく、全額の

支払いを受ける権利はなかったと主張している。原告は、ＩＳＰとその他の被告に対する、当債券の元本

及び利息として2009年に受け取った全額の返還命令を求めている。ＩＳＰは訴訟の結果又はＩＳＰの純資

産価額への影響（存在する場合）を予測することができないため、本件に関連する訴訟に関する負債は財

務諸表に反映されていない。
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付録Ⅰ－受益証券クラス（無監査）

発行済受益証券クラス

　2018年１月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。

 

 クラスＡ

 豪ドル建クラスＡ分配型受益証券

 ユーロ建クラスＡ分配型受益証券

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券

 シンガポール・ドル建クラスＡ分配型受益証券（ヘッジ有）

 豪ドル建クラスＡ無分配型受益証券

 日本円建クラスＡ無分配型受益証券

 米ドル建クラスＡ無分配型受益証券

 クラスＡＤ

 米ドル建クラスＡＤ分配型受益証券

 クラスＢ

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券

 クラスＣ

 米ドル建クラスＣ分配型受益証券

 クラスＡ受益証券

 米ドル建クラスＡ分配型受益証券

 クラスＢ受益証券

 米ドル建クラスＢ分配型受益証券

 クラスＦ1

 米ドル建クラスＦ分配型受益証券

 インスティテューショナルＩ受益証券1

 米ドル建インスティテューショナルＩ分配型受益証券

 クラスＪ

 米ドル建クラスＪ分配型受益証券

1 機関投資家が利用可能
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販売開始した受益証券クラス

当年度に販売開始した受益証券クラスはなかった。

 

販売終了した受益証券クラス

当年度に販売終了した受益証券クラスはなかった。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

   （2019年５月末日現在）

  米ドル（Ⅳを除く） 千円（ⅣおよびⅤを除く）

Ⅰ　資産総額  106,896,562 11,690,208

Ⅱ　負債総額  3,653,148 399,508

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

 103,243,414 11,290,700

クラスＡ受益証券
（米ドル建て）

38,236,661 4,181,561

クラスＦ受益証券
（米ドル建て）

65,006,753 7,109,139

Ⅳ　発行済口数

クラスＡ受益証券
（米ドル建て）

2,806,464口

クラスＦ受益証券
（米ドル建て）

4,189,046口

Ⅴ　１口当たり純資産価格
（Ⅲ／Ⅳ）

クラスＡ受益証券
（米ドル建て）

13.62 1,489円

クラスＦ受益証券
（米ドル建て）

15.52 1,697円
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第４【外国投資信託受益証券事務の概要】
 

１　受益証券の名義書換

　受益証券の名義書換機関は、以下のとおりである。

取扱機関　　Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー

取扱場所　　セニンガーバーグＬ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番

　受益証券に関する確認書を含む（これらに限定されない。）受益証券の名義書換または譲渡は、ファ

ンドの受益証券登録簿に記帳されるものとする。

　受益証券の名義書換は、譲渡者および譲受者またはそれらの各ブローカーによって署名される譲渡証

書を名義書換事務代行会社に対して交付することによって、または管理会社もしくは管理会社が指名す

る一もしくは複数の者によって署名される書面による譲渡承認書によって、有効となる。

　各受益証券は、ポートフォリオの不可分の共有権を表章する。受益証券が複数の者によって共同所有

されるか、または登録受益者以外の一もしくは複数の者によって実質的に所有される場合、各共同所有

者または各実質所有者（両者を総称して「登録所有者」という。）は、管理会社および名義書換事務代

行会社との関係における当該共同所有者または実質所有者を代表する者を、名義書換事務代行会社また

は当該目的のため管理会社が指名する一または複数の者に対し指名することを要し、共同所有者の場合

は、管理会社は、共同所有者の中の単一代表者の当該指名の受領時まで、当該受益証券に関する権利の

行使の全部または一部を停止することができる。当節の第二文に従い、管理会社および保管受託銀行

は、受益証券登録簿に登録されている名義人を、当該受益証券の絶対所有者として扱うことができ、ま

たそう扱うことにより全面的に保護されるものとし、当該受益証券におけるもしくは当該受益証券に対

する他の者の権利、利益または請求を無視し、顧慮しないことができるものとする。

　受益証券の各所持人は、各所持人が所有する受益証券の自己名義での受益証券登録簿への登録時また

はそれ以前に、また受益証券の各買付申込者は、各申込みの受諾時またはそれ以前に、名義書換事務代

行会社または管理会社が当該目的のため指名する一もしくは複数の者に対し、ファンドの受益証券登録

簿に記載され、管理会社および名義書換事務代行会社からの一切の通知および通信が送付される各買付

申込者の住所を通知するものとする。受益者が上記のとおり住所を通知しない場合、名義書換事務代行

会社に別の住所を通知するまでは、受益証券登録簿には「名義書換事務代行会社気付」として記載され

るものとする。受益者は、名義書換事務代行会社に対する書面による通知によって、受益証券登録簿上

の登録住所を随時変更することができる。

　日本における販売会社に受益証券の保管を委託する日本の受益者については、日本における販売会社

を通じて名義書換を行い、その他の受益者は、自己の責任により手配する。

 

２　受益者集会

　受益証券には議決権が付与されていない。

 

３　受益者に対する特典はない。

 

４　受益証券についての譲渡制限

　適用される法律により禁止されている場合を除き、米国人（下記に定義される。）ならびに発行済受

益証券の10％以上を保有する者（日本人、販売会社および／またはそのノミニーを除く。）に対する場

合以外譲渡制限はない。

　「米国人」とは、米国居住者または1933年米国証券法（随時改正済）のレギュレーションＳで規定さ

れるその他の者をいう。
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第二部【特別情報】

 

第１【管理会社の概況】
 

１【管理会社の概況】

ａ．資本金の額

　管理会社の資本金は、50万米ドル（約5,468万円）で、2019年５月末日現在全額払込済である。な

お、１株12.5米ドル（約1,367円）の記名株式40,000株を発行済である。

　最近５年間において資本金の額の増減はない。

 

ｂ．会社の機構

　定款に基づき、３名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役会の構

成員は管理会社の株主である必要はない。取締役は、翌年の年次株主総会でその後任者が選任され就

任するまでの期間を任期として年次株主総会において選任されるものとする。ただし、取締役は、株

主総会の決議により、事由の有無に拘らず、解任されおよび（または）更迭されることがある。死

亡、引退その他の事由により取締役に欠員が生じた場合は、残りの取締役が会議を開き、多数決によ

り、翌年の年次株主総会までの期間、かかる欠員を補充するため取締役を選任することができる。

　取締役会は、互選により、会長１名および１名ないしそれ以上の副会長を選出することができる。

取締役会はまた秘書役を選任することができる。秘書役は取締役である必要はなく取締役会と株主総

会の議事録を保管する責任を有する。

　取締役会は、会長または２名の取締役の招集により招集通知に指定する場所において開催される。

　取締役会会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務める。

　取締役会は、管理会社の運営および管理に必要とみなされるジェネラル・マネジャーおよびアシス

タント・ジェネラル・マネジャーその他の役員を含む管理会社役員を随時任命することができる。い

ずれのかかる任命も取締役会の決定により取り消すことができる。役員は管理会社の取締役または株

主である必要はない。任命された役員は管理会社の定款に特段の規定がない限り、取締役会によって

役員に与えられた権限と義務を有する。

　取締役会の通知は、緊急時を除き少なくとも会議開催時刻の24時間以上前にすべての取締役会にあ

てて書面によりなされるものとする。緊急の場合には、当該緊急事由について招集通知に記載するも

のとする。招集通知は、ケーブル、テレックス、電報またはファクシミリによる各取締役の同意によ

り省略することができる。取締役会の決議によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間およ

び場所で開催されるものについては、各々について個別の通知をする必要はない。

　いずれの取締役もケーブル、テレックス、電報またはファクシミリにより別の取締役をその代理人

として指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の少なくとも過半数が

出席もしくは代理出席している場合にのみ、審議を行い有効に行為することができる。決議は取締役

会に出席もしくは代理出席している取締役の多数決によるものとする。

　前記にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うこともでき、決議と全部の各取締役による

署名を含んだ一通または数通の書面から構成されることができる。当該決議の日付は、最後の署名の

日付である。

　取締役会は、特に、管理会社の利益のために管理および業務の一切の行為を遂行するための最も広

範囲な権限を有している。法または定款によって明示的に留保されていない権限は、取締役会の権限

とする。

　管理会社は、管理会社のいずれか２名の取締役の共同の署名によって拘束され、取締役会によって

かかる権限が授権された者の個人の署名にも拘束される。

　2019年１月17日付で、管理会社はＡＩＦＭとオルタナティブ投資運用契約を締結し、2019年１月17

日付で、ＡＩＦＭは投資顧問会社と投資顧問契約を締結した。

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

128/277



　投資顧問会社は、常にＡＩＦＭの指示に従うものとするが、投資顧問契約の規定によれば、投資顧

問会社は、証券またはその他の資産に投資されたファンドのポートフォリオの運用に責任を持つこと

になっている。特定の証券の売買もしくは保有の決定は、投資顧問会社の責任においてなされるが、

ＡＩＦＭの監督をうける。

 

ｃ．役員および従業員の状況

  （2019年５月末日現在）

氏名 役職名 略歴 保有株式数

グラハム　Ｄ．バンピング

（Graham D. Bamping）

取締役会長

および非執行

取締役

ブラックロック・インベストメント・マネジメン

ト（ＵＫ）リミテッド、マネージング・ディレク

ター

0

ジェフリー　Ｄ．ラドクリフ

（Geoffrey D. Radcliffe）

非執行取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー、

マネージング・ディレクター
0

フランシーヌ・カイザー

（Francine Keiser）

非執行取締役 リンクレーターズ、オブ・カウンセル
0

レオン　Ｊ．シュワブ

（Leon J. Schwab）

非執行取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー、

ディレクター
0

ジョアン・フィッツジェラルド

（Joanne Fitzgerald）

非執行取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー、

ディレクター
0

エイドリアン　Ｍ. ローレンス

（Adrian M. Lawrence）

非執行取締役 ブラックロック・インベストメント・マネジメン

ト（ＵＫ）リミテッド、製品開発担当ディレク

ター

0

デロイト・オーディット・

エス・エイ・アール・エル

（Deloitte Audit S.à r.l.）

独立監査人 1990年現職に就任

0

（注１）フィッツジェラルド氏、ローレンス氏、ラドクリフ氏およびシュワブ氏は、ブラックロック・グループ（管理会社を

含む。）の従業員であり、また、バンピング氏は、ブラックロック・グループの元従業員である。カイザー氏は、独

立した取締役である。

（注２）ファンドの独立監査人は、デロイト・オーディット・エス・エイ・アール・エル（Deloitte Audit S.à r.l.）であ

る。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　管理会社は、ファンドの管理および運用を行う。管理会社は、ファンドの管理業務を、管理事務代行

会社ならびに登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社に委託しており、ファンド資産の保

管業務を保管受託銀行に委託している。

　2019年５月末日現在、管理会社は、ルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契約型投資信

託であるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズの５本のポートフォリオを管理し

ている。ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ全体の純資産総額は、

2,536,376,089.43米ドルである。
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３【管理会社の経理状況】

 

ａ．本書記載の管理会社の邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、欧州連合が承認し

た国際財務報告基準に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」とい

う。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の財務書類の日本における開示に

ついては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）第131条第５項ただし書の規定が適用されている。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要

なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年５月31日の株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝109.36円の為替レートが使用されている。

　円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記ｂの監査証明に相当すると認められる証明

の対象になっていない。

 

ｂ．原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項

に規定されている外国監査法人等をいう。）であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポ

ンサビリテ・リミテ（管理会社の本国における独立登録会計事務所）から、「金融商品取引法」（昭

和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明

を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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（１）【貸借対照表】

 

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

財政状態計算書

2018年12月31日現在

 

   2018年度  2017年度

 注記  千米ドル  千円  千米ドル  千円

資産          

非流動資産          

その他の非流動金融資産 ８  814  89,019  801  87,597

     　    　

流動資産     　    　

売掛金及びその他の債権 ９  2,637  288,382  1,948  213,033

現金及び現金同等物 10  3,411  373,027  3,820  417,755

   6,048  661,409  5,768  630,788

資産合計   6,862  750,428  6,569  718,386

     　    　

資本及び負債     　    　

資本     　    　

資本金 11  500  54,680  500  54,680

その他の剰余金   532  58,180  529  57,851

利益剰余金   4,607  503,822  4,050  442,908

資本合計   5,639  616,681  5,079  555,439

     　    　

流動負債     　    　

買掛金及びその他の債務 13  1,223  133,747  1,490  162,946

資本及び負債合計   6,862  750,428  6,569  718,386

 

2019年５月３日に取締役会の承認を得て、下記の者が代表して署名した。

 

 

 

ジェフ・ラドクリフ

取締役

 

 

レオン・シュワブ

取締役

 

　13ページから33ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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（２）【損益計算書】

 

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

損益計算書

2018年12月31日に終了した年度

 

     修正再表示後*

   2018年度  2017年度

 注記  千米ドル  千円  千米ドル  千円

収益 ４  14,114  1,543,507  13,284  1,452,738

売上原価   (13,285) (1,452,848) (12,135) (1,327,084)

売上総利益   829  90,659  1,149  125,655

管理費用   (142) (15,529) (145) (15,857)

営業利益 ５  687  75,130  1,004  109,797

金融収益   13  1,422  7  766

デリバティブ金融商品に係
る純利得／損失

  15  1,640  3  328

金融収益純額   28  3,062  10  1,094

税引前利益   715  78,192  1,014  110,891

法人所得税費用 ６  (155) (16,951) (213) (23,294)

当期純利益   560  61,242  801  87,597

 

　上記の業績は、すべて継続事業から生じたものであった。

　上記の純利益以外に当期その他の包括利益はなかった。包括利益合計は当期純利益に等しい。

 

　*IFRS第15号の導入による比較情報の修正再表示の詳細については、注記２及び注記17を参照のこと。

 

13ページから33ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

持分変動計算書

2018年12月31日に終了した年度

 

  資本金  その他の剰余金 利益剰余金  合計

  千米ドル  千米ドル  千米ドル  千米ドル

2018年１月１日現在  500  529  4,050  5,079

当期純利益  ―  ―  560  560

包括利益合計  ―  ―  560  560

その他の剰余金への振替  ―  3  (3) ―

2018年12月31日現在  500  532  4,607  5,639

         

  資本金  その他の剰余金  利益剰余金  合計

  千米ドル  千米ドル  千米ドル  千米ドル

2017年１月１日現在  500  450  3,328  4,278

当期純利益  ―  ―  801  801

包括利益合計  ―  ―  801  801

その他の剰余金への振替  ―  79  (79) ―

2017年12月31日現在  500  529  4,050  5,079

 

  資本金  その他の剰余金 利益剰余金  合計

  千円  千円  千円  千円

2018年１月１日現在  54,680  57,851  442,908  555,439

当期純利益  ―  ―  61,242  61,242

包括利益合計  ―  ―  61,242  61,242

その他の剰余金への振替  ―  328  (328) ―

2018年12月31日現在  54,680  58,180  503,822  616,681

         

  資本金  その他の剰余金  利益剰余金  合計

  千円  千円  千円  千円

2017年１月１日現在  54,680  49,212  363,950  467,842

当期純利益  ―  ―  87,597  87,597

包括利益合計  ―  ―  87,597  87,597

その他の剰余金への振替  ―  8,639  (8,639) ―

2017年12月31日現在  54,680  57,851  442,908  555,439

 

　13ページから33ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

133/277



ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

キャッシュ・フロー計算書

2018年12月31日に終了した年度

 

   2018年度  2017年度

 注記  千米ドル  千円  千米ドル  千円

営業活動による
キャッシュ・フロー

         

当期純利益   560  61,242  801  87,597

非資金項目によるキャッシュ・
フローに対する調整

    　    　

金融収益   (13) (1,422) (7) (766)

法人所得税費用 ６  155  16,951  213  23,294

為替差損   16  1,750  1  109

   718  78,520  1,008  110,235

運転資本に関する調整     　    　

売掛金及びその他の債権の増加 ９  (689) (75,349) (691) (75,568)

買掛金及びその他の債務の減少 13  (267) (29,199) (131) (14,326)

事業による現金の増減   (238) (26,028) 186  20,341

法人所得税支払額 ６  (155) (16,951) (213) (23,294)

営業活動による正味キャッシュ・
フロー

  (393) (42,978) (27) (2,953)

現金及び現金同等物の減少   (393) (42,978) (27) (2,953)

現金及び現金同等物１月１日残高   3,820  417,755  3,848  420,817

保有現金に対する為替レートの
変動の影響

  (16) (1,750) (1) (109)

現金及び現金同等物12月31日残高   3,411  373,027  3,820  417,755

 

　13ページから33ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

財務諸表に対する注記

2018年12月31日に終了した年度

 

１　全般的情報

　当社は、ルクセンブルグで設立し同地を拠点とする、非公開有限責任株式会社である。

登記上の事務所の住所は、以下の通りである。

ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・エフ・ケネディ通り　35Ａ番（35A,

Avenue JF Kennedy, Luxembourg L-1855, Grand Duchy of Luxembourg）

　当社の主な事業は、ルクセンブルグの投資信託の投資運用・事務管理及び販売サービスの提供、及び

これらのファンドに対する持分の分割できない共有権者であることの証書又は文書の発行を行うことで

ある。

　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズは、現在、以下の個別の５つのポート

フォリオに投資する機会を投資家に提供している。

・スーパー・マネー・マーケット・ファンド

・世界株式インカム・ポートフォリオ

・インカム・ストラテジー・ポートフォリオ

・ワールド・インカム・ポートフォリオ

・グローバル・アロケーション・ポートフォリオ

 

当財務諸表は、2019年４月23日に取締役会により発行の承認を受けた。

 

２　会計方針

当財務諸表の作成に適用した重要な会計方針は以下に記載されている。これらの方針は、特段の記載

がない限り、すべての表示年度に首尾一貫して適用されている。

 

作成の基礎

　当財務諸表は、取得原価主義会計(ただし、以下の会計方針にて説明の通り、公正価値で測定する金融

商品を除く。) に基づき、かつ、欧州連合が採択した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及び

IFRS解釈指針委員会解釈指針に準拠して作成されている。

　当財務諸表は、米ドルで表示されている。

 

継続企業の前提

　当社の事業活動は、将来の成長、業績及びポジションに影響を与える可能性のある要因と共に、当社

が直面している重要なリスクと併せて、取締役報告書の１ページから５ページ（訳者注：原文のペー

ジ）に記載されている。

　当社の継続企業の前提を評価する上で、取締役は、様々な要因（当社の財政状態及び特に重要な正味

現金ポジションを含む。）を考慮している。報告日現在において、当社は、翌12ヶ月間に見込まれる資

金需要を賄うことができる十分な既存資金を有している。これに加えて、事業から資金を生成する能力

の実績から、取締役は、当社が事業リスクを首尾よく管理できる状態にあると確信している。

　適切な調査の結果、取締役は、当社が予見可能な将来において事業を継続させるための十分な資力を

有していると合理的に予測している。このため、取締役は、取締役報告書及び財務諸表の作成において

継続企業の前提を引き続き適用している。

 

会計方針の変更

新基準及び改訂基準の適用
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2018年１月１日、当社は、当社の事業に関連し、かつ同日から発効したすべてのIFRS新基準及び改訂

基準を適用している。IFRS第９号「金融商品」及びIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用

に伴い当社の会計方針を更新している。

 

IFRS第９号「金融商品」

当社は、当年度からIFRS第９号（2014年７月改訂）及びこれに関連する他のIFRSに対する派生的修正

を適用している。IFRS第９号では、金融資産の分類及び測定、一般ヘッジ会計、並びに金融資産の減損

に関する新たな要求事項を導入している。IFRS第９号は、国際会計基準（以下「IAS」という。）第39号

「金融商品：認識及び測定」に含まれる指針を置き換えるものである。当社は、IFRS第９号の経過措置

に従い、当初適用時に比較情報の修正再表示を行わないことを選択している。

2018年１月１日現在の当社の金融資産及び金融負債に関する分析並びに同日現在の事実及び状況に基

づく、IFRS第９号の当社財務諸表に対する影響についての取締役の評価は、以下の通りである。

 

分類及び測定：

金融資産

　IFRS第９号は、従来のIAS第39号の資産の区分（満期保有、貸付金及び債権、並びに売却可能）を廃止

している。IFRS第９号は、認識している金融資産はすべて、償却原価又は公正価値のいずれかで事後測

定（公正価値の変動は純損益又はその他の包括利益に反映）することを要求している。

　IFRS第９号では、金融資産のうち負債性金融商品の分類は、負債性金融商品の管理に関する当社の事

業モデルと、契約上のキャッシュ・フロー特性の両方によって決まる。事業モデルの評価に際しては、

事業がキャッシュ・フローを生み出すために金融資産をどのように管理しているのか、すなわち、

キャッシュ・フローが生じるのが契約上のキャッシュ・フローの回収からなのか、金融資産の売却から

なのか、それともその両方なのかに着目する。契約上のキャッシュ・フロー・テストでは、当該金融商

品に関して企業が受け取るキャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払のみ（以下「Ｓ

ＰＰＩ」という。）であるか否かを検討する。

　当社には、IAS第39号に従いこれまで純損益を通じて公正価値（以下「ＦＶＴＰＬ」という。）で測定

するものとして指定していた金融資産（分類変更の対象となる。）も、IFRS第９号の適用時に分類変更

を選択した金融資産もない。

　IFRS第９号の適用による当社の金融資産の測定に対する影響はない。

 

金融負債

　IFRS第９号では、金融負債は償却原価又は純損益を通じて公正価値のいずれかで測定する。IFRS第９

号の適用による当社の金融負債の分類及び測定に対する影響はない。

 

減損：

新たな減損の要求事項は、予想信用損失（以下「ＥＣＬ」という。）モデルに基づいており、IAS第39

号の発生損失モデルを置き換えるものである。ＥＣＬモデルでは、減損損失の見積りを、減損損失の実

現前に認識することにより行う。IFRS第９号の新たな減損の要求事項による財務諸表に対する重要な影

響はない。

 

ヘッジ会計：

当社はヘッジ会計を適用していないため、IFRS第９号のヘッジ会計の要求事項の適用による当社財務

諸表に対する重要な影響はない。

 

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

当財務諸表からIFRS第15号を適用している。この基準は、企業が顧客との契約から生じる収益につい

て会計処理を行う際に適用する包括的な単一モデルを定めている。IFRS第15号は、IAS第18号「収益」及

び関連指針等の従来の収益認識に関する指針を置き換えるものである。
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IFRS第15号が当社の財務諸表に与えた主な影響は収益の表示である。これにつき当期では、グループ

会社に対して支払う一定の割戻報酬及び事務管理サービス報酬を収益から控除せず、総額で開示してい

る。当社は、この変更を遡及適用しており、IAS第８号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に

従い前年度について修正再表示を行うとともに、該当ある場合には認められた実務上の便法を適用して

いる。注記17では、当該変更の前年度に対する影響について要約している。

 

未発効の基準

　当財務諸表の承認日現在、以下の新／改訂IFRS及びIFRSの修正は、当報告期間では未発効であったた

め、適用していない。

・IFRSの年次改善2015－2017年サイクル（2019年１月１日以後開始事業年度から発効）

・IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」（2019年１月１日以後開始事業年度から発効）

 

IFRSの年次改善2015－2017年サイクル

取締役は、当社がIFRS初度適用企業でも、ベンチャー・キャピタル企業でもないことから、当該修正

の今後の適用による当社財務諸表に対する重要な影響はないと見込んでいる。

 

IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」

　IFRIC第22号では、資産、費用又は収益に関して事前の外貨での対価の支払又は受取から生じた非貨幣

性資産又は非貨幣性負債（例えば、返還不能保証金や繰延収益）を認識する場合に、当該資産、費用又

は収益の当初認識時に使用すべき為替レートを決定する目的での「取引日」の決定方法について扱って

いる。取締役は、当社では、事前の外貨での対価の支払又は受取等の取引に関してすでにこの修正と整

合した方法で会計処理を行っているため、当該修正の今後の適用による当社財務諸表に対する重要な影

響はないと見込んでいる。

 
収益の認識

　収益は、約束したサービスに対する支配を顧客に移転した時点、すなわち、履行義務を充足した時点

で（又は充足するにつれて）、当該サービスと交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価を反映する

金額（以下「取引価格」という。）（付加価値税控除後）で認識する。当社は、複数のサービスを含ん

でいる可能性のある契約を締結しているが、一定の場合には、これらのサービス全体を対象に「単一報

酬」を請求することがある。これらのサービスが別個のものであると判断された場合には、それらを区

分して会計処理を行っている。当社のサービスに対する報酬は、その額が当社の影響力の及ばない市況

に応じて変動し得ることから、通常変動対価の形式をとる。変動対価については、重大な戻入れが生じ

ない可能性が非常に高い場合（すなわち、関連する不確実性が解消された場合）に、取引価格の一部に

含めている。一部の顧客との契約に関しては、顧客へのサービス提供にあたり第三者や関連当事者を関

与させているが、当社は、約束したサービスを顧客に移転する前に支配しているため、通常これらの契

約において本人と見なされる。したがって、収益と関連コストを総額で表示している。
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投資顧問及び管理報酬

投資顧問及び管理報酬は、サービスを一定の期間にわたり履行するにつれて認識している。当該報酬

は、主に純資産価額、運用対象資産（以下「ＡＵМ」という。）又は受託資本に対する当社の料率に基

づいており、ＡＵМの増減（市場価値の増加若しくは減少、為替換算、又は正味インフロー若しくはア

ウトフロー等）の影響を受ける。投資ファンドに係る投資顧問及び管理報酬は、当該ファンドの契約上

の費用上限額に従い放棄又は自発的に放棄した純額の報酬額を表示している。報酬は通常、未収額を月

次で請求している。

 

販売報酬

　当社は、ファンドに係る販売業務及び受益者向けサービスを、投資顧問業務とは分けて別個のサービ

スとして会計処理を行っている。これは、顧客がサービスからの便益をそれ単独で得ることができ、か

つ当該サービスを区分して識別可能（すなわち、約束したサービスの性質がサービスのそれぞれを個々

に移転すること。）であるためである。当社は、当社が管理している一定のミューチュアル・ファンド

の元引受会社及び／又は販売会社を務めている場合の販売報酬を、販売報酬収益に計上している。販売

報酬は通常、純資産価額に基づいており、サービスを履行し金額が判明した時点で認識している。この

ため、当社が認識した販売報酬の一部は、（当期に収益認識基準を充足した）過年度に履行したサービ

スに関連している場合がある。継続的な受益者向けサービスに係る報酬収益については、当該サービス

を一定期間にわたり履行した時点又は履行するにつれて認識している。当社は、当社が管理する一定の

ファンドに代わって、様々なファンドの販売及び受益者向けのサービスを行う契約を第三者と締結して

いる。当該契約は、通常ファンドが支払う管理報酬の一部として又は純資産価額に対する所定の料率に

より金額が定められる。これらの取引において当社は本人と見なされるため、販売報酬と発生した販売

及びサービス提供コストを総額で表示している。

 

外貨建取引及び残高

当財務諸表は、米ドル(当社が営業活動を行う主たる経済環境の通貨（当社の機能通貨））で表示され

ている。

当社の機能通貨以外の通貨（外貨）での取引は、取引日の実勢為替レートで認識されている。各貸借

対照表日において、外貨建貨幣性資産及び負債は当該日現在の実勢レートにより換算替えされる。公正

価値で計上される外貨建非貨幣性項目は、当該公正価値の算定日現在の実勢レートで換算される。取得

原価で測定される外貨建非貨幣性項目は換算替えされない。為替差額は発生した期間の損益計算書に認

識される。

 

税金

　法人所得税費用は、現在の未払税金の合計金額を表している。

　当期の法人所得税費用は、当社が営業活動を行い課税所得が生じる国において、報告日までに制定さ

れ、又は実質的に制定されている税率及び税法に基づいて算定している。

 

金融商品

　金融資産及び金融負債は、当社が金融商品の契約条項の当事者となった時点で当社の財政状態計算書

に認識している。

 

認識及び測定

　金融資産又は金融負債の通常の方法による売買については、すべて取引日に認識及び認識の中止を行

う。通常の方法による売買とは、市場における規則又は慣行により設定されている期間内での資産の引

渡しを要求する購入又は売却をいう。

　金融資産及び金融負債は、公正価値で当初測定する。金融資産又は金融負債（純損益を通じて公正価

値（以下「ＦＶＴＰＬ」という。）で測定する金融資産及び金融負債を除く。）の取得又は発行に直接

起因する取引コストは、当初認識時に、金融資産又は金融負債の公正価値に適宜加算又は減算する。Ｆ

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

138/277



ＶＴＰＬで測定する金融資産又は金融負債の取得に直接起因する取引コストは、損益計算書に直ちに認

識する。

 

金融資産

分類

　当社は、取得した金融資産の性質及び目的に応じて、金融資産を下記の区分のいずれかに分類し事後

測定を行っている。この分類は当初認識時に決定している。

　以下の条件がともに満たされる金融資産は、償却原価で事後測定している。

　・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的と

する事業モデルの中で保有されている

　・金融資産の契約条件により、元本残高に係るＳＰＰＩ要件を満たすキャッシュ・フローが所定の日

に生じる

　以下の条件がともに満たされる金融資産は、その他の包括利益を通じて公正価値（以下「ＦＶＴＯＣ

Ｉ」という。）で事後測定している。

　・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業

モデルの中で保有されている

　・金融資産の契約条件により、元本残高に係るＳＰＰＩ要件を満たすキャッシュ・フローが所定の日

に生じる

その他の金融資産はすべて、通常ＦＶＴＰＬで事後測定している。

上記の通りではあるが、当社は、金融資産の当初認識時に以下の取消不能の選択／指定を行う場合が

ある。

　・当社は、一定の基準を満たす場合、資本性投資の事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示

するという取消不能の選択を行うことがある。

　・当社は、償却原価又はＦＶＴＯＣＩの測定基準を満たす負債性投資を、ＦＶＴＰＬで測定するもの

として取消不能の指定を行うことがある。これが認められるのは、その指定を行うことにより会計

上のミスマッチを除去又は大幅に低減する場合である。

 

償却原価及び実効金利法

当社の金融資産のうち償却原価で測定しているものは、売掛金、その他の債権、並びに現金及び現金

同等物である。

実効金利法とは、金融資産又は金融負債の償却原価を計算し、関係する期間に金利収益又は金利費用

を配分する方法をいう。実効金利とは、当該金融資産又は金融負債の予想残存期間（場合によっては、

それより短い期間）を通じての、将来の現金支払額又は受取額（実効金利の不可分の一部である授受さ

れるすべての手数料とポイント、取引コスト及びその他のプレミアム又はディスカウントを含み、予想

信用損失を除く。）の見積額を、当初認識時の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率をいう。

金融資産の償却原価は、当該金融資産の当初認識時に測定した金額から、元本の返済を控除し、当初

の金額と満期金額との差額の実効金利法による償却累計額を加減し、損失評価引当金を調整した金額と

なる。また、この金融資産の総額での帳簿価額は、損失評価引当金調整前の償却原価である。

ＦＶＴＰＬに分類した金融資産以外の金融資産に係る収益は、実効金利を基に認識している。

 

為替差損益

外貨建金融資産の帳簿価額は、当該通貨により算定し、各報告期間末現在の直物レートで換算してい

る。償却原価で測定する金融資産が指定したヘッジ関係の一部ではない場合、当該換算差額は損益計算

書に認識している（注記５に開示）。

 

金融資産の減損

ＦＶＴＰＬで測定するものを除くすべての負債性金融資産について、ＥＣＬの識別という将来予測的

な手法により、各報告日において減損評価を実施している。ＥＣＬとは、契約に従って支払われるべき
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契約上のキャッシュ・フローと、当社が受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額を、当初

の実効金利で割り引いたものと定義されている。

売掛金の減損引当金は、IFRS第９号で認められている単純化したアプローチ（全期間の予想信用損失

を適用）に基づき認識している。この過程では、売掛金が回収不能となる確率を、単一の損失率を用い

る手法により評価している。

その他の金融資産の減損引当金は、将来予測的なＥＣＬモデルに基づき認識している。この引当額の

算定に使用する手法は、金融資産の当初認識以降の信用リスクの著しい増大の有無が基準となってい

る。当初認識以降に信用リスクが著しく増大していない金融資産については、12ヶ月のＥＣＬを認識す

る。信用リスクが著しく増大している場合には、全期間のＥＣＬを認識する。

償却原価で測定する保有資産のＥＣＬは損益計算書に認識し、これに対応する当該資産の帳簿価額の

調整は引当金勘定を通じて行っている。ＦＶＴＯＣＩで測定する保有資産の当該損失は、その他の包括

利益に認識し、投資再評価剰余金に累積している。

当報告期間末現在の分析に基づき、当社の資産に係る減損は軽微であると判断し、財務諸表への引当

金の認識は行っていない。

 

金融資産の認識の中止

当社は、資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は当社が当該金融

資産及び当該資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の企業に移転している場合にの

み、金融資産の認識を中止する。当社が、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転したわ

けでも、ほとんどすべてを保持しているわけでもなく、その譲渡した資産を継続的に支配している場合

には、当該資産に対して保持している持分を認識するとともに、関連する負債を支払義務が生じる可能

性のある金額で認識する。当社が譲渡した金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを

保持している場合には、当社は当該金融資産の認識を継続し、受取額に関しては担保付借入金として認

識する。

償却原価で測定する金融資産全体の認識の中止の場合、当該資産の帳簿価額と、受け取った及び受け

取るべき対価の合計額との差額を損益計算書に認識している。ＦＶＴＯＣＩで測定する金融資産の場合

には、過去に投資再評価剰余金に認識していた累積利得又は損失を損益計算書に振り替えている。

金融資産全体が認識の中止とならない場合（例えば、当社が譲渡資産の一部分を買い戻すオプション

あるいは所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべての保持にはならない残存持分を保持していて、

当社が支配を維持している場合）には、当社は、当該金融資産の従前の帳簿価額を、継続的関与により

認識を継続する部分ともはや認識しない部分とに、譲渡日におけるそれらの部分の公正価値の比率に基

づいて配分する。

当初認識時に当社がＦＶＴＯＣＩでの測定を選択した資本性金融商品に対する投資の認識の中止に際

しては、過去に投資再評価剰余金に認識していた累積利得又は損失を、損益計算書への振替は行わず、

利益剰余金に振り替えている。

 

金融負債及び資本性金融商品

　当社が発行する負債性及び資本性金融商品は、契約の実質並びに金融負債及び資本性金融商品の定義

に従って、金融負債又は資本のいずれかに分類している。

 

資本性金融商品

　資本性金融商品とは、企業のすべての負債を控除した後の資産に対する残余持分を証する契約であ

る。当社が発行する資本性金融商品は、受領した収入額（発行に直接起因するコスト控除後）で認識し

ている。

自社の資本性金融商品の買戻しは、資本から直接控除して認識している。自社の資本性金融商品の購

入、売却、発行、又は消却に係る利得又は損失は、損益計算書には認識していない。

 

金融負債
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　金融負債はすべて、実効金利法による償却原価又はＦＶＴＰＬのいずれかで事後測定している。

 

ＦＶＴＰＬで測定する金融負債

　金融負債をＦＶＴＰＬで測定するものに分類するのは、当該金融負債が企業結合において負担した条

件付対価、売買目的保有、又はＦＶＴＰＬで測定するものに指定した場合である。

 

　金融負債は、以下の場合に売買目的保有に分類する。

　・主として短期間に買戻しを行う目的で取得

　・当初認識時にまとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠が

ある識別された金融商品のポートフォリオの一部である

　・デリバティブである（金融保証契約又は指定された有効なヘッジ手段であるデリバティブを除

く。）

　売買目的保有又は企業結合において取得企業が負担した条件付対価以外の金融負債は、以下の場合、

当初認識時にＦＶＴＰＬに指定することが認められている。

　・その指定により、当該指定を行わない場合に生じる測定又は認識の不整合が除去又は大幅に低減さ

れる場合

　・金融負債グループの一部を形成する金融負債で、当該グループの文書化されたリスク管理戦略又は

投資戦略に従って、公正価値ベースで管理され業績評価されている場合、又は

　・１つ以上の組込デリバティブを含む契約の一部を形成しており、かつIFRS第９号により混合契約の

全体をＦＶＴＰＬで測定するものとして指定することが認められる場合

　当社は、売買目的で保有する負債も、ＦＶＴＰＬで測定するものに指定した金融負債も有していな

い。

 

その他の金融負債

　その他の金融負債（借入金、買掛金、及びその他の債務を含む。）は、公正価値で当初測定し、取引

コストを減算する。当初認識後は、実効金利法による償却原価で測定し、利息費用は実効利回りに基づ

き認識する。

 

為替差損益

　各報告期間末現在の償却原価で測定する外貨建金融負債の為替差損益は、当該金融商品の償却原価を

基に算定している。金融負債が指定したヘッジ関係の一部ではない場合、為替差損益は、損益計算書に

認識している。外貨建金融負債の公正価値は、当該通貨により算定し、報告期間末現在の直物レートで

換算している。ＦＶＴＰＬで測定する金融負債の場合、当該為替部分は公正価値利得又は損失の一部を

構成し、当該金融負債が指定されたヘッジ関係の一部ではない場合には、純損益に認識する。

 

金融負債の認識の中止

金融負債は、当社の債務が免責、取消し、又は失効となった時にのみ認識を中止する。認識を中止し

た金融負債の帳簿価額と、支払った又は支払予定の対価との差額は、損益計算書に認識する。

 

金融資産及び金融負債の分類変更

　金融資産は、金融資産の管理に関する企業の事業モデルを変更する場合に限り、IFRS第９号に従い分

類変更を行う。この場合、影響を受けるすべての金融資産について、IFRS第９号の基本的な分類及び測

定の基準に従い分類変更を行うことになる。

　金融負債の分類変更は、IFRS第９号では認められていない。

 

公正価値の測定に適用する評価技法及び仮定

　金融資産及び金融負債の公正価は、以下の通り算定している。
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　・標準的な条件を有し、活発な流動性のある市場で取引されている金融資産及び金融負債の公正価値

は、市場相場価格を参照して算定（「レベル１」）。

　・金融資産及び金融負債（デリバティブを除く。）の公正価値を、一般に認められている価格決定モ

デル（類似商品の観察可能な直近の市場取引価格及びディーラー相場価格を使用した割引キャッ

シュ・フロー分析に基づくモデル）に従い算定（「レベル２」）

　・金融資産及び金融負債の公正価値を、観察可能な市場データに基づかない評価技法（観察可能でな

いインプット）により算出（「レベル３」）

　当社の金融資産及び金融負債の公正価値はすべて、レベル１（2017年：レベル１）で算定している。

 

デリバティブ及びヘッジ

　当社は、デリバティブを利用して、為替変動に係るリスクの経済的ヘッジ及び一定のシード投資に係

る市場価格エクスポージャーの経済的ヘッジを行っている。当社の方針では、トレーディング目的のデ

リバティブは行わない。当社は、デリバティブを正式なヘッジ手段として指定していないため、ヘッジ

会計は適用していない。

　デリバティブは、デリバティブの契約締結日に公正価値で当初認識し、その後は各財政状態計算書日

において公正価値で再測定を行う。公正価値の再測定から生じる利得又は損失は、損益計算書に直ちに

認識している。

　公正価値がプラスのデリバティブは金融資産として認識し、公正価値がマイナスのデリバティブは金

融負債として認識する。デリバティブの残存期間が12ヶ月超で、12ヶ月以内の実現又は決済が予想され

ない場合には、非流動資産又は非流動負債に表示している。その他のデリバティブは、流動資産又は流

動負債に表示している。
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３　重要な会計上の判断及び見積りの不確実性の主要な要因

 

法人所得税

当社は法人所得税の対象となっており、納税引当金の算定には判断が要求される。最終的な税額の決

定が不確実な多数の取引及び計算が存在する。当社は、期日に支払う可能性の高い税金の見積額に基づ

き、納税引当金を認識している。最終的な税額が当初計上額と異なる場合、当該差異は算定が行われた

期間の当期法人所得税及び繰延税金に影響を及ぼす。

明細は注記６に記載している。

 

４　収益

　当社の収益は、すべてミューチュアル・ファンドの投資運用及び関連サービスの提供に関するもので

ある。下表では、2018年度及び2017年度の当社の収益を表示しており、投資顧問報酬、管理報酬、及び

販売報酬を投資形態毎に分解している。当社の収益認識方針及びIFRS第15号の適用の詳細については、

注記２「会計方針」を参照のこと。

   （単位：千米ドル）

   修正再表示後

 2018年度  2017年度

現金運用 5,038  4,033

株式 520  789

債券 2,586  2,978

複合資産 5,970  5,484

収益合計 14,114  13,284

 

下表では、契約資産及び顧客との契約から生じた債権の情報について記載している。

   （単位：千米ドル）

 2018年12月31日現在  2017年12月31日現在

契約資産 2,301  1,702

 

　　　契約資産は、サービスと交換に受け取る対価に対する当社の条件付権利であり、主にサービスと交換

に受け取る未だ請求を行っていない未収収益に関連するものである。これは、注記９で未収収益として

開示している。

 

残存履行業務に配分した取引価格

当社はサービスを履行するにつれて収益を認識しており、当該収益は当社が請求する権利を有してい

る金額に該当するため、IFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、残存履行業務に関する情報の開示

は行っていない。
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５　営業利益

　以下を控除して表示している。

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

為替差損 16  1

 

６　法人所得税

　当社はルクセンブルグの法人所得税、地方事業税及び富裕税の対象となっている。当社が属する連結

納税主体の一員として当社に配分された費用（法人所得税及び地方事業税）は、以下の通りである。

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

当期税金    

ルクセンブルグの法人税 237  220

ルクセンブルグの法人税の過年度の修正 (82) (7)

 155  213

 

当期の税引前利益に対する税額は、ルクセンブルグの法人税の標準税率26.01％（2017年度：

27.08％）よりも低い（2017年度：より低い）。

 

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

税引前利益 715  1,014

標準税率での法人税 186  275

課税所得(税務上の欠損金)の算定の際に損金不算入
となる費用に係る税効果の増加

―  2

財政状態計算書上の税額の換算により生じる未認識
の為替差損益による当期税金の増加(減少)

51  (57)

過年度の修正による当期税金の減少 (82) (7)

税金費用合計 155  213

 

７　非連結の組成された企業への関与

当社は、IFRS第12号に定義される組成された企業とみなされる投資ファンドを管理している。当社

は、IFRS第10号「連結財務諸表」で定める「支配」を有していないため、組成された企業を連結してい

ない。当社は、関連当事者からの投資顧問報酬、管理報酬、及び販売報酬の受領を通じて、当該非連結

の組成された企業の利益を受け取っている。当該非連結の組成された企業は、オープン・エンド型投資

会社として設定されている。

当該非連結の組成された企業は個々の投資目的及び投資方針を有しており、これらは販売に係る各書

類の条件の適用を受ける。ただし、すべての非連結の組成された企業は、主に第三者の投資者からの資

金を資産ポートフォリオに投資し、当該投資者に対して、当該資産の値上り益、当該資産からの配当収

益又はその両方からの収益を提供している。このため、投資者は、その保有する資産の将来価値に関す

る不確実性から生じる市場価格リスクの影響を受ける。

当該非連結の組成された企業は、投資者からの出資により資金調達を行っている。当社は、ブラック

ロック・グローバル・インベストメント・シリーズのスーパー・マネー・マーケット・ファンドに対す

る投資814千米ドル(2017年度：801千米ドル)を保有している。詳細は注記８を参照。
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2018年12月31日までの当年度に上記に関連して受領した報酬は、14,105千米ドル(2017年度：13,269千

米ドル*)であった。2018年12月31日現在の財政状態計算書上の帳簿価額は、2,301千米ドル(2017年度：

1,702千米ドル)であり、売掛金及び未収収益に表示している。

2018年12月31日現在の当社の運用対象資産は、22億米ドル(2017年度：23億米ドル)であった。

　　*2017年度に関連する金額は、注記17に記載の通り、修正再表示している。

 

損失に対する最大エクスポージャー

当社のこれらの非連結の組成された企業への関与に関連する最大損失エクスポージャーは、上述の帳

簿価額に限定されている。

 

財政的支援

当社は、当年度中に同社の非連結の組成された企業に対して財政的支援を一切提供しておらず、将来

において財政的支援を提供する契約上の義務又は現在の意図を有していない。

 

その他の情報

当社が保有する持分に付随する経済的権利又は議決権は、他の投資者の保有する経済的権利又は議決

権と違いはない。当社の非連結の組成された企業に対する持分の公正価値又はリスクに影響を及ぼす可

能性のある流動性の取決め、保証又はその他のコミットメントはない。

 

８　金融資産

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

非流動金融資産    

売却可能金融資産 814  801

 

売却可能資産の増減

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

取得原価    

１月１日現在 801  794

追加 13  7

12月31日現在 814  801

帳簿価額    

12月31日現在 814  801

 

　売却可能金融資産は、注記７に記載の通り、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シ

リーズのスーパー・マネー・マーケット・ファンドに対する当社の持分である。追加は、分配金の再投

資である。
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９　売掛金及びその他の債権

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

関連当事者に対する債権 336  242

未収収益 2,301  1,702

その他の債権 ―  4

 2,637  1,948

 

すべての売掛金及びその他の債権は１年以内に期限到来予定である。

 

10　現金及び現金同等物

   （単位：千米ドル）

 2018年度  2017年度

銀行預金 3,411  3,820

 

11　資本金

 

割当済・全額払込済株式

 

   2018年度    2017年度

 千株  千米ドル  千株  千米ドル

普通株式
１株当たり12.50米ドル

40  500  40  500

 

12　その他の準備金

 

法定準備金

ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済資本金の10％に達するまで、最低でも年間純利益（前

期繰越損失控除後）の５％を法定準備金に繰り入れることが要求されている。

　当該準備金は、会社の存続期間中は、現金配当その他の形で分配することはできない。

　すでに上限額である50千米ドルに達していたため、2018年度及び2017年度に繰入れは行わなかった。

当該準備金は財政状態計算書のその他の準備金に含まれている。

 

富裕税準備金

　年次総会の構成員は、当社が富裕税の控除を受けるために、富裕税特別準備金の設定を承認してい

る。この特別準備金の額は、予想される富裕税控除額の５倍である。富裕税負債に関して当該税額控除

の恩恵を受けるには、この富裕税特別準備金は５年間分配できない。当該準備金は財政状態計算書のそ

の他の準備金に含まれている。

　当年度中に合計128千米ドル（2017年度：124千米ドル）を富裕税準備金に繰り入れた。

さらに、2014年度以前に繰り入れた当該準備金合計125千米ドル（2017年度：45千米ドル）を取り崩

し、富裕税準備金から利益剰余金に振り替えた。

2018年12月31日現在の富裕税準備金は、482千米ドル（2017年度：479千米ドル）である。

 

13　買掛金及びその他の債務

   （単位：千米ドル）
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 2018年度  2017年度

その他の債務 38  37

関連当事者に対する債務 1,185  1,453

 1,223  1,490

 

すべての買掛金及びその他の債務は１年以内に期限到来予定である。

 

14　金融商品

 

金融資産

 

純損益を通じて公正価値で測定する、売買目的保有デリバティブ金融資産

 

（単位：千米ドル）

 帳簿価額  公正価値

 2018年度  2017年度  2018年度  2017年度

　　為替予約 1  1  1  1

 

評価方法及び仮定

デリバティブの公正価値は、相場価格により算定しているため、公正価値ヒエラルキーのレベル１に

区分している。

　財政状態計算書日現在、当社の取引に係る為替エクスポージャーをヘッジするため、為替予約を実施

していた。これらの先渡契約の期間は１ヶ月未満である。

 

償却原価で測定する金融資産

（単位：千米ドル）

 帳簿価額  公正価値

 2018年度  2017年度  2018年度  2017年度

現金及び現金同等物 3,411  3,820  3,411  3,820

売掛金及びその他の債権 2,637  1,948  2,637  1,948

 6,048  5,768  6,048  5,768

 

評価方法及び仮定

売掛金及びその他の債権：

　売掛金は通常短期間で決済されるため、これらの残高の公正価値は、帳簿価額（ＥＣＬ考慮後）と概

ね同等と判断される。財政状態計算書日現在、ＥＣＬは軽微と判断し、売掛金及びその他の債権に対す

る引当金の認識は行っていない。

 

金融負債

 

償却原価で測定する金融負債

（単位：千米ドル）

 帳簿価額  公正価値  
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 2018年度  2017年度  2018年度  2017年度  

買掛金及びその他の
債務

1,223  1,490  1,223  1,490  

  

評価方法及び仮定

買掛金及びその他の債務：

　買掛金は通常短期間で決済されるため、これらの残高の公正価値は、帳簿価額（潜在的減損損失考慮

後）と概ねと同等と判断される。

 

15　財務リスク管理及び金融資産の減損

当社は金融商品の使用により以下のリスクにさらされている。

・　信用リスク

・　流動性リスク

・　市場リスク

 

信用リスク及び減損

信用リスクは、売掛金、銀行口座又は通常の財務業務の一環として他のブラックロックのグループ会

社の口座に保有する余剰資金及びその他の資産投資に関連して発生する。売掛金に係る不履行リスク

（報酬収益取引の支払者に起因）は低いと考えられており、当社は基礎となる契約条件の範囲で未回収

の管理報酬及び業績連動報酬の決済に積極的に努め、売掛金に関する信用リスクに対するエクスポー

ジャーを最小化している。関係会社間残高は中央管理されており、合意の上で定期的に決済されてい

る。

担保も信用補完も有していないため、財政状態計算書に開示されている金融資産の帳簿価額は、当社

の信用リスクに対する最大エクスポージャーを表している。

当社は一定の状況下で一部の大口顧客に対するエクスポージャーによる信用リスクの集中にさらされ

ることがある。これらの顧客は外部の信用格付を有していない。

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の信用リスク・エクスポージャー及びリスク管理

純損益を通じて公正価値で測定する、売買目的保有デリバティブ金融資産

 

（単位：千米ドル）

2018年
最大エクスポー

ジャー
 貸倒引当金  帳簿価額

　　為替予約 1  ―  1

（単位：千米ドル）

2017年
最大エクスポー

ジャー
 貸倒引当金  帳簿価額

　　為替予約 1  ―  1

 

財政状態計算書日現在、当社の取引に係る為替エクスポージャーをヘッジするために、為替予約を実

施していた。これらの先渡契約の期間は１ヶ月未満である。

 

貸付金及び債権の信用リスク・エクスポージャー並びにリスク管理

（単位：千米ドル）

2018年
最大エクスポー

ジャー
 貸倒引当金  帳簿価額
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　　現金及び現金同等物 3,411  ―  3,411

　　売掛金及びその他の債権 2,637  ―  2,637

 6,048  ―  6,048

      

（単位：千米ドル）

2017年
最大エクスポー

ジャー
 貸倒引当金  帳簿価額

　　現金及び現金同等物 3,820  ―  3,820

　　売掛金及びその他の債権 1,948  ―  1,948

 5,768  ―  5,768

 

担保及びその他の信用補完

　当社は、担保もその他の信用補完も有していない。

 

信用格付分析

当社の現金及び現金同等物並びに売掛金及び債権の信用度の決定にあたり、スタンダード・アンド・

プアーズの信用格付を利用している。銀行預金はＡＡ－に格付けされており、売掛金及び債権は格付が

ない。
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償却原価で測定する金融資産

       （単位：千米ドル）

2018年

延滞も減損も
していない

項目の帳簿価額
 
延滞しているが
減損していない
項目の帳簿価額

 
延滞及び/又は
減損している
項目の帳簿価額

 減損前の金額  
現在までに
認識した減損

貸付金及び
債権

6,048  ―  ―  6,048  ―

       （単位：千米ドル）

2017年

延滞も減損も
していない

項目の帳簿価額
 
延滞しているが
減損していない
項目の帳簿価額

 
延滞及び/又は
減損している
項目の帳簿価額

 減損前の金額  
現在までに
認識した減損

貸付金及び
債権

5,768  ―  ―  5,768  ―

          

 

市場リスク

　市場リスクとは、金利、為替レート及び有価証券価格の変動が当社の資本及び/又は利益に影響を及ぼ

すリスクである。

 

為替リスク

為替リスクは、当社の外貨建資産が同一通貨建の負債と一致しない場合に発生する。当社は、投資顧

問報酬、管理報酬、及び販売報酬からの収益を米ドル建で稼得している。費用は主にユーロ建であるた

め、当社の収益はユーロと米ドルの為替の動向に伴い変動する。

為替エクスポージャーは定期的に監視され、最小化されている。通常、非経常項目に関連して生じる

為替エクスポージャーは性質上大きく、案件毎に管理されている。ブラックロック・グループの他の企

業との会社間債権債務に関連する為替エクスポージャーの管理に、為替予約を利用している。

 

感応度分析

感応度分析では、各財政状態計算書日における金融商品を対象とし、市場変数の変動を想定してい

る。ただし、世界的金融市場固有の不確実性により、特に市場リスクは相互依存的な傾向があり単独で

変動する可能性は低いことから、設定した仮定が実際の結果と大幅に異なる可能性がある点に留意が必

要である。

ユーロの為替レートが20％上昇又は下落することを想定する。20％は、為替リスクについて経営幹部

に社内報告する際に用いる感応率であり、経営者が判断する為替レートの合理的に起こり得る変動を表

している。

ユーロが20％上昇した場合、利益及び資本は41千米ドル減少する。

ユーロが20％下落した場合、利益及び資本は45千米ドル増加する。

 

16　関連当事者取引

　当年度中に発生した関連当事者との取引は、最終的親会社が支配する他の企業とのサービス費用に関す

るものであった。
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関連当事者からの利益及び債権

  （単位：千米ドル）

2018年度  兄弟会社

関連当事者に対する債権  336

 

  （単位：千米ドル）

2017年度  兄弟会社

関連当事者に対する債権  242

 

関連当事者に対する支出及び債務

    （単位：千米ドル）

2018年度    兄弟会社

委託した投資運用サービス及び割戻    14,278

その他の費用    99

    14,377

関連当事者に対する債務    1,185

 

    （単位：千米ドル）

2017年度  親会社  兄弟会社

委託した投資運用サービス及び割戻  ―  8,820

その他の費用  ―  102

  ―  8,922

関連当事者に対する債務  172  1,281

 

　　当年度中に管理者若しくは取締役会又はその他の関連当事者に対する貸付金はなかった。
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17　比較情報の修正再表示

注記２に記載の通り、当社は、当財務諸表からIFRS第15号を適用し、IAS第８号「会計方針、会計上の見

積りの変更及び誤謬」に従い前年度について修正再表示を行っている。下表は、当該修正再表示が損益計

算書の数値に与えた影響の要約である。

 

2017年度

    （単位：千米ドル）

  前年度報告額  
調整額
（i）

 修正再表示後

収益  1,149  12,135  13,284

売上原価  ―  (12,135) (12,135)

売上総利益  1,149  ―  1,149

管理費用  (145) ―  (145)

営業利益  1,004  ―  1,004

 

（i）2017年12月31日終了年度の収益は、他のグループ会社に対する投資運用・事務管理サービス費用及び割

戻報酬を控除した純額で表示していたが、注記２に記載の通り、IFRS第15号に従い収益を総額で表示してい

る。営業利益に対する影響はない。

 

18　親会社及び最終的親会社

　当社の直接的な持株会社はブラックロック・グループ・リミテッド－ルクセンブルグ支店であり、最終

的親会社及び支配当事者はアメリカ合衆国デラウェア州で設立された会社であるブラックロック・インク

である。ブラックロック・インクは当社を含む最大かつ最小のグループの親会社で、グループの財務諸表

を作成している。当グループの財務諸表の写しは、ウェブサイトであればwww.blackrock.comのインベス

ター・リレーションズから請求することにより、又は55　イースト　52ストリート　ニューヨーク　

ニューヨーク州　10055、アメリカ合衆国宛てに、若しくはinvrel@blackrock.com.に電子メールで請求す

ることにより入手できる。

 

　　次へ
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４【利害関係人との取引制限】

　管理会社およびその他のブラックロック・グループ内の会社は、他の顧客のために取引を行う。ブ

ラックロック・グループ内の会社ならびにその従業員および他の顧客は、管理会社およびその顧客との

間の利益相反に直面する。ブラックロックは、利益相反に関する方針を保持する。顧客のために行うす

べての取引について、顧客の利益を害するリスクが残らないように、顧客の利益を害するリスクを完全

に緩和することが常に可能とは限らない。

　ブラックロックが合理的な確信をもって緩和できないと考えるリスクを生じさせる利益相反のシナリ

オは、以下のとおり開示される。本書および開示可能な利益相反のシナリオは、随時更新することがあ

る。

 

（１）ブラックロック・グループ内およびＰＮＣグループとの間の関係から生じる利益相反

ＰＡ取引

　ブラックロック・グループの従業員は、顧客の投資情報を取得可能である一方、個人口座を通じて

取引を行うこともできる。従業員が一定程度の規模の取引を行うことができた場合、顧客の取引の価

額に影響を及ぼすリスクがある。ブラックロック・グループは、従業員の取引が事前に承認されてい

ることを確保するために策定された個人取引方針を実施している。

従業員関係

　ブラックロック・グループの従業員は、ブラックロックの顧客または顧客との間に利益相反がある

その他の個人と関係を持つことがある。かかる従業員の関係は、顧客の利益を犠牲にして、従業員の

意思決定に影響を及ぼすことがある。ブラックロック・グループは、利益相反に関する方針を保持し

ており、それに基づき、従業員にあらゆる潜在的な利益相反の申告を義務づけている。

大株主－ＰＮＣ

　ＰＮＣフィナンシャル・サービシズ・グループ・インコーポレーテッド（以下「ＰＮＣ」とい

う。）は、ブラックロック・インクの議決権付普通株式の20.9％を保有する。締結済みの株主間契約

によって、ＰＮＣは、ブラックロック・インクの取締役会の取締役２名を指名することができる。ブ

ラックロック・グループ内の会社は、顧客にとって不都合な影響をＰＮＣから不当に受ける可能性が

ある。ブラックロック・インクおよびＰＮＣの双方は、独立してかつ個別に運営され、両者間のすべ

ての取引および収益は、ブラックロック・インクの委任状勧誘通知において開示される。また、ＰＮ

Ｃは、議決権を行使する際に、不当な影響を及ぼすことを防ぐため、ブラックロック・インクの取締

役会の勧告に従って議決権を行使しなければならない。

 

（２）管理会社の利益相反

プロバイダー・アラジン

　ブラックロック・グループは、その投資運用業務全体にわたり、単一のテクノロジー・プラット

フォームとして、アラジンのソフトウェアを使用している。保管業務提供者およびファンドの事務管

理業務提供者は、ＡＩＦＭおよび管理会社が使用するデータにアクセスするために、アラジンのソフ

トウェアの一種であるプロバイダー・アラジンを使用することができる。各業務提供者は、プロバイ

ダー・アラジンの使用の対価として、ブラックロック・グループに報酬を支払う。プロバイダー・ア

ラジンの使用に関する業務提供者の契約によって、管理会社が当該業務提供者の選任または選任の更

新を促されることで、潜在的な利益相反が生じることがある。かかる契約は、リスクを緩和するため

に、「アームズ・レングス」基準で締結される。

販売関係

　総販売会社は、販売業務および販売関連業務の対価として、第三者に報酬を支払うことがある。か

かる支払によって、第三者は、その顧客の最善の利益に反して、ファンドへの投資を働きかけること

を促すことがある。ブラックロック・グループ内の会社は、かかる支払がなされる法域におけるすべ

ての法律および規制の要件を遵守している。

取引費用
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　取引費用は、投資者がファンドに関する取引を開始または終了する際に発生する。ファンドの他の

顧客が加入・脱退の費用を負担するリスクがある。ブラックロック・グループは、希薄化防止規制

等、他の投資者の行為から投資家を保護するための方針および手続を整備している。

 

（３）ＡＩＦＭの利益相反

手数料およびリサーチ

　適用規制により許容される場合（疑義を避けるため付言するならば、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンド

を除く。）、ファンドの投資運用会社または投資顧問会社として行為する一部のブラックロック・グ

ループ内の会社は、一部の法域における特定のブローカーとの株式取引の際に発生した手数料を外部

調査の支払に充てることができる。調査は、これを賄った取引の顧客に限らず、より幅広い顧客に使

用されうるため、かかる取決めによって、一部のファンドが他よりも利益を得ることがある。ブラッ

クロック・グループは、各地域の適用規制および市場慣行の遵守を確保するために策定された手数料

利用方針を整備している。

競合注文の時機

　同時期またはほぼ同時期に生じた同一の有価証券に関する同一方向の複数の注文を取り扱う際、Ａ

ＩＦＭは、注文の性質、規制上の制約または実勢の市場状況を考慮して、各注文につき全体として最

良の結果を、公平にかつ一貫して達成することを目指す。これは、通常、競合する注文の集約を通じ

て達成される。取引者が適格要件を満たす競合注文を集約しなかった場合、または適格要件を満たさ

ない競合注文を集約した場合、利益相反が生じること、すなわち、ある注文が他よりも有利な執行が

なされたように見えることがある。ファンドの具体的な取引指示について、他の顧客のためにより良

い執行条件が達成されるリスクがある（例えば、注文が集約に含まれなかった場合）。ブラックロッ

ク・グループは、注文の順位付けおよび集約について定める注文取扱手順および投資配分方針を整備

している。

同時期のロングおよびショートのポジション

　ＡＩＦＭは、異なる顧客のために同一の有価証券に関して同時に反対のポジション（すなわち、ロ

ングおよびショート）を設定し、保有しまたは手仕舞いすることがある。これにより、ＡＩＦＭのい

ずれか一方の顧客の利益が害されることがある。また、ブラックロック・グループ全体の投資運用

チームは、ロングのみのマンデートおよびロング・ショートのマンデートを有すること、すなわち、

あるポートフォリオにおいてロングで保有する有価証券を別のポートフォリオで空売りする可能性が

ある。ある勘定においてショート・ポジションをとる投資決定をした場合、別の顧客の勘定における

ロング・ポジションの価格、流動性または評価にも影響を及ぼすことがあり、その逆も同様である。

ブラックロック・グループは、複数の勘定を公平に扱うことを目的として、ロング・ショート（サイ

ド・バイ・サイド）に関する方針を運用している。

クロス取引－価格決定に関する利益相反

　同一の有価証券について複数の注文を取り扱う際、ＡＩＦＭは、最良の執行を得るために、反対の

フローを突き合わせて「クロス」取引を行うことがある。クロス取引において、執行が各顧客の最善

の利益のために行われないことがある（例えば、取引が公正かつ合理的な価格を構成しなかった場

合）。ブラックロック・グループは、クロス取引に関する方針を実施することでかかるリスクを軽減

する。
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ＭＮＰＩ

　ブラックロック・グループ内の会社は、顧客のために自ら投資する上場有価証券に関して、重要な

未公開情報（ＭＮＰＩ）を受領する。不正取引を防止するため、ブラックロック・グループは、情報

障壁を築き、関連する有価証券に関与する一または複数の投資チームによる取引を制限する。かかる

制限は、顧客勘定の投資パフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。ブラックロックは、重要な未

公開情報の障壁に関する方針を実施している。

ブラックロックの投資制限または制約および関係当事者

　ファンドは、ブラックロック・グループの顧客の勘定に全体として適用される、一定の法域におけ

る保有基準制限および報告義務のために、投資活動を制限されることがある。かかる制限により投資

機会が失われることで、顧客に悪影響が及ぶことがある。ブラックロック・グループは、限られた投

資機会を、影響を受けた勘定の間で長期的に公平かつ公正に割り当てるために策定された投資および

取引の配分に関する方針に従ってかかる利益相反に対処している。

関係当事者商品への投資

　ＡＩＦＭは、顧客向けの投資運用業務を提供しながら、他の顧客のためにブラックロック・グルー

プ内の会社が提供する商品に投資することがある。ブラックロックは、自社またはその関連会社が提

供する業務を推薦することもできる。かかる活動は、ブラックロックに増収をもたらすことがある。

かかる利益相反に対処するにあたり、ブラックロックは、投資ガイドラインの遵守を目指し、企業倫

理・行動規範を整備している。

投資配分および優先順位

　ある顧客のためにある有価証券の取引を執行する際、注文が集約され、集約された注文を複数の取

引により充足させることがある。他の顧客の注文と集約して取引が執行された場合、これらの取引を

配分する必要性が生じる。ＡＩＦＭがある顧客の勘定に取引をどの程度容易に配分できるかは、当該

顧客が指示した取引の規模に対する当該取引の規模および価格により制限されることがある。配分プ

ロセスの結果、ある顧客が最善の価格での取引の利益をすべて得ることができないことがある。ＡＩ

ＦＭは、全顧客の公正な扱いを長期的に確保するために策定された投資および取引の配分に関する方

針に従ってかかる利益相反に対処している。

ファンドの透明性

　ブラックロック・グループ内の会社は、顧客のポートフォリオのために自社が保有するブラック

ロック・ファンドに投資するにあたり、情報に関して有利となることがある。かかる情報優位によっ

て、ＡＩＦＭがファンドのために投資を行う前に、ブラックロック・グループ内の会社がその顧客の

ために投資を行うことがある。損失のリスクは、ブラックロック・グループの受益証券の価格決定お

よび希薄化防止メカニズムを通じて緩和される。

サイド・バイ・サイド・マネジメント：成功報酬

　ＡＩＦＭは、異なる料金体系を有する複数の顧客勘定を管理している。かかる相違によって、従業

員が、報酬が定額の勘定または報酬の支払のない勘定よりも成功報酬が支払われる勘定を選り好みす

ることが促され、同様のマンデートを有する顧客勘定の間で、パフォーマンス水準が一貫しない結果

となるリスクがある。ブラックロック・グループ内の会社は、企業倫理・行動規範を遵守することに

よりかかるリスクに対処している。

 

　上記の利益相反に加え、以下の場合にもＡＩＦＭとその許可を受けた受任者との間に利益相反が生

じることがある。すなわち、(ⅰ）受任者が、ＡＩＦＭを支配するまたはその行動に影響を及ぼすこと

ができる場合であって、ＡＩＦＭおよび受任者が、同じグループの一員であるまたはその他の契約関

係を有する場合（この場合、利益相反の可能性は、かかる支配の程度が大きければ大きいほど高くな

る）、(ⅱ）ファンドへの投資者が、受任者を支配するまたはその行動に影響を及ぼすことができる場

合であって、受任者および投資者が、同じグループの一員であるまたはその他の契約関係を有する場

合（この場合、利益相反の可能性は、かかる支配の程度が大きければ大きいほど高くなる）、(ⅲ）受

任者が、ファンドまたはファンドの投資者の費用負担で、金銭的利益を得るまたは金銭的損失を回避

する可能性がある場合、(ⅳ）受任者が、ＡＩＦＭまたはファンドに提供されるサービスまたは業務の
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結果について利害関係を有する可能性がある場合、(ⅴ）受任者に、ファンドまたはファンドの投資者

の利益より別の顧客の利益を優遇する金銭的その他の動機がある可能性がある場合、(ⅵ）受任者が、

ＡＩＦＭ以外の者から、ＡＩＦＭおよびファンドに提供される集団的なポートフォリオ運用活動に関

して、かかるサービスの標準的な手数料または報酬以外に、金銭、商品またはサービスの形で報奨金

を受領している、またはする可能性がある場合である。

　また、ＡＩＦＭ自ら、ＡＩＦＭの従業員または支配によりＡＩＦＭと関連のある者（受任者を含

む。）が、以下に該当するために潜在的な利益相反が生じることがある。

(a）ファンド、顧客グループの中のある顧客またはファンドへの投資者の費用負担で、当該投資者

または当該ファンドの利益に反する金銭的利益を得る（または損失を回避する）可能性が高い

場合。

(b）ある投資者、ファンド、顧客または顧客グループの利益よりも別の投資者、ファンド、顧客ま

たは顧客グループの利益を優遇する金銭的その他の動機がある場合。

(c）ファンドもしくはその投資者、もしくはある顧客に提供されるサービス／業務、またはファン

ド、顧客もしくは投資者に代わって行われた取引の結果について、ファンドがかかる結果につ

いて有するものとは異なる利害関係を有する場合。

(d）別のファンド、顧客またはファンド以外の顧客のために行う業務と同じ業務をファンドのため

に行う場合。

(e）ファンドまたはその投資者以外の者から、かかるサービスの標準的な手数料または報酬以外

に、金銭、商品またはサービスの形で報奨金を受領する場合。

(f）ＡＩＦＭまたは投資顧問会社の一または複数を支配する受任者を選任する場合、および／また

はかかる受任者がファンドへの投資者を自ら支配する場合。

(g）実施されたもしくはプライム・ブローカーに引き渡された取引またはプライム・ブローカーが

ファンドに提供したその他のサービスに関し、ファンドまたはその投資者の利益とは異なる商

業的利益を有するプライム・ブローカーを選任する場合。

 

５【その他】

ａ．定款の変更

　管理会社の定款の変更、増資または解散に関しては、株主総会の決議が必要である。

ｂ．事業譲渡または事業譲受

　ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ

き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲

渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。特に、管理

会社が６か月以上業務を停止した場合、ＣＳＳＦは、2010年法に基づき管理会社に対して付与した承

認を撤回することができる。

ｃ．訴訟事件その他の重要事項

　管理会社の親会社であるブラックロック・インクおよびその多数の子会社（以下、総称して「ブ

ラックロック」という。）は、その時々において、通常の業務過程で生じる業務上の訴訟の対象と

なっている。過去の訴訟のいずれも、ブラックロックの業務に重大な影響を及ぼしたことはなく、ま

た現在係属中の訴訟のいずれも、かかる重大な影響を及ぼすことはない見込みである。

　上記を除いて、訴訟事件その他、管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はない。

　管理会社の会計年度は12月31日に終了する１年である。

　管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで

きる。
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1）ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

（BlackRock Asset Management Ireland Limited）（ＡＩＦＭ）

①　資本金の額

　2018年12月末日現在、125,000スターリング・ポンド（約1,723万円）

（注）スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）の円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社

三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド＝137.82円）による。以下、英ポンドの円貨表示は

すべてこれによるものとする。

②　事業の内容

　ＡＩＦＭは、非公開の株式会社であり、1995年１月19日にアイルランドにおいて設立された。Ａ

ＩＦＭは、ブラックロック・インク（BlackRock, Inc.）の間接的な完全所有子会社である。

　ＡＩＦＭの主たる活動は、ファンドのような集団投資スキームに対する資産運用業務および管理

事務業務の提供である。

 

(2）ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

（BlackRock Investment Management (UK) Limited）（投資顧問会社および総販売会社）

①　資本金（株式資本）の額

　2018年11月末日現在、94,484,948英ポンド（約130億円）

②　事業の内容

　英国において、投資運用業を営んでいる。

 

(3）ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー

（State Street Bank Luxembourg S.C.A.）（保管受託銀行および管理事務代行会社）

①　資本金（株式資本）の額

　2019年５月末日現在、65,001,137.50ユーロ（約79億1,324万円）

（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

（１ユーロ＝121.74円）による。以下、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。

②　事業の内容

　ルクセンブルグの法律に基づき有限責任パートナーシップとして設立された銀行である。

 

(4）Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー

（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.）（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

①　資本金（株式資本）の額

　2018年12月末日現在、17,376,810米ドル（約19億33万円）

②　事業の内容

　1973年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行

業務に従事している。

 

(5）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

Operations (Luxembourg) S.à r.l）（管理業務会社）

①　資本金の額

　2019年５月末日現在、2,623,500ユーロ（約３億1,938万円）

②　事業の内容

　ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エルは、ルクセン

ブルグを所在地とするブラックロックの運営会社であり、オフショアまたはクロスボーダーのリ
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テール向け商品（ルクセンブルグ、ケイマン諸島およびアイルランドで設定されたミューチュア

ル・ファンド）をサポートしている。同社の主要な取組みは、ファンド業務に関するプロジェクト

および例外事項である。プロジェクトには、ファンドの変更、運用開始および終了ならびにファン

ドに関連するまたは影響するその他の事項（ＵＣＩＴＳ Ｖ等）が含まれ（ただし、これらに限定さ

れない。）、例外事項には、通常の事業に対する例外事項またはその中断（価格の伝達に関する問

題または誤謬等）が含まれる（ただし、これらに限定されない。）。同社は、包括的な管理調整業

務を行っており、それには保管およびファンド会計等の第三者たる業務提供者に対するすべての委

託活動が含まれる。

 

(6）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員および日本における販売会社）

①　資本金の額

　2019年３月末日現在、8,000百万円

②　事業の内容

　日本において金融商品取引法に基づき、金融商品取引業を営んでいる。また、他の外国投資信託

証券の代行協会員としての業務を行っている。

 

２【関係業務の概要】

(1）ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

（BlackRock Asset Management Ireland Limited）（ＡＩＦＭ）

　管理会社とのオルタナティブ投資運用契約に基づき、オルタナティブ投資運用業務を行う。

　ＡＩＦＭは、ファンドに関する組入証券の管理およびリスクの管理機能の執行に責任を負う。ＡＩ

ＦＭは、ファンドの資産の評価にも責任を負う。ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭＤ規則に従って、アイルラン

ド中央銀行より、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為する権限を付与されている。ＡＩＦ

Ｍは、ＡＩＦＭＤに従って遂行するその業務の結果生じる可能性のある職業賠償責任リスクを、ＡＩ

ＦＭＤ規則により置き換えられたとおり、「自らの資産」を通じてカバーする。

　ＡＩＦＭは、各ポートフォリオに関して、関連する投資制限に従いファンドの投資方針を実行する

責任を負う。

　ＡＩＦＭは、資産の組入証券の日々の運用を投資顧問会社に委任した。投資顧問会社は、各ポート

フォリオの投資目的および投資方針に従って、常にＡＩＦＭの監督および指示の下に、各ポートフォ

リオの資産の投資を運用することについて、ＡＩＦＭに責任を負う。

 

(2）ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

（BlackRock Investment Management (UK) Limited）（投資顧問会社および総販売会社）

　ＡＩＦＭとの投資顧問契約に基づき、投資運用業務および投資顧問業務を行う。

　また、管理会社との販売契約に基づき、受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケティング

業務の提供ならびに販売会社の選任を行う。

　総販売会社は、販売が行われる法域に適用ある法律に従うことを条件に、ファンドを直接販売する

権限を有しており、また、ファンドの他の販売会社を任命する権限を有している。総販売会社は、第

三者販売会社と再委託販売契約を締結することができる。総販売会社は、事務管理業務の一部を行わ

せるため、ブラックロック（チャネル・アイランズ）リミテッド（BlackRock (Channel Islands)

Limited）（以下「ＢＣＩ」という。）を選任した。ＢＣＩは、1972年８月10日に無期限でジャージー

において設立された有限責任の会社である。

 

(3）ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エー

（State Street Bank Luxembourg S.C.A.）（保管受託銀行および管理事務代行会社）

　管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管受託業務、純資産価格の計算、会計帳簿の記帳お

よび受益証券発行等、保管受託銀行および管理事務代行会社としての業務を行う。
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　保管受託銀行の業務には、特に以下が含まれる。

(ⅰ）ファンドのキャッシュ・フローが適切に監視され、また、ファンドの受益証券または投資証券

の申込みに伴い投資者によりまたは投資者に代わって行われたすべての支払が受領されたこと

を確保すること。

(ⅱ）ファンドの資産を保管すること。これには、(a）保管受託銀行の帳簿に開設された金融商品口

座に記録することができるすべての金融商品および保管受託銀行に物理的に交付することがで

きるすべての金融商品を保管すること、および(b）その他の資産について、かかる資産の所有

権を確認し、適宜、記録を保持することが含まれる（以下「保管機能」という。）。

(ⅲ）ファンドのために管理会社により実行されるファンドの受益証券または投資証券の販売、発

行、買戻し、償還および消却が、適用ある国内法および約款に従って行われることを確保する

こと。

(ⅳ）ファンドの受益証券または投資証券の価格が、適用法および約款に従って計算されることを確

保すること。

(ⅴ）適用ある国内法または約款に抵触しない限り、ＡＩＦＭの指示を実行すること。

(ⅵ）ファンドの資産に関する取引において、いかなる対価も、通常の期限内に送金されることを確

保すること。

(ⅶ）ファンドの利益が、適用ある国内法および約款に従って充当されることを確保すること。

　保管受託銀行は、ファンドに関連のある保管に係る役割および責任に関する、適用ある法律（ＡＩ

ＦＭＤレベル２により実施され、2013年法により置き換えられたＡＩＦＭＤの規定を含む。）を遵守

する。

　保管受託銀行は、その保管機能の遂行を委任する契約書を締結した。かかる副保管受託銀行の一覧

は、http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.htmlにおい

て、入手可能である。保管受託銀行の責任は、保管受託銀行が保管機能を第三者に委任したことによ

る影響を受けない。保管受託銀行は、米国の取引代行機関を起用することが予想されるが、その費用

は、ファンドが負担する。

　保管受託銀行は、保管受託銀行の保管機能の一環として保管されるファンドの金融商品の損失につ

いて、ファンドに対し責任を負う（保管受託銀行が、かかる金融商品に関してその保管機能を委任し

ているか否かを問わない。）。ただし、かかる責任の履行が受任者に委任された場合（かかる免責

は、受益者に通知される。）または金融商品の損失が、ＡＩＦＭＤに定める合理的な支配を超える外

部要因に基づき生じた場合を除く。

　委任された保管機能、関連する受任者の身元、当該委託により生じうる利益相反、ならびに、より

一般的な、ファンド、受益者、管理会社および保管受託銀行の間での潜在的な利益相反に係る情報

は、管理会社の登録上の事務所で入手可能である。
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(4）Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー

（J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.）（登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）

　Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、管理会社との契約に基づき、ファン

ドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換

えならびに支払事務代行業務等を行う。

 

(5）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

Operations (Luxembourg) S.à r.l）（管理業務会社）

　管理会社との業務契約に基づき、ファンドのために会社関係業務および管理調整業務を提供する。

 

(6）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（代行協会員および日本における販売会社）

　日本におけるポートフォリオに関する代行協会員業務、および日本におけるクラスＡ受益証券（米

ドル建て）の募集について、ポートフォリオの日本における販売会社としての業務を行う。

 

３【資本関係】

　管理会社、ＡＩＦＭ、投資顧問会社兼総販売会社および管理業務会社の最終的な親会社は、ブラック

ロック・インクである。
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第３【投資信託制度の概要】
 

定　　　　義

 

1915年法　　　　　　　 商事会社に関する1915年８月10日法（改正済）

1993年法　　　　　　　 金融セクターに関する1993年４月５日法（改正済）

2010年法　　　　　　　 投資信託に関する2010年12月17日法

ＳＩＦ法　　　　　　　 専門投資信託に関する2007年２月13日法（改正済）

ＡＩＦＭＤ　　　　　　 オルタナティブ投資信託運用者（以下「ＡＩＦＭ」という。）に関する欧州議会お

よび理事会の2011年６月８日付指令2011／61／ＥＵ

ＡＩＦＭ法　　　　　　 オルタナティブ投資信託運用者に関する2013年７月12日法

ＣＳＳＦ　　　　　　　 ルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会

ＥＣ　　　　　　　　　 欧州共同体

ＥＥＣ　　　　　　　　 欧州経済共同体（現在はＥＣが継承）

ＥＵ　　　　　　　　　 欧州連合（特に、ＥＣにより構成）

ＦＣＰ　　　　　　　　 契約型投資信託

ＫＩＩＤ　　　　　　　 指令2009／65／ＥＣ（以下に定義される。）第78条および2010年法第159条に言及

される主要投資家情報文書

加盟国　　　　　　　　 ＥＵ加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であるＥＵ加盟国以外の

国で、当該契約および関連の法律に定める制限内でＥＵ加盟国に相当するとみなさ

れる国

パートⅠファンド　　　 （特に指令2009／65／ＥＣをルクセンブルグ法において導入する）2010年法パート

Ⅰに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般

に「ＵＣＩＴＳ」と称する。

パートⅡファンド　　　 2010年法パートⅡに基づく投資信託

ＰＲＩＩＰ　　　　　　 パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品

ＳＩＣＡＦ　　　　　　 固定資本を有する投資法人

ＲＡＩＦ　　　　　　　 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド

ＲＥＳＡ　　　　　　　 ルクイ・エレクトロニーク・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン

ＳＩＣＡＶ　　　　　　 変動資本を有する投資法人

ＵＣＩ　　　　　　　　 投資信託

ＵＣＩ管理会社　　　　 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社

ＵＣＩＴＳ　　　　　　 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託

ＵＣＩＴＳ所在加盟国　 指令2009／65／ＥＣ第５条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた

加盟国

ＵＣＩＴＳホスト加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、ＵＣＩＴＳ所在加盟国以

外の加盟国

ＵＣＩＴＳ管理会社　　 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社

ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令　　 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）に関

する法律、規則および行政規定の調整に関する欧州議会および欧州理事会の指令

2009／65／ＥＣを、保管受託機能、報酬に関する方針および制裁に関して改正する

欧州議会および欧州理事会の2014年７月23日付指令2014／91／ＥＵ
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Ｉ．　　　ルクセンブルグの投資信託の形態

 

１．　　　投資信託に関する法令の歴史の概要

 

1988年４月１日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年

８月25日法、1915年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されて

いた。

1983年８月25日法は、指令85／611／ＥＥＣ（以下「ＵＣＩＴＳ Ⅰ指令」という。）の規定をル

クセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年３月30日法（改正済）に取って代

えられた。

投資信託に関する2002年12月20日法（改正済）（以下「2002年法」という。）は、ＵＣＩＴＳ Ⅰ

指令を改正する指令2001／107／ＥＣおよび指令2001／108／ＥＣ（以下「ＵＣＩＴＳ Ⅲ指令」と

いう。）をルクセンブルグ法に導入した。

専門投資信託に関する2007年２月13日法（改正済）（以下「ＳＩＦ法」という。）は、2007年、

機関投資信託に関する1991年法に取って代わった。これらの投資信託は、当該ビークルへの投資

に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供される。専門

投資信託（以下「ＳＩＦ」という。）は、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがって

ＵＣＩの一種として区分されている。ＳＩＦは、会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性

を提供する。ＳＩＦ法は、2012年３月26日付法律により改正された。適格投資家は、機関投資家

およびプロの投資家のみならず、ＳＩＦ法第２条に記載される条件を満たした、情報に精通した

個人投資家も含まれる。

2010年法は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関する法律、規則および行政規定の

調整に関する欧州議会および理事会の2009年７月13日付指令である指令2009／65／ＥＣ（以下

「指令2009／65／ＥＣ」という。）をルクセンブルグ法に導入した。

 

２．　　　2010年法の効力発生

 

●　既存のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩＴＳ管理会社は、2011年７月１日に2010年法の適用対象と

なった。2012年７月１日以降、すべてのＵＣＩＴＳは、その簡易目論見書を新たな主要投資家

情報文書（以下「ＫＩＩＤ」という。）に変更しなければならないという2010年法第159条の

対象となる。

●　2011年１月１日以降、これまで2002年パートⅡに従っていたＵＣＩは、2010年法パートⅡの

適用対象となる。権限の委託に関する一定の規定は、2012年７月１日に効力が発生した。

●　2011年１月１日以降、既存のＵＣＩ管理会社は、2010年法の適用対象となった。権限の委託

に関する一定の規定は、2012年７月１日に効力が発生した。

●　2010年法の財務に関するすべての規定は、2011年１月１日に効力が発生した。

 

３．　　　ＡＩＦＭ法の効力発生

 

●　ＡＩＦＭ法は2013年７月15日に発効した。同法はルクセンブルグ法にＡＩＦＭＤを導入し、

さらに、2010年法およびＳＩＦ法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ.ＡＩ

ＦＭ法」を参照のこと。

 

４．　　　ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令の導入
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●　ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令は2016年３月18日に発効し、また、ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令を導入するルク

センブルグの2016年５月10日法は、2016年６月１日に発効した（ＵＣＩＴＳ Ｖ 法）。

●　2015年12月18日、保管受託銀行の責任に関してＵＣＩＴＳ Ｖ 指令を補完する委員会の委託

規則（ＥＵ）2016／438（レベル２措置）が公布された。当該規則は、その後、2016年３月24

日に欧州連合官報（ＯＪＥＵ）にて公表され、2016年10月13日より適用されている。

●　（将来のＥＵのレベル２措置を見込んだ）ＣＳＳＦ通達14／587は現在、2016年10月13日に発

効したＣＳＳＦ通達16／644に取って代えられた。レベル２措置が特に適用されるすべての規

定（特に保管受託銀行との契約内容）は、新たな通達から除外された。当該通達は、ＵＣＩＴ

Ｓ Ｖ 法およびレベル２措置が特に適用されない特定の側面を明確にすることだけでなく、Ｕ

ＣＩＴＳ Ｖ 法およびレベル２措置の特定の側面を明確にすることを目的としている。

●　ＥＳＭＡはＵＣＩＴＳ指令の申請書に関する質問および回答（Ｑ＆Ａ）（定期的に更新され

る。）を公表した。

●　2010年法の適用に関するＱ＆Ａ文書もまた、ＣＳＳＦによって公表され、定期的に更新され

る。

 

５．　　　ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令に基づくきわだった変更に関する高レベルの概観

 

●　第Ⅱ章に記載されるとおり、2010年法に服するルクセンブルグのＵＣＩＴＳおよびルクセン

ブルグのＵＣＩに適用される規定は、ＵＣＩＴＳ Ｖ 法の効力が発生したことにより変更され

た。以下に当該変更に関する高レベルの概観を表記する。

 

●　保管受託銀行の責任体制

 

ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令は保管受託銀行として行為することのできる適格事業体に対する規制を強

化する。国家の中央銀行、十分な資金および適切なインフラを有する金融機関および規制され

た企業のみがＵＣＩＴＳの保管受託銀行としての適格性を有し、すべてのＵＣＩＴＳ資産の保

管を維持する。

ＵＣＩＴＳの資産は保管受託銀行が支払不能となった場合、加盟国の支払不能に関する法律に

規定されるとおり、明確な分別管理規則および防御規定により保護される。

保管受託銀行の責任は強化されている。保管受託銀行は、保管されているいかなるＵＣＩＴＳ

の資産の損失に対しても責任を負う。ＵＣＩＴＳの投資家は常に、保管受託銀行に対して直

接、救済を求める権利を有し、管理会社がかかる任務を遂行する能力に依拠することはない。

すべての保管受託契約は、ＵＣＩＴＳ Ｖ 委託規則（2016／438）において概説される６か月

の移行期間中（すなわち、2016年10月13日より前）に更新されなければならなかった。

2018年２月６日に可決されたオムニバス法に従い、ＵＣＩＴＳ Ｖの保管受託銀行制度は、ル

クセンブルグの領域内の小口投資家に販売される、ルクセンブルグにおいて認可または登録さ

れたＡＩＦＭによって運用されるパートⅡファンドにのみ適用されることとなった。

 

●　報酬

 

ＵＣＩＴＳの管理会社に対する報酬方針は、報酬慣行が、過度なリスク負担を推奨しないよう

にし、その代わりに健全かつ有効なリスク管理を推進するために導入されている。報酬慣行の

透明性は強化される。かかる報酬方針は、ＡＩＦＭＤ法の報酬方針に沿ったものである。

かかる報酬方針に関する情報は、2016年３月18日に、会社のウェブサイトにおいて提供されな

ければならなかった。2016年３月18日までにＵＣＩＴＳ目論見書をかかる情報により更新する
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必要はなかった。しかしながら、2016年３月18日より後にその他の目的のために目論見書を修

正する最初の機会には、かかる情報を目論見書に含める必要がある。ＫＩＩＤは、2016年３月

18日より後の可能となった最初の機会または次回の年次更新時に、報酬情報が含まれるよう更

新されなければならない。

さらに、ＵＣＩＴＳ Ｖ 法の第33条第２項に従って、上記の報酬に関する情報についても年次

報告書に含まれるものとする。

 

●　統一された制裁制度

 

ＵＣＩＴＳ Ｖ 指令は、有効かつ統一された制裁を確保するため、既存の制度を強化する。協

力関係が強化された統一システムは、ＵＣＩＴＳの規則違反をより有効に発見できるようにす

る。

 

Ⅱ．　　　2010年法に従うルクセンブルグのＵＣＩＴＳおよびＵＣＩ（2016年５月10日法により改正済）

 

１．　　　2010年法に従うルクセンブルグのＵＣＩＴＳまたはＵＣＩの概要

 

1.1.　　　一般規定とその範囲

1.1.1.　　2010年法は、５つのパートから構成されている。

パートＩ　　ＵＣＩＴＳ（以下「パートⅠ」という。）

パートⅡ　　その他のＵＣＩ（以下「パートⅡ」という。）

パートⅢ　　外国のＵＣＩ

パートⅣ　　管理会社

パートＶ　　ＵＣＩＴＳおよびその他のＵＣＩに適用される一般規定

2010年法は、パートⅠが適用されるＵＣＩＴＳとパートⅡが適用されるＵＣＩを区分して取り

扱っている。

1.1.2.　　ＥＵのいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに基づきＵＣＩＴＳとしての適格

性を有しているすべてのファンドは、他のＥＵ加盟国において、指令2009／65／ＥＣが当該国に

おいて立法化されている限度において、その投資口または受益証券を自由に販売することができ

る。

1.1.3.　　2010年法第２条第２項は、第３条に従い、ＵＣＩＴＳを、以下のように定義している。

－　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第１項に記載されるそ

の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の

目的とする投資スキーム、ならびに

－　その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻

される投資スキーム（受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じる

ことがないようにするためのＵＣＩＴＳの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされ

る。）。

1.1.4.　　2010年法第３条は、同法第２条のＵＣＩＴＳの定義に該当するものの、パートＩファンドたる適

格性を有しないファンドを列挙している。

－　クローズド・エンド型のＵＣＩＴＳ

－　ＥＵまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元

本を調達するＵＣＩＴＳ

－　約款または設立文書に基づき、ＥＵ加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販

売しうるＵＣＩＴＳ
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－　2010年法第５章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であると

ＣＳＳＦが判断する種類のＵＣＩＴＳ

1.1.5.　　法的形態

2010年法パートⅠまたはパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。

１）契約型投資信託（fonds commun de placement (ＦＣＰ),contractual common fund）

２）投資法人（investment companies）

－　変動資本を有する投資法人（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）

－　固定資本を有する投資法人（以下「ＳＩＣＡＦ」という。）

契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および一般契

約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。

 

1.2.　　　契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要

1.2.1.　　契約型投資信託（ＦＣＰ）

契約型の投資信託は、ＦＣＰそれ自体、その管理会社（以下「管理会社」という。）およびその

保管受託銀行（以下「保管受託銀行」という。）の三要素から成り立っている。

ＦＣＰの概要

ＦＣＰは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、譲渡性のある証券およびその他の資産の

分割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および財産の分配に参

加する権利を有する。ＦＣＰは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投

資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社

との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法および2010年法に従っ

ている。

投資家は、ＦＣＰに投資することにより、管理会社との間に確立されるＦＣＰに関連する契約上

の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、ＦＣＰの約款（以下を参照のこと。）に基づく。ＦＣＰ

への投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、ＦＣＰの受益証券（以下「受益証券」

という。）に対する権利を有する。

ＦＣＰの受益証券の発行の仕組み

ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格（約款にその詳細が規定されることが求めら

れる。）に基づいて継続的に発行される。

管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証

券または受益権を証する確認書を発行し、交付する。

受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、ＦＣＰによりいつでも買い戻されるこ

とができるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条

に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第２項および第３項

に基づくものである。

パートⅡファンドについて、ＣＳＳＦ規則は、2010年法第91条に従い、ＦＣＰの受益証券の発行

価格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。ＩＭＬ通達91／75は、パートⅡ

ファンドがその受益証券（または投資口）の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間

隔で（原則として月に一度以上）決定しなければならない旨を定める。

約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。

ＦＣＰの分配方針は約款の定めに従う。

パートⅠファンドに関する2010年法第９条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関

する2010年法第91条は、ＣＳＳＦ規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。

（注）本書の日付現在、当該規則は制定されていない。

主な要件は以下のとおりである。
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－　ＦＣＰの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はＦＣＰとしての認可が得ら

れてから６か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、ＣＳＳＦ規則に

よって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。

－　管理会社は、ＦＣＰの運用管理業務を約款に従って執行する。

－　発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも１か月に２度は計算さ

れ、その他のすべてのＦＣＰについては少なくとも１か月に１度は計算されなければならな

い。

－　約款には以下の事項が記載される。

(a）ＦＣＰの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称

(b）提案されている具体的な目的に合致する投資方針およびその基準

(c）分配方針

(d）管理会社がＦＣＰから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算

方法

(e）公告に関する規定

(f）ＦＣＰの会計の決算日

(g）法令に基づく場合以外のＦＣＰの解散事由

(h）約款変更手続

(i）受益証券発行手続

(j）受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件

－　ＦＣＰは、ルクセンブルグの商業および会社登録機関（以下「ＲＣＳ」という。）において

登録されなければならない＊。

（＊）会社および組織に関する法律上の公表に係る制度を改革する2016年５月27日法を参照のこと。

（注）緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買

戻しの停止が受益者の全体の利益となる場合、ＣＳＳＦはこれらの停止を命ずることができ

る。

1.2.1.1.　保管受託銀行

ＣＳＳＦにより承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結

する保管受託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がＦＣＰの有するすべての証券お

よび現金を保管することにつき責任を負う。保管受託銀行は、ＦＣＰの資産の日々の運用に関す

るすべての業務を行う。保管受託銀行の任命は、保管受託銀行に対し保管機能、監督機能および

キャッシュ・フローの監視機能を委託する旨の書面による契約によって証明されなければならな

い。

保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。

－　ＦＣＰのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、払戻しおよ

び消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。

－　受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること（パートⅠファンドの

み）。

－　法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。

－　ＦＣＰの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。

－　ＦＣＰの収益が約款に従って使用されるようにすること。

－　投資家の利益のために、独立して、かつ単独で行為すること。

保管受託銀行は、ファンドのキャッシュ・フローの適切な監視について責任を負い、とりわけ、

ＵＣＩＴＳによって申込みおよび金銭が適切に受領されていることを確保し、現金が管理会社お

よびＵＣＩＴＳの名義で開設された個別の勘定に正確に帳簿記入されていることを確保する。

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

191/277



保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ支店でな

ければならない。パートⅠファンドの保管受託銀行は、その登録事務所は他の加盟国に所在する

ものでなければならない。保管受託銀行は、1993年法に定める金融機関でなければならない。

保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するＦＣＰに関する経験を有していなけれ

ばならない。このため、取締役およびその後任者に関する情報はＣＳＳＦに直ちに報告されなけ

ればならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、ま

たは保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。

管理会社所在加盟国が、2010年法パートⅠに従いＦＣＰの所在加盟国と同一でない場合、保管受

託銀行は、2010年法ならびにその他の適用される法律および法令に従いその権限を遂行しうるた

めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。

契約型投資信託の資産は、以下のとおり、保管受託銀行の保管に付されるものとする。

ａ）保管されうる金融商品について保管受託銀行は、以下を行うものとする。

（ｉ）保管受託銀行の帳簿において開設された金融商品の勘定に登録しうるすべての金融商

品および保管受託銀行に物理的に交付されうるすべての金融商品を保管すること。

（ⅱ）保管受託銀行の帳簿において開設された金融商品の勘定に登録しうるすべての金融商

品が、通達2006／73／ＥＣ第16条に記載の原則に従って、保管受託銀行の帳簿に契約

型投資信託を代理して行為する管理会社の名義で開設された分別勘定内に登録され、

随時適用法に従って契約型投資信託に帰属すると明確に特定されることを確保するこ

と。

ｂ）その他の資産について保管受託銀行は、以下を行うものとする。

（ｉ）契約型投資信託を代理して行為する管理会社によって提供された情報もしくは文書ま

たは（利用可能となる場合には）外部の証拠に基づき契約型投資信託が所有権を有し

ているか評価することにより、かかる資産に対する契約型投資信託の所有権を確認す

ること。

（ⅱ）契約型投資信託が所有権を有することが確認された資産について、記録を保管し、当

該記録を更新すること。

保管受託銀行は、管理会社に対し、契約型投資信託のすべての資産の包括的な目録を定期的に提

供するものとする。

保管受託銀行が保管する契約型投資信託の資産は、保管受託銀行または保管権限が委託されたい

かなる第三者によっても、自身の勘定のために再利用されてはならない。ただし、以下の場合を

除く。

ａ）資産の再利用が契約型投資信託の勘定のために実行される場合。

ｂ）契約型投資信託を代理してなされた管理会社の指示を保管受託銀行が遂行する場合。

ｃ）再利用が契約型投資信託および受益者の利益のためである場合。

ｄ）取引が所有権譲渡契約に基づき契約型投資信託によって受領された高品質かつ流動性のある

担保によってカバーされる場合。

担保の市場価値は、あらゆる時点において、再利用資産の市場価値とプレミアムの合計額または

それ以上であるものとする。

保管受託銀行および／またはルクセンブルグに所在する第三者で契約型投資信託の資産の保管を

委託された者が支払不能となった場合、保管されている契約型投資信託の資産は、かかる保管受

託銀行および／またはかかる第三者の債権者間での分配またはかかる債権者の利益のための換金

を目的に利用することはできない。

保管受託銀行は、以下の場合にのみ職務を第三者に委託することができる。

ａ）2010年法に定められた要件を回避する意図での任務委託ではない場合。

ｂ）保管受託銀行が当該委託に客観的な理由があると証明できる場合。
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ｃ）保管受託銀行が、その任務の一部を委託することを予定している第三者を選定および任命す

るにあたって、すべての正当な技量、配慮および注意を行使し、かつ、その任務の一部を委

託した第三者および当該第三者に委託された事項に関連する当該第三者の手配状況の定期的

な精査および継続的な監視においても、引き続きすべての正当な技量、配慮および注意を行

使する場合。

上記にかかわらず、第三国の法律上、特定の金融商品が現地の法主体によって保管されることが

義務付けられている場合で、その点において定められた委託要件を充足する現地の法主体が存在

しない場合、保管受託銀行は、委託要件を充足する現地の法主体が存在しない期間に限り、か

つ、以下の場合に限り、当該第三国の法律上義務付けられる範囲内でのみ当該現地の法主体にそ

の権限を委託することができる。

ａ）当該契約型投資信託の受益者が、その投資前に、かかる委託が第三国の法律における法的制

約によって義務付けられている事実、かかる委託を正当化する状況およびかかる委託に伴う

リスクについて適切に知らされている場合。

ｂ）管理会社が、契約型投資信託を代理して、保管受託銀行に対してかかる金融商品の保管をか

かる現地の法主体に委託するよう指示した場合。

なお、第三者は、当該権限を同一の条件の下で再委託することができる。

保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に従い、管理会社および受益者に対し、正当な理由のない義

務不履行または不適切な履行の結果、管理会社または受益者が被った損失につき責任を負う。

保管受託銀行の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及できるよう

になり、受益者は保管受託銀行を提訴できるようになった。

保管受託銀行の責任は、第三者に委託したことにより影響を受けない。

保管受託銀行またはその委託先によって保管された資産が消失した場合、保管受託銀行は、同一

の金融商品またはそれに相当する金額の資産を遅滞なくＵＣＩＴＳに返還する義務を負う。さら

に、保管受託銀行は、要求される基準に沿ってその職務を遂行したことにつき立証責任を負う。

1.2.1.2.　関係法人

（ｉ）投資運用会社・投資顧問会社

多くの場合、ＦＣＰの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契

約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範

囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続

的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。

パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は以下の

1.4.2.の(15）に定められた条件に従う。

パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、以下の1.4.1.の(1）に定められた条件

に従う。

（ⅱ）販売会社および販売代理人

管理会社は、ＦＣＰの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売

会社および／または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる（た

だし、その義務はない。）。

目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および

開示がなければならない。

1.2.2.　　会社型投資信託

会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、通常、公開有限責任会社（sociétés

anonymes）として設立されている。
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投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または１人の者が保有しうる投資

法人の投資口の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総

会において１口につき１個の議決権を付与する。

1.2.2.1.　変動資本を有する投資法人（ＳＩＣＡＶ）

2010年法に従い、ＳＩＣＡＶの形態を有する会社型投資信託を設立することができる。

ＳＩＣＡＶは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と

し、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいこ

とを規定した規約を有する公開有限責任会社（société anonyme）として定義されている。

ＳＩＣＡＶは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ

て廃止されない限度で適用される。

ＳＩＣＡＶは次の仕組みを有する。

投資口は、規約に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にＳＩＣＡＶによって

発行され買い戻される。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は投資口

の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。

2010年法に定められる最も重要な要件は以下のとおりである。

－　管理会社を指定しないＳＩＣＡＶの最低資本金は、認可時においては30万ユーロを下回って

はならない。管理会社を指定したＳＩＣＡＶを含めすべてのＳＩＣＡＶの資本金は、認可後６

か月以内に125万ユーロに達しなければならない。ＣＳＳＦ規則によりかかる最低資本金は、

60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。

－　取締役および承認された法定監査人ならびにそれらの変更はＣＳＳＦに届け出ることを要

し、ＣＳＳＦの異議のないことを条件とする。

－　規約中にこれに反する規定がない場合、ＳＩＣＡＶはいつでも投資口を発行することができ

る。

－　規約に定める範囲で、ＳＩＣＡＶは、投資主の求めに応じて投資口を買い戻す。

－　投資口は、ＳＩＣＡＶの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格

で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発

行の場合増額し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限

度額および手続はＣＳＳＦ規則により決定することができる。

－　通常の期間内にＳＩＣＡＶの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限り、ＳＩＣＡＶの

投資口を発行しない。

－　規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、ＳＩＣＡＶの資産評価の

原則および方法を特定する。

－　規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停

止される場合の条件を特定する。

－　規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する（パートⅠファンドについては最

低１か月に２回、またはＣＳＳＦが許可する場合は１か月に１回とし、パートⅠ以外のファン

ドについては最低１か月に１回とする。）。

－　規約は、ＳＩＣＡＶが負担する費用の性質を規定する。

1.2.2.2.　オープン・エンド型のその他の会社型投資法人

従来、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法人において

は、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが用いられ

ていた。

しかしながら、買戻会社の投資口買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に

限定されている。買戻会社の投資口は、通常、１株の資格株を除き、全額をファンドが所有して
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いる。この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の

準備金の額を超えることができない。

買戻会社を有しない投資法人も設立されているが、その規約は、投資主の請求があれば投資口を

買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。

1.2.2.3.　保管受託銀行

会社型投資法人の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。

保管受託銀行の業務は、ＦＣＰに関するものと統一されることとなった（上記1.2.1.1.）。

ファンドが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、パートⅠファンドの所在

加盟国と同一でない場合、保管受託銀行は、2010年法ならびにその他の適用される法律および法

令に従いその権限を遂行しうるために必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会

社と締結しなければならない。

1.2.2.4.　関係法人

投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人

上記1.2.1.2.「関係法人」中の記載事項は、原則として、ファンドの投資運用会社・投資顧問会

社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。

1.2.2.5.　会社型パートⅠファンドの追加的要件

以下の要件は、2010年法第27条にＳＩＣＡＶに関し定められているが、パートⅠファンドである

他の形態の会社型投資信託にも適用される。

(1）ＳＩＣＡＶが、指令2009／65／ＥＣに従い認可された管理会社を指定しない場合

－　認可の申請は、ＳＩＣＡＶの組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。

－　ＳＩＣＡＶの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該ＳＩＣＡＶが遂行する

業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびそ

の地位の後継者は、その氏名がＣＳＳＦに直ちに報告されなければならない。ＳＩＣＡＶ

の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも２名により決定されなければならな

い。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきＳＩＣＡＶを代理するか、ま

たはＳＩＣＡＶの方針を実質的に決定する者をいう。

－　さらに、ＳＩＣＡＶと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、Ｃ

ＳＳＦは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。

ＣＳＳＦは、また、ＳＩＣＡＶが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が

服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限

を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。

ＳＩＣＡＶは、ＣＳＳＦに対して、要求される情報を提供しなければならない。

記入済の申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつ

き連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

ＳＩＣＡＶは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、ＳＩＣＡＶの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、ＣＳＳＦ

が認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、

完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてＣＳＳＦに通知を行う義務を負うこととなる。

ＣＳＳＦは、ＳＩＣＡＶが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該ＳＩＣＡＶに付与した

認可を取り消すことができる。

(a）12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または６か月以上活動

を中止する場合

(b）虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合

(c）認可が付与された条件を満たさなくなった場合
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(d）2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ／または組織的に違反した

場合

(e）2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合

(2）以下の1.4.2.の(15）および(16）に定める規定は、指令2009／65／ＥＣに従い認可された管

理会社を指定していないＳＩＣＡＶに適用される。ただし、「管理会社」は「ＳＩＣＡＶ」と

解釈される。

ＳＩＣＡＶは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三

者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。

(3）指令2009／65／ＥＣに従い認可された管理会社を指定していないＳＩＣＡＶは、適用ある慎

重なルールを常に遵守しなければならない。

特に、ＣＳＳＦは、ＳＩＣＡＶの性格にも配慮し、当該ＳＩＣＡＶが健全な運用上および会計

上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム（特

に、その従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関す

る規則を含む。）を有すること。少なくとも、当該ＳＩＣＡＶに係る各取引がその源泉、関係

当事者、性質および取引が実行された日時・場所をたどることが可能であること、ならびに管

理会社が運用するＳＩＣＡＶの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていること

を確保するものとする。

 

1.3.　　　2010年法によるルクセンブルグのＵＣＩＴＳおよびＵＣＩの投資制限

Ａ）パートⅠファンド／ＵＣＩＴＳ

以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、ＦＣＰおよび会社型投資信託と同程度

まで適用される。

パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定さ

れている。

ＵＣＩＴＳが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法

第41条ないし第52条の目的において、個別のＵＣＩＴＳとしてみなされる。

主な規則および制限は以下のとおりである。

(1）ＵＣＩＴＳは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公

開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、そ

の純資産の10％を超えて投資することができない。ただし、かかる証券取引所または他の

規制された市場がＥＵ加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるＵＣＩ

ＴＳの約款または設立文書に規定されていなければならない。

(2）ＵＣＩＴＳは、指令2009／65／ＥＣに従い認可されたＵＣＩＴＳまたは同指令第１条第２

項第１号および第２号、ａ）およびｂ）に規定する範囲のその他のＵＣＩの受益証券に

（設立国が加盟国であるか否かにかかわらず）投資することができる。ただし、以下の要

件を充足しなければならない。

－　かかるその他のＵＣＩは、ＣＳＳＦがＥＵ法に規定する監督と同程度の監督に服する

と判断する法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている

国で認可されたものであること。

－　かかるその他のＵＣＩの受益者に対する保護水準はＵＣＩＴＳの受益者に提供される

ものと同等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある

証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令2009／65／ＥＣの要件と同等で

あること。

－　かかるＵＣＩの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能

となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
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－　（合計で）取得が予定されているＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの資産の10％超

が、その約款または設立文書に従い、その他のＵＣＩＴＳまたはＵＣＩの受益証券に

投資されないこと。

(3）ＵＣＩＴＳは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことが

できる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有する

か、第三国に登録事務所がある場合はＥＵ法の規定と同等とＣＳＳＦが判断する慎重な

ルールに従っているものでなければならない。

(4）ＵＣＩＴＳは、上記(1）に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品

（現金決済商品と同等のものを含む。）および／または店頭市場で取引される金融デリバ

ティブ商品（以下「ＯＴＣデリバティブ」という。）に投資することができる。ただし、

以下の要件を充足しなければならない。

－　ＵＣＩＴＳが投資することができる商品の裏付けとなるものは、(1）から(5）に記載

される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、ＵＣＩＴＳの約款または

設立文書に記載される投資目的に従い投資されなければならない。

－　ＯＴＣデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、ＣＳＳＦが承認するカテゴ

リーに属する機関でなければならない。

－　ＯＴＣデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うもの

とし、随時、ＵＣＩＴＳの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引によ

り手仕舞いが可能なものでなければならない。

ＣＳＳＦは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウン

ターパーティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定め

た2011年５月30日付ＣＳＳＦ通達11／512を制定している。同通達は、これに関連し、Ｃ

ＳＳＦに提供すべき最低限の情報についても概説している。

ＣＳＳＦは、とりわけＯＴＣデリバティブ取引について受領された担保の運用に関する要

件を詳しく定め、カウンターパーティー・リスクの計算に関する情報を提供する2013年２

月18日付ＣＳＳＦ通達13／559を制定している。ＣＳＳＦ通達13／559は、2014年10月１日

に発効し、ＥＳＭＡが2014年８月１日に発表した「監督当局およびＵＣＩＴＳ運用企業の

ための指針－ＥＴＦおよびその他のＵＣＩＴＳ銘柄に関する指針（ＥＳＭＡ／2014／937

ＥＮを参照のこと。）」の改訂版を投資信託に関する2010年12月17日法パートⅠに従うＵ

ＣＩＴＳに適用されるルクセンブルグ法に移行することを目的としているＣＳＳＦ通達

14／592に取って代えられた。

(5）ＵＣＩＴＳは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として

規制されている場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第１条（すな

わち上記(1））に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金

融商品は以下のものでなければならない。

－　中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、ＥＵもしくは欧州投資銀

行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複

数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品

－　上記(1）に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融

商品

－　ＥＵ法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともＥＵ法

が規定するのと同じ程度厳格であるとＣＳＳＦが判断する慎重なルールに服し、これ

を遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品

－　ＣＳＳＦが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商

品。ただし、当該短期金融商品への投資は、上記３つに規定するものと同程度の投資
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家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも10,000,000

ユーロの資本および準備金を有し、第４指令78／660／ＥＥＣに従い年次財務書類を

公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループ

のファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券

化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。

(6）ＵＣＩＴＳは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。

(7）投資法人として組成されているＵＣＩＴＳは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動

産または不動産資産を取得することができる。

(8）ＵＣＩＴＳは、流動資産を保有することもできる。

(9）(a）ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社（各運用ＵＣＩＴＳに

関するもの）は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリス

ク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロ

セスを利用しなければならない。特に、ＵＣＩＴＳの資産の信用度を評価するにあ

たって、信用格付機関に関する欧州議会および理事会の2009年９月16日付規則（Ｅ

Ｃ）第1060／2009号第３条第１項(b)に定義される信用格付機関によって発行された

信用格付のみに、また、それらに機械的に依拠してはならない。ＵＣＩＴＳはまた、

ＯＴＣデリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければな

らない。ＵＣＩＴＳは、ＣＳＳＦが規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品

のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連するリ

スクを測定するために選択された方法につき、ＣＳＳＦに定期的に報告しなければな

らない。

(b）ＵＣＩＴＳは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をＣＳＳＦ

が定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォ

リオの効率的運用の目的で用いられるものとする。

(c）ＵＣＩＴＳは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポート

フォリオの純資産総額を超過しないようにしなければならない。

当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の

市場動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。

ＵＣＩＴＳは、その投資方針の一部として、以下の(10）(e）に規定する制限の範囲

内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するその

エクスポージャーは、総額で以下の(10）に規定する投資上限額を超過してはならな

い。ＵＣＩＴＳが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品

は(10）に規定する上限額の目的において合計する必要はない。

譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の

要件への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。

(10）(a）ＵＣＩＴＳは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその

資産の10％を超えて投資することができない。

ＵＣＩＴＳは、同一の機関にその資産の20％を超えて預金することができない。ＵＣ

ＩＴＳの取引の相手方に対するＯＴＣデリバティブ取引におけるリスクのエクスポー

ジャーは、取引の相手方が上記(3）に記載する信用機関の場合はその資産の10％、そ

の他の場合は５％を超えてはならない。

(b）ＵＣＩＴＳがその資産の５％を超えて投資する各発行体について、ＵＣＩＴＳが保有

する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40％を超過して

はならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関との

ＯＴＣデリバティブ取引には適用されない。
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上記(a）に記載される個別の制限にかかわらず、ＵＣＩＴＳは、その資産の20％を超

える部分が一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはなら

ない。

－　当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品

－　当該機関への預金、または

－　当該機関について行われたＯＴＣデリバティブ取引から生じるエクスポージャー

(c）上記(a）の第１文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一また

は複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証

券または短期金融商品の場合は、35％を上限とすることができる。

(d）上記(a）の第１文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関に

より発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服す

る一定の債券については、25％を上限とすることができる。特に、当該債券発行によ

り生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ

バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済

および経過利息の支払いに充てられる資産に投資されなければならない。

ＵＣＩＴＳがその資産の５％超を第１項に記載する一つの発行体が発行する債券に投

資する場合、かかる投資の合計価額は当該ＵＣＩＴＳの資産価額の80％を超過しては

ならない。

(e）上記(c）および(d）に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b）に記

載される40％の制限を適用する目的において考慮されなければならない。

(a）、(b）、(c）および(d）に記載される制限は、合計することができない。した

がって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、また

は上記(a）、(b）、(c）および(d）に従って行われる当該機関への預金もしくはデリ

バティブ商品への投資は、合計で当該ＵＣＩＴＳの資産の35％を超えてはならない。

指令83／349／ＥＥＣまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一

グループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものと

する。

ＵＣＩＴＳは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、そ

の資産の20％の制限まで投資することができる。

(11）以下の(15）に記載される制限に反することなく、(10）に記載する制限は、ＵＣＩＴＳの

約款または設立文書に従って、その投資方針の目的がＣＳＳＦの承認する株式または債務

証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および／

または債務証券への投資については、20％まで引き上げることができる。ただし、次の条

件をみたす場合に限る。

－　指数の構成銘柄が十分分散されていること

－　指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること

－　指数が適切な方法で公表されていること

この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された

市場での例外的な市況により正当化される場合は、35％に引き上げられる。この制限まで

の投資は、一発行体にのみ許される。

(12）(a）(10）にかかわらず、ＣＳＳＦは、ＵＣＩＴＳに対し、リスク分散の原則に従い、そ

の資産の100％まで、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一

もしくは複数のＥＵ加盟国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる

種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ

る。
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ＣＳＳＦは、(10）および(11）に記載する制限に適合するＵＣＩＴＳの受益者への保

護と同等の保護を当該ＵＣＩＴＳの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可

を付与する。

これらのＵＣＩＴＳは、少なくとも６つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければな

らないが、単一の銘柄がその全資産の30％を超えてはならない。

(b）(a）に記載するＵＣＩＴＳは、その約款または設立文書において、その資産の35％超

を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際

機関について明記しなければならない。

(c）さらに、(a）に記載するＵＣＩＴＳは、その目論見書または販売文書の中に、かかる

許可に関する注意喚起文言を記載し、その資産の35％超を投資する予定または現に投

資している証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を

表示しなければならない。

(13）(a）ＵＣＩＴＳは、(2）に記載するＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩの受益証券

を取得することができるが、一つのＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩの受益証券にそ

の資産の20％を超えて投資することはできない。

この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するＵＣＩの各コンパートメン

トは、個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債

務の分離原則が確保されていなければならない。

(b）ＵＣＩＴＳ以外のＵＣＩの受益証券への投資は、合計して、一つのＵＣＩＴＳの資産

の30％を超えてはならない。

ＵＣＩＴＳがＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩの受益証券を取得した場合、

ＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩのそれぞれの資産は(10）記載の制限において合計

する必要はない。

(c）直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりま

たは直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社に

より運用されている他のＵＣＩＴＳおよび／または他のＵＣＩの受益証券に、ＵＣＩ

ＴＳが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先ＵＣＩＴＳ

および／またはＵＣＩの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数

料を課してはならない。

他のＵＣＩＴＳおよび／または他のＵＣＩにその資産の相当部分を投資するＵＣＩＴ

Ｓは、目論見書において、当該ＵＣＩＴＳならびに投資を予定している投資先ＵＣＩ

ＴＳおよび／またはＵＣＩの両方に課される管理報酬の上限を開示しなければならな

い。さらに、年次報告書において、当該ＵＣＩＴＳならびに投資先ＵＣＩＴＳおよ

び／またはＵＣＩの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。

(14）(a）目論見書は、ＵＣＩＴＳが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ

商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用

は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面

において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載

しなければならない。

(b）ＵＣＩＴＳが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1）ない

し(8）に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11）に従って、株式または

債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、

その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
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(c）ＵＣＩＴＳの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大

きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当

該ＵＣＩＴＳの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。

(d）投資家の要請があった場合、管理会社は、ＵＣＩＴＳのリスク管理に適用される量的

制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび

利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。

(15）(a）投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年

法パートⅠまたは指令2009／65／ＥＣに該当するものは、発行体の経営に重大な影響

を行使しうるような議決権付株式を取得してはならない。

(b）さらに、ＵＣＩＴＳは、以下を超えるものを取得してはならない。

（ⅰ）同一発行体の議決権のない株式の10％

（ⅱ）同一発行体の債務証券の10％

（ⅲ）（2010年法第２条第２項の意味の範囲の）同一ＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣ

Ｉの受益証券の25％

（ⅳ）一発行体の短期金融商品の10％

上記（ⅱ）ないし（ⅳ）の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合

計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができ

る。

(c）上記(a）および(b）は以下については適用されない。

１）加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期

金融商品

２）非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品

３）一または複数のＥＵ加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ

る証券および短期金融商品

４）ＥＵ非加盟国で設立された会社の資本における株式で、ＵＣＩＴＳがその資産を

主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも

の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がＵＣＩＴＳによる当該国の発行

体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その

投資方針において、ＥＵ非加盟国の会社が、上記(10）、(13）ならびに(15）

(a）および(b）に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10）および

(13）の制限を超過した場合は、(16）が準用される。

５）子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、

当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運

用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する

業務のみを行うものでなければならない。

(16）(a）ＵＣＩＴＳは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付

随する引受権の行使にあたり、本書1.3.Ａ）の制限に適合する必要はない。

リスク分散の原則の遵守の確保にあたっては、新しく認可されたＵＣＩＴＳには、認

可を受けた日から６か月間は(10）、(11）、(12）および(13）は適用されない。

(b）上記(a）の制限がＵＣＩＴＳのコントロールを超えた理由または引受権の行使により

超過した場合、ＵＣＩＴＳは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か

かる状況の是正を優先的に行わなければならない。

(17）(a）投資法人またはＦＣＰのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れを

してはならない。ただし、ＵＣＩＴＳは、バック・ツー・バック・ローンにより、外

国通貨を取得することができる。
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(b）(a）にかかわらず、

１）ＵＣＩＴＳは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10％ま

でを表象する場合は当該10％までを、またはＦＣＰの場合はそのファンド価額の

10％までを表象する場合は当該10％までを借入れをすることができる。

２）投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に

するためのものである場合、その資産の10％まで借入れをすることができる。

ＵＣＩＴＳが、１）および２）に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合

計でそのＵＣＩＴＳの資産の15％を超過してはならない。

(18）(a）上記(1）ないし(9）の適用を害することなく、投資法人またはＦＣＰのために行為す

る管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となっ

てはならない。

(b）(a）は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2）、(4）および(5）に記

載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込

未了のものを取得することを妨げるものではない。

(19）投資法人またはＦＣＰのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2）、(4）お

よび(5）に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい

て、空売りを行ってはならない。

2002年法の一定の定義に関する2008年２月８日付大公規則は、一定の定義の明確化に関す

る指令およびＵＣＩＴＳの投資対象としての適格資産に関する2007年３月付ＣＥＳＲガイ

ドラインを実施する、2007年３月19日付ＥＵ指令2007／16／ＥＣを、ルクセンブルグにお

いて実施している。

2008年２月19日に、ＣＳＳＦは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関す

る2008年２月８日付大公規則の条文を明確化する通達08／339（以下「通達08／339」とい

う。）を出した。

通達08／339は、2002年法の関連規定（2010年法の対応する規定により取って代えられ

る。）の意味の範囲内で、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年２月８日付大公規則

の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するにあたり、Ｕ

ＣＩＴＳがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。通達08／

339は、2008年11月26日付でＣＳＳＦにより発表された通達08／380により改正された。

2008年６月４日に、ＣＳＳＦは、特定の証券貸付取引においてＵＣＩＴＳが利用すること

のできる技法と商品の詳細について示したＣＳＳＦ通達08／356を出した。通達08／356

は、2011年５月30日付でＣＳＳＦにより発表された通達11／512により改正された。

通達08／339は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新している。当該

通達08／339は、ＵＣＩＴＳのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないよう

にするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべ

きかを定めている。当該通達は、証券貸付取引によってＵＣＩＴＳのポートフォリオ運用

業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を

再言している。さらに、当該通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定め

ている。

2013年２月18日にＣＳＳＦは、欧州証券市場監督局（以下「ＥＳＭＡ」という。）が2012

年12月18日に発表した「監督当局およびＵＣＩＴＳ運用企業のための指針－ＥＴＦおよび

その他のＵＣＩＴＳ銘柄に関する指針」をルクセンブルグ法に移行する通達13／559（以

下「通達13／559」という。）を出した。

通達13／559は、投資家保護の強化を目的とし、さらに
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●　指数連動型ＵＣＩＴＳについて、通達13／559は目論見書、重要投資家情報書類お

よび年次報告書に記載するべき情報の詳細を規定する。レバレッジ指数連動型ＵＣ

ＩＴＳについて、通達13／559はグローバル・エクスポージャーの上限および計算

に関する説明を提示する。

●　通達13／559は、ＵＣＩＴＳ上場ファンドが遵守しなければならない開示上の要請

および投資家が流通市場の代わりにＵＣＩＴＳ上場ファンドに直接受益証券の買戻

請求を行う権利が付与される状況を規定する。

●　通達13／559は、効率的なポートフォリオ運用手法に関して目論見書および年次報

告書に開示しなければならない情報を規定する。通達13／559は、同手法から生じ

た収益がＵＣＩＴＳにすべて還元されなければならない旨およびＵＣＩＴＳは、貸

与されているか、またはレポ取引またはリバース・レポ取引の対象となる現金／有

価証券をいつでも買い戻すことができ、またいつでもその取引を終了させことがで

きる旨を明記する。

●　通達13／559は、トータル・リターン・スワップまたはそれと類似の特徴を有する

金融デリバティブ商品を締結することによってＵＣＩＴＳが保有する資産は、裏付

けとなるエクスポージャーをＵＣＩＴＳの投資上限計算時に算入されなければなら

ないとする一定の分散投資制限を遵守しなければならない旨規定し、当該契約が投

資運用委託取決めとしてみなされる条件を規定する。

●　通達13／559は、ＯＴＣ金融デリバティブ取引および効率的ポートフォリオ運用手

法のための担保の運用に関する規則を規定する。

●　通達13／559は、金融指標（すなわち、分散投資制限、ベンチマーク、構成銘柄の

リバランス頻度、計算方法の開示、個別評価）の詳細について規定する。そこで、

通達13／559は、2010年法第44条に記載される上限20％および30％を考慮し、商品

指数の構成が十分に分散されていなければならない旨、規定する。

2014年８月１日付で、ＥＳＭＡは、ＵＣＩＴＳが、加盟国、その一もしくは複数の地方自治

体、第三国、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関によって発行または保証

される、異なる譲渡性のある証券および短期金融商品によって完全に担保されている場合に、

担保分散要件の適用外とする「監督当局およびＵＣＩＴＳ運用企業のための指針－ＥＴＦおよ

びその他のＵＣＩＴＳ銘柄に関する指針（ＥＳＭＡ／2014／937ＥＮ）」の改訂版を発表し

た。かかるＵＣＩＴＳは、少なくとも６つの異なる銘柄の有価証券を受領しなければならない

が、単一の銘柄による有価証券が当該ＵＣＩＴＳの純資産価額の30％を超えてはならない。加

盟国によって発行または保証される証券で完全に担保される予定のＵＣＩＴＳは、当該ＵＣＩ

ＴＳの目論見書においてその事実を開示しなければならない。さらに、ＵＣＩＴＳは、その純

資産価額の20％を超える担保として受取可能な証券を発行または保証する加盟国、地方自治体

または公的国際機関を特定しなければならない。この適用除外は、2012年12月18日付で発表さ

れた指針において定める担保管理のその他の基準に影響するものではない。当該指針は、その

全体が再規定され以前の指針はＥＳＭＡ／2014／937ＥＮによって置き換えられる。

上記のように、2014年９月30日付ＣＳＳＦ通達14／592は、当該指針をルクセンブルグの規制

の枠組みに組み込み、上記の通達13／559を置き換えるものである。

 

Ｂ）パートⅡファンド／ＵＣＩ

パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、ＣＳＳＦ規則に

よって、ＦＣＰについては2010年法第91条第１項に従い、ＳＩＣＡＶについては2010年法第96

条第１項に従い決定されうる。

（注）かかる規則は未だ出されていない。

EDINET提出書類

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

203/277



ＩＭＬ通達91／75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。

パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されて

いることを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則とし

て、

ａ）証券取引所に上場されておらず、また定期的に営業し、かつ公認および公開されている別

の規制市場でも取り扱われていない証券には、その純資産の10％を超えて投資できず、

ｂ）同じ発行体から発行された同じ種類の証券を10％を超えて取得することはできず、

ｃ）同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10％を超えて投資することはでき

ない。

上記の制限は、ＯＥＣＤ加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とす

るＥＣの公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。

上記ａ）、ｂ）およびｃ）の制限は、当該ＵＣＩがパートⅡファンドに適用されるものと同等

のリスク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型ＵＣＩの受益証券の購入にも

適用される。

上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでＣＳＳＦとともに協議すること

ができる。
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1.4.　　　管理会社

パートⅡファンドのみを運用するすべての管理会社には、2010年法第16章が適用される。

パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される（以

下を参照のこと。）。

1.4.1.　　2010年法第16章に従う管理会社

同法第125条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足すべき以下の要件を定め

ている。

(1）管理会社の業務の開始にはＣＳＳＦの事前の認可が必要となる。

管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設

立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会

社の資本は、記名式株式でなければならない。

認可を受けた管理会社は、ＣＳＳＦによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味

し、ＣＳＳＦは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の

申請は、管理会社の設立より前にＣＳＳＦに対しなされなければならない。管理会社の設立

は、ＣＳＳＦによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられ

る修正は、ＣＳＳＦによりＲＥＳＡにおいて公告される。

管理会社は、ＵＣＩの運用以外の活動に従事してはならない（ただし、付随的な性質の自らの

資産の運用のみは行うことができる）。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルグ法に

従うＵＣＩでなければならないと解される。

当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。

2010年法第16章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの業務のい

くつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場

合、以下の前提条件に適合しなければならない。

ａ）管理会社はＣＳＳＦに対し適切な方法で通知しなければならない。

ｂ）当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管

理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、ＵＣＩが運用されることを妨

げてはならない。

ｃ）当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において

認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与

される。

ｄ）当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが国外の事業体に付与される場

合、ＣＳＳＦと当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。

ｅ）投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。

(2）ＣＳＳＦは以下の条件で管理会社に認可を付与する。

ａ）申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上

の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低

資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、ＣＳＳＦ規則により最大で

625,000ユーロまで引き上げることができる。

（注）現在はかかる規則は存在しない。

ｂ）上記ａ）に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利

益のために投資される。

ｃ）2010年法第129条第５項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得てお

り、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならな

い。
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ｄ）管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がＣＳＳＦに提供されなければならな

い。

ｅ）認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。

(3）完全な申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつ

き連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

(4）管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、ＣＳＳＦが

認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全

で、明確かつ包括的な方法により書面にてＣＳＳＦに通知を行う義務を負うこととなる。

(5）ＣＳＳＦは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること

がある。

ａ）管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または６

か月を超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。

ｂ）虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

ｃ）認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

ｄ）2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合。

ｅ）2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。

(6）管理会社は、自らのために、運用するＵＣＩの資産を使用してはならない。

(7）運用するＵＣＩの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはな

らない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。

(8）管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経験

を有することを証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされ

る。承認された法定監査人の変更は事前にＣＳＳＦの承認を得なければならない。

(9）管理会社の任意清算の場合、清算人は、ＣＳＳＦから承認を受けなければならない。清算人

は、誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。

1.4.2.　　2010年法第15章に従う管理会社

同法第101条ないし第124条は、2010年法第15章に従う管理会社に適用される以下の規則および要

件を定めている。

ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件

(1）2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始

は、ＣＳＳＦの事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべて

の加盟国に対し有効である。

管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設

立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該

会社の資本は、記名式株式でなければならない。

認可を受けた管理会社は、ＣＳＳＦによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味

し、ＣＳＳＦは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の

申請は、管理会社の設立より前にＣＳＳＦに対しなされなければならない。管理会社の設立

は、ＣＳＳＦによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられ

る修正は、ＲＥＳＡにおいて公告される。

(2）管理会社は、指令2009／65／ＥＣに従い認可されるＵＣＩＴＳの運用以外の活動に従事して

はならない。ただし、当該指令に定められていないその他のＵＣＩの運用であって、そのため

管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009／

65／ＥＣの下でその他の加盟国において販売することはできない。

ＵＣＩＴＳの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
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（注）当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。

(3）上記(2）とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。

(a）投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用（年金基

金が保有するものも含む。）

(b）付随的業務としての、投資顧問業務およびＵＣＩの受益証券に関する保管および管理事務

業務

管理会社は、2010年法第15章に基づき本段落に記載された業務のみの提供または(a）の業務を

認可されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。

(4）1993年法第１－１条、第37－１条および第37－３条は、管理会社による上記(3）の業務提供

に準用される。

(5）ＣＳＳＦは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。

(a）管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければ

ならない。

－　管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資

本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち

250,000,000ユーロ超過額の0.02％とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000

ユーロを超過しないものとする。

－　本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。

（ⅰ）管理会社が運用するＦＣＰ（管理会社が運用権限を委託したかかるＦＣＰの

ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）

（ⅱ）管理会社が指定管理会社とされた投資法人

（ⅲ）管理会社が運用するＵＣＩ（管理会社が運用権限を委託したかかるＵＣＩの

ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）

－　これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006／49／Ｅ

Ｃ第21条に規定される金額を下回ってはならない。

管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該

自己資本の追加額の50％まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟

国またはＣＳＳＦがＥＵ法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事

務所を有しなければならない。

(b）(5）(a）に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ

れ、管理会社の利益のために投資される。

(c）管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好なレピュテーションを有し、管理会

社が運用するＵＣＩＴＳに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、こ

れらの者およびすべての後継者の身元情報は、ＣＳＳＦに直ちに報告されなければならな

い。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも２名により決定されなけ

ればならない。

(d）認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。

(e）本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。

(f）取締役は、当該ＵＣＩＴＳまたはＵＣＩの種類に関して、2010年法第129条第５項の規定

する意味において、十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければなら

ない。

(6）さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、ＣＳＳ

Ｆは、当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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ＣＳＳＦは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服

する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を

効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。

ＣＳＳＦは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報

の提供を継続的に求める。

(7）記入済みの申請書が提出されてから６か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か

につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな

い。

(8）管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、ＣＳＳＦが

認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全

で、明確かつ包括的な方法により書面にてＣＳＳＦに通知を行う義務を負うこととなる。

(9）ＣＳＳＦは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当

該管理会社に付与した認可を取り消すことができる。

(a）12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または６か月以上活

動を中止する場合。

(b）虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

(c）認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

(d）認可が上記(3）(a）に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006／

49／ＥＣの変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合。

(e）2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。

(f）2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。

管理会社が、（2010年法第116条に従い）集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダー

ベースで行う場合、ＣＳＳＦは、管理会社の認可を撤回する前に、ＵＣＩＴＳ所在加盟国の監

督当局と協議する。

(10）ＣＳＳＦは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の投資主またはメンバー（直

接か間接か、自然人か法人かを問わない。）の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を

行うための認可を付与しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資

会社に適用されるものと同様の規定に服する。

ＣＳＳＦは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主またはメンバーの

適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。

(11）管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有

することが証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。

承認された法定監査人の変更は、事前にＣＳＳＦの承認を得なければならない。

ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件

(12）管理会社は、常に上記(1）ないし(6）に記載される条件に適合しなければならない。管理会

社の自己資本は(5）(a）に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生

じ、正当な事由がある場合、ＣＳＳＦは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是

正するか、または活動を停止することを認めることができる。

(13）管理会社が運用するＵＣＩＴＳの性格に関し、またＵＣＩＴＳの管理行為につき常に遵守す

べき慎重な規則の遂行にあたり、指令2009／65／ＥＣに従い、管理会社は、以下を義務付けら

れる。

(a）健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切

な内部運用メカニズム（特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資の

ための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。）を有すること。少なくとも、Ｕ
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ＣＩＴＳに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従

い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するＵＣＩＴＳの資産が約款または

設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。

(b）管理会社と顧客、顧客間、顧客とＵＣＩＴＳまたはＵＣＩＴＳ間の利益の相反により害さ

れるＵＣＩＴＳまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成さ

れなければならない。

(14）(3）(a）に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、

－　顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自

身が運用するＵＣＩＴＳの受益証券に投資してはならない。

－　(3）の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償スキームに関する指令97／９／ＥＣを施

行する2000年７月27日法の規定に服する。

(15）管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務

を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足され

なければならない。

ａ）管理会社は、上記を適切に報告しなければならず、ＣＳＳＦは、ＵＣＩＴＳ所在加盟国の

監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。

ｂ）当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投

資家の最善の利益のために管理会社が活動し、ＵＣＩＴＳが運用されることを妨げてはな

らない。

ｃ）当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得てい

るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管

理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。

ｄ）当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、ＣＳＳＦおよび

当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。

ｅ）投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利

益と相反するその他の者に付与してはならない。

ｆ）管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することが

できる方策が存在しなければならない。

ｇ）当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示

を付与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができ

るものでなければならない。

ｈ）委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力

を有する者でなければならない。

ｉ）ＵＣＩＴＳの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。

管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影

響を受けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるよう

な形の権限の委託をすることはしないものとする。

(16）事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、

以下を行う。

(a）事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するＵＣＩＴＳの最善の利益および市場の信頼性

のため、正直かつ公正に行為しなければならない。

(b）管理会社が運用するＵＣＩＴＳの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配

慮および注意をもって行為しなければならない。

(c）事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用しなければならな

い。
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(d）利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するＵＣＩＴＳが確実に

公正に取り扱われるようにしなければならない。

(e）その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益お

よび市場の信頼性を促進しなければならない。

(f）健全かつ有効なリスク管理と合致しており、また、リスク管理を推進する報酬に関する方

針および慣行を設定し、適用しなければならない。

(17）管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他

の加盟国において設定されたＵＣＩＴＳを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制

がないことを確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決め

を設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語の

うちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。

管理会社は、ＵＣＩＴＳ所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供すること

ができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。

設立の権利および業務提供の自由

(18）2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案す

ることなく、2010年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するＵＣＩＴＳの受益証券を支店を設

置せずにＵＣＩＴＳ所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該

販売は、2010年法第６章の要件のみに従うものとする。

(19）指令2009／65／ＥＣに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設

置によるかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うこ

とができる。2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めてい

る。

(20）2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に

基づき、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動

を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。

 

ＵＣＩＴＳ管理会社は、2018年８月23日から適用され、2012年10月24日付ＣＳＳＦ通達12／

546を代替するＣＳＳＦ通達18／698（以下「通達18／698」という。）に従う。

通達18／698は、第16章に従う管理会社、第17章に従う管理会社のルクセンブルグ支店、自己

管理型ＵＣＩＴＳ、ＡＩＦＭおよび内部管理型ＡＩＦ（以下に定義される。）にも適用され

る。

通達18／698は、通達12／546の要件に加え、従来成文化されていなかった管理上の慣行に準拠

し、ＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩＦＭに同一の原則を適用する（以前は、ＡＩＦＭに適用さ

れる特定の通達はなかった。）。通達12／546と同様に、通達18／698は、自己管理型ＵＣＩＴ

Ｓにも適用され、またＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩＦＭと（性質上可能な範囲内で）同一の

規則に従う必要のある内部管理型ＡＩＦにも新たに適用される。

通達18／698のパートⅡは、ＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩＦＭに課される要件について定め

る。かかる要件の大部分は、通達12／546またはＣＳＳＦ管理上の慣行によって既に適用され

ている。しかしながら、これらの事業体が整備しなければならない方針および手続に関連す

る、新たな要件または追加の規定もある。かかる新たな要件または規定により、ルクセンブル

グのＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩＦＭは、既存の方針および手続がすべての詳細な点を含め

通達を確実に遵守したものとするために、各々、詳細な分析を行わなければならない。また、

通達18／698では、リソースに関する想定について非常に明確に述べられており、特に、主要

な機能においては最低３名のフルタイムの従業員が要求されている。
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業務執行役員への委託の最大数および居住に関する基準ならびに取締役会メンバーへの委託の

最大数および在職期間に関する想定もまた成文化されているが、正当な動機によるものである

ことを条件としてこれらの原則には例外が認められている。

委託契約の内容ならびに当初および継続的なデューディリジェンスに関する委託の枠組みおよ

び厳密な想定は、通達18／698において展開される。有用なことに、通達18／698には、管理会

社、ＡＩＦＭ、自己管理型ＳＩＣＡＶおよび内部管理型ＡＩＦ、場合によっては投資信託の登

録代理人についてのＡＭＬ義務に関するＣＳＳＦの想定についても詳述される。

通達18／698のパートⅢは、集団的投資信託運用に加えて、投資一任業務および場合によって

は投資顧問業務を提供するための許可を受けることを希望するＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩ

ＦＭに関する既存の管理上のＣＳＳＦの慣行を確認するものである。

パートⅣは、ＵＣＩＴＳ管理会社またはＡＩＦＭの業務を別のＥＵ加盟国に通知するために行

われる手順について詳述するものであり、設立の自由および業務提供の自由（パスポート）の

観点から必要な指針を提供するものである。

パートⅤは、特定の状況において、ＵＣＩＴＳ管理会社およびＡＩＦＭについて、法令により

均衡性が許容される地域において均衡性の原則が行使されうることをあらためて定めている。

主要な機能において３名のフルタイムの従業員が要求されることに関して一切の例外がないと

いうことが、明確に示されている。通達18／698では、均衡性を要求された場合になされる主

張についても述べられている。

パートⅥでは、第16章に従う管理会社に係る想定を再度規定し、これを第17章に従う管理会社

のルクセンブルグ支店にも適用する。

パートⅦは、自己管理型ＵＣＩＴＳおよび内部管理型ＡＩＦに関連し、関係するパートⅡの適

用規定の指針を示す。

通達18／698は、一連の追加的なＣＳＳＦ報告義務を導入するものであることに留意すること

が重要である。この追加的な管理上の負担を課す代わりに、かかる通達の対象となる事業体

は、ＣＳＳＦに報告書を提出するまで事業年度終了後５か月間を与えられる。
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２．　　　2010年法に従うルクセンブルグのＵＣＩＴＳまたはＵＣＩに関する追加的な法律上および規制上

の規定

 

2.1.　　　設立および運営に関する法律および法令

2.1.1.　　1915年法

商事会社に関する1915年８月10日法（改正済）は、ＦＣＰの管理会社、および（2010年法により

明示的に適用除外されていない限り）ＳＩＣＡＶの形態をとるか公開有限責任会社（société

anonyme）の形態をとるかにかかわらず投資法人に対して適用される。

以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合に関する説明であるが、ＳＩＣＡＶにも一定の範

囲で適用される。

2.1.1.1.　会社設立の要件（1915年法第420条の１）

最低１名の投資主が存在すること。

公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000.0ユーロ相当額である。

2.1.1.2.　規約の必要的記載事項（1915年法第420条の15）

規約には、以下の事項の記載が必要とされる。

（ⅰ）設立者の身元

（ⅱ）会社の形態および名称

（ⅲ）本店の所在地

（ⅳ）会社の目的

（ⅴ）発行済資本および授権資本（もしあれば）の額

（ⅵ）発行時に払込済の額

（ⅶ）発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載

（ⅷ）記名式または無記名式の株式の形態および転換権（もしあれば）に対する制限規定

（ⅸ）現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名

（注）1915年法に対する最近の改正は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券
および短期金融商品による出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出
資による増資を認めている。しかし、実務上、ＣＳＳＦは、投資信託については、かかる報
告書を依然として要求している。

（ⅹ）発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由

（xi）資本の一部を構成しない株式（もしあれば）に関する記載

（xⅱ）取締役および承認された法定監査人の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その

規約およびかかる者の権限の記載

（xⅲ）会社の存続期間

（xⅳ）会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お

よび報酬（その種類を問わない。）の見積

2.1.1.3.　公募により設立される会社に対する追加要件（1915年法第420条の17）

会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。

（ｉ）設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをＲＥＳＡに公告すること

（ⅱ）応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から３か月以内に開催される定時総会に招

集されること
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2.1.1.4.　発起人および取締役の責任（1915年法第420条の19および第420条の20）

発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25％に達し

なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいず

れかの理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに

反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。

2.1.1.5.　無記名株制度（1915年法第430条の６）

無記名株の不動化に関する2014年７月28日法は、1915年法第430条の６を大幅に改訂し、無記名株

制度を抜本的に変更した。

現在、無記名株は、無記名株の発行者によって指定された無記名株保管機関に保管しなければな

らず、当該指定は、ルクセンブルグ官報において公表されなければならない。

無記名株保管機関は、(ⅰ)各株主の正確な特定および保有する株式または利札の数、(ⅱ)預託さ

れた日ならびに(ⅲ)株式譲渡または記名株券への転換がなされた日の情報を含む株主名簿を、ル

クセンブルグにおいて維持する。各無記名株主は、登録簿における当該株主に関する情報を確認

する権利のみを有する。

現在、無記名株の所有権は、無記名株の物理的な株券ではなく、無記名株登録簿における登録に

より証明される。

無記名株保管機関は、該当する株主からの書面による要請があった場合、当該株主について無記

名株登録簿に登録されている情報を確認する証明書を発行する。所有権の譲渡は、発行会社およ

び第三者に対して、無記名株保管機関による無記名株登録簿への譲渡通知の登録により有効とな

る。

無記名株に付随する権利は、無記名株の無記名株保管機関への預託および上記情報の無記名株登

録簿への登録の場合にのみ行使できる。

2014年８月18日以前に存在していた物理的な無記名株は、遅くとも2016年２月18日までに無記名

株保管機関に預けなければなく、かかる預託が行われなかった場合には、消却されるものとし、

当該消却に関する手取金はCaisse de Consignationに預託された。

2014年８月18日以前に存在しており、2016年２月18日までに預託されなかった物理的な無記名株

に付随する議決権は、預託されるまで自動的に停止された。かかる株式の配当の支払は、2016年

２月18日までに預託されなかった場合、当該預託がなされるまで遅らされるが、時効を損なうこ

となく、当該配当について利息の支払はない。

上述の議決権が停止された無記名株は、株主総会における定足数要件および多数決要件には勘案

されないものとする。当該無記名株の株主は、かかる株主総会への参加は認められないものとす

る。

2.1.1.6.　1915年法の近代化

商事会社に関する改正法は、2016年８月23日に効力が発生し、ルクセンブルグの企業のためによ

り柔軟性のある制度を創設すること、また、これまでルクセンブルグ市場において、既に一般に

承認されている特定の慣行を法律に定めることを目的としている。

かかる新たな法律は、2016年８月23日以降に設立された会社に適用される。

改正法により導入された主な改正点は、以下のとおりである。

（ｉ）取締役会が委員会を新設することができる既存の慣行を推認する新たな条項が導入され

た。

（ⅱ）定款の変更に従って、その経営権限を運用委員会（comité de direction）または必ずしも

取締役であることを要しないジェネラル・マネジャー（directeur général）に委託するこ

とができる。かかる委託は、会社全体の全般的な方針または取締役会に対して法律によって

留保されている行為へは拡張することができない。かかる委託から恩恵を受ける個人は、取

締役と同じ責任についてのリスクを負う。
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（ⅲ）最低議決権の10％を保有する株主に対して、取締役に対して行動を起こすための権利を付

与する新たな条項が導入された。

（ⅳ）取締役会は、現在、会社資本の最低10％を保有する株主（法が改正される前には、20％を

保有する必要があった。）が要求する場合、定時株主総会を延期する義務を負う。

（ⅴ）特定の場合において、株主総会の決議が無効と宣言されることがある新たな条項が導入さ

れた。かかる特定の場合の例として、不正を意図したものの、議題の一部を構成しない事項

が審議された場合がある。決議の無効については、裁判所により判断されなければならな

い。提案された決議に対して賛成の投票をした者は、原則として、無効となるような行動を

意図しない。第三者が善意で株主総会の決議に従って権利を取得した場合、裁判所は、当該

決議の無効が、関係する第三者の権利への影響がないと決定することができる。総会の決議

を無効とする訴えは、株主総会後６か月以内に行われなければならない。

（ⅵ）株式資本の10％を保有する株主または議決権の10％を保有する株主は、会社の運営のため

に行われた決定に関連して取締役会に質問をすることができる。従前の必要株式保有割合は

株式資本の20％であり、「特別な事情」が存在する条件が付されていた。

（ⅶ）会社の国籍を変更するために、全会一致の同意の要件が適用されなくなった。

（ⅷ）定款の変更に従って、取締役会は、現在、別の地方自治体へも、会社の登記上の事務所を

移転する権限を受け取ることができる。以前は、かかる移転には株主投票を伴う定款の変更

が必要であった。このようなとおりではあるものの、定款は更新されなければならない。

（ⅸ）定款の変更に従って、取締役会は、引受契約から生じる義務の履行を怠ることになる場合

を例として、株主の議決権を停止することができる。また、株主は、一時的または永久に、

自身の議決権を任意で放棄することができ、その場合にはその旨を会社に通知しなければな

らない。

（ⅹ）株主名簿に記載されている株主への招集通知は、現在、定款の条項がこの可能性を許す限

り、また、関係する株主からの承認を得ることを条件として、別の手段（電子メール等）で

送付することができるようになった。

（xi）株主総会の公表は、現在、１回の公表方法により、少なくとも総会の15日前（定款に規定

がない限り、それより長期にわたることはない。）に、８日間の間隔で２度公表されなけれ

ばならない。

（xⅱ）利益相反制度は、取締役のみならず、日々の管理の責任者、ジェネラル・マネジャー、運

用委員会の構成員および清算人にまで拡大される。単独で、直接的または間接的な「世襲

的」利益は、制度の範囲内に該当する。利益相反規則が取締役会の停滞を導く場合、関連す

る決議は定時株主総会で言及することができる。

さらに、改正された会社法は、柔軟なコーポレート・ガバナンスの構造を有する「単純型株式会

社」（société par actions simplifiée）という会社の新たな形態を生み出した。公開有限責任

会社に適用される規則は、かかる会社へも適用される。

2.1.2.　　関連するその他の規制

－　設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約

の内容についての指令2009／65／ＥＣを実施する2010年７月１日付委員会指令2010／43／ＥＵ

を置き換える2010年12月22日付ＣＳＳＦ規則No.10－４

－　ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指

令2009／65／ＥＣを実施する2010年７月１日付委員会指令2010／44／ＥＵを置き換える2010年

12月22日付ＣＳＳＦ規則No.10－５

－　他のＥＵ加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うＵＣＩ

ＴＳおよびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のＥＵ加盟国のＵＣ

ＩＴＳが踏むべき新たな通知手続に関連する2011年４月15日付ＣＳＳＦ通達11／509
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－　ルクセンブルグの金融部門の監督当局（ＣＳＳＦ）により課される料金に関する2017年12月

21日付大公規則（随時改正、補完および置換済）。

－　通達14／592は2014年９月30日に出され、欧州証券市場監督局が2014年８月１日に発表した

「監督当局およびＵＣＩＴＳ運用企業のための指針－ＥＴＦおよびその他のＵＣＩＴＳ銘柄に

関する指針」をルクセンブルグ法に移行した。

2.1.3.　　ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録および監督

2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録

に関する要件を規定している。

（ｉ）次の投資信託はルクセンブルグのＣＳＳＦから正式な認可を受けることを要する。

－　ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から１か月以内に認可を受けるこ

と。

－　ＥＵ加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、

および他のＥＵ加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資

対象とする投資信託（ＵＣＩＴＳ）でないものについては、その証券がルクセンブルグ

大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合に

は、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。

（ⅱ）認可を受けたＵＣＩは、ＣＳＳＦによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味

する。

（ⅲ）ルクセンブルグ法、規則およびＣＳＳＦの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可

を拒否または登録を取り消されることがある。ＣＳＳＦのかかる決定に対し不服がある場合

には、行政裁判所（tribunal administratif）に不服申立をすることができ、かかる裁判所

が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されな

い。当該申立は、争われている決定の通知日から１か月以内になされなければならず、これ

が満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセン

ブルグの地方裁判所は、検察官またはＣＳＳＦの要請に基づき、該当するルクセンブルグの

ＵＣＩの解散および清算を決定する。

1945年10月17日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年５月20日法によって設置さ

れた金融庁（Institut Monétaire Luxembourgeois）（ＩＭＬ）に取って代わられた。ＩＭ

Ｌは、1998年４月22日法によりルクセンブルグ中央銀行に名称変更され、また1998年12月23

日法により、投資信託を規制し監督する権限は、金融監督委員会（ＣＳＳＦ）に移管され

た。

ＣＳＳＦの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。

2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定

義している。

2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載さ

れた主要投資家情報文書を公表する義務も規定している。

2012年７月１日以降、すべてのＵＣＩＴＳは、2002年法第109条以下に基づき作成された簡

易目論見書を、主要投資家情報に変更しなければならないという2010年法第159条の対象と

なる。

2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。

－　投資法人および管理会社は、自己が運用している各ＦＣＰのために、その目論見書およ

び主要投資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書を

ＣＳＳＦに送付しなければならない。

－　主要投資家情報文書は、投資家がＵＣＩＴＳの受益証券の申込みを行う前に、無償で投

資家に提供されなければならない。
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さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求に

より無償で投資家に提供されなければならない。

－　投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載され

た方法により入手できる。

－　年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。

－　監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、４

か月および２か月以内に公表されなければならない。

2.1.4.　　2010年法によるその他の要件

（ｉ）公募または販売の承認

2010年法第129条第１項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはＣＳ

ＳＦの認可を受けなければならない旨規定している。

（ⅱ）設立文書の事前承認

2010年法第129条第２項は、ＣＳＳＦが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承

認した場合にのみファンドが認可される旨規定している。

2010年法に従うＵＣＩＴＳは、前項に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、Ｃ

ＳＳＦにより認可されないものとする。

ａ）ＦＣＰは、当該ＦＣＰを運用するための管理会社の申請書をＣＳＳＦが承認した場合に

限り認可されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用する

ために指定された管理会社の申請書をＣＳＳＦが承認した場合に限り認可されるものと

する。

ｂ）上記ａ）を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたＵＣＩＴＳが指令

2009／65／ＥＣに従う管理会社により運用され、指令2009／65／ＥＣに基づき他の加盟

国の管轄当局により認可されている場合、ＣＳＳＦは、2010年法第123条に従い、当該

ＵＣＩＴＳを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。

2010年法第129条第４項に基づき、ＣＳＳＦは、以下の場合、2010年法第２条の範囲内にお

いてＵＣＩＴＳの認可を拒否することがある。

ａ）投資法人が2010年法第３章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合

ｂ）管理会社が2010年法第15章に基づきＵＣＩＴＳを運用することを認可されていない場合

ｃ）管理会社がその所在加盟国においてＵＣＩＴＳを運用することを認可されていない場合

2010年法第27条第１項を損なうことなく、管理会社または投資法人（該当する場合）は、完

全な申請書が提出されてから２か月以内に、ＵＣＩＴＳの認可が付与されたか否かにつき通

知を受けるものとする。

（ⅲ）外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてＣＳＳＦに提出された場合

の事前の意見確認

ＣＳＳＦの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルグの目論見書は、ＣＳＳＦの事前の

コメントを得るために提出することが要求されている。

2005年４月６日付ＣＳＳＦ通達05／177によると、販売用資料については、それが利用され

る外国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにＣ

ＳＳＦに提出する必要はないものとされている。ただし、ＣＳＳＦの監督に服する者および

会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてか

かる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行

為準則を継続的に遵守しなければならない。

これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用い

られるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。

（ⅳ）目論見書の記載内容
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目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるよう

にするための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければ

ならない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要につい

て明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。目論見書は、少なくとも2010年法の別

紙ⅠのスケジュールＡに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が

当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではな

い。

（ⅴ）誤解を招く表示の禁止

2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規

定している。

（ⅵ）財務状況の報告および監査

1915年法第461条の６第２項の一部修正により、ＳＩＣＡＶは、年次財務書類ならびに承認

された法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資

主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、こ

れらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が

年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解

（該当する場合）の送付を請求することができる旨を明記するものとする。

1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益

計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をＲＥＳＡに公告する

義務を負っている。

2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報につい

て、承認された法定監査人（réviseur d'entreprises agréé）による監査を受けなければな

らない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、ＵＣＩの報

告書またはその他の書類における投資家またはＣＳＳＦ向けに提供された情報が当該ＵＣＩ

の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにＣＳＳＦに

報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、ＣＳＳＦに対して、承認された法定

監査人がその職務遂行にあたり知りまたは知るべきすべての事項についてＣＳＳＦが要求す

るすべての情報または文書を提供しなければならない。

2004年１月１日から有効なＣＳＳＦ通達02／81に基づき、ＣＳＳＦは、承認された法定監査

人（réviseur d'entreprises agréé）に対し、各ＵＣＩについて毎年、前会計年度中のＵＣ

Ｉの業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。ＣＳＳＦ通達02／

81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、ＵＣＩの運用（その中央

管理事務および保管者を含む。）および（マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リ

スク管理およびその他特別の管理について）監督手続が整っているかどうかの評価を行わな

ければならない。報告書はまた、ＵＣＩの受益証券がインターネットにより販売されるか否

かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達

では、かかる報告書の目的はＵＣＩの状況を全体的にみることであると述べている。

（ⅶ）財務報告書の提出

2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をＣＳＳＦに提出しなければ

ならない旨を規定する。

2010年法第147条は、ＣＳＳＦが、ＵＣＩに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求

することができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、ＵＣＩの

帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。

ＩＭＬ通達97／136（ＣＳＳＦ通達08／348により改正）に従い、2010年法に基づきルクセン

ブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をＣＳＳＦに提出し
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なければならない。ＣＳＳＦ通達08／348は、財務情報に関する報告内容を充実させ、報告

の形式を変更するために、報告要件を他の種類のビークルへ拡張する2015年12月３日付ＣＳ

ＳＦ通達15／627により補完された。

（ⅷ）違反に対する罰則規定

１人または複数の取締役またはルクセンブルグの1915年８月10日法および2010年法に基づ

き、投資信託の運用・運営に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に

違反した場合、禁固刑および／または、一定の場合には50,000ユーロ以下の罰金刑に処され

る。

2.1.5.　　2016年５月10日法に基づく制裁制度の更新

2016年法は、ＵＣＩＴＳ Ｖに定められる違反目録に適用ある制裁を施行する。かかる制裁には、

公式声明、管理会社の認可の停止または取消および一定額以下の罰金が含まれる。かかる罰金

は、法人については5,000,000ユーロまたはその売上高の10％のいずれか高い方を上限とし、自然

人については5,000,000ユーロを上限とする。

ＣＳＳＦは、そのウェブサイトに行政処分を公告し、当該公告を５年以上維持する。さらに、Ｅ

ＳＭＡは、ＣＳＳＦおよびその他の所管国内当局より伝達されたすべての制裁に関する中央デー

タベースを維持する。かかる制裁は、年次報告書に公表され、また、ＥＳＭＡウェブサイトにお

いて入手可能な管理会社の一覧表においても制裁が言及される。

さらに、ＣＳＳＦは、潜在的または実際の法律違反の報告を促進するための新たな内部告発機構

も設置している。

2.1.6.　　ＵＣＩＴＳ投資口クラスに関するＥＳＭＡの見解

あるＵＣＩＴＳの投資口クラスが投資口クラス毎に異なるものであるか否かおよびその差異の程

度ならびに当該分野（非常に単純な投資口クラスからより高度に洗練された投資口クラスまで）

における異なる多様な国内慣行の存在につき定める法的規定がＵＣＩＴＳ指令になかったことか

ら、2017年１月30日、ＥＳＭＡは、同一ＵＣＩＴＳファンドの投資口クラスが種類毎に有しうる

差異の限度についての見解を公表した。

かかる枠組みは、以下の４つの累積条件に基づくものである。

●　共通の投資目的

同一ファンドまたはサブ・ファンドの投資口クラスには、共通の資産プールに反映される共

通の投資目的がなければならない。ＥＳＭＡは、投資口クラスレベルでのヘッジの取決めと

ファンドの共通の投資目的保持要件は、両立しないと考えている。したがって、ヘッジの取

決めにより投資家を一定のリスクから保護しようとするＵＣＩＴＳは、個別のファンドまた

はサブ・ファンドとして設立されるべきである。当該規制原則の唯一の例外は、為替リスク

ヘッジに関するものである。

●　非波及性

為替リスクを体系的にヘッジするためにデリバティブ・オーバーレイを使用する場合、それ

により、取引相手方リスクおよび運用リスクがファンドまたはサブ・ファンドのすべての投

資家に及ぶおそれがあり、さらに同一ファンドまたはサブ・ファンドの他の投資口クラスに

波及するリスクが生じる可能性がある。ＥＳＭＡは、そのような波及リスクは運用および会

計上の分別管理ならびにストレステストの実施、さらにデリバティブ・オーバーレイから生

じる債務が共通の資産プールのうち関連する投資口クラスに帰属する部分の価額を超えない

ようにすることにより制御されなければならないとしている。
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●　事前決定

ＥＳＭＡは、ファンドの投資予定者が自身の投資に係る権利および特徴の全体像を十分に把

握できるようにするため、投資口クラスの特徴はすべて、当該投資口クラスが設定される前

に決定されるべきだとしている。かかる事前決定要件は、体系的な為替リスクヘッジの取決

めにも適用される。ただし、後者の場合、ＥＳＭＡは、為替ヘッジに使用するデリバティブ

商品の種類およびその運用上の適用については、ＵＣＩＴＳ管理会社がその裁量により選択

することができるとしている。

●　透明性

ＵＣＩＴＳファンドまたはサブ・ファンドにおける異なる投資口クラスの存在および性質

は、募集書類により（関連する投資口クラスへの投資者であるか否かにかかわらず）すべて

の投資家に開示されなければならない。

上記枠組みの導入による重大な潜在的影響を考慮し、ＥＳＭＡは、ＥＳＭＡの見解が公表されるよ

りも前に設定された投資口クラスへの投資家への潜在的な悪影響を軽減するために以下の経過規定

を予定している。

－　ＥＳＭＡの見解に適合しない投資口クラスは、本見解の公表から６か月以内（すなわち2017年

７月30日）に新規投資家による投資を締め切る。

－　既存投資家による追加投資は、本見解の公表から18か月以内（すなわち2018年７月30日）に停

止しなければならない。

2017年２月13日、ＣＳＳＦは、ＵＣＩＴＳがＥＳＭＡにより定められた期限内に上記の要件を遵守

することを期待していることを確認した。

それ以後、ルクセンブルグファンド協会（ＡＬＦＩ）は、ＥＳＭＡの見解が実施されるべき方法を

明確にするため、ＣＳＳＦとの協議を開始した。ＣＳＳＦは、ＡＬＦＩと協議しながら質疑応答の

書類に取り組んでおり、また後者は、適宜の時期に提言を行う見込みである。既存または新規の投

資家による追加投資に関する上記の経過規定に加え、ＣＳＳＦは、2017年12月31日を新たな運用要

件（例えば、波及リスクに関するストレステスト、オーバーヘッジおよびアンダーヘッジへの制限

（それぞれ105％と95％）または透明性に関する新たな義務等）の遵守の期日とすることを検討し

ている。さらに、最も重要な側面についての結論として、ＣＳＳＦは、ＥＳＭＡの見解に為替ヘッ

ジの定義がない中、当該為替ヘッジの取決めがすべて体系的なものであることを条件として、投資

家の通貨とサブ・ファンドの通貨、主要ポートフォリオの通貨またはそのポートフォリオの複数の

通貨との間での為替ヘッジ、および部分ヘッジを許容する方針である。

 

2.2.　　　清算

2.2.1.　　投資信託の清算

2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合

を規定している。

ＦＣＰまたはＳＩＣＡＶの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきＦＣＰが終了した場合

または投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約ま

たは適用される法令の規定に基づいて清算が行われる。

2.2.1.1.　ＦＣＰの強制的・自動的解散

ａ．管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後２か月以内に後任が見付からない

場合

ｂ．管理会社が破産宣告を受けた場合

ｃ．連続して６か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の４分の１を下

回った場合
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（注）純資産価額が法律で要求される最低額の３分の２を下回った場合、自動的には清算されな
いが、ＣＳＳＦは清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われ
る。

2.2.1.2.　ＳＩＣＡＶについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。

ａ．資本金が、法律で規定される資本の最低額の３分の２を下回る場合。この場合、定足数要件

はなく、単純多数決によって決定される。

ｂ．資本金が、上記最低額の４分の１を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信

託の解散の決定は、かかる投資主総会において４分の１の投資口を保有する投資主によって決

定される。

2.2.1.3.　ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、ＣＳＳＦによる登録の取消または拒絶お

よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。

2.2.2.　　清算の方法

2.2.2.1.　通常の清算

清算は、通常、次の者により行われる。

ａ）ＦＣＰ

管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定（もしあれば）に基づき受益者に

よって選任された清算人

ｂ）会社型投資信託

投資主総会によって選任された清算人

清算は、ＣＳＳＦがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする

（2010年法第145条第１項）。

清算人がその就任を拒否し、またはＣＳＳＦが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地

方裁判所の商事部門が利害関係人またはＣＳＳＦの請求により清算人を申請するものとする。

清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン

ブルグの国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において

受領することができる。

2.2.2.2.　裁判所の命令による清算

地方裁判所の商事部は、ＣＳＳＦの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ

び裁判所命令に基づく手続に従いＣＳＳＦの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務

は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は

上記2.2.2.1.に記載された方法で預託される。

 

2.3.　　　税制

2.3.1.　　ファンドの税制

2.3.1.1.　資本税（droit d'apport）

2002年法第128条および2003年４月14日の大公規則の廃止に従い、2010年法に従う投資信託の設立

に際しては、資本税は今後課されない。
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2.3.1.2.　年次税（taxe d'abonnement）

2010年法第174条第１項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を

除き純資産価額に対して年率0.05％の年次税を各四半期末に支払う。

2010年法第174条第２項に従い、以下の投資信託については、年率0.01％に軽減されている。

－　短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの

投資信託

－　金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信託

－　2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するＵＣＩの個別のコンパートメントお

よびＵＣＩ内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するＵＣ

Ｉの個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパート

メントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。

2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、2010年法第41条の投資制限における概念よ

り広いものであり、2003年４月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら

ず、債券、譲渡性預金証書（ＣＤ）、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債

務証券および債務証書と定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券

の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、12か

月を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に１回市場の状況

に応じて調整される旨定められている場合に限られる。

2010年法第175条はまた、ルクセンブルグの投資信託の資産のうち他のルクセンブルグの投資信託

に投資された部分についておよび以下のタイプの投資信託の個々のコンパートメントについて免

税を規定している。

－　その受益証券が機関投資家に保有され、

－　その専属的目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、

－　そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ

－　公認の格付機関から最高の格付けを取得している場合

ＵＣＩ、そのコンパートメント、その投資口または受益証券の年次税の免除は以下のものに適用

されることを予定している。（ⅰ）2010年法第175条に規定されている企業退職年金のための機関

または同様の投資ビークル、（ただし、該当する年金基金が従業員のため同一グループの一部で

ある場合に限られる。）および（ⅱ）従業員に年金給付を提供するため自らが保有するファンド

に投資する当該グループの会社。

2010年法第175条により以下のＵＣＩも年次税を免除される。

－　主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるＵＣＩおよびかかる目的の

複数のコンパートメントを有するＵＣＩの個々のコンパートメント、ならびに

－　以下のような複数のコンパートメントを有するＵＣＩおよびかかるＵＣＩの個々のコンパー

トメント

（ｉ）その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もし

くは別の規制市場において上場または取引されているもの、および

（ⅱ）一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
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2.3.2.　　日本の投資主または受益者の課税関係

現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自

体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資口または受益証券について、

通常の所得税、キャピタル・ゲイン税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、

当該投資主または受益者がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久的施設を有している場合

は、この限りでない。

契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について

は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。

 

ＡＩＦＭ法は2013年７月15日に発効した。同法はルクセンブルグ法にＡＩＦＭＤを導入し、さら

に、2010年法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ.ＡＩＦＭ法」を参照のこと。
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Ⅲ．　　　ルクセンブルグの専門投資信託

 

2007年２月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年２月13日法（以下「ＳＩ

Ｆ法」という。）を採択した。ＳＩＦ法は、その後、2012年３月26日付法律により改正された。

ＳＩＦ法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年７月19日法を廃止

し、情報に精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。

ＳＩＦ法の下で設定されたビークルと2010年法に従うＵＣＩをさらに区別するため、ＳＩＦ法

は、前者を「専門投資信託」（以下「ＳＩＦ」という。）と称している。

 

１．　　　範囲

ＳＩＦ制度は、（ｉ）その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるＵＣＩ

および（ⅱ）その設立文書によりＳＩＦ制度に服するＵＣＩに適用される。

ＳＩＦは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりＵＣＩとしての適格性も有してい

る。かかる地位は、特に指令2003／71／ＥＣ等の各種欧州指令（いわゆる「目論見書指令」）の

適用可能性の有無について重要性を有する。

ＳＩＦは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通し

た投資家向けのものである。

ＳＩＦ法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の

情報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、

125,000ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはＳＩＦへの投資を適切に評価する専門技術、経

験および知識を有することを証明する、指令2006／48／ＥＣに定める金融機関、指令2004／39／

ＥＣに定める投資会社もしくは指令2001／107／ＥＣに定める管理会社が行った査定の対象となっ

た投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した

投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がＳＩＦへの投資を認められることを意味す

る。

ＳＩＦ制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書（規約または約款）または募集書類に

当該趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または

複数の投資家向けの投資ビークルが、必ずしもＳＩＦ制度に従うとは限らないことになる。限ら

れた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一

般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。

 

２．　　　投資規則

ＥＵ圏外の統一ＵＣＩについて定める2010年法パートⅡと同様に、ＳＩＦ法は、ＳＩＦが投資で

きる資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる

種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。

ＳＩＦはリスク分散原則を遵守する。ＳＩＦ法は、特別な投資規則または投資制限を規定してい

ないが、ＳＩＦに関連するリスク分散に関するＣＳＳＦの通達07／309は、数量的制限を定めてい

る。ＣＳＳＦは、ＳＩＦの投資制限が以下のガイドラインに従う場合、リスク分散原則が遵守さ

れたとみなす。

１）原則として、ＳＩＦはその資産またはコミットメントの30％以上を同一発行体が発行する同

一種類の有価証券に投資しない。ただし以下の場合を除く。

－　ＯＥＣＤ加盟国もしくはその地方機関、もしくはＥＵ、（地域的規模であるか世界的規模

であるかを問わず）国際的機関が発行または保証する有価証券への投資：

－　少なくともＳＩＦに適用されるリスク分散要件に匹敵するリスク分散要件に従うターゲッ

トＵＣＩへの投資。この制限適用のため、第三者に対し種々のサブ・ファンド間で債務の
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分別原則が確実に実施される場合、ターゲットのアンブレラ型ＵＣＩの各サブ・ファンド

は、別個の発行体とみなされる。

２）原則として、ＳＩＦはその資産の30％を超えて同一発行体が発行する同一種類の有価証券に

ショート・ポジションを保有することとなるような空売りを行わない。

３）金融派生商品を使用する場合、ＳＩＦは裏付け資産の適切な分散により、類似する水準のリ

スク分散を確保しなければならない。同様に、ＯＴＣ取引の取引相手リスクは、適用ある場

合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。

これらの規則の逸脱は、適切な動機に基づき行われる。

 

３．　　　構造的側面および業務上の規則

 

3.1.　　　法律上の形態および利用可能な仕組み

3.1.1.　　法律上の形態

ＳＩＦ法は、特に、契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および変動資本を有する投資法

人（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）について言及しているが、ＳＩＦが設立される際の基盤とな

る法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例え

ば、受託契約に基づくＳＩＦの設立も可能である。

・契約型投資信託

特性の要約については、上記2.2.1項を参照のこと。

ＦＣＰへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権を

行使することができる。

・投資法人（ＳＩＣＡＶまたはＳＩＣＡＦ）

特性の要約については、上記2.2.2項を参照のこと。

ＳＩＦ法に基づき、ＳＩＣＡＶは、2010年法に従うＳＩＣＡＶの場合のように有限責任会社であ

る必要はない。ＳＩＣＡＶの形態で設立されるＳＩＦは、ＳＩＦ法が列挙する会社の形態、すな

わち、公開有限責任会社、持分により制限されるパートナーシップ、非公開有限責任会社または

公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合のうち一形態を採用することができ

る。

ＳＩＦ法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、ＳＩ

Ｆ法は、ＳＩＦについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線

を画している。

3.1.2.　　複数クラスの仕組み

ＳＩＦ法は、特に、複数のコンパートメントを有するＳＩＦ（いわゆる「アンブレラ・ファン

ド」）を設立することができる旨を規定している。

さらに、ＳＩＦ内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたＳＩＦのコンパートメン

ト内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、

対象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。

3.1.3.　　資本構造

ＳＩＦ法の規定により、ＳＩＦの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、ＳＩＦ

の認可から12か月以内に達成されなければならない。これに対し、2010年法に従うＵＣＩについ

ては６か月以内である。ＦＣＰに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額ではなく、発

行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。

ＳＩＦは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口／受益証券を発行することができる。投資

口は、発行時に１口につき最低５％までの払込みを要する。
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上記のように、固定資本または変動資本を有するＳＩＦを設立することができる。さらに、ＳＩ

Ｆは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく（買戻しおよび／または申込みについ

て）オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。

 

3.2.　　　証券の発行および買戻し

証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うＵＣＩに適用される規則に比

べ緩和されている。この点について、ＳＩＦ法の規定により、証券の発行および証券の買戻しま

たは償還（該当する場合）に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文

書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従うＳＩＣＡＶまたはＦＣＰの場合のよ

うに、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがっ

て、ＳＩＦ法の下で、ＳＩＦは、（例えば、ＳＩＦが発行したワラントの行使時に）所定の確定

した価格で投資口を発行することができ、または（例えば、クローズド・エンド型ＳＩＦの場合

にディスカウント額を減じるため）純資産価格を下回る価格で投資口を買い戻すことができる。

同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。

しかしながら、ＣＳＳＦは受益者または公衆の利益のため、投資口の発行、買い戻しまたは償還

の停止を要求する場合がある。

ＳＩＦは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取

得の約定により当初申込時に確認された新規投資口の継続取得によってのみならず、一部払込済

投資口（当初発行された投資口の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。）によって行う

こともできる。

 

４．　　　規制上の側面

 

4.1.　　　慎重な制度

ＳＩＦは、ＣＳＳＦによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通

した投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、ＳＩＦは、承認手続

および規制当局の要件の両方について、2010年法に従うＵＣＩの場合に比べやや「軽い」規制上

の制度に服する。

2010年法に従うＵＣＩについて、ＣＳＳＦは、ＳＩＦの設立文書、ＳＩＦの取締役／マネ

ジャー、投資ポートフォリオの運用に責任を有する者、中央管理事務代行会社、保管銀行および

承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。ＳＩＦの存続期間中、設立文書の修正

および取締役、投資ポートフォリオの運用に責任を有する者または上記の業務提供業者の変更も

また、ＣＳＳＦの承認を必要とする。

 

4.2.　　　保管受託銀行

ＵＣＩと同様に、ＳＩＦは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する金融

機関またはＥＵの他の加盟国に登録事務所を有する金融機関のルクセンブルグ支店である保管受

託銀行に委託しなければならない。資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきであ

る。すなわち、保管受託銀行は、常にＳＩＦの資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場

所および方法を承知していなければならない。これは、資産の物理的な保管を地域の副保管受託

銀行に委ねることを妨げるものではない。

ＳＩＦ法は、保管受託銀行に対し、2010年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加

の監視職務の遂行を要求していない。こうした保管受託銀行の職務の軽減は、プライム・ブロー

カーの相当の関与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
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4.3.　　　リスク管理および利益相反

ＳＩＦは、ポートフォリオのリスク特性全体に対するポジションおよびポジションの寄与に関連

するリスクに伴うリスクを適切な方法で、確定、測定、管理および精査するため、リスク管理の

適切なシステムを完遂することを要求されている。

さらに、ＳＩＦは、ＳＩＦおよび、適用ある場合は、ＳＩＦの事業行為に貢献する者またはＳＩ

Ｆに直接または間接に関連ある者との間で生じる利益相反により、投資家の利益が損なわれるリ

スクを最小化するように、構成され組織されることが要求されている。潜在的利益相反がある場

合、ＳＩＦは投資家の利益が守られることを確実にするものとする。

ＣＳＳＦ規則No.15－07により、ＳＩＦ法第42条２項(1)および(2)の適用が明確化される。なお、

実務上、ＳＩＦの承認プロセスでは、ＣＳＳＦによりリスク管理プロセスおよび利益相反ポリ

シーが既に義務付けられており、かかる規制は、これらの既存の要件をその範囲で形式化してい

るに過ぎない。

 

4.4.　　　委託規則

ＳＩＦは、自己の行為をより効率的に行うために第三者に機能の委託を考える場合、ＣＳＳＦの

承認を得なければならない。

他の条件に基づき、当該委託により、ファンドに対する効率的監督または委託行為のファンドに

よる効率的精査が妨げられないものとする。投資運用の中核機能を預託銀行に委託しないものと

し、ＳＩＦはＣＳＳＦの販売書類は、委託された機能を記載しなければならない。

投資ポートフォリオの運用に関する委託の場合、投資ポートフォリオの運用のために授権または

登録され、慎重な監督に服する自然人または法人にのみ委託される。この委託が慎重な監督に基

づき第三者から自然人または法人に対しなされる場合、ＣＳＳＦおよび同国の監督当局との協力

が確保されなければならない。これらの条件が満たされない場合、ＣＳＳＦは委託先の選択を、

その評判および経験に基づき承認しなければならない。

2012年４月１日以前に設立されたＳＩＦは、2013年６月30日まで、これらの条件が適用される限

りにおいて、これらの条件を遵守しなければならない。

 

4.5.　　　承認された法定監査人

ＳＩＦの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人

（réviseur d'entreprises agréé）による監査を受けなければならない。

 

4.6.　　　投資家に提供するべき情報および報告要件

募集書類が作成されなければならない。ただし、ＳＩＦ法は、かかる書類の内容の最小限度につ

いて明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新

規証券が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。これらの必須要素への修

正は、ＣＳＳＦの承認に基づく。

ＳＩＦは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から６か月以内に公表しなければならない。

現金以外の出資は、出資時点で、承認された法定監査人が作成する報告書に記載されなければな

らない。

ＳＩＦは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。

 

4.7.　　　関連するその他の規制上の側面

－　リスク管理および利益相反に関する専門投資信託のための2007年２月13日法律第42条２項の

適用に関するＣＳＳＦ規則No.15－07。この規則により、すべてのＳＩＦは、リスク管理シス
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テムおよび利益相反ポリシーを維持しなければならず、後者の詳細をＣＳＳＦに伝達しなけれ

ばならない。この規則は、2016年２月１日に効力が発生している。

－　ルクセンブルグの金融部門の監督当局（ＣＳＳＦ）により課される料金に関する2017年12月

21日付大公規則（随時改正、補完および置換済）。

 

５．　　　ＳＩＦの税制の特徴

ＳＩＦについては、0.01％（これに対して、2010年法に基づき存続する大部分のＵＣＩについて

は、0.05％）の年次税を課される。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づ

き決定される。ＳＩＦ法は、2010年法と同様の方法により、他のルクセンブルグＵＣＩに投資さ

れた資産で年次税が課される部分、一定のインスティテューショナル・キャッシュ・ファンドお

よび年金プール・ファンドについて、年次税を免除している。

ＳＩＦが受領する収益およびＳＩＦによって実現されたキャピタル・ゲインに対しては税金は課

されない。

 

ＡＩＦＭ法は2013年７月15日に発効した。同法はルクセンブルグ法にＡＩＦＭＤを導入し、さら

に、ＳＩＦ法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ.ＡＩＦＭ法」を参照のこと。
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Ⅳ．　　　ＡＩＦＭ法

 

ＡＩＦＭ法は2013年７月15日に発効した。同法はルクセンブルグ法にＡＩＦＭＤを導入し、さら

に、2010年法およびＳＩＦ法等を改正するものである。

2013年ＡＩＦＭ法は13章から構成される。

第１章：総則

第２章：オルタナティブ投資信託運用者の認可

第３章：ＡＩＦＭの運営条件

第４章：透明性要件

第５章：特定タイプのオルタナティブ投資信託（以下「ＡＩＦ」という。）を運用するＡＩＦ

Ｍ

第６章：ＥＵにおけるＥＵ　ＡＩＦＭの販売権限およびＥＵ　ＡＩＦの運用権限

第７章：第三国に関する具体的規則

第８章：個人投資家に対する販売

第９章：監督組織

第10章：暫定規定

第11章：刑罰規定

第12章：改正および各種規定

第13章：廃止および最終規定

 

１．　　　2013年法に従うルクセンブルグのＡＩＦＭ

 

1.1.　　　2013年法に従うルクセンブルグのＡＩＦＭの概要

2008年の金融危機後、欧州の立法者は、2008年11月のＧ20サミットの結論を受けて、オルタナ

ティブ投資信託セクターの活動から発生するシステミック・リスクを監督するため、当該業界を

規制することを決定した。

オルタナティブ投資信託運用者に関する指令は、2010年11月11日付で採択され、欧州のオルタナ

ティブ投資信託運用者に関する規制枠組みを定めている。ＡＩＦＭＤによって欧州レベルでは規

制されていなかったオルタナティブ投資信託に課される新規の義務と引換えに、ＡＩＦは、すべ

てのＥＵ加盟国（以下「加盟国」という。）のプロの投資家に対するＡＩＦの販売を認める欧州

のパスポートから、利益を享受する。

ルクセンブルグは、2014年７月22日から完全に適用される2013年７月12日法（以下「ＡＩＦＭ

法」という。）を通じて、ＡＩＦＭＤをルクセンブルグ法に移行した。

 

２．　　　範囲

2.1.　　　一般的範囲

ＡＩＦＭ制度は、以下に適用される。

・一または複数のＥＵ ＡＩＦ／非ＥＵ ＡＩＦを運用するＥＵ ＡＩＦＭ

・一または複数のＥＵ ＡＩＦを運用する非ＥＵ ＡＩＦＭ

・ＥＵでＡＩＦを販売する非ＥＵ ＡＩＦＭ

ＡＩＦＭ制度は、非常に広範なアプローチを有し、以下のようなＵＣＩＴＳ指令の適用対象では

ないすべてのＡＩＦのＡＩＦＭを網羅する。

・ＵＣＩに関する2010年12月17日法（改正済）パートⅡに従うＵＣＩ。

・ＡＩＦＭ法に定められる基準を満たす、ＳＩＦに関する2007年２月13日法（改正済）に従うＳ

ＩＦ。
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・ＡＩＦＭ法に定められる基準を満たす、ＳＩＣＡＲに関する2004年６月15日法（改正済）に従

うＳＩＣＡＲ。

・ＡＩＦＭ法に定められる基準を満たす、規制を受けていないビークル。

上記は、ＡＩＦＭ法第１条(39)に基づいており、また、同条は、以下に該当する投資信託（その

投資コンパートメントを含む。）がＡＩＦＭ法の対象であると規定している。

・多数の投資者の利益のため、定義された投資方針に従い投資することを目的として、多数の投

資者から資金を調達し、かつ、

・指令2009／65／ＥＣ（以下「ＵＣＩＴＳ指令」という。）第５条に基づく認可を必要としない

投資信託。

 

2.2.　　　運用体制

ＡＩＦＭは、ＡＩＦによりまたはＡＩＦのために任命される外部運用者となるか、または、以下

に該当する場合に限りＡＩＦ自身（以下「自己運用ＡＩＦ」という。）となる可能性がある。

・ＡＩＦの法的形式が内部運用を許可する場合、および

・ＡＩＦの統治機関が外部ＡＩＦＭを任命しないことを選択する場合。

 

2.3.　　　例外

ＡＩＦＭ法において、３種類の例外が存在する。

2.3.1.　　明示的除外

次の一定の組織は、明示的にＡＩＦＭ法の範囲から除外されている。すなわち、持株会社、キャ

プティブファンド、年金基金の管理会社、従業員参加スキームもしくは従業員貯蓄スキーム、超

国家的機関、国家中央銀行、証券化のための特別目的会社、ならびに国家、地域および地方の政

府および機関である。さらに、ＡＩＦＭ法は、外部資本を調達していない場合には、ファミ

リー・オフィス・タイプの取決めには適用されない。

2.3.2.　　限度額を下回るＡＩＦ

一定の限度額を超えないＡＩＦを運用するＡＩＦＭは、ＡＩＦＭ法の要件から免除されるが、Ｃ

ＳＳＦの登録要件には従う。かかるＡＩＦＭはまた、販売パスポートから利益を享受するため、

ＡＩＦＭ制度の適用への参加を決定することもできる。

2.3.3.　　既得権条項

ＡＩＦＭ法は、クローズド・エンド型ＡＩＦを運用するＡＩＦＭに関して、２つの既得権条項を

定めることを予定している。

・ＡＩＦＭは、ＡＩＦが2013年７月22日以降に追加の投資を行わない場合には、ＡＩＦＭ法に基

づく認可を受けることなく、当該ＡＩＦを運用し続けることができる。

・ＡＩＦＭは、年次報告書を公表する義務を遵守しており、自己が運用するＡＩＦの投資家向け

申込期間がＡＩＦＭ法の効力発生前に終了し、かつ、ＡＩＦの期間が遅くとも2016年に満了す

る場合には、ＡＩＦＭ法に基づく認可を受けることなく、ＡＩＦを運用し続けることができ

る。

 

2.4.　　　特定の状況

場合に応じて、自己運用ＡＩＦは、それ自体がＡＩＦＭであると考えられ、ＡＩＦＭ法を遵守し

なければならなくなる。

ＵＣＩＴＳ指令に基づき認可される管理会社は、ＵＣＩＴＳおよびＡＩＦの双方を運用するた

め、ＡＩＦＭ法に基づくＡＩＦＭとしての認可（またはその逆）を申請することができる。

 

３．　　　ＡＩＦＭの認可

 

ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、または担当加盟国がＥＵに存するＡＩＦＭは、Ａ

ＩＦＭとして行為するため、ＣＳＳＦの認可を求めなければならない。非ＥＵ ＡＩＦＭの担当加
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盟国とは、当該非ＥＵ ＡＩＦＭが最も密接な繋がりを有する国である。その繋がりとは、とりわ

け、ＡＩＦの登録地、ある国でＡＩＦＭが運用する登録済ＡＩＦの数またはある国で運用されて

いる資産の量である。

ルクセンブルグＡＩＦＭとしての認可は、すべての加盟国で有効である。ただし、ＡＩＦＭ法の

条件が継続的に遵守されるものとする。

 

3.1.　　　ＡＩＦＭとしての認可に係る申請要件

ルクセンブルグ籍ＡＩＦＭとしての認可を申請するＡＩＦＭは、一定の文書および情報をＣＳＳ

Ｆに提供しなければならず、また、資本要件に関する一定の規則を遵守しなければならない。

ＵＣＩＴＳ制度に基づき認可された管理会社は、ＡＩＦＭとしての認可を申請する場合に、ＵＣ

ＩＴＳ制度に基づく管理会社としての認可の関連で既に提出された情報または文書の提出を要求

されることはない。ただし、かかる情報または文書が最新のものであることを条件とする。

 

3.2.　　　ＡＩＦＭとしての認可の範囲

認可されたＡＩＦＭは、以下の内部運用機能を行うことを認められる。

・少なくとも以下を含む投資運用機能。

・ポートフォリオ運用。

・リスク管理。

・さらに、ＡＩＦＭは、以下の業務も提供することができる。

・管理事務。

・販売。

・ＡＩＦの資産に関係する業務。

ＣＳＳＦが認可する外部運用のＡＩＦＭは、以下の業務も提供することができる。

・投資対象のポートフォリオの運用。

・付随的業務。

 

４．　　　運用条件

 

4.1.　　　一般的原則

ＡＩＦＭ法には、ＡＩＦＭに対する以下の事項の義務付けといった、ＵＣＩＴＳ指令に定められ

る行動基準に類似している一般的運用条件に関する原則に基づく複数の規則が含まれる。

・活動の遂行に際し、正直に、正当な技量および注意をもって、かつ、公正に行為すること。

・ＡＩＦおよび投資家の最善の利益ならびに市場の信頼性のために行為すること。

・事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用すること。

・利益相反の回避のため、すべての合理的な手段を講じること。

・事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の要求を遵守すること。

・すべての投資家を公正に扱うこと。

 

4.2.　　　特別規則

4.2.1.　　利益相反

ＡＩＦＭ法において、ＡＩＦＭはＡＩＦの運用の過程で発生する利益相反を見極め、管理しなけ

ればならないと定められている。

利益相反の状況は、記録され、定期的に更新されなければならない。当該状況は、上級管理職に

書面で報告されなければならず、また、永続性のある媒体またはウェブサイトで投資家に開示さ

れなければならない。

ＡＩＦＭはまた、書面により、利益相反に係る方針を設定しなければならない。かかる方針は、

有効かつ適当でなければならず、利益相反を発生させうる活動およびかかる相反を防止し、管理

し、監視する手順を定めなければならない。
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議決権行使に関して、ＡＩＦおよびその投資家の独占的な利益のために議決権が行使される時期

および方法を決定する適切かつ有効な戦略が、議決権行使の監視および確保ならびに潜在的利益

相反の防止または管理のための措置および手続とともに、実行されなければならない。

この点に関して実行される戦略は、要求に応じて投資家に提供されなければならない。

4.2.2.　　報酬

ＡＩＦＭは、自己が運用するＡＩＦのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門業務を行う部類の従

業員に関して、当該リスク特性に沿った報酬に関する方針および慣行を設定し、維持しなければ

ならない。

報酬方針は、「十分に柔軟性を有し」、適切にバランスがとれていなければならず、また、当該

報酬方針は、健全かつ有効なリスク管理を推進し、過度なリスク負担を推奨しないようにすると

いう観点から、ＡＩＦＭＤの別表Ⅱの規定を遵守しなければならない。

報酬の付与手順は、文書化されなければならず、リスク、パフォーマンス、ライフサイクル、Ａ

ＩＦの償還方針、個別のパフォーマンス、ＡＩＦＭおよびＡＩＦＭの事業分野のパフォーマンス

といった、複数の要因を考慮に入れなければならない。

報酬の変動部分に関しては据え置かれ、部分的にＡＩＦの受益証券またはその同等物で構成され

るものとし、また、少なくとも１年間の発生期間の終了時またはその期間中に付与されなければ

ならない。

上記の要件は、規模、内部組織ならびに業務の性質、範囲および複雑性に関する均衡検討に鑑

み、実施されなければならない。

報酬規則の遵守を確保するため、ＡＩＦＭは、報酬方針に関する一定の詳細を公衆に開示しなけ

ればならず、また、監督機関は、少なくとも１年に１度、当該方針につき精査しなければならな

い。

4.2.3.　　リスク管理

ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭが

・すべての関連あるリスクを特定し、

・ＡＩＦの市場流動性リスク、取引相手方リスクおよびその他の関連あるリスクに対するエクス

ポージャーを評価し、および

・規制で示される要素に対応できるようにし、

ＡＩＦＭにより監視、評価および定期的に審査されるリスク管理方針および手続を、実行しなけ

ればならない。

ＡＩＦＭはまた、ポートフォリオ運用を含む運営ユニットから機能上および序列上切り離される

べき、恒久的なリスク管理機能を備えるよう求められる。

リスク管理機能により、ＡＩＦＭが設定するリスク管理方針および手続が実行され、リスク制限

（ＡＩＦＭが規定および実施しなければならない。）の遵守が確保および監視され、かつ、政府

機関に対しリスク制限との一貫性およびその遵守について定期的に最新情報が提供され、上級管

理職に対しリスク水準について定期的に最新情報が提供されるものとする。

ＡＩＦＭは、ＣＳＳＦ通達の別紙１に規定される様式に従い、管理するＡＩＦについてＡＩＦＭ

またはＵＣＩＴＳ管理会社の事業年度終了後５か月以内にＣＳＳＦに対してリスク管理プロセス

（以下「ＲＭＰ」という。）を提出することを、通達18／698によって義務づけられている。

4.2.4.　　流動性管理

ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭのレバレッジされていないクローズド・エンド型のＡＩＦを除き、流動性

リスクを監視および管理し、投資家、取引相手方、債権者およびその他の相手方に対する対象債

務が遵守されるよう確保するため、自己が運用する各ＡＩＦに関して、適切な流動性管理方針お

よび手続を設定するよう求められる。当該方針および手続はまた、投資戦略、流動性特性、償還

方針およびすべての投資家の公正な取扱いに沿っていなければならない。

ＡＩＦＭはまた、ポジションおよび想定投資対象の質的および量的な流動性ならびに自己が運用

する各ＡＩＦの流動性に関する適切な制限を評価するため、適切な流動性測定手続を実行しなけ
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ればならない。さらに、当該ＡＩＦＭは、自己の流動性管理を、自己が運用するＡＩＦが投資す

る他の投資信託を運用しているＡＩＦＭの流動性管理と、比較しなければならない。

ＡＩＦＭは、定期的に、通常および例外的な流動性状況において、ストレステストを実施するよ

う求められる。

4.2.5.　　レバレッジ

レバレッジを用いるＡＩＦＭは、その旨を投資家に開示し、ＣＳＳＦに報告しなければならな

い。

ＡＩＦＭはまた、投資家に開示すべき制限も設定しなければならず、また、ＡＩＦＭによるかか

るレバレッジの利用がシステミック・リスクの蓄積に寄与する場合には、当該制限を定期的にＣ

ＳＳＦに知らせなければならない。

4.2.6.　　経営支配権

ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭが運用するＡＩＦが保有する非上場会社の議決権の割合が、当該会社の株

式を取得、処分または保有する場合に10％、20％、30％、50％および75％の基準値に達するか、

これらを超過するかまたはこれらを下回る時はいつでも、ＣＳＳＦに対し、かかる議決権割合を

通知するよう求められる。

かかる経営支配権もまた、当該会社およびその株主に対して開示されなければならない。

4.2.7.　　資本要件

ＡＩＦＭは、最低当初資本要件を有し、当該要件は、ＡＩＦＭが自己運用ＡＩＦである場合には

300,000ユーロであり、外部ＡＩＦＭとして行為する場合には150,000ユーロである。

ＡＩＦＭはまた、250,000,000ユーロを超える運用資産のうちの少なくとも0.02％（10,000,000

ユーロをキャップとする。）を、追加自己資金と構成しなければならない。ＡＩＦＭが信用機関

の保証または保険契約を有する場合、ＡＩＦＭは、予想される追加自己資金額の50％までしか追

加することを認められない。

ＡＩＦＭはまた、専門職の過失に起因する潜在的な専門職業賠償責任リスクをカバーするため、

追加自己資金を提供するかまたは専門職業賠償責任保険を付保しなければならない。

 

５．　　　設立要件

 

5.1.　　　一般的要件

ＡＩＦＭは、自己の事業の性質、規模および複雑性ならびに当該事業の過程で行われる業務およ

び活動の性質および範囲を考慮に入れなければならない。また、以下の事項を行わなければなら

ない。

・意思決定手続および組織体制の確立。

・コンプライアンスを担保するための内部統制機構の確立。

・内部の報告および情報伝達ならびに関与する第三者との効率的な情報のフローの確立。

・適切かつ秩序正しい事業記録の維持。

・情報保護手続の安全性、機密性および信頼性の確保。

・事業継続方針の設定。

・会計方針および手続ならびに評価規則の設定。

・監視および評価システムの設定。

・ＡＩＦＭが運用したＡＩＦの償還方針が投資家に開示されるよう確保するための適切な手続の

設定。

 

5.2.　　　リソース

ＡＩＦＭは、常時、ＡＩＦの適切な運用に必要である十分かつ適切な人的リソースおよび技術的

リソースを利用しなければならない。

 

5.3.　　　電子データ処理
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ＡＩＦＭは、各ポートフォリオの取引、申込みまたは償還注文の記録を許可するため、適当な電

子的システムに関する適切かつ十分な取決めを行うものとする。

ＡＩＦＭは、適宜、電子データ処理の間の高度な安全性ならびに記録された情報の信頼性および

機密性を確保するものとする。

 

5.4.　　　会計手続

ＡＩＦＭは、投資家が保護され、適用ある規則および基準に基づき純資産価額（以下「ＮＡＶ」

という。）が正確に算定されるよう確保するため、会計手続を使用するものとする。

ＡＩＦＭは、ＣＳＳＦによって承認された１名以上の独立監査人にその年次会計書類を監査させ

るものとする。さらに、当該監査人は、ＡＩＦＭに関するその業務を遂行する際に、ＡＩＦＭ法

の重大な違反となると思われる事実または決定を認識した場合、ＣＳＳＦに通知する義務があ

る。

会計記録は、ＡＩＦのすべての資産および負債が、常時直接的に特定できる形で維持されなけれ

ばならず、また、ＡＩＦの各コンパートメントは、その個別の勘定を有しなければならない。

 

5.5.　　　上級管理職による統制および監督機能

ＡＩＦＭは、統治機関、上級管理職および監督機能（存在する場合）が、ＡＩＦＭによるＡＩＦ

ＭＤ上の義務の遵守につき責任を負うよう確保しなければならない。

ＡＩＦＭはまた、上級管理職が以下の事項につき責任を負うよう確保しなければならない。

・運用される各ＡＩＦに関する一般的投資方針の実施、および、当該ＡＩＦの規則において関連

ある場合には、設立書類、目論見書または募集文書の実施。

・運用される各ＡＩＦに関する投資戦略の承認を監督すること。

・評価方針が良好に実施されるよう確保すること。

・ＡＩＦＭが恒久的かつ有効なコンプライアンス機能を持つよう確保すること。

・運用される各ＡＩＦに関する一般的投資方針、投資戦略およびリスク制限が正確かつ有効に実

施され、かつ遵守されていることを、定期的に承認および精査すること。

・運用される各ＡＩＦの投資決定の実施に関する内部手続の適切性について、当該決定が承認さ

れた投資戦略に沿うよう確保するため、定期的に承認および審査すること。

・リスク管理方針ならびに当該方針の実施に関する取決め、プロセスおよび技法（ＡＩＦＭが運

用する各ＡＩＦのリスク制限システムを含む。）を、定期的に承認および精査すること。

・適切な報酬方針を設定および適用すること。

 

5.6.　　　恒久的なコンプライアンス機能

ＡＩＦＭは、（ＡＩＦＭの事業の性質、規模および複雑性ならびに当該事業の過程で行われる業

務および活動の性質および範囲を考慮に入れた上で）ＡＩＦＭによるＡＩＦＭＤ上の義務の不遵

守のリスクおよび付随するリスクを発見するために設計された適切な方針および手続を設定、実

施および維持するものとし、また、かかるリスクを最小限にし、所管官庁がその権限をＡＩＦＭ

Ｄに基づき有効に行使できるようにするための適切な措置および手続を実施するものとする。

ＡＩＦＭは、独立して稼働する恒久的かつ有効なコンプライアンス機能を設置および維持しなけ

ればならず、また、以下の事項を行わなければならない。

・ＡＩＦＭの義務の遵守の不備に対処するための措置、方針および手続ならびに行われる行為の

適切性および有効性を監視し、定期的に評価すること。

・業務および活動の実施に責任を有する関連ある者に助言を行い、ＡＩＦＭのＡＩＦＭＤ上の義

務の遵守においてその者を援助すること。

・必要な権限、リソース、専門技術およびすべての関連情報へのアクセス権を有すること。

・コンプライアンスに係る事項に関する定期的な（少なくとも年に１度の）上級管理職に対する

報告（特に、何らかの不備がある場合に適切な救済措置が講じられたか否かを示すこと。）の

ために備え、これにつき責任を負うこと。
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・ＡＩＦＭが監視する業務または活動の履行に関与しないこと。

・ＡＩＦＭの客観性に影響を及ぼさない形で報酬を受けること。

独立したコンプライアンス機能を設定する義務は、その任命がＡＩＦＭの事業の性質、規模およ

び複雑性ならびにその業務および活動の性質および範囲を鑑みて不相応である場合には、コンプ

ライアンス機能が有効であり続け、ＡＩＦＭがその不相応性を論証することができる限り、発生

しない。

 

5.7.　　　内部監査機能

ＡＩＦＭは、適切かつ相応である場合には、ＡＩＦＭのシステム、内部統制機構および取決めを

検討および評価し、提言を行い、その適用を確認し、内部監査事項を報告するため、ＡＩＦＭの

他の機能および活動から切り離され、独立していなければならない内部監査機能を確立しなけれ

ばならない。

 

5.8.　　　個人取引

ＡＩＦＭは、個人取引（すなわち、機密情報の濫用または開示、ＡＩＦＭの義務との相反、イン

サイダー取引関連事項等）に関する適切な取決めを行わなければならない。

ＡＩＦＭは、あらゆる個人取引に関して通知されなければならず、当該個人取引につき記録しな

ければならない。

本制度は、金融商品の個人取引のみならず、その他の資産の個人取引にも適用される。

 

5.9.　　　記録保管要件

以下に言及される記録は、少なくとも５年間保管されなければならず、また、他のＡＩＦＭ（譲

渡が行われる場合）またはＣＳＳＦが参照するために閲覧できる形で情報を保管できる媒体に維

持しなければならない。

5.9.1.　　ポートフォリオ取引の記録

ＡＩＦＭは、遅滞なく、ＡＩＦＭが運用するＡＩＦに係る各ポートフォリオ取引に関して、正確

な情報（資産の種類、量、価格、取引相手方、注文種類等）の記録を維持しなければならず、か

かる記録は、注文および実行された取引または契約の詳細を再現するのに十分なものでなければ

ならない。

5.9.2.　　申込注文および償還注文の記録

ＡＩＦＭは、受領されたＡＩＦの申込みおよび償還注文（該当する場合）が、当該注文の受領後

不当な遅滞なく記録されるよう確保するため、すべての合理的な手段を講じなければならない。

記録には、関連するＡＩＦ、注文の実施者または送信者、注文の日時、注文の受領者、注文の条

件および手段等の、非常に正確な情報が含まれなければならない。

 

６．　　　評価

 

ＡＩＦＭは、自己が運用するＡＩＦの資産の正確な評価を提供しなければならない。

さらに、ＡＩＦＭは、自己が運用するＡＩＦのＮＡＶを定期的に計算および公表することも要求

される。

 

6.1.　　　評価者

外部または内部の評価者が存在する可能性がある。

評価者は、ポートフォリオ運用機能から独立していなければならず、評価者の報酬は、その独立

性を損なってはならない。さらに、外部評価者は、義務的な専門家登録を行わなければならず、

かつ、評価者の資格および能力の証明を記載した評価者による署名がなされた書面の形で、十分

な専門性の保証を提供しなければならない。
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6.2.　　　評価手続

評価手続および方針は、書面形式で、健全性および透明性を有していなければならず、また、評

価プロセスを適切に文書化していなければならない。当該方針および手続はまた、関連あるＡＩ

Ｆの各種の資産に関する評価方針を参照し、かつ、評価に関与するすべての者の義務、役割およ

び職務を設定しなければならない。

ＡＩＦＭは、特定の資産評価モデルの利用を選択した理由を説明しなければならない。当該モデ

ルは、上級管理職および各モデルを構築するプロセスに関与していない十分な専門技術を有する

者が確認しなければならない。さらに、ＣＳＳＦは、当該モデルを監査役または外部評価者が確

認することを要求することがある。

評価手続は、受益証券または投資証券の発行、申込み、償還または消却毎に資産が評価されるよ

う確保しなければならない。少なくとも、毎年１度の評価を行わなければならず、また、ＡＩＦ

Ｍは、受益証券または投資証券の口数を、発行時および少なくとも受益証券または投資証券の価

格が計算される時毎に、定期的に確認しなければならない。

オープン・エンド型ＡＩＦを運用するＡＩＦＭは、ＡＩＦが保有する資産ならびに当該資産の発

行頻度および償還頻度にとって適切な頻度で、評価および計算を遂行しなければならない。

クローズド・エンド型ＡＩＦを運用するＡＩＦＭは、自己が運用するＡＩＦの資本が増減した場

合に、また、直近の決定された価額が公正および正確でないと思われる場合はいつでも、評価に

つき最終決定しなければならない。

手続、方針および評価方法の適切性は、少なくとも１年に１度精査されなければならない。

 

6.3.　　　ＮＡＶの公表

ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭが運用する各ＥＵ ＡＩＦまたはＡＩＦＭがＥＵで販売する各ＡＩＦに関し

て、ＡＩＦの評価手続および／または価格設定方法ならびにＡＩＦの最新のＮＡＶまたはＡＩＦ

の最新の受益証券価格に関する説明を公表しなければならない。

 

6.4.　　　責任

ＡＩＦＭは、自己が運用するＡＩＦおよびその投資家に対し、ＡＩＦの資産の評価ならびにＡＩ

ＦのＮＡＶの計算および公表につき責任を負う。ただし、外部評価者が任命されている場合、当

該評価者は、ＡＩＦＭに対し、当該評価者の過失または故意の職務不履行の結果被る損失につき

責任を負う。

 

７．　　　ＡＩＦＭの機能の委託

 

7.1.　　　一般的規定

ＡＩＦＭは、自己の業務効率を最適化するため、厳格な条件に従い、ポートフォリオ運用機能お

よびリスク管理機能を委託することができる。再委託も、同様の条件およびＡＩＦＭの承認に基

づき、認可されることができる。

自己の機能を委託するＡＩＦＭは、委託の客観的理由を提示しなければならず、また、ＣＳＳＦ

に対し、委託の全体構造を正当化することおよび委託先が適切に資格を有し、委託業務を履行で

きることを示すことができなければならない。

委託により、ＡＩＦＭが運用するＡＩＦまたはその投資家に対するＡＩＦＭの責任および義務が

変更されてはならず、ＡＩＦＭとして認可されるための条件に影響を及ぼされないものとする。

ＡＩＦＭは、委託先がその機能を有効に、かつ、適用ある法律および規制要件に従って実行する

よう確保しなければならず、また、委託先がその任務を履行するための十分なリソースを有して

いるか否かおよび任務が委託された者が十分な能力および良好な評判を有しているか否かを評価

しなければならない。ＡＩＦＭはまた、委託に付随するリスクを監督および管理できるようにす

るため、必要な専門技術およびリソースを保持しなければならない。場合に応じて、ＡＩＦＭ

は、その委託先が再委託先に対して同様に対応しているかを確認しなければならない。
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書面による契約は、ＡＩＦＭおよび委託先の権利および義務を明確に定義していなければならな

い。

ポートフォリオ運用機能の委託は、ＡＩＦＭの投資方針に従い実施されなければならない。

ＡＩＦＭはまた、自己の委託先に、委託機能の遂行能力に重大な影響を及ぼしうる展開につき開

示させ、機密情報を保護させ、災害復興のための継続計画を策定させ、定期的なバックアップ設

備を検証させるようにしなければならない。

 

7.2.　　　他事業体との問題

7.2.1.　　利益相反

ＡＩＦＭは、履行された委託業務が、利益相反を引き起こさず、ポートフォリオ運用機能または

リスク管理機能が機能上および序列上分離されているようにしなければならない。

ＡＩＦＭはまた、自己の委託先に、潜在的利益相反を特定、管理および監視するためのすべての

合理的な手段を講じさせ、かかる相反の存在をＡＩＦＭに開示させるようにしなければならな

い。

7.2.2.　　ポートフォリオ運用機能またはリスク管理機能の委託

ポートフォリオ運用機能またはリスク管理機能は、以下の事業体にのみ委託することができる。

・ＵＣＩＴＳ指令に基づき認可された管理会社。

・ＭｉＦＩＤに基づきポートフォリオ運用を行うことを認可された投資法人。

・ＭｉＦＩＤに基づくポートフォリオ運用を行う認可を有していると指令2006／48／ＥＣに基づ

き認可された信用機関。

・ＡＩＦＭＤに基づき認可された外部で任命されたＡＩＦＭ。

ポートフォリオ運用機能およびリスク管理機能は、同時に委託することはできない。

7.2.3.　　名義のみの事業体

ＡＩＦＭは、「名義のみの事業体（letter-box entity）」とならないよう確保しなければならな

い。

ＡＩＦＭは、以下に該当する場合、名義のみの事業体であるとみなされる。

・委託先を監督するためおよび委託に伴うリスクを管理するための必要なリソースおよび専門技

術を保有しなくなった場合。

・調査権、検査権、閲覧権もしくは指導権を損失するか、またはこれを行うことが実務上不可能

になった場合。

・委託機能が、ＡＩＦＭが保持する機能を実質的に超過する場合。

・以下を行う権限を有しなくなった場合。

・上級管理職の責任に基づき主要分野における決定を行うこと。

・上級管理職の機能（投資方針、投資戦略等の実施）を実行すること。

 

7.3.　　　運営上の問題

7.3.1.　　第三国企業への委託

ＡＩＦＭがそのリスク管理機能およびポートフォリオ運用機能を第三国企業に委託する場合、当

該ＡＩＦＭの国の当局および委託先の国の当局は、以下の権利をＡＩＦＭの設立地加盟国の当局

に付与する旨の合意を締結する。

・関連ある情報または文書を閲覧する権利。

・実地検査を要請できる権利。

・ＡＩＦＭＤに違反した場合に遅滞なく第三国当局から情報を受け取ることができる権利。

・ＡＩＦＭＤに違反した場合に執行行為に協力する権利。

7.3.2.　　有効な監督

ＡＩＦＭは、自己の委託先を効率的に監督できなければならない。かかる監督要件を満たすた

め、ＡＩＦＭは、自己の監査役および規制当局が、委託機能または委託先の事務所に関するデー
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タへのアクセス権を有し、委託先がＣＳＳＦに協力し、委託機能を監督するのに必要なすべての

情報が遅滞なく利用可能とされるよう、確保しなければならない。

7.3.3.　　再委託への同意

上記の条件は、委託先がその機能のいずれかを再委託する場合に準用される。

ＡＩＦＭは、書面により再委託の承認を行わなければならず、かかる委託は、この要件が満たさ

れた場合にのみ有効となる。委託を行うＡＩＦＭから事前に付与される一般的な同意は、十分で

あるとはみなされないものとする。

いかなる再委託も、ＣＳＳＦに通知されなければならない。

 

８．　　　保管受託銀行

 

8.1.　　　任命

ＡＩＦＭ法は、ＡＩＦＭにより運用される各ＡＩＦについて、単独の保管受託銀行の任命を導入

している。保管機能を運用機能と分離し、投資家の資産を保管受託銀行の資産と分別する必要が

あることから、ＡＩＦＭは保管受託銀行として行為することはできない。

ＡＩＦＭＤに基づくＥＵ ＡＩＦの保管受託銀行は、金融商品に係る保管および事務管理の付随的

業務も提供している信用機関もしくはＭｉＦＩＤの投資会社、またはＵＣＩＴＳ指令に基づき保

管受託銀行として行為することができるプルーデンシャル規制に従うその他の種類の機関のいず

れかでなければならない。ＥＵ ＡＩＦの保管受託銀行は、当該ＡＩＦが所在する国にその登記上

の事務所または支店を有していなければならない。ただし、ＡＩＦＭ法の発効から４年間の移行

期間中は、ＡＩＦまたはＡＩＦＭの所在加盟国の所管官庁は、保管受託銀行が他の加盟国で設立

されることを許可することができる。

非ＥＵ ＡＩＦの保管受託銀行は、ＡＩＦＭ法に定める規定と同様の効果を有し、有効に執行され

る有効なプルーデンシャル規制および監督に従う信用機関またはその他の（ＥＵ ＡＩＦに関して

前項で言及される法人と同じ性質の）法人でなければならない。非ＥＵ ＡＩＦの保管受託銀行

は、ＡＩＦが設立される第三国（一定の条件を遵守することを条件とする。）または当該ＡＩＦ

を運用しているＡＩＦＭの所在加盟国もしくは当該ＡＩＦを運用している非ＥＵ ＡＩＦＭの担当

加盟国で設立されなければならない。

初期投資の日から５年間の期間中に実行可能な償還権を有さず、かつ、保管されるべき資産に投

資していないかまたは発行会社もしくは未上場の会社の支配権の獲得を可能にするために当該会

社に投資しているＡＩＦの場合、ルクセンブルグは、保管受託銀行がその専門業務の一環として

保管受託機能を果たす法人たることを許可する。

ＡＩＦＭはまた、プライム・ブローカーの職務がその保管受託機能から業務上および階級上独立

しており、利益相反の可能性が確認され、管理され、かつＡＩＦの投資家に開示される限りにお

いて、プライム・ブローカーを保管受託銀行に任命することもできる。

ＡＩＦＭは、プライム・ブローカーがＡＩＦのプライム・ブローカーが保有する総資産額に関す

る報告を保管受託銀行に対して提供することを確保しなければならない。

 

8.2.　　　職務

保管受託銀行は、資産の保管、監督義務およびキャッシュ・モニタリングという３つの主要な職

務を有する。

8.2.1.　　資産の保管

保管受託銀行は、ＡＩＦの資産（当該保管受託銀行名義の口座で登録または保有が可能な譲渡性

のある有価証券である場合に当該保管受託銀行に物理的に交付される場合もされない場合もある

金融商品を含む。）の保管に関して責任を負う。

保管受託銀行の保管に係る最低限の職務は、以下のとおりである。

・帳簿記入が適切に行われるよう確保すること。
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・記録を保管し、口座を分離すること。

・調整を実施すること。

・相当の注意（高レベルの投資家保護）を確保すること。

・あらゆる保管リスクを評価し、監視すること。

・損失リスクを最小限にするための組織的な取決めを導入すること。

・所有権を証明すること。

8.2.2.　　監督義務

保管受託銀行は、ＡＩＦの性質、規模および複雑性に関連するリスクを評価しかつ適切な手続を

定め、ＡＩＦ、そのＡＩＦＭまたは第三者が責任を負う手続の事後的な検証を行い、ならびにエ

スカレーション手続を確立しなければならない。保管受託銀行がその監督義務を履行するため

に、ＡＩＦＭは、保管受託銀行がその職務の実施に必要なすべての関連情報を処分するよう確保

しなければならない。

8.2.3.　　キャッシュ・モニタリング

保管受託銀行の義務は、ＡＩＦのキャッシュ・フローを適切に監視するための手続が設けられて

いるかを検証することである。定期的な精査を少なくとも年に１回行う必要がある。

かかる義務には、以下が含まれる。

・すべての現金が適切に帳簿に記入されるよう確保すること。

・適切な調整手続が設けられるよう確保すること。

・適切なキャッシュ・フロー確認手続が実施されるよう確保すること。

・一貫した検査を監視し、実行すること。

・相違が確認された場合に常に是正措置が行われるよう確保すること。

・第三者に開設された預金口座に関連する情報が提供されるよう確保すること。
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8.3.　　　委託

保管受託銀行は、第三者に保管の職務を委託することができ、当該第三者はさらに、当該機能を

同じ条件で再委託することができる。

かかる委託は、客観的に正当化されなければならず、当該委託の適切性ならびに保管受託銀行が

その委託先を選択し、任命し、および精査するために用いるべき相当の技能、注意および努力に

関する厳しい条件に従う。

保管機能が第三者に委託された場合、保管受託銀行は、その委託先がＡＩＦの顧客に帰属する資

産と当該委託先自身の資産とを分離しているかを確認しなければならない。

 

8.4.　　　責任

ＡＩＦＭ法には、保管受託銀行の義務の履行時に発生しまたはＡＩＦＭ、ＡＩＦおよびそれらの

投資家が被った損失について保管受託銀行が責任を負う旨記載されている。同法は、保管されて

いる金融商品の損失（「無過失責任」）とその他の損失（「過失責任」）とを区別している。

保管受託銀行が金融商品を保管し、当該資産が消失した場合、当該保管受託銀行は、同一の金融

商品またはそれに相当する金額を、ＡＩＦまたは（場合に応じて）ＡＩＦを代理して行為するＡ

ＩＦＭに遅滞なく返還する義務を負う。ただし、当該消失が当該保管受託銀行の合理的な支配の

及ばない例外的な事由の結果として生じたものであり、これに対抗するあらゆる合理的な努力を

行ったとしてもその事由の結果は不可避であったということが証明できる場合はこの限りではな

い。

以下のいずれかの条件が満たされた場合に、保管された金融商品が消失したものとみなす。

・金融商品が存在しなくなった場合。

・金融商品がまだ存在するものの、ＡＩＦが当該金融商品に対する所有権を永久に失った場合。

・ＡＩＦが金融商品の所有権を有するものの、当該金融商品を永久に処分することができない場

合。

保管受託銀行は、自己の過失または自己の義務の適切な履行を故意に怠ったことによるその他の

損失について、ＡＩＦまたはその投資家に対して責任を負う。

保管受託銀行の責任は、いかなる第三者への委託によっても影響を受けない。かかる第三者によ

り保管されている金融商品が消失した場合でも、保管受託銀行が引き続き責任を負う。ただし、

かかる状況下にある保管受託銀行が当該委託がＡＩＦＭ法に従って行われたことを証明できる場

合に限り、当該保管受託銀行とＡＩＦまたはＡＩＦを代理して行為するＡＩＦＭとの間の書面に

よる契約でかかる免責が明示的に認められ、かつ、当該委託先との書面による契約でかかる責任

を明示的に譲渡し、ＡＩＦまたはＡＩＦＭが当該委託先に対して直接的に請求を行うことを許可

する場合、当該保管受託銀行はその責任を免じられる。かかる免責は、客観的な理由により正当

化されなければならない。

 

９．　　　透明性

 

ＡＩＦＭ法に基づく透明性に係る義務は、３つの異なる形式をとる。

第一に、ＥＵで販売または運用されるＡＩＦに係る年次報告書は、ＡＩＦの種類に応じて、事業

年度終了後６か月以内または４か月以内に投資家および所管の規制当局の閲覧に供されなければ

ならず、かかる報告書には以下の事項を記載しなければならない。

・当該ＡＩＦの国の会計基準に従って作成される貸借対照表。

・収支計算。

・活動報告。

・投資家に提供した情報の重大な変更。

・ＡＩＦＭのスタッフメンバーの報酬の合計金額。

・当該ＡＩＦのリスク特性に重大な影響を与える活動を行う上級管理職およびスタッフメンバー

に振り分けられる報酬の総額。
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第二に、以下の投資家の開示義務が適用される。

・投資家による投資の前に行われるＡＩＦＭから当該投資家への情報開示。

・投資家に対する定期的な開示。

・重大な変更についての投資家に対する開示。

第三に、一定の情報をＣＳＳＦに報告する義務が存在する。ＡＩＦＭは、自らが運用している各

ＡＩＦに関して、とりわけ、ＡＩＦＭが取引を行う市場、実施されるリスク管理システム、レバ

レッジのレベルおよび流動性管理手法を報告することを義務付けられている。

 

10．　　　販売

 

販売とは、ＡＩＦＭが運用するＡＩＦの受益証券または投資証券に関して、ＡＩＦＭが主導しま

たはＡＩＦＭを代理して、ＥＵ域内に住所地を有しもしくはＥＵ域内に登記上の事務所が所在す

る投資家に対してまたはかかる投資家に関して行われる直接または間接的な勧誘または募集と定

義される。

私募制度下においてルクセンブルグ国内のリテール投資家に対する販売は認められているが、関

連するＡＩＦが、ＣＳＳＦまたはＣＳＳＦが採用する監督基準と同等の基準を用いているとみな

される所在加盟国もしくは第三国の監督機関による恒久的な監督下にあることを条件とする。

 

10.1. 　　ＥＵ域内でＥＵ ＡＩＦを販売するＥＵ ＡＩＦＭ

認可されたＥＵ ＡＩＦＭは、2013年７月22日付で、ＥＵ域内のプロの投資家に対してＥＵ ＡＩ

Ｆを販売するためのパスポートによる利益を享受することができる。ＥＵ全域におけるかかる販

売は、当該ＡＩＦＭが設立された加盟国の規制当局と当該販売が行われる加盟国との間の通知手

続を要する。

認可されたＥＵ ＡＩＦＭは、私募制度下において、ＥＵ域内のプロの投資家に対してＥＵ ＡＩ

Ｆを販売することができなくなる。

 

10.2. 　　ＥＵ域内で非ＥＵ ＡＩＦを販売するＥＵ ＡＩＦＭ

2015年より、ＥＵ域内で非ＥＵ ＡＩＦを販売するＥＵ ＡＩＦＭは、ＥＵ域内のプロの投資家に

当該ＡＩＦを販売する際には、パスポート制度による利益を享受することができる。かかるＡＩ

ＦＭは、ＡＩＦＭ法を完全に遵守しなければならない。さらに、当該ＡＩＦＭの所在加盟国と当

該ＡＩＦの第三国との間の協力協定が必要となる。かかる第三国は、ＦＡＴＦのブラックリスト

に掲載されていないものであることを要する。

ＥＵ ＡＩＦＭは、2018年まで、私募制度に基づくＥＵ域内での非ＥＵ ＡＩＦの販売を行うこと

ができる。私募制度は、パスポート制度と３年間併存した後、パスポート制度に完全に取って代

わられる予定である。

ＡＩＦＭ法の全制度は、保管受託銀行に係る規定を除き、私募制度に基づき販売されるファンド

に適用される。組織的なリスク監視を目的とした協力協定が、関連する加盟国と当該非ＥＵ ＡＩ

Ｆの所管官庁の間に存在しなければならない。かかる第三国は、ＦＡＴＦのブラックリストに掲

載されていないものとする。

 

10.3. 　　ＥＵ域内でＡＩＦを販売する非ＥＵ ＡＩＦＭ

2015年より、非ＥＵ ＡＩＦＭは、パスポート制度に基づきＥＵ域内でＥＵ ＡＩＦまたは非ＥＵ

ＡＩＦを販売する際には、当該ＡＩＦＭの担当加盟国からのＡＩＦＭ法に基づく認可を受けるこ

とが必要となる。

ＡＩＦＭは、ルクセンブルグ国内でＥＵ ＡＩＦまたは非ＥＵ ＡＩＦを販売するために、ＡＩＦ

Ｍ法を完全に遵守しなければならない。ＡＩＦＭ法の規定が当該非ＥＵ ＡＩＦＭまたは当該非Ｅ

Ｕ ＡＩＦが従う法律に抵触する場合、後者の法律が優先するものとする。ただし、かかる場合に
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は、当該非ＥＵ ＡＩＦＭは、当該非ＥＵ ＡＩＦＭの国またはそれが運用するＡＩＦの国の規制

の枠組みがルクセンブルグと同レベルの保護を提供していることを証明する必要がある。

非ＥＵ ＡＩＦＭはまた、担当加盟国における法定代理人を任命しなければならない。

2015年より、ＥＵ ＡＩＦをＥＵ域内で販売せずに運用しようとする非ＥＵ ＡＩＦＭは、担当加

盟国からの認可も取得しなければならない。かかるＡＩＦＭは、ＡＩＦＭ法を完全に遵守しなけ

ればならない。

非ＥＵ ＡＩＦＭは、その担当加盟国から認可を受けるために、ＥＵ ＡＩＦの所管官庁と非ＥＵ

ＡＩＦＭまたはＦＡＴＦのブラックリストに掲載されていない非ＥＵ ＡＩＦＭの設立国の所管官

庁との間に適切な協力協定が存在すること等、追加の条件を満たさなければならない。さらに、

非ＥＵ ＡＩＦＭの国と担当加盟国との間で税務事項に関する実効的な情報交換に係る協力の取決

めも行われなければならず、実効的な監督は非ＥＵ ＡＩＦＭの国の法令により妨げられてはなら

ない。

これらの場合において、かかるＡＩＦＭは、2015年より、通知手続を遵守した場合にパスポート

による利益を享受する。

2015年より、非ＥＵ ＡＩＦＭがパスポート制度に基づき非ＥＵ ＡＩＦを販売しようとする場

合、当該非ＥＵ ＡＩＦＭの担当加盟国の所管官庁と当該非ＥＵ ＡＩＦの所管官庁との間で協力

協定が締結されなければならない。さらに、当該非ＥＵ ＡＩＦの国は、ＦＡＴＦのブラックリス

トに掲載されていないことを要し、当該非ＥＵ ＡＩＦの国、当該非ＥＵ ＡＩＦＭの担当加盟国

および当該非ＥＵ ＡＩＦが販売される加盟国との間で、税務事項に関する実効的な情報交換に係

る協力の取決めが存在しなければならない。

非ＥＵ ＡＩＦＭは、2018年まで、私募制度に基づきＥＵ域内でＡＩＦを販売することができる。

私募制度は、パスポート制度と３年間併存した後、パスポート制度に完全に取って代わられる予

定である。

私募制度に基づきＡＩＦを販売する非ＥＵ ＡＩＦＭは、年次報告書、投資家への開示および規制

当局への報告の要件を遵守しなければならない。さらに、かかるＡＩＦＭは、支配株式の報告要

件ならびにＡＩＦが販売される加盟国、当該ＡＩＦの加盟国および当該ＡＩＦＭの第三国の間に

おける協力協定の存在要件も遵守しなければならない。かかる第三国は、ＦＡＴＦのブラックリ

ストに掲載されていないことを要する。

ＣＳＳＦは、ＡＩＦＭに関するＱ＆Ａ（定期的に更新される。）を公表した。
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Ⅴ．　　　2016年７月23日法に従うリザーブド・オルタナティブ投資ファンド（ＲＡＩＦ）

 

１．　　　概要

 

リザーブド・オルタナティブ投資ファンド（以下「ＲＡＩＦ」という。）は、2016年７月23日法

（以下「ＲＡＩＦ法」という。）により導入された投資ファンドビークルである。ＲＡＩＦは、

認可されたＡＩＦＭの管理の下でＡＩＦとしての適格性を有する。このため、ＲＡＩＦは、前記

Ⅳ.の規定にも従う。ＲＡＩＦは、開始前にＣＳＳＦの承認を必要としない。このため、市場化ま

での時間は短縮される。ＲＡＩＦ制度に該当する旨は、投資ビークルの設立文書に明示されなけ

ればならず、また、ＲＡＩＦの設立は、公正証書に記録され、ルクセンブルグの商業登記所に通

知されなければならない。

 

２．　　　範囲

 

ＲＡＩＦは、ルクセンブルグに所在する以下の投資信託である。

・ＡＩＦＭ法に基づくＡＩＦとしての適格性を有する。

・その資金の資産への集団的投資を唯一の目的とし、投資リスクの分散および資産運用により投

資家の利益をはかることを目指す。

・その証券または持分が一または複数の情報に精通した投資家（ＲＡＩＦ法に定義される。）向

けに限定される。

・設立文書において、投資信託がＲＡＩＦ法の規定に従う旨が記載されている。

ＲＡＩＦの主たる事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。

 

2.1.　　　情報に精通した投資家

ＲＡＩＦは、ＲＡＩＦ法第２条に定める基準を満たす、機関投資家、プロの投資家または以下の

条件を満たすその他の投資家である情報に精通した投資家に限定される。

ａ）情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で述べた。

ｂ）125,000ユーロ以上の投資を行う。

ｃ）規則（ＥＵ）575／2013に定める金融機関、指令2004／39／ＥＣに定める投資会社、指令

2009／65／ＥＣに定める管理会社または指令2011／61／ＥＵに定める認可されたＡＩＦＭが

行った審査の対象となった。同審査は、ＲＡＩＦへの投資を適切に評価する専門技術、経験

および知識を有することを証明するものではなければならない。

 

３．　　　運用要件：

 

3.1.　　　ＡＩＦＭ

ＲＡＩＦは、ＡＩＦＭを任命しなければならない。

 

3.2.　　　保管受託銀行

ＲＡＩＦは、ＡＩＦＭ法に従って任命された保管受託銀行を有することを要する。第Ⅳ章第８項

を参照のこと。
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４．　　　ＲＡＩＦの法的形態

 

ＲＡＩＦ法は、特に、ＦＣＰおよびＳＩＣＡＶについて言及しているが、ＲＡＩＦがとりうる法

的形態を制限していない。このため、これら以外の法的形態も可能である。

 

4.1.　　　契約型投資信託

ＳＩＦと同様に、ＲＡＩＦは、契約型投資信託（ＦＣＰ）の形態に基づく設立が可能である（特

性の要約については、前記Ⅲ.の3.1.1項を参照のこと。）。

 

4.2.　　　会社型投資信託

ＲＡＩＦは、ＳＩＦと同様の会社型投資信託の形態（特性の要約については、前記Ⅲ.の3.1.1項

を参照のこと。）および特別有限責任パートナーシップ（société en commandite spéciale）に

基づく設立が可能である。

ＲＡＩＦの会社形態は、ＲＡＩＦ法がかかる規定の適用除外を明示的に認める場合を除き、商事

会社に関する1915年法およびその他関連あるルクセンブルグ会社法の規定に従う。

 

５．　　　監査

 

ＲＡＩＦは、年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人による監査を受

けなければならない。各年次報告書には、承認された法定監査人の報告書、および場合に応じ

て、その資格がすべて記載される。

 

６．　　　法的形態に関する特則

 

6.1.　　　アンブレラ・ファンド

ＲＡＩＦは、各々がＲＡＩＦの資産および負債の異なる部分に対応する複数のコンパートメント

により構成することができる。

ＲＡＩＦの設立文書は、その可能性および適用される運用規則を明示的に定めなければならな

い。ＲＡＩＦのためにまとめられた募集書類または関連するコンパートメントのためにまとめら

れた固有の募集書類には、各コンパートメントの固有の投資方針を記載しなければならない。

各コンパートメントは、これを傘下にもつＲＡＩＦが償還されなくとも、個別に償還することが

できる。最後に残るコンパートメントが償還されると、ＲＡＩＦは償還される。

 

6.2.　　　資本構造

ＲＡＩＦの最低資本金の要件は1,250,000ユーロであり、かかる最低額は、ＲＡＩＦの設立から12

か月以内に達成されなければならない。ＳＩＣＡＶの資本金は、全額割り当てなければならず、

１口につき最低５％までの払込金額が、現金または現金以外の出資方法で支払われなければなら

ない。

 

6.3.　　　資産評価

規約またはパートナーシップ契約に別途規定されない限り、ＲＡＩＦの資産は、公正価額に基づ

き評価される。かかる価額は、規約またはパートナーシップ契約に定める規則に従って決定され

なければならない。

 

７．　　　投資家に提供するべき報告書および情報
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7.1.　　　募集書類

募集書類は、ＡＩＦＭ法第21条を遵守したものでなければならず、また、新規の証券または持分

が新規投資家に対し発行される際に募集書類の必須要素が最新のものであることが確保しなけれ

ばならない。

 

7.2.　　　年次報告書

年次報告書は、投資信託の商業および法人登記ならびに会計および年次財務書類に関する2002年

12月19日付改正法の第29条および第30条を遵守したものでなければならない。ＲＡＩＦは、年次

報告書を公表する際は、ＲＡＩＦ法の別表を遵守しなければならない。別表は、リスク・キャピ

タルに相当する資産への投資を唯一の目的とする旨を設立文書に記載したＲＡＩＦには適用され

ない。

リスク・キャピタルに相当する資産にのみ投資するＲＡＩＦは、2002年12月19日付改正法の第56

条および第57条の遵守を免除されない。

また、年次報告書の内容は、ＡＩＦＭ法第20条に定める規則に従う。

 

８．　　　販売

 

8.1.　　　ＥＵ域内のプロの投資家

ＲＡＩＦは、ＥＵ域内のプロの投資家に対するＲＡＩＦの投資証券、受益証券または持分の販売

を認めるＥＵのパスポートから、利益を享受する。ＡＩＦＭは、販売を希望する加盟国の規制当

局に通知を行わなければならない。

 

8.2.　　　その他の情報に精通した投資家への販売

ＥＵ域内外のプロの投資家としての適格性を有しない情報に精通した投資家に販売を行うために

は、ＲＡＩＦは、販売が行われる各国における募集に関する現地の規則を遵守しなければならな

い。

 

8.3.　　　クローズド・エンド型のＲＡＩＦ

リスク分散の原則に従って投資を行わないＲＡＩＦおよびクローズド・エンド型のＲＡＩＦは、

その投資証券または受益証券の募集を行い、または取引承認を受ける予定がある場合、2005年７

月10日付目論見書法の規定に該当する可能性がある。

ほとんどの場合、ＲＡＩＦは、適用除外の一つから利益を享受することができるが、目論見書法

の適用除外を受けない場合、目論見書を作成しなければならないことがある。

 

９．　　　税制

 

ＲＡＩＦは、ルクセンブルグで課せられる富裕税および所得税を免除される。ＲＡＩＦは、年率

0.01％の年次税が課せられるが、年次税が課せられるその他のＵＣＩ、ＳＩＦおよびＲＡＩＦに

投資を行うＲＡＩＦは免除される。さらに、短期金融商品への投資および金融機関への預金を行

うＲＡＩＦも免除される。最後に、証券および持分の年金機関への積立てを行うＲＡＩＦおよび

その資産の50％以上をマイクロファイナンス機関に投資する方針に従うＲＡＩＦまたは50％以上

をマイクロファイナンス機関に投資することを方針とするファンドも、年次税を免除される。

 

9.1.　　　リスク・キャピタルに投資するＲＡＩＦ
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リスク・キャピタルに相当する資産への投資を唯一の目的とする旨を設立文書に定めるＲＡＩＦ

は、別の税制の対象となる。

リスク・キャピタルへの投資は、ＲＡＩＦ法第48条に基づき、「その開業、発展または証券取引

所への上場を考慮した事業体への資産の直接または間接的出資」と定義される。このため、本条

に該当するＲＡＩＦは、リスク分散の方針に基づき運用する必要がない。設立文書において、Ｒ

ＡＩＦがリスク・キャピタルに相当する資産に投資する旨を明示的に記載する要件により、税制

は、ＲＡＩＦ全体およびそのすべてのコンパートメントに適用される。一部のコンパートメント

が別の税制に従い、これ以外のコンパートメントが通常のＲＡＩＦ税制に従うことは不可能であ

る。

毎事業年度、ＲＡＩＦの法定監査人は、前事業年度においてＲＡＩＦがリスク・キャピタルにの

み投資を行い、その方針に従ったことを証明する報告書をまとめる。報告書は、直属の税務当局

に提出しなければならない。

リスク・キャピタルの構成要素について、これ以上の説明はないが、その定義は、リスク・キャ

ピタルへの投資会社に関する2004年６月15日法（すなわち、ＣＳＳＦ通達06／241）に示される定

義と同一である。

リスク・キャピタルへの投資を行うＲＡＩＦに適用される税制は、ルクセンブルグの一般的な法

人税制である。したがって、法人所得税、地方事業税および連帯付加税が適用される。

上記にかかわらず、譲渡性のある証券から生じる所得およびかかる資産の譲渡、出資または清算

から生じる所得は、課税所得を構成しない。このため、実現された損失または実現されていない

が資産評価に計上された損失は、会社の課税所得から控除することができない。

 

9.2.　　　ＲＡＩＦの投資家

ＲＡＩＦが投資家に行う分配は、ルクセンブルグにおける源泉課税を受けない。同様に、ＲＡＩ

Ｆの受益証券、投資証券または持分の償還による収益は、ルクセンブルグの源泉課税の対象外で

ある。ルクセンブルグの居住者でない（すなわち、ルクセンブルグの恒久的施設を通じて行為し

ていない）投資家に関しては、ＲＡＩＦの受益証券、投資証券または持分に所得税またはキャピ

タル・ゲイン税が課されることはない。

 

9.3.　　　国際課税

国際課税の適用は、関連する法域および適用される二重課税防止条約に応じて、個別に判断しな

ければならない。一般に、ＳＩＣＡＶまたはＳＩＣＡＲの法的形態を採用するＲＡＩＦは、ルク

センブルグが締結している多数の二重課税防止条約の恩恵を受けることができる。特別有限責任

パートナーシップは、ルクセンブルグの税金の観点からは、税制が完全に透明であり、このた

め、投資家は、租税条約に基づき享受できる利益を請求することが可能となる。

 

Ⅵ．　　　新たな規制

 

１．　　　マネー・マーケット・ファンド規制（ＭＭＦＲ）

 

2017年５月16日、欧州理事会はマネー・マーケット・ファンド（以下「ＭＭＦ」という。）に関

する規制の最終案を採択した。ＭＭＦＲは2017年７月20日に効力を発生し、2018年７月21日より

適用されている。

「ＭＭＦ」の名称の使用を希望する、またはＭＭＦ方針／目的を追求する既存のＵＣＩＴＳまた

はＡＩＦは、遅くとも2019年１月21日までにＭＭＦＲの遵守を示すすべての書類および証拠と共

に、具体的な申請書を所管官庁に提出しなければならない。
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ＭＭＦＲの目的は、マネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）について、その経済に関する資金

調達の役割を確保し、域内市場の信頼性および安定性を維持しながら、将来起こりうる金融危機

に対してより安全かつ回復の速いものになるよう、これに関する規制枠組みの設置を目指すもの

である。

ＭＭＦとは、短期金融商品に投資するＵＣＩＴＳまたはＡＩＦと定義される。ＭＭＦＲは、現行

の規則を補完することを目的としている。つまり、新たな規制の範囲に該当するマネジャーおよ

びファンドは、ＭＭＦに固有の要件およびＵＣＩＴＳ指令またはＡＩＦＭ指令の双方を遵守しな

ければならない。

現在、ＭＭＦは、変動純資産価格（ＶＮＡＶ）ＭＭＦおよび一定純資産価格（ＣＮＡＶ）ＭＭＦ

という２つの種類に分類される。本規制により、低ボラティリティ純資産価格（ＬＶＮＡＶ）Ｍ

ＭＦと称される新たなＭＭＦカテゴリーが導入され、かかるカテゴリーは、既存のＣＮＡＶ ＭＭ

Ｆに取って代わる予定である。

ＭＭＦＲは、ＭＭＦの構造の安定性を確保し、十分に分散されている資産のうち信用力が最も高

いものに投資されることを保証するため、ＭＭＦについて、特に資産構成および資産の評価に関

して、共通の規則を定めている。

また、本規制は、ＭＭＦの流動性を高めるための共通の基準を設定するが、これは、市況が緊張

下にある際に急な買戻請求にも対応できるようにするためである。また、本規制は、投資信託運

用者が投資家の行動を十分理解していることを確保するための共通の規則も定めていて、これに

よって、将来の買戻請求に備えている。本規制は、投資家や監督者に対し、十分かつ透明性のあ

る情報を提供している。

 

２．　　　パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品（ＰＲＩＩＰ）ならびに重要事項説明

書（ＫＩＤ）

 

2.1.　　　範囲

ＰＲＩＩＰの組成業者およびＰＲＩＩＰについて助言を行うまたはこれを販売する者（以下「Ｐ

ＲＩＩＰ組成業者」という。）はすべて、ＰＲＩＩＰ規制の対象となる。ＫＩＤは、ＥＥＡ域内

の小口投資家によるＰＲＩＩＰの入手を可能とするときはいつでも、交付されなければならな

い。小口投資家には、ＭｉＦＩＤ Ⅱに定義されるプロの投資家としての適格性を有しないすべて

の投資家が含まれる。

2.1.1.　　時間的な適用範囲

ＰＲＩＩＰ規制は、2018年１月１日以降に設定されたすべてのＰＲＩＩＰに適用される。規制の

効力発生前にＰＲＩＩＰとして既に適格性を有していた商品に関しては、状況次第である。ＵＣ

ＩＴＳおよびＡＩＦは、2019年12月31日まで、ＰＲＩＩＰ規制第32条に従い規制の対象外である

が、第32条に記載のもの以外の事業体はすべて、2019年12月31日以前にも適用対象となる。2019

年12月31日には、すべての事業体が適用対象となる。

2.1.2.　　地域的な適用範囲

ＰＲＩＩＰ規制は、ＥＥＡの域内で入手可能なすべてのＰＲＩＩＰに適用される。これは、ＰＲ

ＩＩＰ規制が、ＥＥＡ域内でＰＲＩＩＰを提供するＰＲＩＩＰ組成業者に地域的な適用を追加で

課していることを意味する。このため、小口投資家にＰＲＩＩＰを提供するＰＲＩＩＰ組成業者

は、ＫＩＤを交付しなければならない。

2.1.3.　　人的な適用範囲および小口投資家

ＰＲＩＩＰ規制は、ＰＲＩＩＰの組成業者およびＰＲＩＩＰについて助言を行うまたはこれを販

売する者すべてに適用される。ＫＩＤが交付されなければならないのは、小口投資家のみであ

る。しかしながら、小口投資家は、ＭｉＦＩＤ Ⅱの定義するプロの投資家に該当しないすべての
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投資家をいう。このため、ＲＡＩＦ法に基づく情報に精通した投資家およびセミプロの投資家

は、プロの投資家の定義に該当しない場合には、小口投資家とみなされ、ＫＩＤの交付を受けな

ければならない。

2.1.4.　　物理的範囲

ＰＲＩＩＰ規制は、ＰＲＩＩＰ組成業者が、小口投資家にＰＲＩＩＰに接触することを可能にし

たときはいつでも、適用される。ＰＲＩＩＰは、ＰＲＩＩＰ規制第４条において、「投資の法的

な形態にかかわらず、小口投資家に払い戻されるべき金額が、参照値または小口投資家により直

接購入されていない一つ以上の資産の運用成績へのエクスポージャーを理由とする変動にさらさ

れる」投資商品と広く定義される。

 

2.2.　　　ＫＩＤの様式および内容

2.2.1.　　様式

ＫＩＤは、契約前の情報を構成し、ＰＲＩＩＰを提供する前に小口投資家に交付されなければな

らない。ＫＩＤは、拘束力のある契約関連書類、募集書類の関連部分およびＰＲＩＩＰの要項と

一致しなければならない。さらに、ＫＩＤは、販売用資料と明確に区別された独立した書類でな

ければならない。ＫＩＤに含まれる必要のある情報に関連する場合は、目論見書等との相互参照

を行うことができる。ＫＩＤは、Ａ４用紙３枚以内に収め、読みやすく、かつ、比較可能なもの

とすべきである。

2.2.2.　　重要事項

ＫＩＤは、所定の様々な見出しの下に、ＰＲＩＩＰの重要事項を記載しなければならない。提供

されるべき必要事項は、ＰＲＩＩＰ規制の第Ⅱ項「重要事項説明書の様式および内容」および委

員会の委託規則（ＥＵ）2017／653に定めるとおりである。

2.2.3.　　ＰＲＩＩＰの交付

投資家が、ＰＲＩＩＰに関する契約または募集により拘束される前に、十分な時間をかけて書類

を検討することができるように、ＫＩＤの小口投資家への交付は十分に早く行われなければなら

ない。

2.2.4.　　ＰＲＩＩＰ　ＫＩＤのＵＣＩＴＳ適用除外に関する2021年までの延長およびＰＲＩＩＰの検討の

１年間の延期

投資信託の国境を越えた販売に関しては、近日中に発表されるＥＵ指令により、ＵＣＩＴＳ　Ｋ

ＩＩＤの適用が２年間延長される予定である。このため、ＵＣＩＴＳは、ＫＩＩＤの交付に関し

ては、今後２年間は引き続き自主的な規定に準拠することになる。

 

３．　　　証券金融取引規制（ＳＦＴＲ）

 

2016年１月12日に発効した証券金融取引規制（以下「ＳＦＴＲ」という。）には、金融市場参加

者および非金融市場参加者に対する証券金融取引に関する新たな報告義務が含まれる。なお、証

券金融取引とは、証券貸付取引、レポ取引、現先取引、ストック・ローン、証券の購入に関連す

る信用取引およびトータル・リターン・スワップを含むものと定義される。報告すべき詳細に

は、担保の構成、担保が再利用の目的で利用できるかまたは再利用されたか、一日の終了時点で

の担保の差替えおよび適用されるヘアカットが含まれる。

ＡＩＦＭおよびＵＣＩＴＳは、トータル・リターン・スワップおよび証券金融取引に関する具体

的なデータを2017年１月13日以降に公表されるＡＩＦおよびＵＣＩＴＳの年次報告書に記載する

ことを義務付けられる。投資家に対する契約前の開示は、2017年７月13日より適用される。

 

４．　　　ベンチマーク規制（ＢＭＲ）
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ＢＭＲは、2016年４月28日に開催された欧州議会の本会議において採択され、2018年１月１日よ

り適用される。

ＢＭＲは、金融商品およびファイナンス契約のベンチマークとして参照される、または投資信託

のパフォーマンス測定のために使用される指標を規定している。本規制は、金融ベンチマークと

して使用されている指標への信用を取り戻し、ベンチマークの規定、策定および使用を調和させ

ることを目的としている。

本規制の主な対象はベンチマーク提供事業者ではあるものの、ＵＣＩＴＳファンドおよびＡＩＦ

Ｍにとっても以下の範囲でベンチマークを使用する場合には無関係ではない。

(a)サブ・ファンドのパフォーマンスを測定する場合

(b)指標または複数の指標の組合せのリターンを追跡する場合

(c)ポートフォリオの資産配分を明確にする場合

(d)成果報酬を計算する場合

監督下にある事業体（ＵＣＩＴＳファンド、ＵＣＩＴＳ管理会社、ＡＩＦＭ等）によるベンチ

マークの使用は、以下の条件に従うものとする。

・提供事業者は、認可されたベンチマーク運営機関または当該規則に規定される同等要件（特に

登録および協力協定）を充足する非ＥＵ提供事業者でなくてはならない。

・ベンチマークが実質的に変更されたか既に提供されなくなった場合に従うべき手順を詳述す

る、（関係当局の請求に応じてそれまたはその更新版が提出可能である）書面での確固たる手

順書を導入しなくてはならない。

ベンチマーク使用における違反は、いずれも罰金を含む一連の行政処分の対象となる。

ＵＣＩＴＳファンドの目論見書の投資対象が、ベンチマークを参照する譲渡性のある証券または

その他投資商品である場合、当該目論見書にはそのベンチマークがＥＳＭＡが実施する登録に含

まれている運営機関により提供されたものかどうかの明確な記載がなされるものとする。2018年

１月１日より前に承認されたＵＣＩＴＳファンドの目論見書は、遅くとも2019年１月１日までの

それぞれの最初の機会にこれらの要件を加えるよう更新しなくてはならない。

ＡＩＦ目論見書の開示またはＡＩＦの投資家が入手可能な情報については言及されていない。

発効および経過規定：

本規則は一般的に2018年１月１日より適用するものとする。ただし、

・発効日である2016年６月30日以前に既にベンチマークを提供した指標提供事業者は、2020年１

月１日までに認可または運営機関としての登録の申請をしなくてはならない。

・未承認または未登録提供事業者は、2020年１月１日までであれば既存ベンチマークの提供を継続

することができる。

ルクセンブルグにおける本規則を施行するベンチマーク法は、2018年４月23日に発効した。

ルクセンブルグのベンチマーク法は、ＣＳＳＦ、または一定の場合にはＣＡＡをベンチマーク規

制の規定が適切に適用されることを確保するための所管官庁に指定する。

ベンチマーク法は、本規則の違反があった場合に広範囲に及ぶ行政処分およびその他の行政措置

を課す権限をＣＳＳＦおよびＣＡＡそれぞれに与える。当該処分は、以下を含むことがある。

（ⅰ）運営機関または利用者に対し、違反を構成する行為を停止し、当該違反を繰り返さないこ

とを求める命令。

（ⅱ）違反により取得した利益または回避した損失の返済。

（ⅲ）公的警告。

（ⅳ）運営機関の認可または登録の取消または停止。

（ⅴ）運営機関または利用者である事業体において自然人に経営機能を行使することを禁じる一

時的な禁止。
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（ⅵ）違反により取得した利益または回避した損失の金額の３倍以上の行政上の過料（但し、当

該金額を決定できる場合に限る。）。

（ⅶ）以下の行政上の過料。

法人については1,000,000ユーロまたは経営機関により承認された入手可能な直近の財務書

類に基づくその法人の年間総売上高の10％のうちいずれか高い方を上限とし、自然人につ

いては500,000ユーロを上限とする。

 

５．　　　証券化規制

 

2017年12月28日、欧州議会および理事会の規則（ＥＵ）2017/2402（以下「本規則」という。）

が、欧州連合官報にて公表された。本規則は、ＥＵにおける証券化に関して既に適用されている

多くの規定（リスク保持、デューディリジェンスおよび開示に関係するものを含む。）を（一部

変更しつつ）再規定する。本規則は、シンプルで透明性があり標準化された（以下「ＳＴＳ」と

いう。）証券化のための新たな枠組みも導入している。本規則は、ＥＵの規制を受ける機関投資

家（保険会社および再保険会社、企業退職引当金のための機関、ＥＵにおいてＡＩＦを運用およ

び／または販売するオルタナティブ投資ファンド運用者、ＵＣＩＴＳ管理会社、組織内で運用さ

れるＵＣＩＴＳ、金融機関および投資会社を含む。）、オリジネーター、スポンサーおよびオリ

ジナル・レンダーならびに証券化のための特別目的会社（以下「ＳＳＰＥ」という。）に適用さ

れる。

 

６．　　　ブレグジットに関する法律

 

連合王国のＥＵからの離脱が予想されるため、ルクセンブルグの立法府は、ルクセンブルグの金

融セクターに関連する２つの法律を新たに採択した。

第一の法律は、合意なきブレグジット（いわゆる「ハード・ブレグジット」）の場合にのみ発効

する。

ハード・ブレグジットの場合において金融の安定を維持し、消費者保護を確保するため、この法

律に従い、とりわけＣＳＳＦに特別な権限が付与される。

ＣＳＳＦは、場合に応じて、ハード・ブレグジット後も、最長で21か月の間、連合王国企業がル

クセンブルグでサービスの提供を継続し、または支店についてはルクセンブルグで営業を継続す

ることを認める旨決定することができる。この権限は、ハード・ブレグジット前に締結された契

約または従前の既存契約に密接に関係するハード・ブレグジット後に締結された契約に限定され

る。ＣＳＳＦに付与されるこれらの救済の権限は、連合王国の金融機関、連合王国の投資会社、

連合王国の決済サービス業者、連合王国の電子マネー事業者ならびに連合王国のＵＣＩＴＳ管理

会社および連合王国のＡＩＦＭに関係する。

第二の法律は、ブレグジットのシナリオ（すなわち、ハード・ブレグジットの場合に限らな

い。）を定めたものである。

この法律に従い、

・連合王国の管理会社を有する連合王国で設立されたＵＣＩＴＳは、管理会社がブレグジット前

に連合王国当局の認可を受けた場合は、ルクセンブルグの個人投資家への販売を最長で12か月

間継続することができる。

・連合王国外の管理会社を有する連合王国で設立されたＵＣＩＴＳは、連合王国外の管理会社が

ブレグジット前にＡＩＦＭとしての認可を受けている場合に限り、ルクセンブルグの個人投資

家への販売を最長で12か月間継続することができる。これは、連合王国のＵＣＩＴＳファンド

がブレグジット後にＡＩＦとなるためである。
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更に、この法律は、ブレグジットの結果として生じるＵＣＩＴＳ、パートⅡファンドまたはＳＩ

Ｆにおける投資規則の潜在的な違反に対処するために、受動的違反の概念を導入する。これらの

ファンドは、離脱の日より前に獲得した持分に関する受動的違反を是正するまでに、最長で12か

月の猶予期間を有する。不適格な投資対象の売却は、金融市場の安定性および投資家の利益に適

切に配慮して行わなければならない。ＵＣＩＴＳおよびパートⅡファンドについては、このほか

に、12か月の最長期間にかかわらず、資産の売却は可能な限り最善の時間的枠組において行なわ

れなければならない旨規定されている。
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第４【参考情報】
 

　ポートフォリオについては、以下の書類が関東財務局長に提出されている。

2018年７月31日　　有価証券報告書（第13期）／有価証券届出書

2018年10月31日　　半期報告書（第14期中）／有価証券届出書の訂正届出書

2019年１月17日　　有価証券届出書の訂正届出書

2019年７月１日　　有価証券届出書の訂正届出書
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第５【その他】
 

該当事項なし。

 

 

　　次へ
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別紙Ａ

用語集

 

用　　　語 定　　　義

ルクセンブルグ投信法または2010年法 2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブル
グの法律（随時改訂済）

2013年法 ルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運
用者に関する2013年７月12日付の法律

管理事務代行会社契約 管理会社および管理事務代行会社との間で1996年
４月10日付で締結され、1997年10月13日に更新さ
れた契約（随時改訂済）

管理事務代行会社 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブル
グ・エス・シー・エー

オルタナティブ投資ファンド運用会社
またはＡＩＦＭ

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイ
ルランド・リミテッド

ＡＩＦＭＤ オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011
年６月８日付欧州議会および理事会指令2011／
61／ＥＵ

ＡＩＦＭＤ規則 欧州共同体（オルタナティブ投資ファンド運用者
指令）規則（2013年ＳＩ257号）

銀行金融証書 変動金利預金証書および銀行引受手形を含む預金
証書などの商業銀行または貯蓄貸付組合の債務

ブラックロック・グループ 最終的な持株会社がブラックロック・インクであ
るブラックロックのグループ会社

営業日 ＧＥＩＰについては、(i）ニューヨーク証券取引
所の営業日、（ii）ニューヨークおよびルクセン
ブルグの銀行営業日ならびに（iii）日本の金融
商品取引業者の営業日である日、または管理会社
の取締役会が決定し、合理的に実施可能な場合に
は受益者にあらかじめ通知するその他の日をい
い、当該受益証券の純資産価格の決定の停止また
は本書に記載される受益証券の発行の停止の場合
を除く。

ＣＤＳＣ 偶発後払販売手数料

クラス 特定のポートフォリオの受益証券のクラス

共同貸主 商業銀行、保険会社、貯蓄金融機関、金融会社ま
たはその他の金融機関から構成される、コーポ
レート・ローンの組成、交渉および条件決定を行
う貸主

管理業務会社 ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブ
ルグ）エス・エー・アール・エル
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用　　　語 定　　　義

コーポレート・ローン 担保付または無担保の、貸付契約により書面化さ
れ、かつ約束手形などの債務証書により書面化さ
れる場合もある、優先および劣後の企業向けロー
ン

取引締切時点 ポートフォリオに適用される取引締切時点

保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブル
グ・エス・シー・エー

保管契約 管理会社、ＡＩＦＭおよび保管受託銀行間の2019
年１月17日付契約（随時改訂済）

新興市場 経済水準および／または資本市場の発展水準が低
い状態を示す、水準以下の未開発の国の市場。
ポートフォリオにとって発展途上または開発途上
と分類される市場や国は、変更されるものであ
り、限定されないが、オーストラリア、カナダ、
日本、ニュージーランド、アメリカ合衆国および
西ヨーロッパ以外の国または地域を含むことがあ
る。

販売契約 管理会社および総販売会社の間の契約（2016年１
月18日効力発生）（随時改訂済）

販売会社 受益証券の販売促進を行い、かつ／または自らの
顧客のために受益証券を取得する第三者たる販売
会社またはディーラー

米ドル アメリカ合衆国ドル

ユーロ 欧州経済通貨同盟の共通通貨

ＦＣＰ ファンド（以下に定義する。）またはその他の証
券の共同所有者

ファンド ブラックロック・グローバル・インベストメン
ト・シリーズ

ファンド・オブ・ファンズ 実質的にすべての資産を一つまたは複数の他の
ファンドに投資するファンド（フィーダー・ファ
ンドであることがある。）

ＧＥＩＰ 世界株式インカム・ポートフォリオ

政府証券

 

ＯＥＣＤの全加盟国である国の政府を含むがこれ
らに限定されない主権を有する政府が発行しもし
くは元本および利息について保証する、かつ当該
政府の全面的な信用により支援されている債務証
券

政府機関債

 

政府支援企業および一部の国際機関が発行する債
務証券で、政府の直接債務ではないが、様々な形
態の政府支援または政府機関もしくは企業による
保証を伴うもの。政府はこれらの機関に対し財政
支援を提供する義務がある場合もない場合もあ
る。
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用　　　語 定　　　義

機関投資家 2010年法に規定された、機関投資家の適格性およ
び適合性要件を充足する機関投資家

投資顧問会社 本書に記載されるＡＩＦＭが任命する投資顧問会
社

インベスター・サービス・センター ディーリングおよびインベスター・サービス業務
を行うブラックロック・インベストメント・マネ
ジメント（ＵＫ）リミテッド（または当該業務を
随時遂行するその他ブラックロックのグループ会
社）

日本における代行協会員 受益証券１口当たり純資産価格の日本における公
表および日本証券業協会に対する関係での事務的
業務の他の販売会社への提供を担当する、管理会
社により選任された日本証券業協会の協会員

日本における販売会社 販売会社の関連会社を含む選任された日本の販売
会社

円 日本円

管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カン
パニー・エス・エー

約款 各受益者が受益証券取得時に合意する管理会社お
よび保管受託銀行間の契約であるファンドの約款
（随時改訂済）

ＥＵ加盟国 欧州連合の加盟国

短期金融商品 指令2009／65／ＥＣ第２条第１項（o）に定義さ
れる短期金融商品および委員会指令2007／16／Ｅ
Ｃ第３条に規定される商品

純資産価格 本書および再登録済約款の第11条に従い計算され
る純資産価格

ＯＥＣＤ 経済共同開発機構

ＯＥＣＤ政府証券 ＯＥＣＤの全加盟国の政府またはその機関、企業
もしくは下部組織が発行または保証する証券

募集価格 受益証券の適用ある各クラスの募集価格

ＯＴＣ市場 店頭市場

ＰＮＣグループ 最終持株会社がＰＮＣファイナンシャル・サービ
シズ・グループ・インコーポレーテッドであるＰ
ＮＣのグループ会社

ポートフォリオ ファンドの個別投資ポートフォリオまたはサブ・
ファンド

総販売会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメン
ト（ＵＫ）リミテッド
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用　　　語 定　　　義

英文目論見書 随時、改正、変更、補足される英文目論見書

登録・名義書換事務代行会社 Ｊ.Ｐ. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エー

レポ取引 ポートフォリオが一定価格で有価証券を購入し、
同時にそれより高い価格で売主に当該有価証券を
売却することを約する優良取引相手方との（満期
までの残存期間が397日を超える場合がある）取
引。レポ取引は、レポ取引の裏付けとなる担保の
価額が、レポ取引に関して発生した経過利息を含
み、少なくとも買戻価格と常に同額であり、日々
値洗される旨を規定する。取引相手方が破産（ま
たはその他の債務超過関連手続を開始）した場
合、ポートフォリオは、現金の回収に遅れる場合
がある。

リバース・レポ取引 ポートフォリオが保有する証券を合意した価格、
期日および利払いで買い戻す合意のもとで、当該
証券を売却する優良取引相手方との取引。

名義書換事務代行会社 Ｊ.Ｐ. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エー

ＵＣＩ 投資信託（Undertaking for Collective
Investment）

ＵＣＩＴＳ 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（指
令2009／65／ＥＣ（随時改訂済））

ＥＵ 欧州連合

受益証券 文脈上、別段の解釈がされない限り、種々のクラ
スで発行することができるポートフォリオの共有
持分型証券
各ポートフォリオにつき現在入手可能な受益証券
は、本書に記載されるとおりである。

受益者 受益証券の保有者として登録されている者または
文脈上特定のクラスの受益証券の保有者として登
録されている者

米国 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国証券 アメリカ合衆国政府により発行され、元本および
利息について保証され、アメリカ合衆国の全面的
な信頼と信認によって支援されている債務証券

アメリカ合衆国政府機関債 アメリカ合衆国政府により支援される企業、連邦
政府機関および一部の国際機関が発行する債務証
券で、アメリカ合衆国の直接債務ではないが、
様々な形態のアメリカ合衆国政府支援またはアメ
リカ合衆国もしくは企業による保証を伴う債務証
券
アメリカ合衆国政府は、これらの機関に財政支援
を提供する義務がある場合もない場合もある。
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用　　　語 定　　　義

米国人 1933年米国証券法（随時修正済）に基づくレギュ
レーションＳに規定される米国居住者またはその
他の者および約款に随時追補される者

評価日

 

本書に別途記載されない限り、受益証券１口当た
り純資産価格が決定される日で、各営業日

評価時点 ポートフォリオの適用ある評価日における受益証
券１口当たり純資産価格の決定時間
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別紙Ｂ
 

証券金融取引に関する情報開示書

 

総論

　すべてのポートフォリオ（それぞれの投資目的および方針に従う。）は、証券貸付、レポ取引、トータ

ル・リターン・スワップ（ＴＲＳ）および差金決済取引（ＣＦＤ）を含む証券金融取引（ＳＦＴ）を利用す

ることがある。

　ＴＲＳにおいては、特定の参照資産、インデックス、資産バスケットのトータル・リターン（利札にキャ

ピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを加味したもの）を受け取る権利と、固定金利または変動金利の支

払を行う権利とを交換する。ポートフォリオは、スワップに基づく支払の支払人または受取人として、ス

ワップを締結することがある。

　ＣＦＤはスワップに類似した取引であり、一部のポートフォリオによって利用されることがある。ＣＦＤ

とは、売主が証券の現在価値と契約締結時の価格の差額を買主に支払うことを定めた、買主と売主間の契約

である。差額がマイナスであることが判明した場合には、買主が売主に支払を行う。

　ＳＦＴの定義は、以下のとおりである。

ａ）レポ取引（取引相手方が証券、商品、または証券もしくは商品の所有権に関して保証される権利（当該

保証が当該証券または商品に対する権利を有する公認の証券取引所により行われている場合）を譲渡す

る契約に準拠する取引を意味する。かかる契約は、取引相手方が、特定の証券もしくは商品または同種

同量の代用証券もしくは商品を、譲渡人により指定されたもしくは将来的に指定される所定の期日に所

定の価格で買い戻す特約付きで、複数の取引相手方に一度に特定の証券または商品を譲渡することまた

は担保として差し入れることを認めるものではなく、証券または商品を売却する取引相手方については

レポ取引、これらを買い戻す取引相手方についてはリバース・レポ取引とする。）

ｂ）証券貸付および証券借入れ（取引相手方が証券または証券の所有権に関して保証される権利（当該保証

が当該証券に対する権利を有する公認の証券取引所により行われている場合）を譲渡する契約に準拠す

る取引を意味する。かかる契約は、取引相手方が、特定の証券または同種同量の代用証券を、譲渡人に

より指定されたもしくは将来的に指定される所定の期日に所定の価格で買い戻す特約付きで、複数の取

引相手方に一度に特定の証券を譲渡することまたは担保として差し入れることを認めるものではなく、

証券を売却する取引相手方についてはレポ取引、これらを買い戻す取引相手方についてはリバース・レ

ポ取引とする。）

ｃ）買い売戻し取引または売り買戻し取引（取引相手方が証券、商品または証券もしくは商品の所有権に関

して保証される権利を、同種同量の証券、商品またはかかる保証される権利を、将来の期日に所定の価

格で売り戻すまたは買い戻すことにそれぞれ合意して購入または売却する取引を意味する。かかる取引

は、証券、商品または保証される権利を買い戻す取引相手方については買い売戻し取引とし、これらを

売却する取引相手方については売り買戻し取引とする。当該買い売戻し取引または売り買戻し取引は、

レポ取引またはリバース・レポ取引に支配されない取引とする。）

ｄ）マージン・レンディング取引（証券の購入、売却、保有またはトレーディングに関連して取引相手方が

信用供与を行う取引を意味する。証券担保によってカバーされたその他の貸付はマージン・レンディン

グ取引には含まれない。）

　ファンドは、現在、第ｂ項および第ｃ項に記載されるＳＦＴを利用していない。

　ＳＦＴ、トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引の対象となることがある資産の種類には、持

株証券、固定利付証券、集団投資スキーム、マネー・マーケット商品および現金が含まれる。かかる資産の

利用は、ポートフォリオの投資目的および投資方針に服する。
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取引相手方の選定および精査

　投資顧問会社は、フルサービスを提供しかつ執行限定のブローカーおよび取引相手方の幅広いリストから

選定する。すべての潜在的および既存の取引相手方は、ブラックロックの独立したリスクおよび定量分析部

門（ＲＱＡ）の配下にある、カウンターパーティー・アンド・コンセントレーション・リスク・グループ

（以下「ＣＣＲＧ」という。）の承認を要する。

　新規取引相手方が承認を受けるためには、これを必要とするポートフォリオ・マネジャーまたはトレー

ダーが、ＣＣＲＧに対して依頼書を提出する必要がある。ＣＣＲＧは、提案された取引相手方の信用価値を

評価するために、提案された証券取引の種類とその決済および交付方法と併せて、関連する情報を精査す

る。取引相手方は、ＯＥＣＤの管轄内を主な所在地とする法人格を有する事業体（ただし、当該管轄外に所

在する者でもよい。）とし、規制当局の継続的な監督に服しており、かつ通常は少なくとも一または複数の

世界的に認知されている信用格付機関による投資適格信用格付を有する者とする。承認される取引相手方の

リストはＣＣＲＧが保管しており、継続的に精査されている。

　取引相手方の精査に際しては、提案される取引業務の性質および構造と同時に、特定の法人の基本的な信

用価値（所有構造、経済力、規制監督）および営業上の信用を斟酌する。取引相手方は、市場データ供給業

者による監査済財務諸表および中間財務諸表の受領を通じて、アラート・ポートフォリオを介した継続的な

監督を受け、該当する場合には、ブラックロックの内部調査プロセスの一環としてこれを行う。正式な評価

更新は周期的に行われる。

　投資顧問会社は、質の高い執行（すなわち、トレーディング）を提供する能力（代理人または本人のいず

れかを問わない。）、特定の市場部門における執行能力、ならびに業務の質および効率に基づいてブロー

カーを選定する。ブラックロックは、これらのブローカーが規制上の報告義務を果たすことを期待してい

る。

　取引相手方がＣＣＲＧの承認を受けた後、取引時点の該当するディーラーにより、該当する執行要因の相

対的な重要度に基づいて、個々の取引におけるブローカーの選定が行われる。候補リストの中には、一部の

取引について、対抗的競争入札を行う方が適しているブローカーもいる。

　投資顧問会社は、取引コストを予想し、手法の選択、流動化時点間の区分、タイミングおよびブローカー

の選定を含む取引戦略の設定を導くために、取引前分析を行う。また、投資顧問会社は、取引結果を継続的

に監視する。

　ブローカーの選定は、多くの要因（以下の要因を含むが、これらに限定されない。）に基づいて行われ

る。

・執行能力および執行行為の質

・流動性／資本の提供能力

・価格および値付けの速度

・業務の質および効率性

・規制上の報告義務の遵守

　2015年証券金融取引規制（2015／2365）（以下「ＳＦＴＲ」という。）には、取引相手方の選定および担

保の適格性、保管および再利用に関する要件が含まれている。これらの要件は、英文目論見書（別紙Ａを含

む。）に記載されている。

 

ＳＦＴが生み出すリターン

　レポ取引、マージン・レンディング、トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引の利用により生

み出されるすべてのリターンは、該当するポートフォリオに支払われる。
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ＳＦＴの対象となるポートフォリオの資産の割合

　以下の表には、ＳＦＴＲに規定されている証券金融取引の対象となり得るポートフォリオの純資産価額の

最大値とその予想値を記載している。予想値は上限ではなく、実際の割合は、様々な要因（市況を含むが、

これらに限定されない。）により、時間の経過と共に変化することがある。最大値は上限を意味する。

 

ポートフォリオ名
ＴＲＳおよびＣＦＤ

（総額＊）
レポ取引 マージン・レンディング

 
純資産価額の割合の
最大値／予想値（％）

純資産価額の割合の
最大値／予想値（％）

純資産価額の割合の
最大値／予想値（％）

グローバル・アロケーション・ポー
トフォリオ（ＧＡＰ）＊＊

０／０ ０／０ ０／０

世界株式インカム・ポートフォリオ
（ＧＥＩＰ）

０／０ ０／０ ０／０

インカム・ストラテジー・ポート
フォリオ（ＩＳＰ）

５／３ ０／０ 10／５

スーパー・マネー・マーケット・
ファンド（ＳＭＭＦ）

０／０ 50／20－50＊＊＊ ０／０

ワールド・インカム・ポートフォリ
オ（ＷＩＰ）＊＊＊＊

０／０ ０／０ ０／０

＊　　　　上記の合計の範囲内で、ＣＦＤおよびＴＲＳに対するポートフォリオのエクスポージャーは変化する。ＣＦＤおよ

びＴＲＳに対するエクスポージャーに関する詳細情報は、管理会社の登記上の事務所にて取得可能である。

＊＊　　　ＧＡＰはフィーダー・ファンドであり、その投資先のマスター・ファンドは、ＴＲＳおよびＣＦＤへの最大25％

（予想：15％）の投資およびレポ取引への50％（予想：０％）の投資を許容されている。

＊＊＊　　ＳＭＭＦは、リバース・レポ取引にのみ投資することができる。

＊＊＊＊　ＷＩＰはフィーダー・ファンドであり、その投資先のマスター・ファンドは、ＴＲＳおよびＣＦＤへの最大25％

（予想：０－10％）の投資およびレポ取引への40％（予想：０％）の投資を許容されている。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ

受益者各位

 

法定監査人の監査報告書

財務諸表監査に関する報告

 

監査意見

私たちは、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」とい

う。）及びその各サブファンドの財務諸表、すなわち2018年１月31日現在の純資産計算書、投資明細

表、並びに同日に終了した年度の損益計算書及び純資産変動計算書、重要な会計方針の要約を含む財務

諸表に対する注記について監査を行った。

私たちの意見では、添付の財務諸表は、財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法令の定めるとこ

ろに準拠して、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズの2018年１月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了した年度の経営成績及び純資産の変動を、真実かつ公正に表示してい

る。

 

監査意見の根拠

　私たちは、監査専門家に関する2016年７月23日付法律（以下「2016年７月23日法」という。）及び金

融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）（以下「CSSF」という。）がルク

センブルグ向けに採択した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行った。本法及び

基準のもとでの私たちの責任は、本報告書の「財務諸表監査に対する法定監査人の責任」区分に詳述さ

れている。私たちは、CSSFがルクセンブルグ向けに採択した国際倫理基準審議会の定める倫理規程

（IESBA Code）及び私たちの財務諸表監査に関連する倫理上の要求事項に基づきファンドに対する独立

性も保持しており、また、これらの倫理規程及び要求事項で定められるその他の倫理上の責任を果たし

た。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

その他の情報

　ファンドの管理会社の取締役会は、その他の情報に対して責任を有している。その他の情報は年次報

告書に記載される情報で構成されるが、その他の情報には財務諸表及び財務諸表に関する私たちの法定

監査人の監査報告書は含まれない。

　財務諸表に関する私たちの意見の対象範囲には、その他の情報は含まれておらず、私たちは当該その

他の情報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。

　財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報

と財務諸表及び私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、又はそのような重

要な相違以外に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか考慮することにある。私たちは、実施した作業に

基づき、その他の情報に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求めら

れている。私たちは、その他の情報に関して報告すべき事項はない。
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財務諸表に対するファンドの管理会社の取締役会及び統治責任者の責任

　ファンドの管理会社の取締役会は、財務諸表の作成に関するルクセンブルクの法令の定めるところに

準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸

表を作成するためにファンドの管理会社が必要と判断した内部統制に対する責任を有している。

　財務諸表を作成するに当たり、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続す

る能力を評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有す

ること、また、ファンドの管理会社の取締役会がファンドの清算若しくは事業停止の意図があるか、又

はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした会計処理を適用する責任

を有している。

 

財務諸表監査に対する法定監査人の責任

　私たちの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かに関する合理的な保証を得て、監査意見を含む法定監査人の監査報告書を発行することにある。合理

的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択した

ISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。

虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当財務諸表に基づく利

用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　私たちは、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAに準拠して実施する監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。

・　不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査

手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要

な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクより

も高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、及び

内部統制の無効化が伴うためである。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、こ

れは、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・　取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上

の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。

・　取締役会が継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められ

る場合は、法定監査人の監査報告書において財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する財務諸表の開示が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。私たちの結論は、法定監査人の監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　開示を含めた全体としての財務諸表の表示、構成及び内容を検討し、財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項について、統治責任者に対して報告を行っている。
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公認の監査法人デロイト・オーディットを代表して

 

（署名）

クリスチャン・ヴァン・ダーテル、法定監査人、

パートナー

 

2018年５月25日
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To the Unitholders of BlackRock Global Investment Series

 

REPORT OF THE RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉE

 

Report on the Audit of the Financial Statements

 

Opinion

We have audited the financial statements of BlackRock Global Investment Series (the "Fund")

and each of its sub-funds, which comprise the Statement of Net Assets and the Portfolio of

Investments as at 31 January 2018 and the Statement of Operations and Changes in Net Assets

for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of

significant accounting policies.

 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the

financial position of BlackRock Global Investment Series as at 31 January 2018, and of the

results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in

accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and

presentation of the financial statements.

 

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession

(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for

Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF).

Our responsibilities under those Law and standards are further described in the

"Responsibilities of Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial Statements"

section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the

International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional

Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical

requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled

our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.

 

Other information

The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the other

information. The other information comprises the information included in the annual report

but does not include the financial statements and our report of Réviseur d'Entreprises Agréé

thereon.

 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not

express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the

other information and, in doing so, consider whether the other information is materially

inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or

otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we

concluded that there is a material misstatement of this other information, we are required

to report this fact. We have nothing to report in this regards.

 

Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company of the Fund and Those

Charged with Governance for the Financial Statements

The Board of Directors of the Management Company of the Fund is responsible for the

preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg

legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the

financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the

Management Company of the Fund determines is necessary to enable the preparation of

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or

error.

 

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company of

the Fund is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern,

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern

basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company of the Fund

either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative

but to do so.

 

Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial

Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as

a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a

report of Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable assurance is a

high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with

the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial

statements.
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As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for

Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional

scepticism throughout the audit. We also:

 

・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis

for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud

is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the

Management Company of the Fund.

・Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Management Company of the

Fund's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may

cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our

report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the related disclosures in the financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the

Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to

cease to continue as a going concern.

・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any

significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

 

Christian van Dartel, Réviseur d'Entreprises Agréé

Partner

 

25 May 2018

 

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は提出代理人が別途保

管している。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ

受益者各位

ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　Ｌ－1855　ジェイ・エフ・ケネディ通り　35Ａ番（35A,

avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg）

 

法定監査人の監査報告書

 

監査意見

私たちは、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」とい

う。）及びその各サブファンドの財務諸表、すなわち2019年１月31日現在の純資産計算書、投資明細

表、並びに同日に終了した年度の損益計算書及び純資産変動計算書、重要な会計方針の要約を含む財務

諸表に対する注記について監査を行った。

私たちの意見では、添付の財務諸表は、財務諸表の作成に関するルクセンブルグの法令の定めるとこ

ろに準拠して、ファンド及びその各サブファンドの2019年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了した年度の経営成績及び純資産の変動を、真実かつ公正に表示している。

 

監査意見の根拠

　私たちは、監査専門家に関する2016年７月23日付法律（以下「2016年７月23日法」という。）及び金

融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）（以下「CSSF」という。）がルク

センブルグ向けに採択した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行った。2016年７

月23日法及びISAにおける私たちの責任は、本報告書の「財務諸表監査における法定監査人の責任」区

分に詳述されている。私たちは、CSSFがルクセンブルグ向けに採択した国際倫理基準審議会の定める倫

理規程（IESBA Code）及び私たちの財務諸表監査に関連する倫理上の要求事項に従って、ファンドから

独立しており、また、これらの倫理規程及び要求事項で定められるその他の倫理上の責任を果たしてい

る。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

その他の情報

　ファンドの管理会社の取締役会は、その他の情報に対して責任を有している。その他の情報は年次報

告書に記載される情報で構成されるが、その他の情報には財務諸表及び財務諸表に関する私たちの法定

監査人の監査報告書は含まれない。

　財務諸表に関する私たちの意見の対象範囲には、その他の情報は含まれておらず、私たちは当該その

他の情報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。

　財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報

と財務諸表及び私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、又はそのような重

要な相違以外に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか考慮することにある。私たちは、実施した作業に

基づき、その他の情報に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求めら

れている。私たちは、その他の情報に関して報告すべき事項はない。
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財務諸表に対するファンドの管理会社の取締役会の責任

　ファンドの管理会社の取締役会の責任は、財務諸表の作成に関するルクセンブルクの法令の定めると

ころに準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

財務諸表を作成するためにファンドの管理会社が必要と判断した内部統制を整備及び運用することにあ

る。

　財務諸表を作成するに当たり、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続す

る能力を評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有す

ること、また、ファンドの管理会社の取締役会がファンドの清算若しくは事業停止の意図があるか、又

はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした会計処理を適用する責任

を有している。

 

財務諸表監査における法定監査人の責任

　私たちの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かに関する合理的な保証を得て、監査意見を含む法定監査人の監査報告書を発行することにある。合理

的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択した

ISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当財務諸表に基づく

利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　私たちは、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAに準拠して実施する監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、当該リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。さらに、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入

手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を

発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの

除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無効化が伴うためである。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、こ

れは、ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するためではない。

・　取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する開示の妥当性を評価する。

・　取締役会が継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められ

る場合は、法定監査人の監査報告書において財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する財務諸表の開示が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。私たちの結論は、法定監査人の監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　開示を含めた全体としての財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。
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公認の監査法人デロイト・オーディットを代表して

 

（署名）

ジャスティン・グリフィス、法定監査人、

パートナー

 

2019年５月23日

 

　　次へ
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To the Unitholders of

BlackRock Global Investment Series

35A, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

 

REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

 

Opinion

We have audited the financial statements of BlackRock Global Investment Series (the“Fund”)

and of each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the portfolio

of investments as at 31 January 2019 and the statement of operations and changes in net

assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary

of significant accounting policies.

 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the

financial position of the Fund and of each of its sub-funds as at 31 January 2019, and of

the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in

accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and

presentation of the financial statements.

 

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession

(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for

Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Our

responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in the

“Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial

Statements”section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with

the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional

Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical

requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled

our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.

 

Other information

The Board of Directors of the Fund's Management Company is responsible for the other

information. The other information comprises the information stated in the annual report but

does not include the financial statements and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé

thereon.

 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not

express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the

other information and, in doing so, consider whether the other information is materially

inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or

otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we

conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to

report this fact. We have nothing to report in this regard.

 

Responsibilities of the Board of Directors of the Fund's Management Company for the

Financial Statements

The Board of Directors of the Fund's Management Company is responsible for the preparation

and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and

regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial

statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund's Management

Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are

free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund's Management

Company is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern,

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern

basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund's Management Company either

intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to

do so.

 

Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial

Statements

The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,

and to issue a report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit

conducted in accordance with the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for

Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or

in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of

users taken on the basis of these financial statements.
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As part of an audit in accordance with the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted

for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism throughout the audit. We also:

 

・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis

for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud

is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;

・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the

Fund's Management Company;

・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's Management

Company's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may

cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our

report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the related disclosures in the financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the

Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to

cease to continue as a going concern;

・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any

significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

 

Justin Griffiths, Réviseur d'entreprises agréé

Partner

 

23 May 2019

 

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は提出代理人が別途保

管している。

 

　　次へ
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

株主各位

 

法定監査人の監査報告書

財務諸表監査に関する報告

 

監査意見

私たちは、ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーの財務諸表、すなわち

2018年12月31日現在の財政状態計算書、並びに同日に終了した年度の損益計算書、持分変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計方針の要約及びその他の説明情報について監査を行った。

私たちの意見では、添付の財務諸表は、欧州連合が採択した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）

に準拠して、ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーの2018年12月31日現在の

財政状態並びに同日に終了した年度の財務業績及びキャッシュ・フローを、真実かつ公正に表示している。

 

監査意見の根拠

　私たちは、監査専門家に関する2016年７月23日付法律（以下「2016年７月23日法」という。）及び「金融

監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）」（以下「CSSF」という。）がルクセンブ

ルグ向けに採択した国際監査基準（以下「ISA」という。）に準拠して監査を行った。本法及び基準における

私たちの責任は、本報告書の「財務諸表監査における『法定監査人』の責任」区分に詳述されている。私た

ちは、CSSFがルクセンブルグ向けに採択した国際倫理基準審議会の定める倫理規程（IESBA Code）及び私た

ちの財務諸表監査に関連する倫理上の要求事項に従って、会社（訳者注：ブラックロック・ファンド・マネ

ジメント・カンパニー・エス・エーのこと。以下同じ。）から独立しており、また、これらの倫理規程及び

要求事項で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の情報

　取締役会は、その他の情報に対して責任を有している。その他の情報は年次報告書に記載される情報で構

成されるが、その他の情報には財務諸表及び財務諸表に関する私たちの「法定監査人」の監査報告書は含ま

れない。

　財務諸表に関する私たちの意見の対象範囲には、その他の情報は含まれておらず、私たちは当該その他の

情報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。

　財務諸表監査における私たちの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報と財

務諸表及び私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、又はそのような重要な相違

以外に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか考慮することにある。私たちは、実施した作業に基づき、その

他の情報に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私たち

は、その他の情報に関して報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する取締役会の責任

　取締役会の責任は、欧州連合が採択したIFRSに準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること、及び不正

又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために取締役会が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することにある。

　財務諸表を作成するに当たり、取締役会は、ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エ

ス・エーが継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当

該事項を開示する責任を有すること、また、取締役会が会社の清算若しくは事業停止の意図があるか、又は

そうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提とした会計処理を適用する責任を有し

ている。
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財務諸表監査における「法定監査人」の責任

　私たちの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに

関する合理的な保証を得て、監査意見を含む「法定監査人」の監査報告書を発行することにある。合理的な

保証は、高い水準の保証であるが、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAに準拠し

て行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当財務諸表に基づく利用者の経済的意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　私たちは、2016年７月23日法及びCSSFがルクセンブルグ向けに採択したISAに準拠して実施する監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、当該リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。さらに、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できない

リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳

述、及び内部統制の無効化が伴うためである。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ

は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するためではない。

・　取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する開示の妥当性を評価する。

・　取締役会が継続企業を前提とした会計処理を適用することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーが継続企業として

存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、「法定監査人」の監査報告書において財務諸

表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の開示が適切でない場合は、財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、「法定監査人」の

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ブラックロック・

ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　開示を含めた全体としての財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。

 

法令等が要求するその他の事項に関する報告

　経営者報告書は、財務諸表と整合しており、適用される法的要求事項に準拠して作成されている。

 

公認の監査法人デロイト・オーディットを代表して

 

（署名）

ジャスティン・グリフィス、法定監査人、

パートナー

 

2019年５月３日

 

　　次へ
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BlackRock Fund Management Company S.A.

Independent Auditor's Report

 

To the sole Shareholder of

 

BlackRock Fund Management Company S.A.

 

REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

 

Report on the Audit of the Financial Statements

 

Opinion

 

We have audited the financial statements of BlackRock Fund Management Company S.A., which

comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, the income statement,

the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the year then ended,

and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the

financial position of the BlackRock Fund Management Company S.A. as at 31 December 2018, and

of its financial performance and of its cash flows for the year then ended in accordance

with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the European Union.

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession

(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for

Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our

responsibilities under those Law and standards are further described in the

“Responsibilities of the“Réviseur d'Entreprises Agréé”for the Audit of the Financial

Statements”section of our report. We are also independent of the Company in accordance with

the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional

Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical

requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled

our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.
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BlackRock Fund Management Company S.A.

Independent Auditor's Report

 

Other information

 

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information

comprises the information stated in the annual report but does not include the financial

statements and our report of the“Réviseur d'Entreprises Agréé”thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not

express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the

other information and, in doing so, consider whether the other information is materially

inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or

otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we

conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to

report this fact. We have nothing to report in this regard.

 

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements

 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these

financial statements in accordance with IFRSs as adopted by the European Union, and for such

internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or

error.

 

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing

the BlackRock Fund Management Company S.A.'s ability to continue as a going concern,

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern

basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or

to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

 

Responsibilities of the“Réviseur d'Entreprises Agréé”for the Audit of the Financial

Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as

a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a

report of the“Réviseur d'Entreprises Agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance

is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance

with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial

statements.
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BlackRock Fund Management Company S.A.

Independent Auditor's Report

 

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for

Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism throughout the audit. We also:

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis

for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud

is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.

・　Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the BlackRock

Fund Management Company S.A.'s ability to continue as a going concern. If we conclude

that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of

the“Réviseur d'Entreprises Agréé”to the related disclosures in the financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the

“Réviseur d'Entreprises Agréé”. However, future events or conditions may cause the

BlackRock Fund Management Company S.A. to cease to continue as a going concern.

・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any

significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

 

The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in

accordance with applicable legal requirements.

 

For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

 

Justin Griffiths, Réviseur d'Entreprises Agréé

Partner

 

3 May 2019

 

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は提出代理人が別途保

管している。
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